
論

説
公
共
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
大
統
領

及
び
議
会
の
機
能
位
相

㈹

竹

尾

隆

ヱη

目

次

一
、

行
政
部
政
党

の
優

越
性

O

最
高

の
立
法
者

と
し
て

の
大
統
領

⇔

政
党
指
導
者

と
し
て

の
大
統
領

(以
上
第
二
十
二
巻
第

一
号
)

二
、

原
理
と
利

益

の
妥

協

O

沿
革

ω

大
統
領
-

原
理

(以
上
第
二
十
三
巻
第

一
号

)

②

議
会
ー

利
益

(
一
部
第

二
L⊥
二
巻
第

二

・
三
号
、

ω

実
業
代
理
機
関

と
し
て

の
議
員

㈹

「
走
り
使

い
」

と
し
て

の
議
貝

第

二
十
五
巻
第

三
号
、
第

二
十
六
巻
第

二

∴
二
合
併
号
)
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議

会

-

利

益

(続
稿
)

選
挙
運
動
を
効
率
的

に
展
開
す

る
た
め

の
選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
確
保

の
局
面

に
お

い
て
も
、
そ

こ
に
は
、

現
職
議
貝

の
挑
戦

(
1

)

候

補

者

に
対

す

る
有

利

な

関

係

の
力

学

が
、

鮮

明

に
彫

り

こ
ま

れ

て

い
る
。

選

挙

運

動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
数

は
、

候

補

者

の
在

職

期

間

と
候

補
者

が
追

求

す

る

公

職

の
双

方

の
縫

合

線

に
よ

っ
て

決
定

さ

れ

る
。

現

職

議

員

は
、

経
験

豊

富

な

選

挙

運

動

ス
タ

ッ

フ
を

擁

し

、

自

己

の
地

位

を

保

全

す

べ
き

物
的

人

的
機

構

の
堅

固

な
防

衛

の
城
塞

を

既

に

築

き
あ

げ

て

い
る
。
挑

戦

候

補

者

の
選

挙

運

動

と
比

較

す

る
な

ら

ば

、
い
か

な

る

ヨ
Φ
ω
ω
p
αq
Φ
ω
を

選

挙
運

動

期

間

中

に
選
挙

民

に
伝

達

し

た

ら

よ

い
か

に

つ
い
て
、

現

職

議

貝

の

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

に

は
、

よ

り

基

本

的

な

原

則

が
、

ま

た

、

彼

ら

の

ス
タ

ッ
フ

の
間

に

は
、

顕

著

な

総

意

が
、

そ

れ

ぞ

れ
、

認

め
ら

れ

る
。

こ
う

し

た

ス
タ

ッ
フ
や

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
な

か

の
若

干

名

は
、

前

回

の
候
補

者

の
選
挙

に
お

い

て
、
提
携

と
協

同

の
関

係

の
下

に
あ

っ
た
。

い
か
な

る
選

挙

運

動

に

お

い
て
も

、
遺

恨

や
意

見

の
相

違

は
不

可
避

で
あ

る

に

せ
よ

、
ま

た
、

ス
タ

ッ
フ
と

コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

が
、
選

挙

運

動

主

体

の
行

動

態

様

を

示

す

地

図

の
上

で

は

首

と

o
葺

、
山
ヨ
讐
Φ
霞

と

o
『
o
融
ωω
δ
コ
巴

の
対

極

に

み
え

る

に
し

て
も

、
挑

戦

候
補

者

の
選
挙

運

動

に

お

け

る

ス
タ

ッ
フ
や

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

よ

り

も

、
彼

ら

は
、

と
も

に
、

政
治

的

経

験

の
層

を

重

ね

て

い
る

が

故

に
、

相

互

に
専

門
的

立
場

を

犯
す

こ
と
な

く
尊

重

し
合

い
、

各

々
の
役

割

を
互

い
に
理
解

し

合

う

と

い

っ
て

よ

い
。

そ

こ

に

は
、

ス
タ

ッ
フ
と

コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

と

の
通
底

性

が
、

明
瞭

に
描

か

れ

て

い
る
。

下

院
議

貝

の
場

合

、

総

じ

て
、

州

規
模

大

の
選
挙

運

動

を

繰

り
広

げ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
上

院

議

貝

候
補

者

や
州

知

事

候

補
者

に
比
較

し

、

選

挙

運

動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
必
要

度

は

、

さ

し

て
高

く

は

な

い
。

な

ぜ
な

ら
、

下
院

議

員

選

挙

区

は
相

対

的

に
小

規

模

で
あ

り
、

そ

の
社

会

経

済

構

成

に
お

い
て
同

質

的

で
あ

る

こ
と

か

ら

、

現

職

下
院

議

員

に

は
、

広

範

囲

に
及

ぶ
世

論

調
査

計

画

や
電

波

媒

体

の
大
量

使

用

計

画

の
形

成

と
実

施

が
、
不

要

と

み

て
よ

い
か
ら

で
あ

る
。

加

え

て

、

下

院
議

貝

選
挙

は

二
年

ご

と

に
行

わ

れ

る

た

め
、
前

回

に
お

け

る
下

院

議

員

の
選

挙

運

動

テ

ィ
ー

ム
は
、

手

つ
か
ず

の
ま

ま

温

存

さ

れ

て

お
り

、
常

に
同
質

の

一
貫

性

を

も

っ
て
捉

え

ら

れ

る
。

こ

の
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テ

ィ
ー

ム
は
、
次
期
選
挙

の
た
め

の
経
験
豊

か
な
核
心
的

な
戦
略
団
体
を
形
成
し
、
そ

こ
に
お
け
る
磁
針

は
、

一
瞬

の
微
動

も

み
せ
ず
次

期
選
挙

に
お
け

る
勝
利

の
確
保

と

い
・つ

=
疋
の
方
角
を
指
し
続
け

て

い
る
.
多

あ

下
院
聲

は
、

こ
う
し

た
自
己

の
選
挙
懇

内

に
選

挙

に
関
す

る
専
門
的
知

識
や
技
術
を
饗

し
蓄
積
し

て
お
り
、
ま

た
、
郵
便

・
ラ
ヂ

オ
に
よ

る
選
挙
民

に
対
す
る

ヨ
Φ
.・
ω鋤
α¢
Φ
ω
の
創
案

や
世

論
調
査

資
料

の
分
析
な

ど
を
担
当
す

る
高
度

の
多

・
フ
を
、
常
時
、
配
備
し

て

い
る
.
そ
れ
ば
か
り

で
は
な

い
・
下
院
賛

の
ぞ

は
・

熾
烈
な
選
挙
戦

に
遭
遇
し

た

こ
と
が
な

い
.

こ
う

し
た

こ
と
か
ら
、
多

あ

下
院
議
員

の
選
挙
組
織

は
、
選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
あ

穰

的
な
介
入
と
強
力
な
支
援
を
ま

つ
ま

で
も
亨

、
再
選
確
保

と

い
う

;

の
価
値
観

に
よ

っ
て
自
己

の
言
動
を
統

一
し
・
再
選

の
累

積

と

い
う

強
固
な
岩
盤

の
上

に
礎
を

置

い
て
い
る
堅
牢
な
建
造
物

の
ご
と
き
観

が
あ
る
。
こ
の
組
織

は
、
常

に
・
再
選
確
保
を
目
ざ
し

て
・

永
遠
に
尽
き
る
こ
と
の
な
い
無
窮
動
を
効
率
的
に
展
開
す
る
.
事
実

投
票
総
数
の
三
分
の
二
を
越
え
る
多
数
者
毒

を
窺

的
に
糾
合

し
得
る
共
和
党
現
職
下
院
替

の
選
挙
運
動
管
理
者
は
、
次
期
選
挙
の

一
年
前
に
、
次
の

さ

つ
に
述
べ
て
い
(翠

「
我

々
は
、

次
年

の
通
信

計
画
は

い
か
な
る
も

の
と
な
る
か
1

原
稿
締

切
期
限
、
印
刷
時

期
な
ど

ー

の
精
密
な
立
案
を

来

た
る
+

二

月
ま

で
に
、
既

に
終
え

て

い
る
.
我

々
は
、
同
じ

ー
、
諸
多

の
紛
争
収
拾
計
画
も
作
成
す

る

こ
と
に
な
ろ

う
。
-
し
か
も

我

々
は
選

挙
を
有

利

に
導

と
お
も
わ
れ

る
好
都
A
・
の
紛
争

状
況

に
関
す

る
少
な

か
ら

ざ
る
収
拾

計
画
を
、
次
年

の
最
初

の
三

ヶ
月
間
に
・
郵
送
す

る
。

我

々
は
、

再

選

に
係

り
合

う

す

べ

て
を

実

行

し

た

い
と

お

も
う

」
。

他
方
、
激
烈
な
選
挙
戦

と

の
対
決
を

畏
怖
す

る
巖

下
院
議
員

は
、

選
挙
戦

に
動
員

し
得

る
だ
け

の
+
分
な
時
間
と
・
自
己

の
選
挙
組

織

の
壁
外

に
あ

る
専
門

の
選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
菱

鷹

し
得

る
多
大
な
資
金
と
を
、
保
有

し
て

い
る
.
フ

冒

ダ
州

の

↓
§

9

を

自
己

の
選
挙
区

と
し
、

充

六
二
年

の
当
該

選
挙

区

の
創

設
以
来

、

こ
れ
を
代

表
し
続

け

て

い
る
s

・
ギ

ボ

ン
ズ

(ω
騨
ヨ
。
ま
ぴ
。
量

塁

党

下

院
議

員

の
事

例

を

、

考

え

て

み
よ

、つ
.

ギ

ボ

ン
ズ
議

員

の
選

挙

運

動

は
、

こ
れ
ま

で
、

い
た

っ
て
低

調

で
あ

っ
た
・

彼

は
・

圧

倒

的

な
大
差

で
、
あ
る

い
は
、
無

競
争

で
、
当
選
を
繰
り
返
し

て
き

た
か
ら

で
あ

る
.

充

八

二
年

に
、
ギ

ボ

ン
ズ
賛

は
・
得
票
率
七
四
%
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を
あ
げ
る
た
め
に
・

一
〇
万
ド

ル
弱
を
選
挙
運
動

に
投
入
し

た
。
し

か
し
、
二
年
後

の

一
九

八
四
年

に
、
多
少

の
知
名
度

の
あ

る
前
裁
判

官

が
・
ギ

ボ

ン
ズ
議
員

に
対
す

る
挑
戦
候
補
者

と
し

て
そ

の
反
極

に
姿
を
現
わ
し
、
ギ

ボ

ン
ズ
議

員

に
対

し
て
負

の
宣
伝
活
動
を
大

々
的

に
展
開
し

た
・

こ
の
た
め
、
ギ

ボ

ン
ズ
議
貝

は
、
苦
戦
を
強

い
ら
れ
、
前

回

の
選
挙
資
金

の
ほ
ぼ
三
倍
を
投
じ
て

こ
れ
に
応
戦
し
、
辛

つ

じ
て
六
〇
%

弱

の
得

票
率
を
確
保

し
得
た

に
す

ぎ
な
か

っ
た
。

こ
の
選
挙
後
、

ギ
ボ

ン
ズ
議
員

は
、

こ
の
事
態
を
深
刻
に
受
け

と
め
、

そ

の
結
果
・
選
挙
運

動
を

み
る
彼

の
視
覚

の
位
相

に
、
変
化

が
生

じ
た
。
ギ

ボ

ン
ズ
議
員

は
、

一
九
八
四
年

の
選
挙
後
、

一
九

八
五
年

に
、

犀

王
党
員

の

ヨ
Φ
量

ω葛

舞

。・
島

。
σ
嘆
叶
ω
舞

Φ
と
雇
傭
契
約
を
結

び
、

充

八
六
年

の
選
挙
戦

の
勝
利

を
目
標

に
広
止
口
.
出日伝

番
組

の
製
作

を
開
始

し
た
・

こ
の
年

、
ギ

ボ

ン
ズ
議
員

は
、
自

己

の
選
挙
民

の
間

に
お
け

る
世
論

の
動
向
、
時

の
係
争

問
題

に
対
す

る
態
度
、

政
治
意

識
な
ど

の
、

一
万
八
〇
〇
〇
ド

ル
相
当

の
標
本
抽

出
調
査
を
依
頼
し
、

一
九

八
五
年
-

一
九
八

六
年

の
選
挙
期

に
九
〇
万
ド

ル
の

選
挙
資
金

の
調
達
を
成

し
遂
げ
、

こ

の
資
金

の
な

か
か
ら
地
方

及
び
州

の
公
職
占
有

者

に
対
し

て
賢
明

に
も
有
効
な
献
金

を
行

っ
た
。

こ

う

し
た
ギ
ボ

ン
ズ
議

員

の
並

々
な
ら
ぬ
努

力

の
成
果

が
、

一
九

八
六
年
、
あ

る

い
は
、

一
九
八
八
年

に
お
け
る
、
共
和
党

の
対
立
候
補
者

の
消
失

に
ほ
か
な
ら
施

・

こ
の
よ
う

に
し

て
、
当
選

の
連
続

と

い
う

過
去

の
栄
光

の
実
績

の
台
座

か
ら
肇

民
全
体
を
因
襲
的

に
綴

す

る

の
で

は
な

く

、

電

波

媒

体

を

活

用

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

ま

た
、

地

方

及

び
州

の
公

職

占

有
者

を
通

し

て
、

選

挙

民

の
対
象

に
接

近

し
・

い
わ

ば
・

至

近

距
離

か

ら
、

そ

し

て

、
あ

ら

ゆ

る
方

向

か

ら
視

線

を
活

発

に
動

か

し
、

対

象

に
働

ら

き

か
け

、

彼

ら

の
内

実

の
底

か

ら
鳴

り
響

く
苦

痛

や

要

望

の
信
号

を

受

け

と

め
、

こ
れ

に
対

す

る
施

策

を

提

起

し
、

彼

ら

の
同

調

と
支

持

と
を

丹
念

に
掘

り
起

し

て
ゆ

く

と

い
う

、

新

し

い
転

調

を

、

選

挙

運

動

に
導

入

す

る

こ
と

に
、

ギ

ボ

ン
ズ

議

員

は
、

成

功

し

た

の

で
あ

る
。

上

院

議

員

の
場

合

、

選
挙

運

動

コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
任

命

を
含

む

公
式

の
選

挙

運

動

計

画

の
作

成

は

、

少

な
く

と
も

、

選

挙

当

日

の

一

年

半

以
前

に
開

始

さ

れ

る
。

一
九

八

四

年

に
お

け

る
R

・
ボ

シ

ュ
ウ

ィ

ツ

笏
¢
身

bo
。
ω魯
ヨ

一N
)
現

職

共

和
党

上

院
議

貝

の
選
挙

組

織

は
、

そ

の
好

個

の
例

で
あ

る
。

ボ

シ

ュ
ウ

ィ

ツ
議

貝

の
選

挙

運

動

管

理

者

は
、

一
九

八

三

年
春

よ

り

、
選

挙

運

動

に
着

手

し

た
。

彼

は
、

ミ
ネ
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ソ
タ

州

の
出

身

者

で
あ

り

、
以

前

に
、
全
国

共

和

党

上

下

両
院

議

員

選
挙

運

動

委

貝

会

(Z
。・
什一自

巴

菊
8
昏

一一。
鴛

ω
Φ
轟

8
ユ
巴

餌
巳

O
o
ロ
讐
Φ
甲

、
一。
鵠
山
8

-。
暑

鋤
暫

。
。
ヨ
暑

Φ.
.
)

(冤

ω
6
罠

舅

8

で
活

躍

し

て

い
た
.

選

挙

運

動

管

理

者

の
職
務

は

、
選

挙

運

動
資

金

の
調

達

.

配
分

.
使
用
、
選
挙

組
織
内
外

に
対
す

る

コ
ー

ユ
ニ
ケ
イ

シ

ョ
ン
の
円
滑
化
、

そ
し

て
、
選
挙
組

織
内

に
お
け
る
分
業

の
協
力
爬

以
上

の
統

轄

で
あ

る
。
新
機

軸

の
選
挙
運
動
戦
略

の
展
開

・組

織
編

成
戦
略

の
案
出

、
世
論

調
査

の
実
施

と
結
果

の
解
析
・
そ
れ
に
・

ラ
ヂ

オ
・

T

V

。
新
聞

.
雑
誌
等

の
各
種

の
媒
体

の
活
用
、
な
ど
を
担
当
す

る
四
名

の
選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

は
、
管

理
者

と
緊
密

な
協
同
関

係

の
下

に
あ

っ
た
。
信

頼
に
価
す

る
ミ
ネ

ソ
タ
州
出
身

の
諮
問
委
員

か
ら
構
成
さ
れ
、

そ
の
な
か

の

一
人

で
あ

る
・

一
九

七
八
年

の
ボ
シ

ュ
ウ
ィ

ツ
賛

の
選
挙
運
動
管
理
者

で
あ
り
選
挙
組
織

の
前

ワ
シ

ン
上

霧

所
長

(現
ミ
ネ
ソ
タ
州
弁
護
士
)
で
あ

っ
た
諮
問
委

員
を
長

と
し

た
、
私
設
顧

問
団

は
、
三
週
間

ご
と
に
会
合

を
開

き
、

選
挙
運

動
全
般

の
運
営
状
況
を
精
査

し

た
。

一
九
入
四
年
三
月
末

ま

で
に
・

ボ
シ

ュ
ウ
ィ

ツ
の
選
挙
組

織
は
、

充

八

一
年

に
専
任

の
資
金
調
達
者

の
任
命
と
時

を
同
じ

ー
し

て
端
緒

を
開

い
た
数

々
の
再
選

の
た
め

の
努

力
を
通
し

て
、
三
〇
〇
万
ド

ル
以
上

の
資
金

の
集

積

に
成

功
し

た
.

こ
う

し
萎

金

の
主
要
源
泉

は
、

ボ
シ

ュ
ウ
ィ

ツ
議

貝

の

《
ワ

シ

ン
ト

ン

.
ク

ラ

ブ

》

(乏

蝉
。。
び
ぎ

ゆq
8

口
Ω

呂

)

で

あ

っ
た

.

《
ワ

シ

ン
ト

ン

・
ク

ラ

ブ

》

と

は

、

一
九

八

四

年

を

通

じ

て

・

年

額

二

五

〇

ド

ル
の
選
挙
資
金

の
提
供
を
薦

す

る
、
主

に
、・・ネ

ソ
タ
州
出
身

の
八
五
〇
名

の
献
金
者

で
組
織

さ
れ
て

い
る
ボ
シ

ュ
ウ

ィ
ツ
議

員

の
後
援

曝

齢

。も
彪

鑓

欝

骸

郁
嚇
鱗

外
に
あ
る
P
A
C
で
あ
ゑ

こ
れ
ら
の
P
A
c
に

一九
入
四
年
三
月
末
ま

ボ
シ

ュ
ウ

ィ

ツ
議
貝

の
初
期

の
選
挙
運
動

に
、
職
業
的
な
選
挙
運
動
な

い
し
政
治
的

な

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト
が
・
深
く
介

入
し

て

い
る
と

い
、つ
事
実
は
、

こ
、つ
し

た
上
院
聲

選
挙

の
典

型
を
示
す

と

い

っ
て
よ

い
.

こ
の
理
由

は
、
幾
層

に
も
重
な

る
電
波

.
印
刷
両
媒

体
を
通

じ

て
、
巨
大

か

つ
多
種
多
様

の
選
挙
民

の
意
思

に
、

い
わ
ば
螺
旋
状

の
線
を
描
き
な

が
ら
綿
密

に
追

っ
て
ゆ

差

め

の
専
門
的
知

識
や
情

報

.特
殊
技
術

の
必
覆

が
存
在
す

る

の
み
で
は
穿

、
ま

た
、
選
挙
懇

内

に
選
挙
運
動

の

く
①
8
§

ω
が
払
底
し

て
い
る

と

い
う
状
況
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に
よ

る
・

N

R

S

C

の
前

事

務

局
長

M

・
ダ

ニ
エ
ル
ズ

(ζ
一8
げ

O
餌
巳
Φ
芭

は

、

現

職
上

院

議

員

の
選

挙

運

動

に

つ
い
て
、

次

の
よ
う

に

(
5

)

評

言

し

て

い
る
。

現

職
上
院
議

員

の
大
部
分

は
、

い
か
な
る
選
挙
組
織

を
も
所
持

し
て

い
な

い
.
上
院
議
貝

は
、
自
己

の
選
挙
運
動

に
対
す

る
+
分

な

準
備
体
制

を
整
え

て

い
な

い
。
彼

ら

が
、
選
挙

の
季
節

に
突
入
す

る
と
き
、
選
挙

組
織

に
お
け

る

ス
タ

ッ
フ
の
な
か

の
戦
闘
要
員

は
、
す

べ
て
姿
を
消
玄

前
回

の
選
挙
以
来

ス
タ

ッ
フ
の
多
ー
も

ま
た
、
流
浪
し
離
散
し

て
し
ま

先

こ
れ

に
反

し
、
下
院
替

は
、
遙

か
に

優

れ
た
政
治
家

で
あ
る
.

な
ぜ
な
ら
、

彼
ら
は
、

四
六
時
屯

政
治
家

で
あ

る
か
ら
で
あ

る
.

と

こ
ろ

が
、
上
院
贅

の

つ
ち
、
常
設

の

選
挙
組
織
を
所
有

し

て

い
る
替

は
、
比
較
的

に
少
数

で
あ

る
.
け
れ

ど
も
、
彼
ら

は
、
財
政
的

に
は
自
給
自
足

の
状
態

に
あ

る
こ
と
か

ら

・

彼

ら

は
・

い
わ

ば
、

一
部

傭

兵

組

織

、

一
部

政

治

組

織

の
性

格

を

帯

び

る
選

挙

組

織

を

、

組

み
立

て

る

こ
と

が

で
き

る
」
。

な
お
・

職
業

的
な
選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
あ

、

大
統
領

・
上
下
両
院
議

員

・
州
知
事
な
ど

の
主
要

な
公
職

の
選
挙
戦

へ
の
進
出

が
、

今

日
頭

著

な
現
象

と
し
て
認

め
ら
れ

る
に
せ
よ
、
そ

の
活
動

の
実
効
性

に

つ
い
て
は
、
必
ら
ず

し
善

。
.三
く
.
な
符
号

が
付

せ
ら
れ

て

い

る

わ

け

で

は

な

い
・

L

・
J

・
サ

バ

ト

(い
碧

蔓

}
■
ω
p。
ぴ
讐
。
)

教

授

(
ヴ

ァ
ー

ジ

ニ
ァ
州

立

大

学

)

a

巳
く
①
『
ω
凶蔓

。
臨
≦

『
αq
一ロ
一四
)

が

指

摘

す
る
劇

ゆ

選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
重
要
性

は
、
余
り

に
も
強
調
さ
れ
す
ぎ
て

い
る
.
す

な
わ
ち
、
大
部
分

の
選
挙

に
お

い
て
、

電
波

.
印
刷

両
媒

体

に
よ
る
宣

伝

広

告
活
勲

公
衆
関
係

(喜

餐

婁

。
量

の
確
保
、
時

の
係
争
問
題

に
関
す

る
調
査

.
研
究

世

論
調
査

の
標
本
抽

出
と
結
果

の
分
析

選
挙
資
金
調
達
、
電

信

竜

話

に
よ

る
投
票

の
懇
請
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
解
妖

演
説
草
案

の
作

峡

な

ど

の
新

た
な
選
挙
技
術
と

こ
れ
ら

の
運
用

に
当

る
選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

と
は
、
勝
者

と
敗
者

と

の
得
票
間

に
、
確
然
た
る

差

異

を
必

ら

ず

し

も
生

ぜ

し

め

る

と

い
う

わ
け

で

は
な

い
。

も

と
よ

り

、

こ

れ
ら

に
よ

り

、

勝
者

と
敗

者

と

の
間

に
、

あ

る

程
度

の
得
票

差

が
生
ず

る
と

い
う

こ
と

は
、

確

か

に
争

え

な

い
事

実

で
あ

る
.

さ

ら

に
、

少

ー

と
も

若

干

例

で

は
、

勝
者

と
敗
者

と

の
間

の
得

票

差

に

つ
き

・

こ
れ

ら

に
、

功

を

認

め
、

あ

る

い
は
、

責

を

負

わ

せ

る

こ
と

が
可
能

で
あ

る

と

い
・つ
こ
と
も

、

篁

同
し
得

る

と

こ
ろ

で
あ

る
.
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し

か

し

な

が
ら

、

コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

は
、

新

聞

・
雑

誌

等

の
印

刷

媒

体

で
、

屡

々
、

好

意

的

に
取

り

扱

わ

れ

て

い
る
。

ま

た
、

コ

ン
サ

ル

タ

ン
ト

は
、

巧
妙

な

自

己

宣

伝

を
展

開

す

る
。

こ

の
た

め
、

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

と
新

た
な

選

挙
技

術

と

は
、

そ

の
想

像

さ

れ

る
能

力

の
限

度

を

越

え

て
、
選

挙

に
お
け

る

得

票
率

に
、
大

な

る
差

異

を

生

ぜ
し

め
る

と

い
う

認

識

が
、
広

く
定

着

し
、
ω
β
け一〇
な

凝

結

の
相

を

み

せ

て

い
る

。

こ
う

し

た

い
わ

ば
幻

想

に
よ

っ
て
、

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
全
位

相

が

、

覆

わ

れ

て

い
る

の
が
、

現

状

と

い

っ
て
よ

い
。

こ
れ

故

、
情

報

の
重

要

な

泉

源

と

し

て

コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト
を

積

極

的

に
評
価

す

る
印

刷

媒

体

は
、
彼

ら

を

、
《
丁

重

に
》
(≦
一誓

臨
α

ゆq
ざ
く
Φ
ω)

扱

う

傾

向

に
あ

る
。

選

挙

の
た

め

の
選

挙

に
卑

念

す

る

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
本

質

に
認

識

の
垂

鉛

を

下

ろ
す

な

ら

ば
、

今

こ
そ

、
印

刷

媒

体

の
視

線

に
映

り
社

会

的

に

流

通
力

を

獲

得

し

て

い
る

《
政

治

戦

争

の
守

護

神

》

(夢
Φ

σq
。
房

。
暁
葺
Φ
o
。
周三
6
餌
一
≦
母
ω
)

と
し

て

の

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
虚

妄

を

尉

離

し

、

印

刷

媒

体

と

コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
間

に
想

定

さ
れ

る

交
感

と

共

謀

の

《
な

れ

合

い
の
協

定

》

(ω≦
Φ
Φ
9
Φ
碧
け

勉
.噌卸
諮
ひq
Φ
ヨ
.
コ
轡ω
)
を
破

棄

す

べ
き
緊

要

性

が
存

在

す

る
。

サ

バ

ト
教

授

は
、

続

け

て
、

「
政
治

コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

と
新

選
挙

技

術

と

は
、

統

治

の
技

法

に
お
け

る

よ

り

も

、

む
し

ろ

、

公

職

に

立

候
補

す

る

こ
と

そ

の
も

の

に
習
熟

し

た
、

公

職

占

有
者

の

一
団

を
生

み

だ
す

と

い

っ

て
よ

い
。
新

た

に
選

挙

さ

れ

た
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ

っ
て
造

り
だ
さ
れ
た
連

邦

上
院

議

員

の

ロ
バ
ー

ト

・
レ

ッ
ド

フ
ォ
ー

ド

(勾
。
げ
Φ
P
閑
Φ
象
o
a
)

が
、

"
候

補

者
〃

(↓
箒

O
毬

α
置
¢。
醗Φ
)

と

い
う

映

画

の
幕

切

れ

で
、

"
い
ま

、

私

は
、

何

を

す

れ

ば

よ

い
の
か

"

(≦
・冨

乱

o
一
α
o
")

と
悲

し

(
7

)

げ

に
問

い
か
け

る

場

面

を

、

誰

が
忘

れ

る

こ
と

が

で
き

よ

う

」

と

、

述

べ

て

い
る
。

サ

バ
ト
教

授

に

よ

れ

ば
、

選

挙

運

動

コ
ン
サ

ル
タ

ン

ト

の
映

像

は
、
様

々
な
視

点

が
交

錯

し

合

い
な

が

ら
複

合

的

に
映

し

だ
さ

れ

る

立
体

感

に
乏

し

い
画

像

と

い
う

こ

と

に
な

る

で
あ

ろ

う

・

も

と

よ

り
、

選
挙

運

動

コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
活

動

は
、

い
か

な

る
成

果

も

あ

げ
得

な

い
、

い
わ

ば
、

ど

ん
な

花

も
開

か

な

い
不

毛

の
野

で

終

っ
て
し
ま
う

わ
け

で
は
決

し
て
な

い
.
あ

る
程
度

の
成
果

が
自
然

に
開
花

し
て

い
る
と

い
う

こ
と
は
・
事

実

で
臥
蓼

今

日

の
上

下
両
院
議

員
選
挙

に
お
け

る
資
金

の
巨
額
化
ー

一
九
八
八
年
現
在
、
当
選

に
必
要
な
資
金
上
院
議
員
四
〇
〇
万
ド

ル

・
下
院

議
員
四
〇
万
ド

ル
、
現
職
下
院
議
員

の
平
均
選
挙
資
金
三
七
万
八
〇
〇
〇
ド

ル

・
挑
戦

候
補
者

十

一
万
九

〇
〇
〇
ド

ル
、
現
職
上
院
議
員
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の
平
均
選
挙
資
金

三
九
〇
万
ド

ル

・
挑
戦

候
補
者

一
八
〇
万
ド

ル
、

一
九
八

八
年
現
職
議
員
再
選
率

.
上
院
七
七
%

.
下
院
九
八
%
、

一

九
九
〇
年
現
職
議
員
再
選
率
上
院
九
七
%

・
下
院
九
六
%
i

は
、
主

と
し
て
、
予
備
選
挙
制

の
発
達
や
選
挙
民

の
候
補
者

に
対
す
る
選
好

(
9

)

を
左
右
す

る
T

V
の
出
現

の
ほ
か
、
高

報
酬

の
選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

へ
の
不

可
避

の
依
存

に
よ

る
。

一
九
八
六
年

の
み
を

と
り
あ

げ

て
も
、
十
八
億
ド

ル
が
、
上
下
両
院
議

員
や
州
知
事
な

ど
の
主

要
な
選
挙

に
費

消
さ
れ
た
。
そ

の
三
分
二

に
相
当
す

る
約
六
億
ド

ル
が
、

T
V
使

用

の
た
め
に
充
当

さ
れ
た
。

一
九
八

四
年

か
ら

一
九
八
八
年

ま
で

の
四
年
間

に
、
主
要

な
選
挙
資
金

と
し

て
、
六
〇
億

ド

ル
が
調

(
10

)

達

さ
れ
放
出
さ
れ
た
。

T
V
と
と
も

に
、
職
業
的
な
選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

に
対
し
て
も
、
選
挙
資
金

は
、
少
な

か
ら
ず

支
出
さ
れ
て

い
る
。

都
市
化

.

産
業
化

の
充
進
、
交
通
通
信
手
段

の
画

期
的
変

化
と
そ

の
周
密

な
布
置
、
社
会
経
済

生
活

の
相
互

依
存
性

の
増
大
、
内
外

に
お
け

る
生
産

.

物
流
経
済
網

の
整
備
、
情
報

の
氾
濫
、
利
益
分
化

の
相
対
化
、
地
域
的
可
動
性

の
増
加
、
科
学

・
技
術

の
長
足

の
進
歩
、
な

ど
を
特
徴

と

す

る
現
代

に
お
け

る
ポ

ス
ト
産
業
社
会

で
は
、
職
業
的
な
選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
機
能

比
重
も
、
上
昇
す

る
。

こ
の
こ
と
は
、
次

(
11

)

の

一
文

か
ら

も

覗

わ

れ

よ
う

。

「
ア

メ
リ

カ
国

民

が
、

よ

り

同
質

化

さ

れ

、

次
第

に
定

住

性

を
失

な

い
、

情

報

過
多

の
状

況

に
立

ち
至

る

と

と
も

に
、

政

治

コ
ン
サ

ル

タ

ン
ト

は
、

急

激

に
発

展

し

た
。

候
補

者

は

、

政
治

コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

を
雇

い
、

彼

ら

の
手

を

借

り

て
、

大
部

分

の
人

々
が

そ

の
手

許

に

届

く

ま

さ
し

く

彪

大

な

量

の
選

挙

関
係

の
広

告

・
宣

伝

文
書

に
無
関

心

で
あ

る

と

い
う

現
状

を

、

打

開

し

て
ゆ

く
」
。

候
補

者

は
、

ま
ず

、

選

挙

運

動

責

任

者

(鶏
ヨ
o
巴
αq
コ
島
「Φ
9
0
『
)
を

任

命

す

る
。

次

い
で
、

選

挙

運

動

責

任
者

は

、
調

査

研

究

の
専

門
家

と

人

口
統
計

学

の
専

門
家

と

を
、

各

一
名

、

採

用

す

る
。

選

挙

運

動

管

理

者

は
、
他

の
二
名

の

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

か

ら
入

手

し

た
知

識

や

情

報

に
基

づ

き

、

候

補
者

を
包

装

し
売

り

こ
む

た

め

の
メ

デ

ィ

ア

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

に
有

償

の
協

力
を

依

頼

す

る
。

も

し
す

べ

て

の
真

摯

な

候

補

者

が
三

名

の
常

勤

コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

と

選
挙

運

動

管

理
者

を
雇

傭

す

る
な

ら

ば
、

こ
れ

ら

四
名

の
俸

給

と
彼

ら

の
た

め

に
活

動

す
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る
配
下

の
籍

の
総
額

は
、

T
v
時
間
帯

の
購
入
後

に
お
け

る
選
挙
資
金

の
残
額

の
優

に
ご
一分

の

一
に
達
す

る
で
あ
へ
解

現
職
議
貝

の
選
挙
政
治

に
お
け

る
利

点

は
、
測
り
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
現
職
議
貝

と

い
う

状
況

に
は
、
《
現
職
》
を

《
落
選
》
に
転
化

(13

)

し
得
る
回
転
装
置
も
ま

た
、
潜
在
す

る
。

そ

の

一
つ
は
、

自
己
満
足

の
心
的
傾
向

で
あ

る
。

再

選
を
連
続
的

に
果

た
し
た
現
職
議
員

は
、
常

に
、
落
選

の
幻
影
を
曳
き
ず

り
な

が
ら

こ
れ
に
さ

い
な
ま
れ
、
再
選
確
保

の
た
め
に
、

あ
ら

ゆ
る
努
力
を
傾
注
す

る
。
前
述

の
S

・
ギ

ボ

ン
ズ
下
院
議

員

の
場
合

が
、

こ
れ
に
当

る
。
ギ

ポ

ン
ズ
下
院
議

員
は
、
常
時
、
得
票
率

五
九
%

の
地
た
り
的
勝
利
を
期
待

さ
れ
て

い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず

、
対
立
候
補
者

に
対
し

て
果
敢
な
先
制
行
動

に
で
て

い
る
。

こ
れ
は
、

何
も
ギ

ボ

ン
ズ
下
院
議
員

の
み
に
限

ら
な

い
。
例

え
ば
、
別

の
下
院
議
貝

は
、
常

に
、
圧
倒
的
多

数

の
支
持

で
当
選
を
実
現
し

て

い
る
に

も
か

か
わ
ら
ず
、

彼

の
対
立
候
補
者

の
喚
起
す

る
イ

メ
ー

ジ
に
怯

え
ー

そ

の
当
時
、

こ

の
候
補
者

は
、
確

実
に
有
力
な
挑
戦
候
補
者

で
あ

る
と

い
う
顔

立
ち
を

明
瞭

に
示
し

て

い
な

か

っ
た
に
せ
よ
ー

、
選
挙
前

の
数

カ
月

に
わ
た
り
、
自
己

の
政
治
生
命

の
帰
趨

に

つ
い
て
憂
慮

し
、
苦
悩

の
色
を
深

め
た

の
で
あ

っ
た
.

こ
の
こ
と
は
、
当
該
下
院
議
貝

の
次

の
言
葉
か
ら
容
易

に
察

せ
ら
豹

・

「
彼

〔挑

戦

候

補

者

〕

は
、

退

役

軍

人

で
あ

り

、

戦

時

の
英

雄

で
あ

っ
た
。

彼

は
、

時

の
係

争

問

題

を

熟

知

し

て

い
な

か

っ
た
し

、

ま

た

、

こ
れ

に
精

通

も

し

て
も

い
な

か

っ
た
。

け

れ

ど

も
、

彼

の
見

栄

え

は

よ

か

っ
た
。

も

し

誰

か

が
、

彼

の
ふ
と

こ
ろ

に
、

四

〇

万

ド

ル

を
投

げ

入

れ

、

軍

服

を
着

せ
て

T

V

に
出

演

さ

せ

た

と

し

た

ら

、

彼

は
、

手

強

い
敵

と
な

る

で
あ

ろ

う

。

私

は
、

当

節

で

は
、

勝

つ
こ
と

の

で
き

な

い
選
挙

区

は
何

ひ
と

つ
な

い
と
信

じ

て

い
る
」
。

右

の
下
院

議

貝

は
、

共

和

党

の
対

立

候

補

者

の
得

票

数

を

、

総

投

票

数

の
四

分

の

一
に
抑

え

る

こ
と

に
成

功

し

た

。

し

か

し

、
彼

は
、

そ

の
た

め

に
、

そ

し

て
、

将

来

、

何

び

と

も

い
か
な

る

対

立

候

補
者

の

ふ
と

こ
ろ

に
四

〇
万

ド

ル
を

投

げ

こ
む

こ
と

を
価

値

あ

る
も

の
と

考

え

る
可
能

性

に
封

印

を

施

し

そ

の
現

実

化

の
方
途

を
閉

塞

す

る

た
め

に

も
、

共

和

党

対
立

候

補

者

の
五

倍

の
選
挙

資

金

を

、

使

用

せ

ざ
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る
を

得

な

い
状

況

に
追

い
込

ま

れ

た

の

で
あ

る
。

こ
れ
故

、

再

選

の
累

加

に
成

功

す

る
現

職
議

員

は
、
対

立

や
敵

対

を

知

ら

な

い
静

穏

な

閉

鎖

的

空

間

と
し

て

の
温
和

な

選
挙

区

の
な

か

に
、

必

ら
ず

し
も

生

き
続

け

て

い
る
わ

け

で

は
な

い
。

他

方

、

鋭

敏

な

感

覚

力

、

外

に
拡

張

し

て
ゆ

く

発

展

性

、

現

在

か

ら
将

来

を

見
通

す

展

望

性

、

な

ど
を
欠

き
、

自

己

の
完
結

的

な
狭

隙

な

世

界

に
安

住

す

る
自

己

満

足

か

ら

f

期

せ

ぬ
破

滅

を

招

い
た

の

が
、

一
九

八

七
年

の
ケ

ン
タ

ッ
キ
i

州

知
事

選
挙

に
敗

れ

た
J

.
Y

.

ブ

ラ

ウ

ン

(冒

巨

く
.
じ口
『。
≦
巳

で
あ

る
。

ケ

ン
タ

ッ
キ

ー

・
フ
ラ

イ

ド
チ

キ

ン
社

(9
Φ
囚
①募
霧

ξ

閏
ユ
Φ
ロ
O
霞
。
冨

口
)

の
大

立

て
物

で
あ

り
、

著

名

な

叶色
Φ
≦
ω
δ
コ

℃
震

。。
o
コ
p。
野
賓

℃
ξ

一一凶ω
(}Φ
○
「
αq
①
の
夫

で
あ

っ
た
ブ

ラ

ウ

ン
は
、

一
九

七
九

年

か
ら

一
九

八

三
年

ま

で

の
四
年

闘

、

ケ

ン
タ

ッ
キ

i

州
知

事

の
要

職

に
あ

っ
た
。

ケ

ン
タ

ッ
キ

ー

州

は
、

州

知

事

の
二
選

を
禁

止

し

て

い
る
三

州

の
う

ち

の

一
州

で
あ

る

た

め

、

一
九

八

三
年

に

は
、

彼

は
、

州
知

事

と
し

て

立

候
補

す

る

こ
と

は

で
き

な

か

っ
た
。

一
九

八

七

年

五

月

、

ブ

ラ

ウ

ン
は

、

民
主

党

の
予

備

選

挙

に
臨

ん

だ
。

最

近

の
ケ

ン
タ

ッ
キ

ー

州

の
歴

史

に
お

い
て
は

、
予

備

選

挙

か

ら
独

自

の
意

味

が
次

第

に
虚
脱

さ

れ

、

ほ

ぼ
透

明

な
記

号

と
化

し

、

予

備

選

挙

は
、

実

質
的

に
選

挙

と
等

し

い
状

況

に
あ

る
。

一
九

八

七

年

に

お
け

る

二
月

及

び

三

月

の
大

部

分

の
世
論

調

査

は

、

二
対

一
の
比

率

に
よ

っ
て
、

ブ

ラ

ウ

ン
が
三
名

の
有

力

候

補

者

の
な

か

で

一
頭

地

を

抜

い
て

い
た

と

い
う

事

実

を

示

し

て

い
る

。

し

か

し

、

予
備

選

挙

戦

が
白

熱

化

し

、

ブ

ラ

ウ

ン
が
、

対

立
候

補

者

か
ら
舌

端

鋭

い
攻

撃

を

蒙

っ
て

い
た

と
き

で
さ

え

、

な

お

、

ブ

ラ

ウ

ン
は
、
有

力

な
対

立

候
補

者

の
存

在

を

、

現

実

に
認

め

よ
う

と

は
し

な

か

っ
た
。

予

備

選

挙

に

お
け

る
勝

者

の
W

・
ウ

イ

ル
キ

ン
ソ

ン

(芝

鱒
=
m
8

芝

穿

ヲ
ω
。
コ
)

の

メ
デ

ィ

ア

・
コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

で
あ

っ
た

M

・
グ

ラ

ン
ウ

ォ

q
15

)

ー

ド

(ζ
窪

身

O
暑
コ
≦
巴
色

は
、

ブ

ラ

ウ

ン

の
態

度

を

、

次

の
よ

う

に
評

し

て

い
る
。

「
私

は
、

偉

大

な
州

知

事

で
あ

っ
た
。

私

は
、

州

知

事

に
復

帰

す

る

。

諸

君

は
、

果
報

者

で

は

な

い
か
」
。

同

じ

く

、

ブ

ラ

ウ

ン
自
身

の
選

挙

コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

で
あ

り

、

一
九

七

九

年

の
州

知
事

選

挙

に

お
け

る
ブ

ラ

ウ

ン
勝
利

の
立

て
役
者

で

【
16

)

あ

っ

た

R

・
ス

ク

ウ

ィ

ア

i

(菊
o
σ
Φ
誹

Q。
O
巳
「
色

も

、

グ

ラ

ン
ウ

ォ

ー

ド

の

見

解

に
基

本

的

に

同

意

し

、

次

の

よ

う

に

い
う

。
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「
選

挙

運

動

中

に
お

け

る

ジ

ョ

ン
の
問

題

点

は

、

自

分

が
敗

れ

る

と

実
際

に
信

じ

て

い
な

か

っ
た

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

…
我

々
は

、

対
話

を
重

ね

る

ジ

ョ

ン
を

支
持

し

て

い
た
。

し

か

し
、

現

実

の

ジ

ョ
ン
は
、

そ

う

で

は
な

か

っ
た

。

ジ

ョ

ン
の
感

覚

は
、

選

挙

の
争

い
に

自

分

は
超

然

た

る
態

度

を

と
り

続

け

る

こ
と

が

で
き

る

と

い
う

こ
と

に
あ

っ
た
」
。

最

近

に

お
け

る
現

職

議

員

は

、

右

の
ブ

ラ

ウ

ン
の

ご

と
き

空

転

す

る
虚

ろ

な

自

画
像

に
執

着

し
、

自

己
満

足

の
陥

穽

に

落

ち
、

そ

の
犠

牲

と

な

る
と

い
う

不

幸

な
事

態

に

、
ま
ず

追

い
こ
ま

れ

る

こ

と

が
な

い
。
も

し

自

己
満

足

の
緊

縛

に
捉

わ
れ

る

と

し

た
ら

、
現

職
議

員

は
、

そ

の
地
位

を

保

持

し

得

な

い
で
あ

ろ
う

。

《
現

職

》

と

《
落

選
》

と

い
う

二

つ
の
世

界

を

分

つ
も

う

一
つ
の
境

界

は

《
不

評
》

で
あ

る
。

こ

こ

に
、

《
現

職
》

か

ら

《
落

選
》

へ
の

反

転

の
構

図

が
、

認

め
ら

れ

る
。

《
不

評
》
に

は
、

現

職

議

員

の
個

人

的

ス
キ

ャ

ン
ダ

ル
、

人

々

の
耳

目

を
集

中

さ

せ

る

ご

と
き

突

出
し

た

係
争

問
題

に
対
す

る
不
手
際
な
処
理
、
そ
し

て
、
時
代

の
趨
勢

へ
の
逆
行
と

い
う

・
三
領
域

の
支
脈

が
纏

菱

・
以
下

に
・

こ
の
各

々

に

つ
き
素

描

し

た

い
。

ま
ず

、

ア

メ

リ

カ
史

上

、

個

人

的

ス
キ

ャ

ン
ダ

ル

の
た

め

に
政
治

生

命

を

絶

た

れ

た
現

職

議

員

の
例

は
、
数

知

れ
ず

存

在

す

る
。

今

日

に

お
け

る

メ

テ

ィ

ア

の
ド

ラ

マ
趣

味

と
、

事

件

や
そ

の
関

係

者

に
対

し

て
密

着

し

た
取

材

を

行

な

い
、

報

告
者

の

こ
れ

に
対

す

る
主

観

的

参

加

を

特

色

と
す

る
、

い
わ

ゆ

る

《
新

ジ

ャ
ー

ナ

リ
ズ

ム
》

(器
≦
圏
霞
轟

房
ヨ
)

の

《
欠

点

を

包

み
隠

さ
ず

に
描

く
報

道

様

式

》

(≦
,・
「叶ω
-

き

α
-
m
〒

。。曙
一①
)
と

は
、

互

い
に
纏

れ

合

っ
て
錯

綜

し

た
磁

場

を
形

成

し

、

強

大

な

磁

力

を

も

っ
て
、

確

実

に
、

現

職
議

員

の

ス
キ

ャ

ン
ダ

ラ

ス
な
行

動

を

世

間

に
流

布

し

周

知

さ

せ
、

現

職

議

員

に
最

も

有

利

な
新

聞

論

調

を
も

破

壊

し

尽

す

こ
と

に
な

る
。

も

と
よ

り

、

す

べ
て

の
種

類

の

ス
キ

ャ

ン
ダ

ル
が
、

必

ら
ず

し
も

現

職

議

貝

に
不

利

に
作

用

す

る

と

い
う

わ

け

で
は
な

い
。

こ
れ

は

、

す

べ

て

の

ス
キ

ャ

ン
ダ

ル
に
、
負

の
記

号

が
、

均

し

く

付

せ
ら

れ

る

と

い
う

こ
と

で

は
な

い
。

時

の
経

過

と

と
も

に
、

選

挙

民

は
、
些

細

な

個

人
的

落

度

に
、
寛

容

と
な

る

に
至

っ
て

い
る
。
し

か

し

、

こ
う

し

た
落
度

が
、
現

職

議

員

の
公

務

中

の
行

動

に
何

の
影

響

も

与

え
ず

、
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ま

た
、

選

挙

民

の
抱

く

現

職
議

貝

の
イ

メ
イ

ジ
と

一
切

撞
着

し

な

い
と

い
う

、

ご
く

限

定

さ

れ

た
場

合

の

み
が
、

こ

の
よ

う

な

選
挙

民

の

心

的

傾

向

の
展

開

を

支

え

る

に
す

ぎ

な

い
。

こ
う

し

た
事

例

を

、
列

挙

的

に
述

べ
れ

ば
、

以

下

の
よ

う

に
な

る
。

一
九

入

三

年

に
、

ア

メ

リ

カ

に

お
け

る
最

も

保

守

的

な

選

挙

民

団

の

一
つ
が
、

黒

人

の
服

装

倒
錯

者

"
女
装

者

(欝
睾

の
く
Φ
ω葺

①
。。)
と

の

げ
o
ヨ
o
ω
Φ
×
§

一
餌
9

の
廉

で
起

訴

さ

れ

た

(本

人
は
否
定
)

人
物

を

、

ミ

シ

シ

ッ
ピ
ー

州

知

事

職

に
昇
進

さ

せ

た
。

同

じ

く
、

マ
サ
チ

ュ
ー

セ

ッ

ツ
州

選

出

の
民

主

党

下

院

議

員

B

・
フ
ラ

ン
ク

(しu
m
∋
建

閃
轟
口
評
)
と

同

じ

く

民
主

党

下

院

議

員

G

.
E

.
ス
タ

ッ
ズ

(O
Φ
目
「《
国
・
ω
け二
&

ω)

は
、

と

も

に
、
独
身

で
進

歩
主

義

の
立
場

に
あ

り
、

両

名

は
、

い
ず

れ

も

、
自

己

の

7
0
ヨ
o
。・
①
×
轟

鐸

《
を

告

白

し

た

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

選
挙

に
お

け

る
報

復

を
蒙

る

こ
と

は

な

か

っ
た
。

ま

た
、

一
九

八

七

年

に
、

最

高

裁
判

所

判

事

へ
の
被

指

名
者

が
、

青

年

時

代

、

マ
リ

フ

ァ
ナ

を

常

用

し

て

い
た

と
す

る
事

実

の
表

面

化

は
、

過

去

に

お

い
て
、

気

晴

し

に
麻
薬

を

実

験

的

に
試

み

た

と

い
う

一
連

の
公

職

占
有

者

に
、

鮮

烈

な

照

明

の
白

熱

光

を

、

次

々
投

げ

か

け

る

こ
と

に
な

っ
た
。

こ
れ

に
よ

り

、
新

聞

の
見

出

し

は
、

急

速

に
、

精

彩

を
失

な

い
、

何

の
政

治

的

効

果

も

惹

き

起

す

こ
と

な

く

終

っ
た
。

さ
ら

に
、

民
主

党

の
G

・
ハ
ー

ト

(O
餌
蔓

=
餌
詳
)

と
J

.
R

.
バ
イ

デ

ン

G
。
ωΦ
嘗

㌍

od
置
Φ
昌
)
を

一
九

八

八
年

に

お
け

る
大

統

領

選

挙

戦

か
ら

駆

逐

し

た
、

華

々
し
く

報

道

さ

れ

た
彼

ら

の
個

人

的

な

蝦

疵

は
、
蝦

疵

と

さ

れ

る
彼

ら

の
行

為

よ

り
も

、

む

し

ろ
、

彼

ら

が
人

々
に
投

影

し

て
き

た
虚

構

の
外

的

性

格

を
、

自

ら

が
裏

切

っ
た
行

為

そ

の
も

の

と
、

深

く

連

関

す

る
。

ハ
ー

ト

の
選

挙

戦

の
初

期

段

階

に
お

け

る
事

実

の
否

定

は
、

彼

の
廉

潔

性

と
信

頼

性

の
イ

メ
ー

ジ
を
破

砕

し

た
。

同

じ

く

、

バ
イ

デ

ン

の
剰

窃

行

為

は
、

優

秀

な
修

辞

家

・
雄

弁

家

と

し

て

の
彼

の
名

声

に
、

疑

問

符

を

投

げ

か
け

た

の
で
あ

る
。

公

職

か

ら

の
追

放

を

ほ

ぼ
確

実

に
す

る
方

途

は
、

財

政

上

の
不

法

行

為

、

と

り

わ
け

、

公
的

資

金

を

含

む

財

政
上

の
不

法

行

為

で
、

起

訴

さ

れ

る

こ
と

で
あ

る
。

一
九

八

八
年

に
、

ア

リ
ゾ

ナ
州

議

会

が
、

E

・
メ

カ

ム

(国
く
餌
ロ
竃
。
。
冨

ヨ
)
を

若

干

の
違
法

行

為

の
嫌
疑

で
弾

劾

し

有

罪

を

宣

告

し

た
と

き

、

メ
カ

ム
州
知

事

は
倒

産

寸
前

の
自

己

の
自

動

車

販
売

代

理
店

を
救

済

す

る

た

め

に
公

的

資
金

を

流

用

し

た

と
す

る
事

実

が
、

州

議

会

に

お
け

る

ほ

ぼ
全

員

一
致

の
投

票

を
吸

引

し

た

弾
劾

の
訴

因

で
あ

っ
た
。

ま

た
、

海

運

業

利

益

を

一
貫

し

て
代
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弁

し

、

法

と
秩
序

の
擁

護

を

掲

げ
、

か

つ
て
全

米
警

察

官

殿

堂

入

り

を

果

た

し

た
、

ニ

ュ
!

ヨ
ー

ク
州

選

出

の
民
主

党

下
院

議

員

M

・
ビ

ア

ギ

(ζ
ロ
ユ
。
しd
冨
ぴq
αq
ご

は

、

一
九

八

八
年

の

芝

Φ
簿
Φ
∩
げ
。・0
9。
&

巴

に
お

い
て
収
賄

容

疑

で
有

罪
判

決

を

下

さ

れ

た
後

、

再

選

へ
の
立

候

補

を

断

念

し

た
。

さ
ら

に
、

一
九

八

八

年

の
下

院

議

員

選

挙

に
お

い
て
敗

退

し

た

六
名

の
現

職

議

員

の
う

ち

の
四
名
ー

ロ
ー

ド

ア
イ

ラ

ン

ド
州

選
出

の
F

.
セ

ン
ト

ジ

ャ
ー

メ
イ

ン

(閏
①
『き

民

ω
仲
O
臼
日
巴
コ
)
民
主

党
議

員

、

フ

ロ
リ

ダ

州
選

出

の
B

・
シ

ャ
ペ

ル

(bd
筥

9

呂

需

一一)

民

、王
党

議

員

、

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

州

選

出

の
J

・
デ

ィ

オ
グ

ァ
ー

デ

ィ

(一
〇
ω
8
7
∪
δ

O
奏

a
ご

共
和

党
議

貝

、

そ
し

て
、

ジ

ョ
ー

ジ

ア
州

選

出

の
P

.
ス
ウ

ィ

ン
ド

ー

ル

(勺
p。
け
ω
鼠

鼠

巴
一)
共
和

党

議

貝
ー

は
、

い
ず

れ

も

、

金

銭

上

の
不

正
行

為

の
重

大

な

嫌
疑

を

か
け

ら

れ

て

い
る
。

こ
う

し

た
汚

職

の
嫌

疑

が
立
証

さ

れ

る

と

き
、

政

治

家

は
、

自

己

の
事

務

所

の
閉

鎖

に
着

手

し
な

け

れ

ば

な

ら
な

い
。

こ

の
よ

う

な

汚

職

の
告

発

を
制

圧

し
得

る
方

法

は
、

ま
ず

、

な

い
と

み

て
よ

い
。

現

職
議

員

の
汚

職

と

政
治

生

命

の
終

焉

と

は
、

強

い
脈

絡

で
繋

が

る
。

こ
れ
故

に
、

ス
キ

ャ

ン
ダ

ル
が
流

さ

れ

る

と

き

、
現
職

議

貝

の
心

中

で

は
、
政
治

生

命

の
凋
落
-
終

焉

の
予
兆

を

軸

と
し

て
、
不

安

、

戦

標

、

恐
怖

、

悲

哀

、

苦

悩

な

ど

が
、

入

り

乱

れ

て
交

錯

す

る

こ
と

に

な

る

で
あ

ろ
う

。

次

に

、

公

職
占

有

者

が
、

係

争

問

題

を

、

不

適

切

に
、

あ

る

い
は

、

不
完

全

に
、

処

理

し

た

と
す

る
問
責

は
、

現

職

議

貝

が
直

面

す

る

も

う

一
つ
の
困

難

な

問

題

で
あ

る
。

現

職
議

貝

に
よ

っ
て
係

争

問
題

が

首
尾

よ

く

処

理

さ

れ

解

決

を

み
た

と

し

て
も

、

そ

し

て
、

そ

の

こ

と

が
真

実

で
あ

っ
た

に

せ
よ

、

こ
う

し

た
問

責

は

、

そ

の
後

ま

で
も

尾

を
引

く

。

実

効

性

の
あ

る

問
責

の
種
別

は
、

選

挙

に
お

い
て
争

わ

れ

る

公

職

に
左
右

さ

れ

る

。

大
統

領

、
州

知

事

、

市

長

の
ご

と
き

行

政

部

に
お

け

る
現

職
者

は
、

無

能

と

い
う

問

責

の
対
象

に
最

も

陥

い

り

や

す

い
。

な

ぜ
な

ら
、

こ

の
場

合

、

H

・
S

・
ト

ル
ー

マ

ン

(¢
餌
昌
《
ψ

↓
凄
ヨ
き

)
元

大
統

領

の
机

上

に
置

か
れ

た
有

名

な

標

語

が

明

示
す

る

よ
う

に
、

《
仕

事

の
最

終
責

任

は

私

に

あ

る
》

(↓
9

ぴ
9

搾
ω8
窃

げ
臼
①
)
か

ら

で
あ

る
。

世

論

調

査

が
、

大
統

領

や
州
知

事

の

《
仕

事

の
業

績
》

(㎞o
ぴ
冨

篭
o
「ヨ
9。
g
Φ
)
を

定

期

的

に
測

定

し

、

立

法
者

に

つ

い
て
は

、

こ
う

し

た

《
仕
事

の
業

績

》

に
関

す

る
質

問

が
発

せ
ら

れ
な

い
と

い
う

の
も

、

決

し

て
偶

然

で

は
な

い
。

立

法

者

は
、
無

能

を

理
由

に

告
発

さ

れ

る

と

い
う

こ

と

が
な

い
。

と

い
う

の
も

、
彼

ら
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の
大
部
分

は
、
集

団

と
し

て
の
み
主
要

な
公
共
政
策

決
定

に
参

加
し
て

い
る
に
す

ぎ
な

い
か
ら

で
あ
る
。
彼

ら
は
、
行
政
官

の
よ
う

に
、

単

独

で
公
共
政
策
を
形
成
す

る

こ
と
が
で
き
な

い
。

公
共
政
策

に
不
満
を
表

明
す

る
選
挙
民

の
視
線

の
矢

が
射

る
目
標
は
、
行
政
部

な
り
、
も
し
く

は
、
立
法
部
な
り

の
、
制
度

そ

の
も

の

で
あ

っ
て
、
個

々
の
立
法
者

で
は
な

い
。

立
法
者

が
、
自
己

に
対
す
る
選
挙
民

の
信
用

の
調
達

と
自
己
古臼
伝

の
た
め

に
、
選
挙
民

に
向

か

っ
て

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
イ

シ

ョ
ン
を
積
極
的

に
活
用
す

る
と

い
う
事
実

は
、

立
法
者

が
、
選
挙
民

の
議
会
意
識

の
次
元

に
ま
で
認
識

の
垂
鉛
を

下

ろ

し
、

「
も

し

プ

ル

7

↑

ダ

⊥

閑
・・
言
ゴ
Z
四
匹
巴

が
指

摘

す

る

さ

つ
に
、

藁

云
が

《
打

ち
砕

か

れ

轟

潤

》

(σ
.。
押
①
コ
σ
.
餌
コ
6
げ
)

で

あ
る
と
し
た
ら
、

ど
う
し

て
、
我

々
選
挙
民

は
、
議
貝
を
、

こ
れ

ほ
ど
ま
で
に
好

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
」

と

い
う

問
題
状
況
を
、

洞
察

と
思
考

の
射

程

の
う

ち
に
入
れ
て

い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

こ
う
し

た
努

力
に
も

か
か
わ
ら
ず

、
立
法
者

は
、
彼
ら

の
職
務

の

遂
行
様
式

に

つ
い
て
、
別

の
批
判
を
蒙

ら
ざ
る
を
得
な

い
。
屡

々
聞

か
れ
る
沸
騰

点
を
突
破

し
た
選
挙
民

の
不
平
不
満

は
、
立
法
者

の
投

票
行
為

と
選
挙
区

の
利
益

と
の
間

に
、
不

協
和
音

が
奏

で
ら

れ
て

い
る
と

い
う
状
況

に
求
め
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
議

員
と
そ

の
選
挙
民
と

が
共
有
す

る
選
挙
区
利
益

の
構
造
的

一
貫
性

は
、
見
出
し
難

い
。

と
り
わ
け
、

こ
の
こ
と
は
、
長
老
議
員

に

つ
い
て

い
え
よ
う
。
長
老
議

貝

は
、
彼
ら
自
身

の
選
挙
区

へ
の
地
方
的
関
心
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
T
V
受
像
画
面

に
大
き
く
映
写

さ
れ
報
道

さ
れ

る
州
都

や
首
都

ワ
シ

ン
ト

ン
に
お

い
て
脚
光
を
浴

び
る
重
要

な
係
争
問
題

に
、
深

い
関
心
を
示
す

に
至

っ
て
い
る
。

こ
の
状
況
は
、

一
面
、
彼

ら
が
、
時

の
係

争

問
題
を

め
ぐ

っ
て
求
心
的

に
運
動

し
、
全
国
志
向
型
政
治
家

に
到
達
す

る
た
め

に
螺
旋
的

に
変
身
し
成
長
し
て
ゆ
く

と

い
う
事
実
を
示

す
。

し
か
し
、
他
面
、

そ
れ

は
、
彼

ら
が
、
自
己

の
選
挙
区

と

の
密
着

と
近
接
と
を
喪
失
し
た
と

い
う
厳
然

た
る
事
実

の
存
在
を
立
証
す

る
。

い
ず
れ

に
せ
よ
、
地
方

と
全
国

の
両
極

に
跨

が
る
長
老
議

員

の
象
徴
性

は
、
破
綻
す

る
。
こ
の
よ
う

な
反
転
す

る
両
義

性

の
思
考

が
、

可
能

で
あ
る

に
し
て
も

、
代
表

よ
り
も
代

理

の
論
理

が
貫
徹
す

る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
議
員

と
選
挙
民
と
は
、
選
挙
区

利
益

に
つ
い
て
、
共

通

の
認
識

と
了
解

の
地
平

に
立
た
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
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一
九

八

〇

年

の
民
主

党

、

そ

し

て
、

一
九
八

六
年

の
共

和

党

の
、

そ

れ

ぞ

れ

の
上

院
選

挙

に

お
け

る
完

敗

は
、

そ
う

し

た
恰
好

の
例

を

示

す

。

仮

に
そ

の
他

の
考
慮

す

べ
き

問

題

が
あ

っ
た

に

せ
よ

、

]
九

八

〇
年

の
予

備

選
挙

、

あ

る

い
は

、

総

選
挙

に

お

い
て
敗

走

し

た
十

二
名

の
民
主

党

上

院

議

貝

に

は
、

全

国

利

益

に
高

度

の
関

心

を

抱

く

強

力
な

常

任

委

貝
長

が
、

少

な

か

ら
ず

含

ま

れ

て

い
た
。

イ

ン
デ

ィ

ア
ナ

州

選
出

の
B

・
ベ
イ

(じq
一『魯

し¢
餌
旨

)
、

ア
イ

ダ

ホ
州

選
出

の
F

・
チ

ャ
ー
チ

(岡
「餌
コ
犀
○
げ
広
『
O『
)、

ジ

ョ
ー

ジ

ア
州

選

出

の
H

・
E

・

タ

ル

マ

ッ
ジ

(寓
2
ヨ
き

団
.
目
巴
ヨ
巴

伽q
Φ
)
、

サ

ウ

ス
ダ

コ
タ

州

選
出

の
G

・
マ
ク

ガ

ヴ

ァ

ン

(O
Φ
o
「αq
Φ
竃
6
0
0
<
Φ
ヨ
)
、

ワ

シ

ン
ト

ン
州

選

出

の
W

・
G

・
マ
グ

ナ

ソ

ン

(≦

蜂・
嘆
Φ
コ
○
.
竃
p
αq
唇

「ω8

)
、

ウ

イ

ス

コ

ン
シ

ン
州
選

出

の
G

:
不

ル
ソ

ン

(〇
四
覧
。
a

2
①
一ω8

)
、

な

ど
が

こ
れ

に
当

る
。

こ
う

し

た
指

導

的

な

上

院
議

員

に
は
、

地
方

的

利

益

の
窮

屈

な

洞

窟

か
ら

脱
出

し
、

国

民

全

体

の
利

益

を
代

弁

し

積
極

的

に
実

現

し

得

る
位

置

に
自

ら

を

置

き

た

い

と

い
う

、

確

か
な

心

的

傾

斜

が
、

認

め
ら

れ

る

。
事

実

、

彼

ら

は
、

少

な

く

と
も

、

部

分
的

で

は
あ

る

が
、

自

己

の
選

挙
区

の
利

益

を
、

忘

却

の
淵

に
埋

め

た

こ
と
を

理

由

に
、
痛

難

さ

れ

た

の
で
あ

る
。

同

じ

く

、

ア

ラ

バ

マ
州

選
出

の
J

・
デ

ン
ト

ン

(冨
器
日
貯
げ
U
①
昌
。
コ
)
共

和

党

上

院

議

員

や

ジ

ョ
ー

ジ
ア
州

選

出

の
M

・
マ

ッ
テ

ィ

ン

グ

リ

ー

(ζ
m
鼻

竃
碧
樽ぎ
ゆq
乞

共
和

党

上

院

議

員

の
ご

と
き

一
九

八

六

年

に
お

け

る

上

院
議

員

選

挙

の
落

選
者

は
、

い
ず

れ
も

、

自

己

の

選
出

州

に
深

い
政

治

的

な
根

を

下

ろ
し

て

い
な

い
新

参

政

治

家

で
あ

っ
た

。

彼

ら

は

、

R

・
レ
ー

ガ

ン

£

。
銘

置

幻
$
ゆq
き

)
共

和

党
大

統

領

候
補

の

《
外

套

の
裾

の
影

響

力

》

(8

讐
琶

一
Φ
脇冷
6
叶)

に
よ

っ
て
当

選

し

た

に

せ
よ

、

彼

ら

は
、

地
方

的

関

心

よ

り

も
、

む

し

ろ
、

《
レ

ー

ガ

ン
革
・命

》

(開
紹

αq
き

即
Φ
<
9
葺
δ
コ
)

に
大

き

な

関

心

を
寄

せ
る

《
レ
ー

ガ

ン

・
ロ
ボ

ッ
ト

》

(開
$

αq
塁

噌o
σ
げ
9
ω)

で
あ

る

と

い
う

、

痛

烈

な

告

発

を

免

れ

る

こ
と

は

で
き

な

か

っ
た

。

彼

ら

は
、

議

会
内

で
自

ら

の
勢

威

を

獲

得

す

る
た

め

に
、

自

ら

が
依

っ
て
立

つ
地
方

次

元

の
地

底

の
視
座

か
ら

大

統

領

を
仰

角

的

に
眺

め
、

レ
ー

ガ

ン
政
権

の
政

策

、

態

度

、

言

論

、

行
為

な

ど

を
模

倣

す

る

こ

と

に
よ

っ
て
、

自

己

の
思

考

軸

を

地

方

か
ら

全

国

へ
と
逆

転

さ

せ
、

自
己

の
議

会

内

に

お
け

る
地

位

と
視

軸

と

の
上

昇

を
意

図
し

た

と

い

っ
て
よ

い
。

こ
れ

と

同
様

の
事

態

が
、

一
九

八

〇

年

の
下

院

議

員

選

挙

に

お

い
て

も
生

じ

て

い
る
。

こ

の
年
、

元

下

院

民
主

党

院

内
幹

事

(ヨ
β・ざ
簿

蜜
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≦
三
℃
)
J

・
ブ

ラ

デ

マ

ス

(ぎ

巨

口σ
類
α
①
ヨ
器
)

(イ

ン
デ

ィ
ア
ナ
州
選
出

)
と

オ

レ
ゴ

ン
州

選

出

の
下

院

歳

出
委

員

長

(芝

摯。
蕩

,。
口
血
ζ
窪
コ
ω

O
o
3
ヨ
葺

Φ
Φ
。
冨

マ
ヨ
磐

)

A

・
C

・
ウ

ル

マ

ン

(≧

σ
Φ
昇
○

望

ぎ

碧

)

の
よ

う

な

、

下

院

指
導

部

に
お
け

る
強

力

な

民
主

党
議

員

が
、

議

席

を

喪

失

し

た
。

そ

れ

に
、
下

院

農

業

委

員

長

(〉
ひq
『
凶2

一ε
「
巴

O
o
ヨ
ヨ
葺
Φ
Φ
6冨

マ
ヨ
9。
口
)
と

民
主

党
議

員

総

会

議

長

(U
Φ
ヨ
8
轟
旨

O
磐

2

。。

o
冨

貯
筥
き

)
の
重

職

に
あ

っ
た

〔
そ

の
後

民

主

党

院

内

総

務

(ヨ
包
9

蔓

8
巴

9

〕
ワ

シ

ン
ト

ン
州

選
出

の
T

・
S

・
フ

ォ
ー

レ
i

(↓
ゴ
o
日
霧

ψ

男
o
δ
望
)
で
す

ら

、

共

和

党

対

立

候

補

の
外

科
医

J

・
ソ
ネ

ラ

ン
ド

(冒

ぎ

ω
o
旨

Φ
莚
巳

)
に
対

し

て
、
得

票

率

五

二
%

二

二
万
五
三
〇
)

対

四

八
%

(
=

万

一
七
〇
五
)
の
紙

一
重

で
当

選

し

た

に
す

ぎ

な

い
。

彼

ら

は
、

い
ず

れ

も
、

次

の

一
下
院

議

貝

が
吐

露

し

た

デ

ィ

レ

ン

(
19

)

マ
に
逢
着
し

た
と

い

っ
て
よ

い
。

「
私
は
、
自

ら

の
政
治
的
将
来

に

つ
い
て
、
若
干

の
関
心
を
払
う

よ
う

に
な

っ
て
き

て

い
る
。
私
は
、
私
自
身

の
地
方
志
向

性

の
腐
食

と

い
う
、

私
が
当
然

か

つ
不
可
避

と
思
う
状
況

に
立
ち
入
り

つ
つ
あ
る
と

い
う

こ
と
を
、
痛
感

せ
ざ

る
を
得

な

い
。

私
は
、

い
ま
ま
で

の

よ
う

に
選
挙
区
関
連
雑
務

の
面
倒

を
み
る

こ
と
に
熱
中
す

る
こ
と
も
な

い
し
、
選
挙
民

に
対
し

て
私

が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
よ
う

な
配

慮

も
示
し

て

い
な

い
。

私
は
、

ワ

シ
ン
ト

ン
に
お
け

る
心
浮
き

た

つ
事
柄

に
没
入
し
て

い
る
。

そ
し

て
、
私
は
、

政
府

に
入
力
し
た

い
と

思
う
。
し

か
し
、
私
は
、
間
も

な
く
選
挙

に
敗
退
す

る
と
感
じ

は
じ

め
て

い
る
。
だ
か
ら
と

い

っ
て
、
私

は
、
現
状
を
変
え

る

つ
も
り
は

な

い
。
私

は
、
現
状
維
持
を
望
ま
な

い
。

私
は
、
政
府

に
貢
献
し

た

い
と
思
う
」
。

右

の
言
葉

か
ら
、
議
貝

の
全
国

志
向

型
政
治
家

へ
の
脱
皮

が
、
選
挙
区
利
益

の
代
表

と

の
根
源
的
な
背
理

に
深
く
通
ず

る
と

い
う

事
情

が
、
覗
わ

れ
よ
う
。

そ

の
三

は
、
時

の
全
国
規
模

の
政
治
的
潮
流
が
、

現
職
議
員

の
再
選
を
阻

む
要
因

と
し
て
あ
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と

で
あ
る
。
立
法
部

の

公
職
占
有
者

は
、
従

っ
て
、
現
職
議
貝

は
、
自
己

の
選
挙
区

の
必
要
性

に
対
す

る
弛

み
な

い
配
慮

が
、
選
挙
区
利
益

の
外
延
を
越
え

る
広

範
な
利
益
を
追
求
し

た
り
、
あ

る

い
は
、
地
方
的
に
は
不

評

の
投
票
行
為

の
結
果

が
選
挙
民

の
間

に
も

た
ら
す
余
波
を
鎮
静
し
亀
裂
を
縫
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合
す

る

こ
と
を
彼
ら

に
可
能

に
す
る
必
須

の
安
全
策

で
あ

る
と

い
う
事
実
を
、
熟
知
し

て
い
る
。
現
職
議
貝
は
、
彼

ら
に
対
す
る
非
難

が
、

特
定

の
公
職
占
有
者

に
よ

っ
て
代
表

さ
れ
る
政
治
的
態
度

か
ら
奔
出
す

る
全
国
的
も
し
く
は
州

の
潮
流

と
結
合
す

る
と
き
、
最
大

の
困
難

な
状
況

の
下

に
立
た
さ
れ
る
。

現
職
議
員

に

(と
り
わ
け
現
職
下
院
議
員
に
)
と

っ
て
幸
運
な

こ
と
に
、

こ
う

し
た
潮
流
は
、
現
職
議
貝

が

保
有

す
る
自
ら

の
利

点
を
適

切

に
活

用
さ
え
す

る
な
ら

ば
、
多

く

の
利
点
を
圧
倒
し
得

る
ほ
ど
強
大

で
は
な

い
。

こ
の
こ
と
を
、

一
九

八
〇
年

の
選
挙
を
例

に
、
詳
密

に
検
討
し

て
み
た

い
。

一
九
八
〇
年

の
選
挙

に
お

い
て
、
民
主
党

は
、
結

局
、
大

統
領

職
、

一
二
の
上
院
議
席

、
そ
し

て
、
三
四

の
下
院
議
席
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
失

っ
た
。
確

か

に
、
多

く

の
敗
退
し

た
民
主
党
候
補
者

は
、

自
己

の
敗
因
を
、
共
和
党
有
利

の
方
向

に
流
れ
る
思
潮

に
帰
し

て
い
る
。
例

え
ば
、

ベ
イ
元
上
院
議
員

の
選
挙
戦
略
家

で
あ

っ
た
E

・
ル

(
20

)

バ
リ

ン

(国
く
①
い
億
げ
90
嵩
算
)
は
、

次

の
よ
う

に

い
う

。

「
彼

〔
ベ
イ
元
上
院
議
員
〕

は
、
五
月
か
ら
、
共
和
党
大
統
領

候
補
指
名
全
国
大
会
後

の

一
週
間

に
設
定

さ
れ
た
世
論
調
査

の
当

日
に

至

る
ま

で
は
、
圧
倒
的

に
優
位

に
立

っ
て

い
た
。

こ
の
全
国
大
会

の
時
点

で
、
接
戦

が
演
じ
ら
れ
た
。
我

々
が
、

一
年
半
以
前

に
認
識
し

て

い
た
選
挙
運
動

に
関
す

る
単
純
な
事
実

は
、
大
統
領

選
挙
戦

の
帰
趨

が
、
絶
対

に
決
定
的

な
要
因
と
な

り

つ
つ
あ

る
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
州

に
お
け
る
不
可
抗
的

動
向
が
、
た
け

り
狂

っ
て

い
る
と
き
、
何

が
で
き

る
と

い
う

の
で
あ
ろ
う

か
。
投
票
者

は
、
彼

の
対
立
候
補

者

の
名
前

す
ら
知
ら
な
か

っ
た
。
彼

は
、
全
く
無
名

の
候
補
者

に
、
自
己

の
優
勢

を
奪

わ
れ
た

の
で
あ

る
」
。

そ

の
全
く
無
名

の
対
立
候
補
者

が
、

一
九
八
〇
年
初
当
選

の
D

・
ク

エ
ー

ル

(O
き

O
轟

覧
①
)
共
和
党
上
院
議

貝

(イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
選

出
)
で
あ

る
。

ク

エ
ー

ル
上
院
議
員

は
、
《
レ
ー

ガ

ン
革
命
》
を
水
源

と
す

る
共
和

党
有
利

の
激
流
を
自
己

の
選
挙
運
動

に
導
き
入
れ
、

一

九
八
六
年

に
は
、
地
た
り
的
勝
利
を
獲
得
し
、

一
九
八
八
年

に
は
、
共
和
党

の
副
大
統
領
候
補

に
指
名
さ
れ
た
。

一
九

八
〇
年

の
選
挙

に
お
け

る
民
主
党

の
壊
滅
的
敗
走

に
関
す
る
前

述

の
ル
バ
リ

ン
の
説

明
は
、
そ

の
後
、
多

く

の
政
治
解
説
者

の
繰

り
返
す

と

こ
ろ
で
あ

る
。
し

か
し

な
が
ら
、
⊃

九
七
八
年
及

び

一
九
八
〇
年

の
両
選
挙

で
、
共
和
党
対
立
候
補

と
戦
端
を
開

い
た

一
八

五
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名

の
民
主
党
現
職
下
院
議
員

の
う
ち

の
七
三
名
ま

で
が
、

一
九

七
八
年
に
お
け

る
得
票
率
を
現
実

に
凌
駕

し
て

い
る
と

い
う
事

実
が
、
判

(
21

)

明
す

る

と
き

、
全

国

的

な

諸

力

に
依

拠
す

る

下

院
議

員

選
挙

に
関

す

る

い
か
な

る
説

明
も

、
何

の
役

に
も

た

た
な

い
で
あ

ろ
う

」
。
下
院

に

お
け

る
少

な

か
ら

ぬ
敗

北

に
も

か

か

わ

ら
ず

、

民
主

党

現

職
議

員

の
八
九

%

は
、

再

選

さ
れ

て

い
る
。

上

院

議

員

は
、

メ
デ

ィ

ア

の
華

や

か
な

脚

光

を
浴

び
、
全

国

的

趨

勢

に
よ

っ
て
表

象

さ
れ

る
係
争

問

題

と

緊
密

に
結

合

し

て

い
る

が
故

に
、

下
院

議

員

よ

り

も

、

一
九

八

〇

年

に

は
、

大

き

な

難

局

に
巻

き

こ
ま

れ

る

に
至

っ
た
。

し

か
し

、

立

候

補

し

た

二

二
名

の
民
主

党

現

職

議

員

の
う

ち

一
〇

名

の
み

が
、

辛

う

じ

て
、

そ

の
地

位

を

占
守

し
得

た

に
す

ぎ
な

い
上

院

に

お

い
て
さ

え

、

四
名

は
、

一
九

七

四
年

に

お
け

る
前

回

の
選

挙

(民
主
党

に
申
し
分
な
く
有
利
な
選
挙

)
の
得

票

率

を
伸

ば
す

こ
と

が

で
き

た
。

同
様

に
、

一
名

に

は
、

共
和

党

の
対

立

候
補

者

す

ら
存

在

し
な

か

っ
た
。

州

知

事

は
、

全

国

的
趨

勢

と

繋

が
り

な

が
ら
も

、

そ

こ
に
新

し

い
変

奏

を

鳴

ら

せ

る

こ
と

が

で
き

る
。

州
知

事

の
大

多

数

が
選

挙

民

の
審

判

を

下

さ

れ

る
中

間

選

挙

に
お

け

る
投

票

者

は
、

経

済

状

況

に

つ

い
て

は
、
全

国

次

元

の
視

線

に
よ

っ

て
そ

の
政
治

責

任

の
所

在

を
分

光

し

、

州

知

事

よ

り

も

、

む
し

ろ

、

大
統

領

に
非

難

の
矢

を

放

つ
。

し

か
し

、

彼

ら

は
、

な

お

、

こ

の
時

へ
22

}

点

で
、
投

票

す

る

こ
と

の
で
き

る
唯

一
の
行

政

部

、
従

っ
て
州

知

事

に
向

か

っ
て
、
自

己

の
感

情

を
表

出

す

る
。
け

れ

ど
も

、
州

知

事

は
、

上

院
議

貝

よ

り
も

、

全

国

的

趨

勢

に
抵

抗

し

得

る

だ
け

の
資

源

を

有

し

て

い
る
。

こ

の
点

に

つ
い
て
、

世

論

調

査

の
専

門

家

で
あ

る
B

・

(
23

)

ハ
ミ

ル
ト

ン

(しロ
{=
=
餌
日
捧
o
巳

は
、

次

の
よ

う

に

い
う

。

「
上

院
議

貝

に
は
、

自

ら
統

制

し

難

い
権

限

が
あ

る
。

な

ぜ
な

ら
、

彼

ら

は

、

一
定

の
権

限

を

遂

行

し

一
つ
の
イ

メ

ー

ジ
を

有

す

る

団

体

の

一
部

を

形

づ

く

る

か

ら

で
あ

る
。
州

知

事

が
、
自

己

の
行

為

を

、
上

院

議

員

よ

り

も

、
常

に
統

制

す

る

こ
と

が

で
き

る
、
あ

る

い
は
、

少

な

く

と

も

、

つ
む

じ
曲

り

の
立
法

部

か

ら
自

己
を

隔

離

す

る

こ
と

が

で
き

る

、

と

い
う

点

に
お

い
て
、

州

知

事

は
、
上

院

議

員

と
、
権

限

の
地

図

の
上

で
は

、

反

対

の
極

の
位

置

に
あ

る
。

州

知

事

と
同

じ
く

我

々
は
、
我

々
自
身

の
運
命

を

統

制

下

に
置

く

こ
と

が

で
き

る

と

感

ず

る
」
。
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確

か

に
、

全
国

的

趨

勢

は

、
若

干

の
影

響

力

を

与

え

る
。

し

か
し

、

そ

の
影

響

力

の
程

度

は
、

公

職

の
種

別
、

選

挙

区

の
構
成

、

候
補

者

の
人

格
的

個

性
、

選

挙

運

動

の
質

、

そ

し

て
、

反

対

勢

力

の
有

無

、

な

ど

に
左

右

さ

れ

る
。

こ
う

し

て
、

全

国

的

趨

勢

は
、

恰

も

白

色

光

線

の
よ
う

に
、

そ

れ

ぞ

れ

の
地

域

や

選

挙
区

に
お

い
て
、

い
わ

ば
、

無

限

の

ニ

ュ
ー

ア

ン
ス

に
分
光

さ

れ
、
様

々
な

次

元

の
問

題

に
変

形

さ

れ

て

ゆ
く

こ
と

に
な

る
。
こ
う

し

た
全

国

規

模

の
潮
流

が
、
そ

れ

自

体

で
、
多

数

の
現

職

議

員

の
政

治
生

命

に
脅

威

を

与

え

る

ほ

ど
、

強

大

で
あ

る

と

い
う

こ
と

は

、

稀
有

で
あ

る
。

全

国

的

趨

勢

の
影
響

力

は
、

現

職
議

員

が
落

選

へ
の
恐

怖

の
対
応

点

と

し

て
白

ら
創

り

出

一
24

)

し

た

一
つ
の
幻
想

と

も

い
え

る

で
あ

ろ
う

。

な

お

、

最
近

の
現

職
議

員

の
間

に

お
け

る
再

選

率

の
驚

異

的

上
昇

は
議

貝

選
挙

に
お

け

る
選

挙

資
金

の
巨
額

化

と

い
わ
ゆ

る

《
分

割

統

治

》

(島
く
こ
Φ
α
αq
o
<
⑦白
ヨ
Φ
コ
樽)

の
半

ば
恒

常

化

と

い
う

二
極

分

解

的

な

社

会

状

況

を
構

成

す

る

と
指

摘

さ

れ

て

い
る
。

確
か
に
、
最
近
の
聲

馨

に
お
け
る
羅

議
員
の
当
選
率
は
・
異
常
に
高
い
数
値
を
霰

・
こ
れ
は
表

-
に
一葱

れ
る
通
り
で
紮

・

上
下
両
院
議
員
選
挙
に
お
け
る
現
職
議
員
再
選
率
の
異
常
な
上
昇
は
、上
下
麗

議
員
選
挙
に
お
け
る
競
争
性
の
欠
落
と
等
質
で
五
網
・

す

な

わ

ち

、

最

近

二

〇
年

間

に
、

現

職

下

院

議

員

の
再

選

率

が
、
九

〇

%

以

下

に
落

ち

込

ん

だ
議

員

選

挙

は
、

た

だ

の

一
度

で
あ

り

、

そ

れ

は
、

一
九

七

四
年

の
選

挙

で
あ

る
。

こ

の
選

挙

で
、

共

和

党

は
、

自

己

に
有

利

な

ウ

ォ
ー

タ
ー

ゲ
ー

ト
事

件

(≦
碧
臼

αq
讐
色

か

ら
発

す

る
逆

風

、

あ

る

い
は
、

追

い
風
を

、

全
身

に
受

け

た
。

ウ

ォ
ー

タ
ー

ゲ

ー
ト

事

件

は
、

共

和

党

と

い
う
構

造

体

の
な

か

の
通

風
穴

、

あ

る

い
は
、

煙

突

の
ご

と
き

役

割

を

演

じ

、

共
和

党

の
勢

力

を
押

し

上

げ

た

と

い

っ
て
よ

か

ろ
う

。

下

院

に
お
け

る
現

職

議

員

の
再

選

率

は
、

一
九

八

六

年

九

八

.
○

%
、

一
九

八

八
年

九

八

・
五

%

、

そ
し

て
、

一
九

九

〇

年

九

六

・

一
%

と

い
う

よ

う

に
、

超
高

水

準

を

保

ち

、

こ

の
た

め
、

現

職
議

員

の
落

選

は
、

個

人
的

な

い
し
政

治

的

ス
キ

ャ

ン
ダ

ル
の
渦
中

に
不

幸

に

も
引

き

込

ま

れ

た

場

合

の
み

に
、

限

ら

れ

る

よ
う

に
お
も
わ
れ
る
.

一
九

七
〇
年
代

に
お
け

る
議
貝
選
挙

の
研
究

が
示
す

と

こ
ろ
に
よ

撫

・
恰
も
陰
画
が
お

の
ず

と
陽
画

の
明
暗
を

提
示
す

る
よ
う

に
、
現
職
下
院
議
貝

の
再
選
確
保

の
相
対
的

な
安
易
性

と
現
職
上
院
議
員

の
そ

の
相
対
的
な
至
難
性

と
は
、
際
だ

っ
た
対
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Year

表1 上下両院議員選挙における現職議員の再選率1968-1990

TotalseekingDefeatedin

reelectionprimary

DefeatedinR
eelected

general

Percentage

successful

Houseelections

I968409

1970401

1972390

1974391

1976384

1978382

1980398

1982393

1984409

1986393

1988408

1990407

Senateelections

196828

197031

197227

197427

197625

197825

195029

198230

198429

108628

198827

199032

4

0

2

8

3

5

6

0

3

2

1

1

1
■

-
⊥

1
1

4

1

2

2

0

3

4

0

0

0

0

0

9

2

3

0

3

9

1

9

6

6

6

5

1

1

4

ユ

ー

3

2

1

1

4

6

5

2

9

7

9

2

3

7

4

1

6

9

5

3

8

8

1

4

0

5

2

1

9

7

6

9

6

5

6

5

9

8

0

9

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

0

4

0

3

6

5

6

8

6

1

3

1

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

3

96.8

94.5

93.6

87.7

95.8

93.7

90.7

90.1

95,4

98.0

98.5

9fi.3

71.4

77.4

74.1

85.2

s4,0

so.0

55.3

93.3

89.6

75.0

85.2

96.9

Sources:DatagatheredfromelectionissuesoftheCongressionalQuarterlyWeekly

Report,andreportedinvariousformsinmanysources,includingNormanJ・

Ornstein,ThomasE.Mann,andMichaelJ.Malbin,VitalStatisticsonCongress,

1989-一 一1990(Washington:CongressionalQuarterlyPress,1990).
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照
を

み
せ
る
。
し

か
し
、
最
近

の
六
回

の
選
挙

で
は
、
再
選
を
目
ざ
す

現
職
上
院
議
員
四
名

の
う
ち

の
少
な
く

と
も
三
名

が
、

そ

の
目
標

を
完

遂
し

て
お
り
、

一
九
九

〇
年

に
お
け

る
現
職
上

院
議

貝

の
再
選
率

は
、
実

に
九
六

・
九
%

と

い
う
上
院
議
員

の
直
接
選
挙
制

の
導
入

以
来

の
最
高
値

を
記
録
し

て

い
る
。
こ
れ

は
、
ま
さ
し
く
地
獄

の
最
下
圏
か
ら
至
高

天
に
至

る
快
挙
と
評
さ
れ
る

で
あ

ろ
う
。
こ
う
し

て
、

最
近

十
年
間

に
お
け

る
現
職
上
院
議

員

の
再
選
形
態

は
、
以
前

に
も
ま
し

て
、
現
職
下
院
議
員

の
再
選
形
態

の
骨
格
を
、

明
晰

に
備
え
る

に
至

っ
た
と

い

っ
て
よ

い
。

議
貝
選
挙
に
お
け
る
勝
者
と
敗
者
の
得
票
差
は
、
議
員
選
挙
の
競
走
性
の
位
置
を
見
定
め
る
上
で
・
有
効
童

程
標
と
墾

・
も
し
議

貝
選
挙

に
お
け
る
勝
者

と
敗
者

の
得
票
差

の
視
線

に
よ

っ
て
、

議
員
選
挙

が
透
視

さ
れ
る
と
き
、
そ

こ
に
は
議
員
選
挙

の
新

た
な
映
像

が

立
ち
現
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

選
挙

の
競
争
性

は
、
当
然
、
対
立
候
補
者

の
存
在
を
予
定
す

る
。
最
低

の
競
走
状
態

に
あ
る
選
挙

と
は
、
現
職
議
員

が
、
共
和

・
民
主

両
党

の
い
ず
れ

の
挑
戦
候
補
者

と
も
干
丈
を
交

え
な

い
選
挙

で
あ

る
。
し

か
し
、

現
職
議
貝

が
、
挑
戦
候
補
者

に
対

し
て
、
圧
倒
的
な
勝

利
を
収

め
た
選
挙

も
ま

た
、
現
実
的
意
味

に
お

い
て
、
競
走
不
在

の
選
挙

で
あ

る
。
議
員
選
挙

の
研
究

で
著
名
な
、

G

・
C

・
ヤ

コ
ブ

ソ

ン

(O
鋤
『団
ρ

冒
o
o
げ
ω
o
口
)
教
授

(カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ァ
州
立
大
学

・
サ

ン
ー
デ
ィ

エ
ゴ
)

(α
巳
く
①
邑

曙

o
州
O

勲。
厳
o
「三
g。
ω
碧

O
δ
伽q
o
)
は
、

=
選

挙

に
お
け

る
勝
者

と
敗
者

の
得
票
差

と
次
期
選
挙

に
お
け
る
現
職
議
員

の
落
選

の
頻
度

と
を
相
互

に
関
連
さ
せ
、
自
己

の
調
査
資
料
か
ら
、

挑

戦
候
補
者

が
、
最
初

の
下
院
議
員
選
挙

に
お

い
て
、
投

票
総
数

の
三
〇
%
以
上
を
獲
得
し
な

い
限
り
、
次
期
選
挙

で
、
現
職
議
員

が
落

(
30

)

選
す

る
可
能
性

は
、
零

に
収
敷
す
る
と

い
う
冷
厳
な
公
式

を
抽
出
し

た
。

一
九
八
〇
年
代

に
お
け

る
勝
算

の
見
込

の
な

い

"
絶
望
的
な
"

(冨

亘

な
挑
戦
候
補
者

に
よ

っ
て
争

わ
れ
た
選
挙
と
無
競
争

馨

に
関
す

る
資
料

は
・
表
2

に
明
ら
か
で
麓

・
こ
こ
で
は
・
伝
統
的

に

"
限

界
〃

(日
費
ひq
ヨ
巴
ξ

)
を
意

味

し

て

き

た
勝

者

と
敗

者

の
得

票
差

四

〇
%

に

、

三

〇
%

が
代

替

す

る

に
至

っ
て

い
る
。

表

2

が
示
す

と

こ
ろ

は

、
現
職

下
院

議

員

の
圧

倒

的
多

数

が
当

選
す

る
と

い
う

事

実

ば

か

り

で

は
な

く

、
彼

ら

が
、
無

競

争

で
、
あ

る

い
は
、
事

実

上

、
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表2現 職 上下両院議員の選挙 におけ る勝差,1982-1990

Percentageof

incumbbents

withlittleor

nocompetition

Total

(alb)

41.8

49.0

59.1

59.0

42.3

ユ0

34.5

14.3

7.4

28.1

Aso

1.99

231

240

172

3

10

4

2

9

Year

Incumbents

ingeneral

election

Uncontested

byother
majorparty

(a}

Hopeless

challengers
(<30%)

(b)

Houseelections

1982383

1984406

1986391

1988407

1990406

Senateelections

198230

198429

198628

198827

199032

56

68

74

81

83

a

1

0

(}

4

104

131

157

159

89

3

9

4

2

5

SourcesDategatheredfromannualeditionsofthe

Almanac,Appendicesonelectionreturns.

G'ongressionalQuarterly

無

競

争

で
、

当

選

を

果

た
す

と

い
う

事

実

で
あ

る
。

一
九

八

八

年

に

は
、

再

選

を
要

望
す

る
現

職

下

院
議

員

の
ほ

ぼ

五
分

の

一
が
、

二
大

政

党

の

い
ず

れ

の
対

立

候
補

者

と
も

出

会

う

こ
と

は
な

か

っ
た
。
同

じ
く

、

別

の
五

分

の
二

の

場

合

、

本

格

的

な

選

挙

運

動

を
積

極

的

に
展

開

し
得

な

い

脆

弱

な
対

立
候

補

者

が
、

そ

の
対

岸

に
姿

を

現

わ

し

た
。

再

選

を
希

求

す

る
現

職

下

院
議

員

の
九

八

・
五

%

が
、

首

尾

よ

く
当

選

し

た

と

い
う

事

実

は
、
彼

ら

が
、
ほ

と

ん

ど
、

本

格

的

な
挑

戦

を
受

け

る

こ
と

は
な

か

っ
た

と

い
う

状
況

を

考
慮

に

い
れ

る

と

き
、

重

要

な
意

味

を
帯

び

て
く

る
。

一
九

八

八

年

に
お

け

る
議

貝

選

挙

の
競
争

水

準

は
、

一
九

八

六
年

に
お

け

る
そ

れ

と
大

差

は
な

い
。

し

か
し

、

一
九

八

八

年

・

一
九

八

六

年

の
両

選

挙

で
は

、
議

会

へ
の
復

帰

を

望

む

現

職

下

院

議

員

の

一
〇

%

以

上

が
、

一
九

八

二

年

・
一
九

八

四

年

に
お
け

る
選

挙

の
場

合

よ

り
も

、

無

競

争

、
も

し

く

は
、
事

実

上
、
無
競

争

で
、
当

選

し

て

い
る
。

一
九

九

〇

年

の
選

挙

の
場

合

、

一
九

八

二
年

・

一
九

八

四

年

・

一
九

八

六
年

・

一
九

八

八
年

の
議

貝

選
挙

に

明
確
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に
浮
彫
り
さ
れ

て
い
る
競
争
性

の
減
退

の
軌
跡

は
、
依
然
踏
襲

さ
れ
て

い
る
。

一
九
九
〇
年

に
は
、
上
下
両
院

に
お
け

る
現
職
議
員

は
、

ほ

ぼ
例
外

な
く
再
指
名

さ
れ
、
熾
烈
な
競
争

に
陥

い
る

こ
と
も
な
く
、
上

下
両
院

の
議
席
を
維
持
す

る
こ
と
に
成
功
し

た
。
し
か
し
、

一

九
九
〇
年

の
選
挙

で
注
目
す

べ
き
点

は
、
現
職
議

員

の
落
選

に
ま

で
は
至

っ
て

い
な

い
に
せ
よ
、
選
挙
民

の
反
現
職
議
員

ム
ー
ド
が
、
次

第

に
高

ま
り
を

み
せ
、
勝
者

と
敗
者

の
問

に
お
け

る
得
票
差

の
縮

小
と
し
て
結
晶
し

て
ゆ
く

と

い
う
状
況

で
あ

る
。

一
九
九
〇
年

の
議
員

選
挙

は
、

現
職
議
員

の
再
選

の
達
成

と

い
う

明
る

い
外
観

の
下

に
、
反
現

職
議
貝

ム
ー
ド

の
高

潮
と

い
う
暗

い
底
流
を
潜
ま

せ
て

い
る

と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

下
院

で
は
、

一
九
九
〇
年

に
、
周
知

の
形
態

が
、
再
発
す
る

に
至

っ
て

い
る
。
候
補
者
再
指

名
を
求
め
た
四
〇
七
名

の
現
職
議
貝

の
う

ち
、

四
〇

六
名

は
、
再
指
名
さ
れ

た
。

こ
の
う
ち

の
三
九

一
名

は
再
選

さ
れ
、
八
三
名

に
は
、

共
和

・
民
主
両
党

の

い
ず

れ
か

の
指
名

に

よ
る
対
立
候
補
者

が
、
不
在

で
あ

っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、

一
九
九
〇
年

の
議
貝
選
挙

で
七
〇
%
以
上

の
得
票
率
を
あ
げ
た
現
職
下
院
議

貝

の
比
率

は
、

少
な

か
ら
ず
減
退
し

た
。

こ
の
こ
と
は
、
も
し
現
職
議
貝

が
、
よ
り
経
験
豊

か
な
、
十
分

の
資
金

を
擁
す
る
挑
戦
候
補
者

と
雌
雄
を
決
す

る
と
し

た
ら
、
事
態

は
、

一
層
、
悪
化

す
る

こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う

と

い
う
結

論
に
、
到
達

せ
ざ
る
を
得
な

い
。

げ

ん
に
、
挑
戦
候
補
者

の
僅

か
二
二
%

の
み
が

"
絶
望
的
な
"
選
挙
運
動
を
繰
り
広
げ
た

に
す

ぎ
な

い
。

こ
の
数
値

は
、

こ
の

一
〇
年

来
、
最
低

で
あ

る
。
現
職
下
院
議

員

は
、

一
九
九

〇
年

に
、
苦
境

に
逢
着
し

た
と

い
う

状
況
を

、

こ
の
二
二
%
と

い
う

数
値

の
鏡
面

の
上

に
読

み
と
る

こ
と
が
で
き
よ
う

。
現
職
下
院
議
貝

は
、

一
九
九
〇
年

の
選
挙

で
、
確

か
に
勝
利

を
博
し
た
。
し

か
し
、
彼
ら

の
な
か
に
は
、

地
L
り
的
勝
利
者

は
、
皆
無

も
同
然

で
あ

っ
た
と

い
っ
て
よ

い
。

こ
の
現
象

の
論
理
的
説
明
は
、

以
下

の
よ
う

に
な
る
。
選
挙
民

は
、
投

票

に
際
し
、
確

か
に
不
満
を
憶
え

た
に
せ
よ
、
挑
戦
候
補
者

の
資
質

が
余
り

に
も
劣
悪

で
あ

る
故

に
、

こ
の
不
満
を
、
現
職
下
院
議
員

の

(32

)

落

選

と

い
う

形

で
表

現
す

る

こ
と

を

妨
げ

ら

れ

た

と

い
う

の
が
、

す

な

わ

ち

、

こ
れ

で
あ

る
。

他

方

、

上

院

の
場
合

、

対

称
的

な
構

図

が
、

現

出

す

る
。

表

2

が
示

す

よ

う

に
、

一
九
八

〇

年

代

に

お
け

る

現

職
上

院

議

員

は
、

一
〇
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年

前

の
現

職

上

院
議

員

も

し

く

は
現

職

下
院

議

員

よ
り

も

、

再

選

の
確

度

が
、
高

い
よ
う

に
お
も

わ

れ

る
。

一
九
九

〇
年

の
議

員

選

挙

の

場

合

、

再

選

を
希

求
す

る

三

二

名

の
現
職

上

院

議

員

の
す

べ

て

が
、

そ

れ

ぞ

れ

の
所

属

政

党

に
よ

っ
て
、

公

認

候
補

者

と
し

て
指

名

さ

れ

た
。

こ

の
う

ち

の
四
名

ー

ミ

シ

シ

ッ
ピ
ー

州
選

出

の
T

・
コ
ク
ラ

ン

(↓
冨

山
O
。
魯
鑓
ロ
)

共
和

党

議

員

、

ヴ

ァ
ー

ジ

ニ
ア
州

選
出

の
J

.

W

・
ウ

ォ
ー

ナ

ー

G
。
ぎ

芝

・ぎ

。。
ヨ
Φ
「)
共

和

党

議

員

、

ジ

ョ
ー

ジ
ア

州

選
出

の
S

・
ナ

ン

(ω
餌
白

Z
留

コ
)
民
主

党
議

員

、

そ

し

て
、

ア

ー

カ

ン
ソ
ー
州

選

出

の
D

・
プ

ラ

イ

ア

ー

(U
餌
く
置

℃
蔓
霞
)
民

主

党

議

員
1

は
、

二

大

政

党

の

い
ず

れ

の
候

補

者

と

も
顔

を

合

わ

せ
る

こ

と

も

な

く
、

事

実

上

、

無

競

争

で
当

選

し

た
。

こ

の
よ
う

な
名

ば

か
り

の
対

立

候

補
者

は
、
他

の
十

二
名

の
現

職
議

員

と
議

席

の
争

奪

戦

を

演

じ

た
。

し

か

し
、

こ

の
十

二
名

の
現

職
議

員

は
、
各

々
、

選

挙

期

日

の
四

ケ
月

以
前

に
、
対

立
候

補

者

の
資
金

調

達

額

の
五

〇

倍

以

(33

)

上

の
豊

潤

な

選
挙

資

金

を

既

に
備

蓄

し

て

い
た

の

で
あ

る
。
三

二
名

の
再

指

名

者

の
う

ち

三

一
名

は
、
再

選

に
成

功

し
、
前

述

の
四
名

は
、

共

和

・
民
主

両

党

の

い
ず

れ

の
候
補

者

と
も

抗

争

す

る

こ
と

も

な

く
無

競

争

で
当

選

を

遂

げ

、

そ

の
他

の
二
十

二
名

は
、

得

票

率

七

〇

%

以

上

を

糾

合

し

た
。

に
も

か

か
わ

ら
ず

、
表

2

が
示
す

よ
う

に
、

再

選

に
成

功

し

た

現

職

上
院

議

員

は
、

現

職

下

院
議

員

よ
り

も

、

本

格
的

な
侮

り

難

い
競

争

状

態

の
力

学

の
な

か

に
編

み

こ
ま

れ

た
。

一
九

八

二
年

・

一
九

八

四

年

・

一
九

八

六

年

・

一
九

八

八
年

の
四

回

の
選
挙

の
間

、

一
九

八

四

年

の

ル
イ

ジ

ア
ナ

州

選
出

B

・
J

・
ジ

ョ
ン

ス
ト

ン

(bu
魯

器

什こ

」
。
ぎ

ω8
コ
)
民

・王
党

議

員

一
名

の
み

が
、

二
大

政

党

の

い
ず

れ

の
公

(
34

)

認
候
補
者

と
も
対
面
す

る

こ
と
は
な
か

っ
た
。

さ
ら
に
、
再
選
成
就

の
た
め

に
立
候
補

し
た
現
職
議

貝

の
大
多
数

は
、
投
票
総
数

の
三
〇

%
以
上

の
支
持
票
を
結
集
し
得

る
果
敢
な
対

立
候
補
者

と
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
。
も
し
対
立
候
補
者

に
よ

る
投
票
総
数

の
四

〇
%

以
上

の
支
持
票

の
吸
引

と

い
う

競
走
選
挙

の
基
準

の
厳
格
化
を
試

み
、

こ
の
基
準

を

一
九
八
二
年
か
ら

一
九
九
〇
年

に
至
る
ま

で
の

選
挙

に
適

用
す

る
な
ら
ば
、
こ

の
期
間
内

に
再

選
さ
れ
た
現
職
上
院
議
員

の
凡
そ
半
数

が
、
そ
し

て
、
彼
ら

の
う

ち

の
落
選
者

の
全
員

が
、

本
格
的

に
熾
烈
な
競
走

の
議
貝
選
挙

の
奔

流

の
な
か
に
身
を
曝
し

た

こ
と
に
な

る
。



(195)公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相㈹195

こ
う

し

て
、
上
下
両
院

に
お
け

る
現
職
議
員

は
、

一
九
八
二
年

か
ら

一
九
八
六
年

に
至

る
ま

で
の
選
挙

の
期
間

に
、
ほ
と
ん
ど
落
選
し

て

い
な

い
。
さ
ら
に
、
当
選

し
た
現
職
下
院
議

貝

は
も
と
よ
り
、
そ
れ
以
上

に
、
現
職
上
院
議

員
は
、
激
烈
な
競
走
選
挙

の
巨
大
な
星
座

の
な

か
に
配
置
さ
れ
た

こ
と
が
な

い
。
ま

た
、
上
下
両
院

の

い
ず

れ
か

に
お
け

る
予
備
選
挙

で
敗
退
し
た
現
職
議
員

の
数

は
、
逓
減

の
方

向

に
あ

る
。
現
職
議

員
に
対
す

る
予
備
選
挙

の
競
争
状
態

は
、
再
選

へ
の
途
上

に
横

た
わ
る
些
細
な
障

害
物
以
上

の
も

の
で
は
な

い
。
け

れ

ど
も
、

一
九
九
〇
年

に
至

っ
て
、
随
所

で
、
現
職
議
員

の

《
再
選
達
成
》
と

《
勝
者
-

敗
者
間

の
得
票
差

の
収
縮
》
と

い
う

二
重
奏

が
、

同
時

に
進
行
し

は
じ

め
た
と

い

っ
て
よ

い
。

現
職
議
員

の
得
票
率

の
低

下

と

い
う

底
流
が
、
形
成

さ
れ
、
選
挙

の
場

に
噴
き
上
げ

は
じ
め

て

い
る
と

い
う
事
実

は
、
否
定
し
得
な

い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
、
議
員
選
挙

の
光
と
影

の
両
極
端

が
、
認

め
ら
れ

る
と
考

え
る

こ
と
が
で

き
る
。

今
日
、

こ
の
よ
う

に
再
選
を

ほ
ぼ
確
実

に
保
障
さ

れ
て

い
る
現
職
議
員

に
よ
る
選
挙
資
金

の
調
達

の
た
め

の
準
備
態
勢

は
、
選
挙
期

日

の
相
当
期
間
以
前

に
、
既

に
整
備

を
完

了
し

て

い
る
。
現
職
議

貝
が
、

選
挙
資
金
を
短
期

に
蓄
積
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
そ

の
こ
と
が
、
潜

(
35

)

在

挑

戦

候

補
者

に
脅

威

を
与

え

る

こ
と

に
な

る

で
あ

ろ
う

。

例

え

ば
、
多

数

の
上

下

両

院

に
お

け

る
現

職

議

員

は
、

選

挙

当

日

の

ほ

ぼ

一
年

以
前

に
当

る

一
九

八

九

年

末

ま

で

に
、

一
九

九

〇

年

に

お
け

る
選

挙

準

備

の

た

め

に
、

巨

額

の
選
挙

資

金

を

、
既

に
調

達

し

て

い
た
。

カ
リ

フ

ォ

ル

ニ
ア
州

選

出

の
民
主

党

下

院
議

員

M

.
レ
ヴ

ァ
イ

ン

(竃
①
F

Φ
≦
器

)

と

共

和
党

下
院

議

員

D

・
ド

ラ
イ

ア
ー

(∪
撃

こ

O
『
①
醇

)

の
両

名

は

、

こ

の
期

閥

に
、

凡

そ

一
五

〇
万

ド

ル

の

選

挙

資

金

を

既

に
保

有

し

て

お

り
、

他

の
四
名

の
下

院
議

員

も
、

同

じ

く
、

そ

れ

ぞ

れ
、

一
〇

〇

万

ド

ル
以
上

を

調

達

済

で
あ

っ
た
。

ま

た
、

テ

キ

サ

ス
州
選

出

の
共

和

党

上

院

議

員

P

・
グ

ラ

ム

(℃
茎

O
轟
ヨ
ヨ
)

は
、

同

じ
く

こ

の
期

間

に
、

六

〇
〇

万

ド

ル
以

上

を
、

ニ

ュ

ー

ジ

ャ
ー

ジ
ー

選
出

の
民
主

党

上
院

議

貝

B

・
ブ

ラ

ッ
ド

レ
i

(uu
一=
ご口
冨
巳
2

)

は
、

四
〇

〇

万

ド

ル
以

上

を
、

そ

し

て
、

そ

の
他

の
少

な

か
ら

ざ

る
数

の
上

院
議

員

は

、

一
〇

〇
万

ド

ル
か

ら

三

〇
〇

万

ド

ル
ま

で
を

、
各

々
、

選

挙

資

金

と
し

て
確

保

し

て

い
た
。

こ
う

し

た
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巨
額

の
選
挙
資
金
量

こ
そ
、
ま
さ
し
く
、

現
職
議
員

に
と

っ
て
、

正

の
条
件

の
集
積
体

に
ほ
か
な
ら
な

い
。

上
院

一
議
席

の
獲
得

に
要
す

る
選
挙
資
金

の
平
均
額

四
〇
〇
万

ド

ル
、
同
じ
く
、
下
院

{
議
席

の
平
均
額

四
〇
万
ド

ル
と

い
う

選
挙
費

(
36

)

用

の
高

騰

化

の
特

殊

今

日
的

状

況

の
脈
絡

の
な

か

に

置
く

と
き

、

右

に
あ

げ

た
数
字

は
、

驚
愕

に
堪

え

な

い
。

一
九

九

〇
年

三

月

末

に
至

る
ま

で

に
、
現

職

下
院

議

貝

は
、
選

挙

資

金

の
調

達

額

に
お

い
て

、

一
〇
対

一
の
比

率

に
よ

り

、
挑

戦

候

補
者

を
制

圧

し

て

い
た
。
他

方

、

現

職

上

院
議

貝

は
、

同

じ

く

こ

の
期
間

に
、

彼

ら

の
挑

戦

候

補
者

の
財

源

の
な

か

の
ニ

ド

ル
に

つ
き

九

ド

ル
の
割

合

で
、

選

挙

資
金

の
調

達

に
成

功

し

た
。

現

職
議

員

に
認

め

ら
れ

る

こ
う

し

た
財

政

的
優

位

を

示
す

二

つ
の
比

率

は
、

現

職
議

員

が

自

己

の
議

席

を

死

守
す

る
た

め

に

こ
れ

ま

で
に
な

く

努

力

を

傾

倒

し

た

一
九

八

八

年

の
選
挙

の
…場
合

に
お
け

る
よ

り

も

、

遙

か

に
高

い
。

一
九

八

九

年
ー

一
九
九

〇
年

の
選

挙
周

期

に
、

上

下

両

院

議

員

候

補
者

が
曹

消

し

た
選
挙

資

金

総
額

四
億

四
五

〇

〇

万

ド

ル
は

、

一
九

八

七
年
ー

一
九

八

八

年

の
選

挙

周

期

の
記

録

四

億

五

九

〇
〇

万

ド

ル
に
比

較

し

、

三
%

減

と
な

っ
て

い
る
。

し

か
し

、

こ

の
単

純

な
数

字

は
、

い
わ

ば

仮

面

で
あ

り
、

こ

の
下

に
重

要

な

素

面

が
隠

さ

れ

て

い
る
。

選

挙

資
金

総

額

の
減

少

は
す

べ
て
、

上

院

議

貝

選
挙

に
基

因

す

る

の
で
あ

り
、

下
院

議

員

候

補

者

の
選

挙

資

金

総

額

は
、

こ
の
間

に
、

逆

に

三
%

上

昇

し

て

い
る

と

い
う

事

実

が
、

こ
れ

で
あ

る
。

上

院

議

員

選

挙

に
お
け

る
選

挙

資

金

総

額

の
減

少

は
、

次

の

二

つ
の
理
由

に
よ

る
。

そ

の

一
は
、

四

名

の
現

上

院
議

貝

が

、

一
九

九

〇

年

の
選

挙

で
、
無

競

争

で
当

選

し

た

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ

の
二

は

、
現

職

議

員

と
対

立

候

補

者

の
間

に
お

け

る

財

政
資

源

の
間

隙

が
、

劇
的

に
増

大

し

た

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ
の

こ
と

か

ら
、

「
コ
モ

ン
.
コ
ウ
ズ

」

(O
o
ヨ
ヨ
o
コ
O
留

ω①
)

の
指
摘

す

る
通

り
、

一
九

八

九

年
ー

　
九

九

〇
年

の
選

挙

周

期

に
お
け

る

上

下

両

院
議

員

候

補

者

の
選
挙

資

金

総

額

の
減

少

は
、
「
議

貝

選

挙

運

動

に
お

け

る

競
争

の
減

退

」

(餌
O
Φ。
一ぎ
①
ヨ

。
o
ヨ
℃
Φ
け三
〇
コ
。
h
8
亭

'
37

)

ぴq
「
Φ
ω
ω
一〇
⇒
巴

建

ヨ

も
鉱
αq
コ
ω
)

を

意

味

す

る

も

の

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

羅

上
下
両
院
議
員
が

「再
選

へ
の
ひ
た
む
き
の
追
求
煮

(塁

豊

§

量

①罪
Φ誘

。h
歪

鑑

鍵
)
で
あ
る
限
り
・

充

七
四
年

に
六

〇

八

で
あ

っ
た

の
が

一
九

九

〇

年

に

は
凡

そ

四

二

〇
〇

へ
の
増

大

し

た
政

治

行

動
委

員
会

(℃
。
一三
。
巴

〉
。
甑
o
コ
O
o
ヨ
日
一暮
Φ
Φ
)

(P
A
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(
39

)

C
)
数

の
急

成

長

(図
1
参

照
)、
と
り

わ

け

、
企

業

・
産

業

結

社

等

の
富

裕

P
A

C

の
増

加

、
換

言

す

れ

ば
、
「
貧

困
層

P

A

C

(勺
8

「
勺
>
O
ω
)
、

あ

る

い
は
、

食

料

ク
ー

ポ

ン
券

受

給

者

P
A

C

(閃
。
。
α
ω
β
∋
℃
勺
>
O
巴

あ

る

い
は
、

栄

養

補

給

必

要
者

P

A

C

(2
三
「
三
8

℃
>
9

)
、

(
如

)

あ

る

い
は
、

老

人

医

療

保

険

受

給
者

P
A

C

(竃
Φ
α
一。
碧
Φ
℃
>
9

)
、

こ
れ

ら

は

、

い
ず

れ
も

皆

無

で
あ

る
」

と

い
う

現

実

、

一
九

八

九

年

-

一
九

九

〇

年

の
選

挙

周

期

に
お

け

る

P
A

C

の
選

挙

資

金

総

給

付

額

の
四

分

の

二
が
現

職

上

下

両

院

議

員

に
割

当

て
ら

れ

た

(挑
戦
候

へ
41

)

補
者

は

一
〇
%
)
と

い
う
選
挙
資
金

の
受
領

に
お
け

る
現
職
議
員

の
優
位

の
状
況

表

3
、
表
4
参
照
)
、
以
上

の
諸
事
情

の
力
学
的
交
錯

の

結
節
点

に
、
今

日
に
お
け
る
議
貝
選
挙
費
用

の
高
騰
化

の
現
象

が
、
濃
密

に
形
象
化
さ
れ

る
こ
と

に
な
る
。

な

お
、
右

に
述

べ
た
ご
と
き
議
員
選
挙

に
お
け

る
経
費

の
彪
大
化
を
抑
制
し

よ
う

と
す

る
立
法
が
、
最
近
、
若
千

の
上
下
両
院
議
貝

に

よ

っ
て
提
案
さ
れ

た
こ
と
は
・
注
目
し

て
姦

・

騨

肥
艦

㎝
餅

。・

島

㌫

離

刀

。
悦

,
i

㏄

W

翫

8

ワ
、

㎝
m
歯

㎎
鵠

8図1
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表3上 下両院議員選挙の 当選者 に対 するPACの 献金額,

198

1975-1990

SenateCampaigns HouseCampaigns

Election

Cycle

Amount

(millions
ofdollars}

ofTotal

Receipts

Amount

{millions
ofdollars)

ofTotal

Receipts

1975-1976

1977-1978

1979--1980

1981-1982

1983-1984

1985-1986

1987-1988

1989-1990

3.!

6.0

:10.2

15.s

20.U

28.4

31.8

31.1

14,8

14.0

24.5

22.0

19.8

26.6

Zs.1

25.6

10.9

17.0

27.0

42.7

59.5

72.S

86.1

91.6

25.6

28.3

31.4

34.7

41.1

42,2

45.1

46.4

SOURCE:FederalElectionCommission.

表41989-X990年 選挙周期における上下両院議員候補者に対するPACの 献金額

YACContributionsto
Amount%ofTotalPAC

(millionsofdollars}Contributions

Allincumbents

Allchallengers

Allopen-seatcandidates

Total

117.2

15.5

17.1

149.S

78.2

10.4

1.1.4

].00.0

Republicans

Housecandidates

Senatecandidates

Total

36.3

21.0

57.3

24.2

14.0

38.2

Democrats

Housecandidates

Senatecandidates

Total

72.3

20.2

92.5

48.3

13,5

61.8

SOURCE:FederalElectionCommission.

NOTE:Minorpartiesnotincluded.
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今

日
に
お
け

る
現
職
議
貝

の
驚
異
的
な
再
選
率

の
上
昇

の
も
う

一
つ
の
社
会
的
効
果

と
し

て
、

い
わ
ゆ
る

《
分
割
統
治
》

の
半

ば
恒
常

化

が
、
あ
げ
ら
れ

て

い
る
。

こ
こ
で

い
う

《
分
割
統
治
》

は
、
政
党

の
支
配
対
象

の
異
同

に
よ

っ
て
、
二
種
に
分
岐
す

る
。

一
つ
は
、
別

個

の
政
党

に
よ

る
議
会

支
配

で
あ
り
、

い
ま

一
つ
は
、
議
会

と
大
統
領

に
対
す

る
分
裂
的
な
政
党
支
配

で
あ

る
。
過
去
三
八
年
間

の
う
ち

の
二
六
年
間
、
議

会

に
お
け
る
上
下
両
院

も
し
く

は

一
院
と
大
統
領

職

と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
別

個

の
政
党

が
支
配
し

て
き
た
と

い
う

状
況

(
43

)

を
考

慮

に

い
れ

る

と
き

、
《
分

割

統

治

》

の
主

線

は
、

後

者

に
あ

る

と
解

し

て
よ

い
。

ア

メ

リ

カ
合

衆

国

に

お
け

る

統
治

構

造

の
下

で
は

、
乏

三
8

工
o
¢
ω
①
と

0
9ρ
嘗
8
一
頴
三

と
を

、
各

々
、
別

個

の
政

党

が
支

配

す

る

と

い

う

、

い
わ

ば

双
極

分

裂

的

現

象

の
発

生

は
、

必

ら

ず

し
も

稀

で

は
な

い
。

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
に

お
け

る
議

院

内

閣
制

の
下

で
は
、

内

閣
総

理

大

臣

が
議

会

に

お
け

る
多

数

党

に

よ

っ
て
指

名

さ

れ

る

た

め
、

こ
う

し

た
現

象

の
生

ず

る
余

地

は
、
皆

無

と

い

っ
て

よ

い
。

H

・
S

.
ト

ル

ー

マ
ン

(国
践
Q

ω
.
目
毎
ヨ
き

)

(民
主
党
)
、

D

・
D

・
ア
イ

ゼ

ン

ハ
ウ

ア

i

(U
≦
粛
算

∪
嗣
田
ωΦ
夢

o
≦
霞
)

(共
和
党
)
、

R

・
M

・
ニ
ク

ソ

ン

(霞
o
げ
鷲
鳥
竃
.
Z
一×
o
コ
)

(共
和
党
)
、

G

・
フ

ォ
ー

ド

(O
Φ
「
巴
儀
閃
o
a

)

(共
和

党
)
、

R

・
レ
ー

ガ

ン

(菊
o
コ
巴
山
菊
Φ
餌
αq
餌
ロ
)

(共
和
党
)
、

そ

し

て
、

G

・
ブ

ッ
シ

ュ

(O
Φ
o
『αq
Φ
じd
島
7
)

(共
和
党
)
、

な

ど

の
、

最

近

に
お

け

る

大
統

領

は
、

少
な

く

と
も

、

反

対
党

が

下
院

の
堅

墨

を

固

く

守

り
、

そ

の
前

進

路

に
立

ち

ふ
さ

が

る
議

会

と
、

対

立

を

よ

ぎ

な

く

さ

れ

て

い
る
。

こ
う

し

て
、

最

近

の
大

統
領

の
言

動

は

、

下

院

支

配

を

盤

石

の
基

礎

に
据

え

る
反

対

党

か
ら

の
攻

勢

の
な

か

で
、

時

に

は
、

硬

直

し
、

閉

塞

し

、

停

滞

す

る
。

選

挙

民

の
間

に

お
け

る
大

統

領

の
人
気

は
、

い
ず

れ

の
政

党

が
議

会

を

支
配

す

る

か
を

決

定

す

る
主

要

な
素

因

と

は
な

り
得

な

い
。

異

常

な

人

気

を

誇

っ
た
F

.
D

.
ロ
ー

ズ

ヴ

ェ
ル
ト

臼

簿
葵

望

閑
8

ωΦ
く
簿

)

は
、

大

統

領

職

に
就

任

当

初

、
議

会

に
お

い
て
、

与

党

多

数

の
支
持

を
背

景

に
、

共
和

党

支

配

下

の
議

会

と

対

決

す

る

こ
と

が
な

か

っ
た

に

せ
よ

、

同

じ

く

人
気

度

抜

群

の
D

・
D

・
ア
イ

ゼ

ン

ハ
ゥ

ア

ー

大

統
領

は

、
任

期

の
最

終

六

年
間

に
、

民
主

党

支

配

の
議

会

と
抗

争

を

続

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ
た
。

一
九

六

四

年

に
地

匙

り

的

勝

利

に

よ

っ
て
大

統

領

職

を

手

に
入

れ

た

」

・
B

・
ジ

ョ

ン
ソ

ン

(ピ
旨

伽
8

甲

ぎ

ぎ

。。
8

)

大

統
領

(民
主

党
)

は
、
議

会

の
領

域

に
も
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自
己

の
選
挙

に
お
け

る
影
響
力

の
地
下
茎
を
伸

ば
し
、
議
会
両
院

に
お
け

る
与
党
多
数

の
支
配
を
現
出

さ
せ
る
に
至

っ
た
。

一
九

七
二
年

に
お
け

る
R

.
M

.
ニ
ク
ソ

ン
大
統
領

の
同

じ
く
地
た

り
的
勝
利

の
確
保

に
よ

っ
て
、
共
和
党

は
、
下
院

に
お
け

る
占
拠
議
席
数

を
、
若

干
、
伸

張
さ
せ
た
反
面

、
上
院

で
は
、

二
議
席

を
喪
失

し
た
。

一
九

八
〇
年

に
お
け

る
R

・
レ
ー

ガ

ン
大
統
領

の
勝
利

と
と
も

に
、
共
和

党
は
、
上
下
両
院

に
お
け
る
白
ら

の
議
席

の
占
有

状
態
に
改
善

を
も

た
ら
し
、
と
り
わ
け
、
上
院

に
お

い
て
、

一
九
四
六
年
以
来
、

は
じ

め
て
・
多

数

の
制
覇

に
成
功
し

た
。
し
か
し
、

こ
の
多

数
者

は
、
恰
も
消
え
さ
り
や
す

い
螢
気
楼

の
よ
う

に
、
間
も
な
く
崩
壊
す

る
に
至

っ
た
。

こ
う

し
て
、

過
去
三

〇
年

の
間
、
民
意

の
政
治
権
力

へ
の
媒
介
装

置
と
し
て

の
政
党

の
支
配
力

と
威
信
が
少
な
か
ら
ず
衰

退
す

る
と
と

も

に
・

こ
れ
と
鏡
像
関
係

を
保
ち

つ
つ
、

大
統
領
職
な
ら
び
に
上
下
両
院
議

員
職

に
対
す

る
個
性
的
人
格

の
濃
厚
な

候
補
者

群

が
、
拾

頭

す

る
に
至

っ
て

い
る
。

こ
の
た
め
、
大
統
領
候
補
者

の

《
外
套

の
裾

の
影
響
力
》

と
饗

応
と
連

動
を
形

づ
く
り
そ

の
上
昇
気
流

に
乗

っ
て

当
選

を
果

た
す

と

い
う
、
大
統
領
候
補
者

と
同

一
政
党

に
属
す

る
上

下
両
院
議
員
候
補
者

の
数
は
、
次
第

に
、
低
減
す
る
傾
向

に
あ

る
。

こ
こ
に
、

自
己

に
対
す

る
選
挙
民

の
支
持
を
、

自
己

の
統
治

に
対
す

る
彼
ら

の
支
持

に
転
化
す

る

こ
と

の
至
難

な
大
統
領

の
選
出

と

い
う

黒

い
射

影
を
、
看

て
と

る
こ
と
が

で
き
る
。

一
九
八
八
年

の
大
統

領
選
挙

に
お
け

る
ブ

ッ
シ

ュ
候
補

の

《
外

套

の
裾
》

の
影
響

力

の
欠
如

を

認

め

た

N

・
ポ

ル

ス

ビ

⊥

z
Φ
葺

勺
・
ξ

教

授

(
カ

リ

フ
ォ

ル

ニ
ァ

州

立

大
学

.
バ
占

レ
i
校

捲

コ
一く
①
『
ω
幽梓
宅
。
{
。
四
ま
。
「
コ
圃帥
u。
Φ
『
犀
Φ
璽

は
、

こ

の
よ

う

な

射

影

の
全

貌

を

視

界

に
浮

上

さ

せ

る
意

図

に

た

っ
て
、

「皇

帝

に

は
、

も

は

や
纏
う

べ
き
外

套

は
な

い
」

と
断

言

し

た
。

ブ

ッ
シ

ュ
大

統

領

は
、

下

院

に
お

い
て
自

党

が
議

席

を

失

な

い
な

が
ら

も

ホ

ワ
イ

ト

ハ
ゥ

ス
を

征

服

し

た
、

ケ
ネ

デ

ィ
大

統

領

以

来

の
、

最
初

の
大
統
領

で
あ

つ
煙

《
分
割
統
治
》
を
時
間
軸

に
沿

っ
て
眺

め
る
と
き
、
そ
れ

は
、

大
統
領

の

《
外

套

の
裾

の
影
響
力
》
の
力
学
的

な
上
昇
と
下
降
と
を
視
像
化
す

る
も

の
と
考

え

て
よ
か
ろ
う
。

と

こ
ろ

で
、
与
党

に
と

っ
て
困
惑
す

べ
き
事
態

は
、
大
統
領
選
挙
年
以
外

の
年

の
議

員
選
挙

に
お
け

る
勢
力

の
後
退
で
あ

る
。

こ
う

し
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た
議

員

選

挙

に
お

け

る
与

党

の
勢

力

後

退

は
、

ア

メ
リ

カ

に
お

け

る
選
挙

政

治

の
常

型

で
あ

る
。

下
院

議

員

全

員

が

、

二
年

ご

と

に
改

選

さ

れ

る

た

め
、
議

員

選

挙

に
お

け

る
与

党

の
勢

力

後

退

は
、
下

院

に

お

い
て
大

で
あ

る

と

い

っ
て
よ

い
。

一
九

三

四

年

を
例

外

と
す

れ

ば

、

最

近

に
お

け

る

大
統

領

は

、

一
貫

し

て
、

議

員

選
挙

に
お
け

る

下
院

与

党

の
敗
北

に
直

面

せ

ざ

る
を

得

な

か

っ
た
。

通

常

の
議

貝

選
挙

に

お

け

る
与

党

の
下
院

議

席

数

の
喪

失

は
、

三

五

と

さ

れ

て

い
る
。

大

統
領

選

挙

年

以

外

の
年

の
議

輿

選

挙

に

お
け

る
与

党

議

席

の
減

少

の
理

由

と
し

て
、

周

知

の
よ
う

に
、
次

の
二
者

が
、

指

摘

さ

れ

て

い
る
。

そ

の

一
つ
は
、

与

党

へ
の
投

票

者

が
、

与

党

の
選

挙

公

約

が
遵

守

さ

れ

な

い

こ
と

に
、
常

に
、
不

満
を

表

明

し
、

そ

の
挫

折

感

を

議

会

に

お
け

る
与

党

に
向

か

っ
て
爆

発

さ

せ

る

と

い
う

事

実

で
あ

る
。

他

は
、

伝

統

的

な

支
持

政
党

へ
の
忠

誠

感

が
、

よ

り
個

人
人

格

志

向

の
大

統

領

選

挙

よ

り

も

、

む
し

ろ
、

議

貝

選

挙

に
お

い
て
、

少

な

か

ら

ぬ

程
度

、

改

め

て
作

動

す

る

と

い
う

事

実

で
あ

る
。

最

近

に

至

る

ま

で
、

《
分

割

統

治

》

は
、

例

外

現

象

で
あ

っ
た
。

F

・
D

・
ロ
ー

ズ

ヴ

ェ
ル
ト

の
選
挙

か

ら

D

・
D

・
ア
イ

ゼ

ン

ハ
ウ

ア

ー

の
選
挙

に
至

る

ま

で

の
期

間

、

《
分
割

統

治

》
は
、

一
九

四

六
年

に

お

け

る
ト

ル
ー

マ
ン
大

統

領

の
第

八

〇
議

会

に
、

た

だ

一
度

、
生

じ

て

い
る

に
す

ぎ

な

い
。

こ

の
間

、

《
分
割

統

治
》
の
発

生

率

は
、

僅

か

一
〇
%

で
あ

る
。

因

み

に
、

一
八

四

〇
年

か

ら

一
八

八

五

年

に
お
け

る

《
分

割

統

治
》

の
発

生

率

は

こ
九

%

、

一
八

八

五

年
-
-
一
九

三

二
年

・
二
九

%

、

一
九

五

三

年
-

一
九

九

二
年

・
六

七

%

、

と

な

っ
て

(
46

)

(
47

)

い
る
。

別

の
統

計

に
よ

る
な

ら

ば

、

一
八

八

七

年

か
ら

一
九

五

四

年

に
至

る
ま

で

の
期

間

に
、

《
分

割

統

治

》

は

、

八
年

間

生

じ

て

お
り
、

そ

の
発
生

率

は
、

一
四

%

で
あ

る

。

け

れ

ど
も

、

一
九

五

三
年

に
お

け

る
ア

イ

ゼ

ン

ハ
ゥ

ア
ー

大
統

領

の
第

一
期

か
ら

一
九

九

〇
年

の
ブ

ッ
シ

ュ
大

統

領

の
任

期

二
年

に
至

る

ま

で

の
三

七

年

間

に
、

《
分

割

統

治

》
は
、

二

四

年

間

も
起

っ
て

お
り

、

そ

の
発
生

率

は
、

六
三

%

で

(
48

)

(
49

}

あ

る
。

そ
し

て
、

一
九

六
九

年

以
来

の

《
分
割

統

治
》

の
発

生

率

は
、

八

〇
%

以
上

で
あ

る
。

こ

の

こ
と

は
、

表

5
、

表

6

に
、

そ

れ

ぞ

れ
、

覗
う

こ
と

が

で
き

よ
う

。

こ

の
よ

う

に
し

て
、

今

日
、

《
分
割

統

治
》
は
、

ア

メ
リ

カ
政

治

に

お
け

る
常

態

と

な

る

に
至

っ
て

い
る

。

事
実

、

一
九

六

八

年

か
ら

…
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表5 大統領 と議会 に対す る政党支配,1932-1990

ElectionPresident
YearaandParty

House Senate

DemocratRepublicanDemocratRepublicanVote

President's
Poular
otepercent}

㎜
㎜
㎜
翻

器

翻

㎜
㎜
潔

翻

㎜
器

翻

㎜
㍑

㎜
㎜
㎜
踏

翻

Roosevelt

Roosevelt

Roosevelt
Roosevelt

Roosevelt

Roosevelt

Roosevelt

Truman

Truman

Truman

Eisenhower

Eisenhower

Eisenhower

Eisenhower

Kennedy

Kennedy

Johnson

Johnson
Nixon

Nixon

Nixon

Ford

Carter

Carter
Reagan

Reagan

Reagan

Reagan

Bush

Bush

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ネ

ネ

ネ

ホ

ネ

ホ

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

R

R

R

R

D

D

D

D

R

R

R

R

D

D

R

R

R

R

R

R
　

雛

搬

郷

機

鑑

粥

惣

矯

號

號

脇
毅

脚
粥

鑑

辮

磁

89
㎜
端

撚

M
蝦

號

隅

珊
瑠

欄

魏
幽
構

瀧

響

癖

59

69

75

69

66

57

57

45

54

48

47

48

49

66

64

68

67

64

58

54

56

60

61

58

46

46

47

55

55

56

わ

ぐ

36

25

17

23

28

38

38

51

42

47

48

47

47

34

36

32

33

36

42

44

42

37

38

41

53

54

53

45

45

44

57.4

so.g

54.7

53.4

49.6

55.1

57.4

49.5

61.1

43,4

60.7

50.0

50.8

58.8

aPresidentialyearsappearinboidface.
bln1.970HarryByrd,Jr.,ofVirginia
waselectedasanindependentandis
thereforenotincludedinthisandsubse-
quenttotals.However,hereceivedcom-
mitteeassignmentsasaDemocrat.Also
in1970JamesBuckleywaselectedasa
ConservativefromNewYork.Hegen-
erallyvotedRepublicanbut _isnotin-
cludedinthistable.In1976hewas
defeated.

ThetotalbecameDemocrats61,
Republicans37,afteradisputedSenate
contestinNewHampshirewaswonby
theDemocraticcandidateinanew,
specialelectioninSeptember197.
BernardSanders,aSocialist,was
electedinVermont.Heaskedtobein
theDemocraticcaucusbutwasdenied
membership.
*Oppositionpartycontrolsatleastone

houseofCongress.

Source二CongressionalQuarterly,・Politiesinんnerica(Washington,D・C・:Congres-

sionalQuarterlyService,1979},pp.120-1211980datafromNationalJournal

(November8,1980):1875,1879,and1886;andTheNewYorkTimes(January6,

198ユ).
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表6政 党 による統 治形態の類型,1789-1991

Period PartisanRegimea

Years Congresses Unified

PresidentVersusPresidentVersus

UnifiedCongressSplitCongressNumber

1789-1829

1829-1861b

18fi]-1897

X897-1933

1933--1961

1961-1991

Totals

r20

21-36

37-54

55-72

73-ss

s7col

%

の

%

の

%

鋤

%

ゆ

%

①

%

ω

%

5

1

6

(

4

(

3

1

1

1

0

(

6

9

(

5

4

8

(

7

(

4

6

%

ω

%

㊧

%

の

%

D

%

の

%

の

%

0

(

9

(

2

(

6

(

9

(

0

(

8

1⊥

り
乙

り
4

4

ー
ユ

%

D

%

の

%

㊦

%

勿

%

①

%

④

%

5

(

5

(

3

(

1

(

0

(

0

(

6

9
山

0
0

1
1

9
山

-
■

20

lfi

18

18

14

15

101

Unified=presidentandbothhousesofCongresssharepartisanship;President

VersusUnifiedCongress=presidentisofonepartyandbothhousesofCongress

arecontrolledbytheother;PresidentVersusSr}litCongress二eachhouseof

Congressiscontrolledbyadifferentparty.

PresidentsJohnTylerandAndrewJohnsonareclassifiedasDemocrats.

ClassificationofTylerasaWhigwouldproducethefollowingentriesforthe1829

-1861period:Unified
,63%(10);PresidentVersesUnifiedCongress,13%(2);

PresidentVersusSplitCongress,25%(4}.ClassificationofJohnsonasaRepubli-

canwouldproducethefollowingentriesforthe1861-1897period:Unified,56%

(10);PresidentVersusUnifiedCongress,11%(2;';PresidentVersusSpritCon-

greys,33%(6).

.Source:HistoricalStatisticsoftheUnitedStates,seriesY204-210.

と

が

な

い
。

九
八
八
年
の
大
統

議
席

以
上
を
、
末

だ
取
得
し
た

こ

体

の
四
四
%

に
相
当
す
る

一
九

九
五
六
年
以
降
、

下
院
議
席
全

と

が

な

い
。
し

か

も

、
共

和

党

は

、

る
多

数

を

、

度
も
支
配
し

た
こ

九
五
三
年
以
来
、
下
院

に
お
け

れ

に
も

か

か

わ
ら

ず

、
共

和

党

は
、

の
七

八

%

を
確

保

し

て

い
る

。

そ

領
候
補
者
に
投
ぜ
ら
れ
た
総
票
数

%

を

獲

得

し
、

大
政
党
の
大
統

に
お
け
る
国
民
投
票
の
平
均
五
五

共

和

党

は

、
ま

た

、

大
統
領
選
挙

回

は
、
地

た

り

的

勝
利

で
あ

る
。

に
収

め

た
。

こ

の
五

回

の
う

ち

の

の
う

ち

五

回

ま

で
、

勝
利
を
手
中

共
和

党

は
、

六
回
の
大
統
領
選
挙

九
八
八
年
ま

で
の
二
〇
年
間

に
、
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領

選

挙

に

お

い
て
、

共

和

党

の
ブ

ッ
シ

ュ
候

補

は
、

民
主

党

候
補

M

・
デ

ュ
カ
キ

ス

(≦

窪

器

一
〇
鼻

鍵

一ω
)

に
対

し

て
、

七

一
〇

万

票

の

大

差

で
楽

勝

し

た
。

し

か
し
、
民

主

党

は
、
下

院

に

お

い
て
、

こ

の
年

、
二
議

席

を
新

た

に
付

加

し

て

い
る
。

(民
主
党

二
六
〇

共
和
党

一

七
五
)
さ

ら

に
上
院

に
お

け

る
多

数

の
支

配

と

い
う

幻
想

を

抱

き
続

け

て
き

た

共

和
党

は
、

一
九

八

〇

年

に
、
こ
れ
を

現

実

の
も

の
と

し

て
、

宿

願

を

果

た
し

た

に
も

か

か

わ
ら

ず

、

一
九

八

六

年

に

は
、

再

び
少

数

党

の
地

位

に
転

落
す

る

に
至

っ
た
。

一
九

八

〇
年

に

お
け

る
共

和

党

の
上

院

支

配

は
、

一
時

の
幻
影

的

な

仮

象

形

態

に
終

っ
た

と

い

っ
て
よ

か

ろ
う

。

ブ

ッ
シ

ュ
共
和

党

大
統

領

候

補

は
、

ア

メ
リ

カ
史

上

に
お

い
て
、

再

選

さ

れ

た
、

あ

る

い
は
、

新

た

に
選

挙

さ

れ

た
、

い
か
な

る

大
統

領

よ

り

も

、

自

ら

を

援

護
す

べ
き

議

会

に
お

け

る
与

党

〔
50

)

勢

力

の
弱

体

な
大

統

領

と

し

て
、
ホ

ワ
イ

ト

ハ
ウ

ス
に
入

っ
た

の
で
あ

る
。
こ
の
よ

う

な
最

近

に

お
け

る
共

和

党

大

統
領

候
補

の
大

勝

は

、

大

統

領

の

《
外

套

の
裾

の
影

響

力
》

の
著

し

い
低

下

を
逆

説

的

に
照

し

だ
す

鏡

と

な

る

に
至

っ
て

い
る
。

こ
の
よ

う

に
、

今

日

に
お

け

る

《
分
割

統

治
》

の
半

ば

恒
常

化

は
、

民
主

党

に
よ

る
議

会

支

配
、

と
り

わ

け

、

下

院
支

配

の
、

機

械
的

ハ
ゆ

　

な

反

復

に
よ

っ
て
形

成

さ

れ

る
図

式

的

現

象

と

い

っ
て
よ

か
ろ

う

。

ω

実
業
代
理
機
関
と

し
て
の
議
員

既
述

の
よ
う

に
、

ア

メ
リ
カ

に
お
け

る
上
下
両
院
議
員

は
、

《
政
治
体
系

の
孤
児
》
で
あ

る
。

こ
の
た
め
、
上
下
両
院
議
員

は
、
選
挙

に

お
け

る
勝
利

の
確
保

を
目
標

に
、
自
己

の
候
補
者
指
名

と
選
挙

運
動

の
展
開

の
た
め

の
個

人
組
織
を
自
ら
編
成
し
、
彼
ら
自
身

の
手
に
よ

る
選
挙
資
金

の
調
達
を
行
な

い
、
議
会

に
お
け
る
自
己

の
立
法

活
動

の
成

果
を
誇
示
し
、

こ
れ
ら
を
通
じ

て
、
各
自

の
選
挙
区
内

に
お
け

る
支
配
的
な
利
益
集
団

や
選
挙
民

に
訴
え
、
彼
ら
と
密
接
な
連
繋
を
保
ち
、
公
共
政
策
決
定

過
程
に
お
け

る
地
域
的

.
地
方
的
な
利
益

の

代
弁
者

と
な
り
、
そ
う

し
た
諸
利
益

の
積
極
的
な
擁
護

と
可
及
的
増
進

に
向

か

い
、
少
な
か
ら
ざ
る
活
動

エ
ネ

ル
ギ
ー
を
凝
集

し
て
ゆ
く

こ
と

に
藁

ご

三

に
・
上
下
両
院
議
員

が

《
高
度

に
個

人
化

さ
れ
た
選
挙
運
動
》

(冨

『
害

馨

套

§

§

思

ひ-
量

)
を
通
じ

て
、
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選
挙

に
表
明
さ
れ

た
全
国

的
な
世
論

の
動
向

の
振
幅

か
ら
自
ら
を
隔
讐

せ
る
と

い
う
孤
絶

の
状
況

が
、
現
出
す

る
・

こ
の
よ
う
な
外
界

喪

失

の
結
果
、
上

下
両
院
替

に
、

選
挙

に
際

し
て
、
外

界

へ
の
架
橋
を

強
制

す
る
大
統
領

の

《
外
套

の
裾

の
影
響
力
》
の
効
果

も
ま

た
・

稀

薄

と
な

ら

ざ

る
を

得

な

い
。

げ

ん
に
、

充

八
八
年

の
大
統
領

馨

の
場
A
・
、
共
和

党
大
統
領

候
補

G

・
ブ

ッ
シ

ュ
が
勝
利
を
収

め
た
州

の
二
四

の
上
院
欝

選
挙

に
お

い
て
、
共
和

党
上
院
膏

候
響

は
、
そ

の
半
数

以
下

の
ト

あ

選
挙
を
勝
利

に
導

い
た
に
す

ぎ
な

い
(肇

四
四

%
)・
他
方
・
M

.

デ

ュ
カ
キ

ス
塁

党
大
統
領
籍

が
過
半
数

の
投

票
藤

得
し

た
州

に
お
け

る
上
院
聲

選
挙

八

の
う
ち
、
共
和
党
上
院
聲

候
響

は
、

そ

の
三
選
挙

に
お

い
て
、
勝
利

の
確
保

に
成
功
し

て

い
る
。

こ
う

し
た

こ
と
か
ら
、
今

日
に
お
け

る
政
党
衰
退
現
象

の
露
出
を
背
景

に
、
上

下
両
院
議

貝

の
政
治
的
延
命
策

は
、
何
よ
り
も
、
彼

ら

が
自

己

の
選
挙
区

に
お
け
る
地
域
的

.
地
方
的

な
利
益

の
代
弁
者

と
な
る

こ
と
以
外

に
な

い
.

こ
れ
故
、
彼
ら

は
・

自
己

の
選
挙
区

に
お

け
る
釜

妻

端

に
対
す
る
連
邦
政
府
纂

の
導
入
と
い
・つ
形
で

《成
功
す
る
;

身

葺

§

ぴ
§

コ
)
こ
と
を
、
自
己
の
奏

な
義

務
と
観
念
す

る
。

例

え
ば
、

か

つ
て
、

ア
ラ
バ

マ
州

の
あ

る
選
挙
区

か
ら
選
出
さ
れ
空

下
院
聲

は
、
彼

の
在
任

期
間
中

に
・
連
邦
政
府
が
・
彼

の
選

挙
区

に
お
け

る
六
三

の
幹
線
道
路
及

び

一
般
道
路

の
難

醜
計
画

に
対
し

て
、
五
〇
・
万
ド

ル
以
上

を
投
入
し
て
き
た

と

い
う
妻

を
挙
げ
・

「
こ
れ
ら

の
改
革

疇

来
行
な
わ

れ
る
筈

の
改
革

と
は
、
両

々
相
侯

っ
て
、
我

々
の
選
挙
区
を
、
住

み
よ

い
快
適
な
場
所

と
す

る
で
あ
ろ
う
」

と

、

揚

醤

し

て

い

る

。

上
下
両
院

欝

が
、

こ
う

し

て
、
地
域
的

.
地
方
的
利
益
を
袋

し
、
大
統
領

が
、
全
国
的
利
益
な

い
し
国

民
的
利
益

を
袋

す

る
と

い
、つ
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
「
政
治
的
公
理
」
ξ

爵

ぎ

同豊

で
あ

る
と
、
了
三

i

ヨ
ー

ク
タ
イ

ム
ズ
L
は
・
指
摘
し

て

い
(縛
・

「
ニ

ュ
「

ヨ
}
ク
タ
イ

ム
ズ
」
は
、

充

八
四
年

の
大
統
領

選
挙

に
出

馬
し

た
二
名

の
上
院
替

の
移

民
法
改

正
に
対
す

る
態
度
を
批
判
す
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)

る
論

説

の
な

か

で
、

こ

の
言

葉

を

用

い
た
。

こ

の
な

か

に
次

の

一
文

が
あ

る

。

「多

数

の
ヒ

ス
パ

ニ
ッ
ク

系

の
選

挙

民

を

抱

え

て

い
る

カ
リ

フ

ォ

ル

ニ
ア
州

や

コ

ロ
ラ

ド

州

か
ら
選

出

さ
れ

た
上

院
議

員

で
あ

る
な

ら

ば
・

誰

し

も

・

幾

つ
か

の
主

な

る

ヒ

ス

パ

ニ

ッ
ク
系

組

織

が
反

対

し

て

い
る
法

案

に
関

す

る
態

度

の
表

明

に
、

二

の
足

を

踏

ま

ざ

る

を
得

な

い
で
あ

ろ
う

・

し

か

し
・

ア

ラ

ン

・
ク

ラ

ン
ス
ト

ン

(≧

き

O
鑓

コ
ω
8
巳

及

び

ゲ
リ

ー

・
ハ
ー

ト

(〇
四
蔓

国
餌
『¢

の
両
上

院

議

員

は
、

大

統

領

に
立

候

補

し

つ

つ
あ

る
.
も

し

両
名

が
、
自

己

の
全
国

的
展

望

性

を

明

示
す

る

こ
と

に
、
真

に
関

心
を

集

中

し

て

い
る

と
す

れ

ば
、

彼

ら

は
、

大

統

領

へ
の
立

候

補

を

、

取

り

や

め

る

べ
き

で
あ

ろ
う

」
。

大

統

領

と
議

員

の
そ

れ

ぞ

れ

の
代

表

性

の
相

違

は

、
屡

々
、

大

統

領

自
身

に
よ

っ
て
も

主

張

さ

れ

て

い
る
。

例

え

ば

・

T

・
ジ

ェ
フ

ァ

ソ

ン

(↓
ぎ

筥
器

密
{hΦ
「ω
。
コ
)

は
、

逸

速

く
、

大

統

領

が
、

「
そ

の
立
場

上

、

全

国

的

状

況

を

傭
轍

す

る

こ
と

の
で
き

な

い
人

々
」

(9
。
.・Φ
き

ωΦ
冨

辞一霧

琶

ぎ

§

塁

蓑

匿

Φ≦

き

①
尋

・
唇

笛
邑

に
対

し

て
、

い

い
か
え

れ

ば
、

議

員

に
対

し

て
・
優

位

に
立

つ
と

い
う

事

実

を

承

認

し

、
続

け

て
、
議

貝

に
向

か

っ
て
、
「
自

ら

が
全

国

的

状

況

の
各

部

分

を
見

る

こ
と

か

で
き

る

に

せ
よ

・

そ

の
全

体

を

見

渡

す

こ

と

が

で
き

な

い
と

い
う

境

遇

を

、

非

と
す

べ
き

で
は

な

い
」

(コ
。
雰

。
8

コ
山
①
日
コ
謹
ゴ
掌。
↓
夢
Φ
《
芝
。
ロ
箆

コ
.
ユ
審

葺

巴
=
ξ

H
けω
)

と
・

力

説

し
や

ま

た
、

w

・
ウ

ィ

ル
ソ

ン

(ぎ

婁

≦

§

)
も

、

「
こ

の
国

に

は
、

壁

の
全

国

民

の
声

が
・

存

在
す

る
・

そ

れ

が
・

大

統
領

の
声

で
墾

・

と
述

べ

て

い
る
.

-

・
F

・
ケ
ネ

デ

ー

(喜

藁

§

鳥
《
)

の

「
独

笑

統

領

の
み
が
・
全
国
的
利
益
を
袋

麺

」

と

い
う
簡
潔
な
言
薯

、

ウ
ィ

ル
ソ

ン
高

質

の
発
想
で
貫

ぬ
か
れ

て

い
る
と

い

っ
て
よ

い
.

こ
の
よ
う

な
大
統
領

の
発

言
は
、
些

か
も
怪

し
む
に
足
り
な

い
。

大
統
領

が
全
国
的
利
益
を
代
表
し
、
議
会

は
地
方
利
益
を
代
表
す

る

と

い
う

両
極
分
解

の
図
式

的
な
信
仰

に
よ

っ
て
利

益
を
蒙
る

の
が
、

ほ
か
な
ら

ぬ
大
統
領

だ
か
ら

で
あ

る
。

上
下
両
院

に
お
け

る
議
貝

は
、
自
ら

が
地
方
利
益

の
代
表

で
あ

る
と
す

る
役
割
を
、
率
直

に
承
認
す

る
。
あ

る
下
院
議
貝

は
、

こ
の
こ

(
61

)

と

を

、

次

の

よ

う

に

い
う

。
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「
私

の
第

一
の
義

務

は
、

再

選

さ

れ

る

こ
と

に
あ

る
。

私

は
、

私

の
選

挙

区

を

代

表

す

る

た

め

に
、

こ

こ
議

会

に

い
る
・

こ

の

こ
と

は
・

議

員

の
職
能

に
関
す

る

私

の
現
在

の
確

信

の

一
部

で
あ

る
。
選

挙

区

の
多

数

者

に
善

で
あ

る

こ
と

は

、
国

家

に

と

っ
て

も
ま

た
善

で
あ

る
・

こ

の
よ
う

な
仕

組

み

を

紛
糾

さ

せ

る

の
が
、

い
わ

ゆ

る
次

の
ご

と
き

言

説

で
あ

る

。

国

家

の
最

良

の
利

益

と
自

ら

が
考

え

る

と

こ
ろ

の
も

の
に
、

賛

成

票

を

投

ず

る

の
が
、

ほ

か
な

ら

ぬ
議

貝

で
あ

る

と

い
う

の

が
、

こ
れ

で
あ

る
」
。

こ
れ
と
同
じ
見
解

は
、
次

の

一
下
院
議
員

の
言
葉

に
も
・
覗

わ
れ
む
解

「
我

々
は
、

ま

ず

、

何

よ

り

も

、

国

民

的

利

益

を

代

表

す

る

た

め

に
、

こ

こ
議
会

に
席

を
占

め

て

い
る

の
で
あ

る
・

私

は
・

固

く

そ

の

さ

つ
に
確

信

す

る
.
そ

れ

に
も

か

か

わ

ら
ず

、
議

員

は
、
自

己

の
選

挙

区

に
お

け

る
利

益

を

、
絶

え

ず

配
慮

し

て

い
な
け

れ

ば

な

ら

な

い
」
・

こ
う

し
た
聲

の
地
方

志
向

蠣

極

へ
の
欝

は
、

ペ
ン
シ

ル
ヴ

ェ
ニ
ア
州
選
出

の
元
塁

党
下
院
替

M

・
マ
イ

ア
奏

(竃
凶6
匿

の
次

の
指
摘

に
示
さ
れ
る
。

ζ
畜
邑「

そ
れ

〔連
邦

政
府

の
資
金

や
援

助
〕

は
、

ワ

シ
ン
よ

の
地
底

に
沈
む
巨
大

な

パ
イ

で
あ

る
.

-
す

べ
て
の
賛

は
・
そ

の
昊

な

パ
イ

の

一
片
を

選

挙

区

に
持

ち

帰

る

た

め

に
、

こ

こ
議

会

に
派

遣

さ

れ

て

い
る
.

も

し
議

員

が

、
議

会

に

・

は

る
ば

る

派
遣

さ

れ

て
・

パ
イ

の

一
片

す

ら

、

持

ち

帰

る

こ
と

が

で
き

な

い
と

し

た
ら

、

い

い
か
え

れ

ば

、
替

が
、

任

期

を

二
、

三

重

ね

た

後

も
な

お

・

連

邦

政

府

か

ら

利
益

を

搾

り

と

る

こ
と

が

で
き
ず

に
、

選
挙

区

に
帰

還
す

る

と
し

た

ら
、

彼

は
、

二
度

と
議

会

に
戻

れ

な

い
で
あ

ろ
う

」
・

右

り

　口
葉

は
、

確

か

に
優

雅

さ

に
欠

け

、

そ

の
文

脈

も

、

ど
ち

ら

か
と

い
え

ば
、

低

俗

の
感

を
免

れ

な

い

で
あ

ろ

う
・

し

か

し
・

こ

の

量
口
葉

は
、
議

員

の
担
、つ
職

責

の
真

実

を
衝

い

て

い
る

.
上

下
両

院

に

お
け

る
議

員

は
、
連

邦

政

府

段

階

で
決
定

さ

れ

る
立

法

の
諸

条

項

と
・

こ
れ
ら

の
条
項

が
特
定

の
地
域

に

い
か
な

る
影
響
力

を
及
ぼ
す

か
に

つ
い
て
、
常

に
強
烈
な
監
視

と
警
戒

の
光

を
放
射

さ

せ
る
・
替

は
・

.
」
う
し

た
立
法

と

い
、つ
外
的
要
因
を
、
邑

の
意
識

の
内
面

へ
と
屈
折

さ
せ
、
そ

こ
に
お
け

る
地
方
志
向
性

の
内
的
要
因
と
反
応

さ
せ
・

照
応

さ

せ

つ
つ
、

自
己

の
選
挙
区

の
視
点

か
ら
、
外
的
要

因

の
立
法

の
本
質

を

暴

き

だ
し
て
?

.

こ
の
た
め
議

員

は
・
時

に
は
・
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自

己

の
選

出

州

や
選

挙

区

に

お
け

る
州

や
地

方

の
公

職

者

と
協

同

し
、

連

邦

政

府

の
資

金

や
施

策

の
導

入

を
目

ざ
し

て
、

ロ
ビ
ィ

ン
グ

活

動

さ

え
繰

り
広

げ

る

こ
と

に
な

る
。

議

員

が
不

断

に
追

い
求

め

る

も

の
は
、

「
連

邦

政

府

製

の

パ
イ

の
厚

味

の

一
片

」

(舜、
{餌
け
。。
=
。
Φ
。
略
け『
.

ハれ

ノ

{
Φ
鉱
Φ
『
巴

豆
①
)

で

あ

る
。

と

こ
ろ

で

・

上

下

両

院

に

お

け

る

議

員

の
間

に

は

、

地

域

的

・
地

方

的

利

益

の
代

表

で

あ

る

と

す

る

牢

固

に

確

立

さ

れ

た

「
政

治

的

公

ハゆ

理

」

に

、

疑

問

符

を

投

ず

る

見

解

も

ま

た

、

見

受

け

ら

れ

る

。

す

な

わ

ち

・

一
九

六

〇

年

代

に
、

R

・
H

・
デ

ヴ

ィ

ッ
ド

ソ

ン

笏

。
αq
Φ
「
即

U
9。
<
己
ω
8

)

(
メ
リ

ー

ラ

ン
ド
州

立

大

学

)

(⊂
コ
団く
Φ
「
ω
一藁

。
{

ξ

旨

創
)教

授

が
・
入

七

名

の
下

院

議

員

に
面

接

し
、

幾

つ
か

の
事

項

に

つ
い
て
、
彼

ら

に
質

問

し

た
.
そ

の
な

か

に

、
下

院
議

員

が
、

選
挙
区
利
益

と
全
国
的
利
益

-
国

民
的
利

益
に
割
当

て
る
相
対
的
重
要
度

に
関
す

る
質
問
事
項

が
、
含
ま
れ
て

い
る
.
そ
れ

に
よ
れ
ば
、

調
査
対
象

の
下
院
議
貝

の
四
二
%

は
、
選
挙
区
利
益

に
、

二
八
%

は
、
国
民
的
利
益

に
、

そ
れ
ぞ
れ
、
自
己

の
支
配
的
関
心
を
集
中
す
る

ハ
　

　

と
答

え
、

二
三
%

は
、
選
挙
区
利
益

と
国
民
的
利
益

の
等
価
性
を
主
張
し

た
。

あ鷲

戴

襟

鰹
痒
影
隔
碧

裁
卸
む飢濡
議

態

繰

蠣
欧

の
境
界
線
を
超
越
す

る
政
策
問
題
を
鋭
く
意
識
し

て
お
り
、

こ
の
た
め
、
同
僚
議
員

の
地
方
志

向
性

に
痛
烈
な
批
判

の
矢

を
放
ち
、
全
国

段
階

に
お
け
る
政
策

専
門
家

の
勧
告

を
傾

聴
し
、
同
時

に
、
全
国
選
挙
区

及
び
州

・
下
院
議
員
選
挙
区
な
ど

の
制
度

上

の
選
挙
区

と

の
密

接
な
連
繋
を
維
持
し
よ
う

と
し

て

い
る
と

い
う

の
が
、
す
な

わ
ち
、

こ
れ

に
当

る
。

こ
の
よ
う
な

デ
ヴ
ィ

ッ
ド

ソ

ン
教
授

の
調
査
結
果

が
、
示
す

と

こ
ろ
は
、
下
院
議
貝

は
、
国
際

問
題
に

つ
い
て
講
演

し
て

い
る
場
合

で

さ
え
・

地
方
志

向

の
主
調
低
音
を
響

か
せ
よ
う

と
す

る
状
況
を
考
慮

に
い
れ
る
な
ら

ば
、
下
院
議

員

の
少
な
か
ら
ざ
る
部
分
が
、
自
ら

の

　の

　

関
心
を
、
非

地
方
的
事
項

に
収
敏

さ

せ
よ
う
と
し

て

い
る
と

い
う
事
実

で
あ
る
。
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議
員

の
再
選

へ
の
熾
烈
な
欲
求

は
、
地
方
的
利
益
を
供
与
す

る
議
貝

の
非
立
法
活
動

と
本
来

の
立
法
活
動

の
双
方

の
形
象
化

を
促
す
触

媒

と

し

て

、

強

力

に

作

動

す

る
。

M

・
ネ

ル

ソ

ン

(≦

。
冨

Φ
】
Z
⑦
一。。
8

)

教

授

(
ロ
ー

ズ
大

学

)

(幻
ぎ

曾

ω
O
。
一一①

α韓
Φ
)

は

、

こ

の
点

に

つ

い

へ
⑳

)

て
、

次

の
よ

う

に

い
う

。

「
個

人
的

野
心

と

選

挙

民

の
要

求

と

は
、

両

々
、

相

俊

っ
て
、

議

貝

が
、

そ

の
任

期

中

、

ど

の
よ

う

に
行

動
す

べ
き

か

に

つ

い
て
、

強

大

な

影

響

力

を

行

使

す

る
。

大

部

分

の
議

貴

は
、

彼

ら

の

エ
ネ

ル
ギ

ー

と
資

質

と
を

、

容

易

に
投

票

に
転
化

し
得

る
活

動

に
、
振

り
向

け

る
。

こ

の
こ

と

が
、

矛

盾

す

る

事

態

を
創

出
す

る
。

議

会

の
主

要

な

憲
法

上

の
職

務

は
、
国

民
的

利
益

に

お

い
て
、

立

法

を
遂

行

す

る

こ

ら

　
　

ら

　ロ
リ

ム

ぞ

と

で
あ

る
。

し

か
し

、
議

員

に
と

っ
て
、
得

票

を

生

み

だ
す

活

動

の
大

部

分

は
、
主

と

し

て

℃
o
鱒

古

働
霞
Φ
垣
隷

や
o
霧

ゆ
≦
軌
即

な

ど

の
、
非

立

法

活

動

で
あ

る

」
。

ネ

ル

ソ

ン
教

授

は
、

一
九

七

七
年

に
、

行

政

審

査

に
関

す

る

下
院

委

貝

会

(国
o
島
Φ
O
。
ヨ
葺

。。
。。ご
コ
§

〉
α
邑

三
馨
類
鉱
く
㊦
菊
Φ
≦
Φ
琶

の

【
73

」

た

め

に
実

施

さ

れ

た

ハ
リ

ス
調

査

(鉱
餌
三

ω
。。霞
く
Φ
旨

の
結

果

を

引

用

し

て

い
る
。

こ

の
調
査

は

、

選

挙

民

に
、

彼

ら

の
下

院
議

員

は
議

貝

白

身

の
選

挙

区

の
必

要

性

や

利

益

と

、
全

体

と

し

て

の
国

民

的

利

益

の
、

い
ず

れ

を
優

先

的

に
代

表

す

べ
き

で
あ

る

と
考

え

る

か
、

と
質

問

し

た
。

調

査

対
象

の
五

七
%

は
、
園

民
的

利

益

よ

り

も

、

選

挙
区

利

益

を
優

先

さ

せ

た
。

因

み

に
、

国

民

的

利

益

の
優

先

者

は
、

三

四

%

で
あ

る
。

し

か
し

、

注

目
す

べ
き

こ
と

は
、

同

じ
調

査

の

一
環

と
し

て
、

同

一
の
質

問
を

受

け

た
下

院

議

員

の
、

四
五

%

が
、
国

民
的

利
益

の
優
位
聖

張
し

た
と

い
う
事
実

で
あ

る
.
ド
院
議
員

の
二
四
%

の
み
が
、
選
挙
区
利
益

の
優
位
を
承
認

し
た
に
す
ぎ
餓

・

こ
の

調

査

は
、

デ

ヴ

ィ

ッ
ド

ソ

ン
教

授

の
調

査

か
ら

一
三

年

後

に
、

実

施

さ

れ

て

い
る
。

こ
れ

故

、
議

会

は
、

少
な

く

と
も

、

下

院

は
、

以

前

よ

り

も

、

地
方

志

向

性

を
希

釈
化

し

て

い
る

よ

う

に
お

も

わ

れ

る
。

議
会

に
お

け

る

、

と

り

わ
け

、

下
院

に

お
け

る
行

動

の
ヴ

ェ
ク
ト

ル

は
、

今

日
、

少

な

か

ら
ず

流
動

す

る
転

形

期

に

さ

し

か

か

っ
て

い
る

と
・

理
解

す

る

こ
と

が

で
き

転

・

こ

こ
に
引

用

さ

れ

た

研
究

は
、

凱
法

者

の
行

動

よ

り
も

、

む

し

ろ

、
彼

ら

の
態

度

に

つ
い
て
調

査

し

た
も

の

で
あ

る
。

上

下

両

院

に
お
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(
76

)

け

る

議

員

の
投

票

行

動

が

、

精

査

さ

れ

る

と

し

た

ら

、

議

会

に

お

け

る

地

方

志

向

性

は

、

一
層

、

槌

色

し

て

い

る

と

い

っ

て

よ

か

ろ

う

。

R

.
D

・
ア

ー

ノ

ル
ド

(
閑
・
0
2

ぴq
冨
。・
>
3

9
α
)

教

授

(
プ

リ

ン
ス
ト

ン
大

学

)

(勺
「
貯
8

齢
8

d
三
く
Φ
邑

蔓

)

は

、

一
九

五

〇

年

か

ら

一
九

八

(77

)

○
年

に
至

る

三

〇
年

間

に

お

け

る
連

邦

政
府

の
歳
出

構
成

の
推

移

を

分

析

し
、

次

の
よ

う

に
述

べ

て

い
る
。

「
連

邦

政
府

の
歳
出

が
、

地
方

へ
の
利

益

供

与

に
関
す

る
議

員

間

の
争
闘

に
よ

っ
て
逓

増

的

に
決

定

さ

れ

る

と

い
う

見

解

は
、

正
確

で

は
な

い
。

事

実

、

特

殊

化

さ

れ

た
利

益

供

与

の
量

は
、

相

対
的

に
減

少

し

て

い
る
。

す

な

わ

ち
、

水

力

開

発
事

業

、
各

種

事

業

へ
の
補

助

金

の
給

付

、

連

邦

政

府

施

設

の
建

造

と

人

貝

の
充

当

、

物

品

調
達

契

約

の
締

結

、

な

ど

は
、

相
対

的

な
規

模

を

縮

小

し

つ

つ
あ

る
。

…

こ

れ
ら

は
、

州
政

府

交

付

金

の

よ
う

な

公

式

施

策

(8
「
∋
巳
。・
鷲
。
ゆq
轟

ヨ
ω
)
や
老

人
医

療

保

険

制

度

(竃
Φ
島
$

「Φ
)

の
ご
と

き
個

人

に
対

す

る

資
格

供

与

(Φ
簿
三
①
ヨ
Φ
艮

σ
Φ
器

葺
ω
{o
ユ

コ
臼
く
乙
轟

一ω
)

の
増

大

に
よ

っ
て
代

替

さ

れ

る

に
至

っ
て

い
る
。

こ
れ

ら

の
最

近

に

お
け

る
施

策

は
、

特

権

の
問

題

と

し

て

で

は
な

く

、

権

利

の
問

題

と
し

て
、

利

益

を

供

与

す

る
。

議

員

は
、

こ
う

し

た
施

策

の
形

成

に
対
す

る
責

任

を

主

張

し
得

る
機

会

に
乏

し

い
」
。

こ
う

し

た

こ
と

か
ら

、
少

な

く

と
も

、
今

ま

で

の
と

こ
ろ

、
議

員

が
、
選

挙

区

利

益

を
国

民
的

利

益

の
上

位

に
据

え

る

と

い
う

認

識

は
、

堅

固

な

経

験

的

地

盤

の
上

に
立

脚

し

て

い
な

い
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

議

員

が
、

と
り

わ
け

、

下

院

議

員

が
、

選

挙

区

利

益

に
関

心

を
寄

せ

る

と

い
う

事

実

は
、

否

定

し

得

な

い
。

し

か
し

な

が
ら

、

こ
う

し

た
事

実

か

ら
、

議

会

に
内

在

的

な

制
度

上

の
地
方

志

向

性

の
主

張

を

(78

)

普
遍
化
す

る

こ
と
は
、
現
在

の
資
料
を
基
盤

と
し

て
は
、
正
当
化
さ
れ
得
な

い
で
あ
ろ
う
。

右

に
叙

述
し

た

の
が
、
最
近

の
議
会

に
お
け

る
地
方
志
向
性

の
衰
退

に
関
す

る
見
解

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

な
見
解

に
も

か
か
わ
ら
ず
、
上
下
両

院
に
お
け

る
議
員

か
ら
、
地
方
志
向
性
を
剥
奪
す

る
と

い
う

こ
と
は
、
極
端

に
困
難

で

(
79

)

あ
る
。
再
選
確
保

を
目
ざ
す
議
貝

は
、
何

よ
り
も
、
選
挙

民

の
要
望

を
的
確

に
写

し
だ
す
鋭
敏
な
鏡
だ
か
ら
で
あ

る
。

す
な
わ
ち
、
上
下
両
院

に
お
け
る
議

員

の
地
方
志
向

性
は
、
制
度
的
、
慣
行
的
事
由

に
よ

る

こ
と

か
ら
、

ア
メ
リ

カ
的
土
壌

の
底

か
ら
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発
散
す

る
と

い

っ
て
よ

い
。
合
衆
国
憲

法

は
、
上
下
両
院
議
員

が
、
そ

の
選
出
州

の
住
民
で
あ

る

こ
と
を
、
規
定
す

る
。

さ
ら

に
、
政
治

的
な
慣
行
と
現
実

は
、
下
院
議

貝
が
自
己

の
選
挙
区

の
住

民

で
あ
る

こ
と
を
要
求
す

る
。
基
本
的

に

い

っ
て
、

こ
う

し
た
憲
法
上

・
政
治

慣
行
上

の
要
件

が
、
政
党

と
大
統
領
を
含

む
上

下
両
院
議
員

の
環
境

に
お
け

る

い
か
な
る
要
因
よ
り
も
、
恰
も
途
切

れ
ざ
る
永
劫

の
連
鎖

の
ご
と
く
、
彼

ら

の
行
動

に
、
濃

い
影
を
落
し

て

い
る
。
議
貝

の
地
方
志
向
性

の
母
型

は
、

こ
う

し
た
居
住
要
件

の
な

か
に
、
既
に
胚
胎

し
て

い
る
と
考
え

て
よ
か
ろ
う
。

地
方
志
向
性

は
、
自
己

の
選
挙
区

の
要
求
を
充
足
し
、
か

つ
、

立
法

に
お
け

る
選
挙
区
利
益

の
推
進

の

た
め

の
あ
ら
ゆ

る
機
会
を
捕
捉
す

る

こ
と
の
緊
要
性
を
、
議

員

に
、
敏
感

に
察

知
さ

せ
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
立
法
者

の
義
務

と
代
表

の
ヴ

ェ
ク
ト

ル
と
を
、
明
瞭

に
具
現
し
て
ゆ
く
。

事
実
、
す

べ
て

の

一
般

立
法

は
、
地
方

・
狭
隙

・
地
域

の
諸
利
益

の
実
現
を
期
す

る
た
め
に
、
変
形

と
歪
曲
を
蒙
り
や
す

い
。
げ

ん
に
、

産
業
廃
棄
物
清
掃
法

(冨
母
a
。
臣

≦
霧
竃

色
$
鵠
二
℃
ご
≦
ω
)
は
、

石
油
科
学
産
業

や
保
険
産
業
、
あ
る

い
は
、
環
境
保
護
団
体
や
市
民
団

体

の
利
益

の
た
め
に
、
作
成
さ
れ

て

い
る
。
大
量
輸
送
交
通
機
関

の
発
達

を
犠
牲

に
し
、
物
流
産
業

や
自
動
車
産
業

の
よ
う

な
幹
線
道
路

利
益

(罠
ひq
プ
≦
塁

一艮
Φ
「Φ
ω邑

に
奉

仕
す

る

の
が
、
運
輸
政
策

で
あ
る
。
ま

た
、
住
宅
諸
政
策

は
、
東
部

な
ら
び
に
中

西
部

に
お
け

る
古
都

群
や

く
マ
σg
三

帥
か
ら

O
巴
鳳
霞
三
餌
南
部

に
至
る
地
帯

の
サ

ン
ベ
ル
ト

(ω
琶

じσ
Φ
ε

に
急
成
長
し

つ

つ
あ

る
諸
都
市

に
有
利

と
な

る
。
さ

ら

に
、
貨
物
船
優
先

法

(6
母

ひq
o
冒
Φ
州Φ
「Φ
コ
8

ご
≦
。・
)
は
、

よ
り
低
廉

な
外
国
船

の
使
用
を
優
先
さ

せ
る
農
業

の
ご
と
き
輸
出
産
業
利
益
を

犠
牲

に
し
、
合
衆
国

海
運
業
利
益

a

■
ψ

ω露
署
ぎ
m
剛隠
Φ
『Φ
琢
。。)

の
利
便
を
図
り

、
彼

ら
に
甘
美
な
果
肉
を
味
わ
せ
る
。

そ

の
他
、

一
階

層

の
他
階
層

に
対
す

る
、
あ

る

い
は
、

一
産
業

の
他
産
業

に
対
す

る
、
優
遇
措
置

を
認

め
る
租
税
政
策

、
消
費
州
を
犠
牲

に
し
、
生
産
州

の
利
益
を
保
障
す

る
、
あ

る

い
は
、
消
費
者

の
犠
牲

の
上

に
成
り

た

つ
石
油

・
自
動
車
産
業

に
好
都
合

な

エ
ネ

ル
ギ
ー
政
策

、
各

種

の
産

業
や
環
境
保
護
団
体

に
利
益
を
供
ヶ
す

る
水
質
汚
濁
防
止

政
策
、
保

護
貿
易

王
義

あ

る

い
は
自
由
貿
易
主
義

の
実
践
に
よ

っ
て
高

い
収
益

率
を
あ
げ

る
諸
種

の
産
業

に
酬

い
る
国
際

通
商

政
策

、
な

ど
が
、
存
在
す

る
。
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こ
れ

故

、

地

域

的

・
地

域

的

利

益

を

増

進

す

る
機

会

の
欠

落

し

た
立

法

を
見

出

す

こ
と

は
、

至

難

で
あ

る
。

同

じ

く

、
地

域

的

.
地

方

的

諸

利

益

の
算

術

的

総

和

が
、

国

民

的

利

益

と
等

記

号

で
結

ば

れ

る

と
確

信
す

る

こ
と
も

、

至

難

で
あ

ろ

う

。
国

民

的
利

益

は
、

多

種
多

様

の
多
層

的

な

地

方

諸

利

益

の
ヴ

ヨ

リ

ュ
ー

ム
を

、

相

圧

尊

重

の
原

則

の
下

に
、

立
体

的

に
積

み
あ

げ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

完

成

す

る
も

の
と

い

っ
て

よ

か
ろ

う

、

こ

の
意

味

で
、

全

国

航
法

が

実

現

を

期
す

る
国

民

的
利

益

と

選
挙

区

に
お
け

る
地

方

諸

利

益

と

は
、

目

ざ
す

方

向

が
異

な

る

よ
う

に
見

え

て
も

、

選
挙

民

の
要

求

の
充

足

と

い
う

、

そ

の
果

た
す

べ
き

現
実

的

機

能

は
、

同

一
で
あ

る
。

ブ

ル

ッ
キ

ン
グ

ス
研

究
所

(じご
「
o
o
鉱
鑛

。。
ぎ
。。葺

艮
一〇
口
)

の
J

・
」

・
サ

ン
ド

キ

ス
ト

(冒

巨
Φ
ω
『

ω
§

α
O
巳
㎝こ

は
、

議

員

に
内
在

す

る

前
)

抜

き

さ

し

難

い
地
方

志

向

的

星

座

の
発

光
度

の
強

さ

や

、
多

彩

に

つ

い
て
、

次

の
よ
う

に
記

し

て

い
る
。

「
地

方

的

も

し

く

は

地

域
的

な

要

求

の
価

値

が
、

ど

の
よ

う

で
あ

れ

、

そ

れ

は
、

推

進

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い
。

テ

キ
サ

ス
州

選

出

の
下

院

議

員

は
、

石
油
利

益

の
視

点

か
ら

、

サ

ウ

ス
ダ

コ
タ

州

選

出

の
下

院

議

員

は
、

畜

産

利
益

の
視

点

か

ら
、

そ
し

て
、

デ
ト

ロ
イ

ト
市

選

出

の
下

院

議

員

は
、

自

動

車

利

益

の
視

点

か
ら

、

そ

れ

ぞ

れ
、

国

民

的

利

益

を
、

把

握

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

選

挙

区

の
眼

を

通

し

て

眺

め
ら

れ

る
外

交

政

策

は
、

特

定

問

題

に
関

す

る
ギ

リ

シ

ャ
、

イ

ス
ラ

エ
ル
、
あ

る

い
は
、

ア
イ

ル
ラ

ン
ド

の
見

解

に
、

下

院

議

貝

を
、

傾

斜

さ

せ

る

と

い

っ
て
よ

い
。

f
算

は
、

国

家

全

体

の
た

め

の
財

政

施

策

で
あ

る

と

同
時

に
、

選

挙

区

の
間

で
配

分

さ

れ

る

べ
き

..℃
○
葺

σ
費

「
Φ
「
と

し

て
、

立

ち

現

わ

れ

る

、
軍

部

が
、

ど

の
よ

・72
な

兵

器

を

採

用

す

べ
き

か

は
、

い
か
な

る
兵

器

工
場

が
、

州

も

し
く

は
選

挙
区

に
、

置

か

れ

て

い
る

か

に
よ

っ
て

、

判
断

さ

れ

る
傾

向

に
あ

る
。

こ
う

し

た

こ
と

は
、

軍

事

政

策

に
限

ら
ず

、
あ

ら

ゆ

る

政
策

分

野

で
生

じ

て

い
る
。

政

治

上

の
外

的

誘

因

が
、
議

員

を
、

と

り

わ

け

、

よ

り
特

殊

化

さ

れ

た
選

挙

区

を

代

表

す

る
ド

院
議

員

を

、

広
閣

か
ら

狭

隙

へ
と

、

そ

の
展

望

性

の
変

換

に
、

駆

り

た

て

て
ゆ

く

」
。

こ

の
よ
う

に
考

え

る
な

ら

ば

、
議

貝

が
、
国

民

的

利

益

に
深

い
関

心

を

表

明
し

て

い
る

と

い
う

こ
と

は
、
確

か

で
あ

ろ
う
。
け

れ

ど
も

、

そ

れ

は
、

選

挙

区

と

い
う

プ

リ

ズ

ム
を

通

し

て
分

光

さ

れ

、

様

々
な

特

殊

利

益

や

地

域
的

・
地

方

的
利

益

の
次

元

に
変

形

さ

れ

る
国

民

的
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利
益

で
あ

る
。

そ
れ
は
、

地
域
的

.地
方
的
利
益

の
向

か
う
側

に
客
観
的

に
存
在
す

る
対

峙
と
隔
絶

の
邸
自
的
な
国
民
的
利
益

で
は
な

い
・

国
民
的
利
益

と
地
域
的

.
地
方
的
利
益

と
は
、
通
底

性
を
有

し
、
議

員

の
意
識

の
底

で
接
点
を
も

つ
。

こ
の
接
点

を
構
成
す
る

の
が
・

彼

ら

の
再
選

へ
の
貧
禁
な
要
求

に
ほ
か
な
ら
な

い
。

こ
れ
故
、
議
員

に
お
け
る
地
方

志
向
性

は
、
必

ら
ず

し
も
、
次
第

に
消
え
去

っ
て
ゆ

く

(
81

)

過

去

の
残

像

で
あ

る

と

は
、

断

定

し
難

い
の

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
し

て
、

L

下

両

院

に

お
け

る
議

貝

は

、

な

か

で
も

、

下

院

議

員

は
、

総

じ

て
、

自

已

に
負

わ

さ

れ

た

職
務

を

、

地

域

・
地

方

に

お
け

る

杜

会

経

済

状

況

の
改

善

の
た

め

に
、

連

邦

政
府

資

金

の
導

入

を
意

図
す

る
水

門
路

と

し

て
、

地
域

・
地

方

の
選

挙

民

か

ら

選

ば

れ

た

、

「
自

己

の
選

挙

区

に

お
け

る
実

業

代

理

機

関

」

(9
Φ
ぴ
器
貯
①
ωω
餌

伽q
Φ
三

9

7
圃ω
臼
Q。鼠

。
轡)

に
見

出

し

て

い
る

と

い

っ
て
よ

か

ろ
う

・

議

貝

は
、

こ
う

し

た

「
実

業

代

理
機

関

」
と
し

て
行

動
す

る

こ
と

に

よ

っ
て
、
新

規

の
幹

線

道

路

、
橋

梁
、

病

院

、

軍

事

基

地

、

郵
便

局

・

潅

概

、

洪

水

統
制

、

な

ど

の
、

連

邦

政

府

の
諸

計

画

を

自

己

の
選
挙

区

に
誘

致

し

、

あ

る

い
は

、

自

己

の
選
挙

区

に
お
け

る
友

人

.
知

己

の
た

め

に
、
常

任

委

貝
会

の
專

門

委

員

、

議

貝

の
個

人
的

ス
タ

ッ
フ
、

上

下

両
院

に

お

け

る

選
挙

委

員

会

の
ご

と
き

各

種

の
非

公

式

の
委

員

会

の
委

員
、

院

内

の

エ
レ

ベ
ー

タ

i

運

転
係

、

保

安

要

員

、

旅

行

案

内

係

に
至

る
ま

で

の
、

立

法

部

に

お
け

る
多

様

な
精

実

人
事

職

を

確

保

す

る
。

こ

の
よ
う

に
、

議

貝

は
、

自

己

の
選

挙

区

に
、
利

益

と

恩

恵

と
を

継

続

的

に
給

付

す

る

こ

と

に
よ

り

、

そ

の
代

償

と
し

て
、

選
挙

民

の
投
票
を
窺

的

に
獲
得
し
、
反
復
的

に
再

選
を
保
障

さ
れ
る

こ
と
に
な
る

の
で
献

罷
・

も

と
よ

り
、
選
挙
区
利
益

と
国
民
的
利
益

が
、
戴
然

と
両
極
的
対

照
を
示
し
、

選
挙
区
利
益

と
国

民
的
利
益

と

の
二
重
奏

が
、
同
時

に

進
行
し

て

い
る
と

い
う
占
典
的

な
窮

地
に
、
欝

が
陥

い
る
場
合
教

皆
無

で
は
な

い
・
次

は
・

そ

の

祠

で
額

・

オ

ハ
イ

ォ
州

選

出

の
民
主

党

下
院

議

員

D

.
F

.
エ

ッ
カ
ー

ト

(O
①
娼
三
ω
閃
』

葺

g。
「ご

は
、

そ

の
第

二
期

に
臨

ん

で
、

自

己

の
選

挙

区

に

お

け

る

経

済

的

負

担

の
軽

減

と
環

境

問

題

に
関

す

る

自

ら

の
長

期

的

酎
慮

の
貫

徹

と

の
間

に

お

け

る

困
難

な

選

択

を

迫

ら

れ

る

と

い

う

、

深

刻

な
局

面

に

立

た

さ

れ

る

に
至

っ
た
。
結

局

、

熟

慮

の
末

、

地

方

的

問
題

の
解

決

が
、

自

己

の
政
治

的

生

存

の
維

持

に
、

よ

り
重
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要

で
あ

る

こ

と
を

認

識

し

、

エ

ッ
カ
ー

ト

議

員

は
、

大

気

汚

染

防

止

法

(Ω
Φ
p。
p

>
凶「
>
9

の
再
授

権

と
酸

性

雨

(碧
置

『
巴
コ
)

の
統
制

と
を

認

め

た
立

法

の
採

択

の
期

待

を

解

体

さ

せ
挫

折

さ

せ

る
投

票

行

動

に
出

る

に
至

っ
た
。

エ

ッ
カ

ー

ト
議

員

の
下
院

に
お
け

る

こ
れ

ま

で

の
投

票

記

録

は
、

環

境

保

護

を

強

力

に
前

景

に
押

し

だ
す

進

歩

主

義

の
立

場

を
、

色

濃

く

示

し

て

い
る
。

こ
う

し

た
進

歩

的

な

エ

ッ
カ

ー

ト
議

員

が

、
酸

性

雨

の
元

凶

と

み

な

さ

れ

て

い
る
火

力

発
電

所

か

ら

の
排

出

物

を

大
幅

に
減

少

さ

せ

る
提

案

を

否

決
す

る
た

め

に
、

一
共

和

党

議

員

が
上

程

し

た
動
議

に
対

し

て
、

賛

成

票

を

投

じ

た

の

で
あ

る
。

こ

の
問

題

を
審

議

し

て

い
た
小

委

員

会

の
H

・
A

・
ワ

ッ
ク

ス

マ
ン

(国
①
口
曼

}

≦
ゴ
×
目
§

)
委

員

長

i

民

主

党

.
カ

リ

フ
ォ

ル

ニ
ア

州

選
出
1

は
、

一
九

八

四

年

五

月

八

日

に
、

エ

ッ
カ
ー

ト
議

員

の
行

動

は
不

可

解

で
あ

り

、
そ

の
賛

成

投

票

に
は
、
《
驚

き

と

失

望
を

禁

じ

得

な

い
》
と
語

っ
た
。

エ

ッ
カ
ー

ト

議

員

は
、

こ

の
賛

成

投

票

は
、

《
極

度

に
困
難

で
あ

り
、

か

つ
、

苦

悶

に
満

ち

た
意

思

決

定

》
で
あ

っ

た

と
述
懐

し

て

い
る
。

彼

が

、

自

ら
指

摘

す

る

通

り

、

彼

の
言

動

に
は

、
重

要

な
国

民
的

利

益

と
自

己

の
選

挙
区

に

お
け

る
地

方

的

必
要

と
を

和

解

さ

せ
ね

ば

な

ら

な

い
と
す

る
立

法

者

の
古

典

的

な

伽
一一Φ
ヨ
ヨ
鋤

の
残

照

を

、

垣

間

み

る

こ
と

が

で
き

る
。

し

か

し
、

エ
ッ
カ

ー

ト
議

員

は
、

ま

た
、

酸

性

雨

規

制

に
よ

っ
て
、

煙

突

に

は
高

価

な

ガ

ス
洗
浄

装

置

の
取

り

付

け

が
、

不

可

欠

で
あ

る

こ
と

か

ら
、

も

し
酸

性

雨
規

制

に
従

い
行

動

す

る
な

ら

ば
莫

大

な
経

済

的

負

担

を

背

負

わ

ね

ば
な

ら

な

い
州

に

お
け

る

一
下

院

議

貝

選

挙

区

を

、

自

ら

が
代

表

す

る

と

、

明

言
す

る
。

こ

こ

に
、

エ

ッ
カ
ー

ト
議

員

の
国

民
的

利

益

志

向

へ
の
潜

在
的

加

担

の
意

識

が
、

隠

見

さ

れ

る
。

(
84

)

エ

ッ
カ
ー

ト

議

員

は
、

自

己

の
投

票

の
結

果

に

つ
い
て
、

「
い
ず

れ

に

せ

よ
、

私

は
、

選

挙

に
勝

つ
こ
と

は

で
き

な

い
」

と

断
定

す

る
。

(
85

)

続

け

て
、

彼

は
、

次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

「
こ
れ

こ
そ
、

議

員

が

二
重

に
打

ち

負

か

さ
れ

る

(≦
霞
o
ω缶
≦
巴

)
典

型
的

な
例

で
あ

る
。

す

な

わ

ち
、

も

し
私

が
、

一
方

の
側

に
左

祖

し

て
投

票

し

た
と

仮

定

す

る
な

ら

ば

、

人

々
は
、

"
議

貝

は
、

国

民
的

利

益

を

代

表

す

る
筈

で
は

な

い
の
か
〃

と
、

問

い
質

す

で
あ

ろ

う

。



(215}公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相㈲2r5

他
方
、
私

が
、
逆

の
立
場

に
た

っ
て
投
票
し

た
な
ら
ば
、
"
我

々
は
、
我

々
の
利
益
を
代
表
さ

せ
る

た
め

に
、
議
会

に
、
議
員
を
派
遣

し
た

の
で
あ
る
"

と

い
う

人

々
の
声

が
、

当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
跳
ね
返

っ
て
く

る

で
あ

ろ
う
」
。

互

い
に
通
底

し
合

い
な
が
ら
対

立
や
浸
透

や
反
転

が
認

め
ら
れ
、
曖

昧
模
糊

で
あ
り
な
が
ら
な

お
客
観
的

に
識
別
可
能

で
あ

る
よ
う

な
、

国

民
的
利
益

と
地
域
的

.
地
方
的
利
益

と

の
境

界
線

の
上

に
立
ち
、
双
方

の
代
表

と
し

て
の
性
格
を
併

せ
も

つ
議
員

の
映
像
を
、
右

の
言

葉

の
反
射

鏡
面
上

に
、
捉
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

議
貝

が
、
「
実
業
代

理
機
関
」
と
し

て
行
動
し
得

る
背

後

に
は
、
選
挙
民
が
、

一
般

に
、
自

ら
選
出
し

た
議
員

の
重
要
な
係
争
問
題

に
対

す

る
態
度

や
議
場

に
お
け
る
議

貝

の
投

票
行
為

に
、
格

別

の
関

心
を
払
わ
な

い
と

い
う
情
景

が
拡

が

っ
て

い
る
。

こ
の
点

に

つ
い
て
、

ミ

シ
ガ
ン
州
立
大
学

a
幕

昌

。
⊇

一身

琶

の
D

・
R

・
キ
ン
ダ
⊥

ぎ

9・
巽

姿

αg

教
授
は
・
次
の
さ

つ
に
匹
廼

「
今
日

の
ア
メ
リ
カ
人
は
、
事
実
、
政
治

の
世
界

で
起

っ
て

い
る
多
く

の
事
件

に
無
関
心

で
あ
り
、
政
治

の
主
要
な
担

い
手

が

い

っ
た

い
誰

で
あ

る
か
に

つ
い
て
も
、
よ
く
分
ら
ず
、

ワ
シ

ン
ト

ン
を
熱
中
さ

せ
る
論
争

に
も
冷
や
か

で
あ
り
、
知
識
人

が
当

然
な

こ
と
と
思
う

基
本
的
事
実

に
無
知

で
あ

っ
て
、
大
統
領
な
ら

び
に
有

力
な
大
統
領
候
補

の
展
開
す
る
政
策
内
容

を
理
解
す

る
こ
と
も
覚
束
な

い
と

い
う

状
況

で
あ
る
」
。

(
87

>

こ

の
よ
う

な

選

挙

民

の
側

に

お
け

る

政

治
的

知

識

(o
o
一三
。
篇。
鱒

コ
o
乱

象
ぴq
Φ
)
の

一
般

的

欠

如

は
、

以

下

に
述

べ
る
数

計

か
ら

理
解

さ

れ

よ
う

。
ま
ず
、
第

三

、

充

六
八
年
か
ら

充

七
・
年
に
至
る
期
間
に
お
け
る
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
調
査
に
叡

麗
二

九
七
〇
年
に
議
会
に
提
出

さ
れ

た
諸
法
案

の
そ
れ
ぞ
れ

に
対
し

て
、
自
己

の
選
挙
区

か
ら
選
ば
れ
た
下
院
議
貝

が
ど

の
よ
う
な
投
票
行
動

に
で
た
か
を
知
る
も

の
は
、

二
十

一
歳
か
ら
二
九
歳
ま

で
の
若
年
層

で

一
六
%
、
三
〇
歳
か
ら
四
九
歳
ま

で

の
中
年
層

で
二
一二
%
、
五
〇
歳
以
上

の
高
年
層

で
二

一
%
、

以
上
と
な

っ
て

い
る
。

こ
の
数
値

を
、
自
己

の
選
挙
区

か
ら
選
出

さ
れ
た
下
院
議
員

の
名
前
を
知

る
も

の
、
若
年
層

四
四
%
、
中
年
層

五
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表7 選挙民の政治的知識(1)

Percentage Knowledge Year Source

94%

94

93

9

3

0

9

8

4

0

9

8

8

8

7

7

7

7

6

68

り
D

り
0

ρ
U

£
U

0
0

9
白

民
」

亡
」

盈
U

1
⊥

4

4

39

0
0

4

り
0

り
0

-
⊥

0

り
Q

り
0

0
0

0
0

り
乙

り
乙

KnowthecapitalcityofUnitedStates

Knowthepresident'stermisfouryears

Recognizephotographofcurrentpresl-

dent

Cannamegovernorofhomestate

Awareofrighttojurytrial

Knowmeaningoftermveto

Cannamecurrentvicepresident

KnowwhatinitialsFBIstandfor

Knowmeaningofthetermztliretapping

Cannametheirmayor

Knowwhichpartyhasmostmembers

inU.S.HouseofRepresentatives

Knowthatpresidentislimitedtotwc>

berms

KnowChinatobeCommunist

Havesomeunderstandingoftermcon-

servative

Knowmeaningoftermopenhousing

KnowthattherearetwoU.S.Senators

fromtheirstate

CannametheirU.S.representative

AwareBillofRightsisthefirstten

amendmentstoU.S.Constitution

CannamebothU.S.senatorsfrom

theirstate

KnowRussiaisnotaNATOmember

CannamethecurrentU.S.secretary

ofstate

Knowmeaningof"no-fault"insurance

KnowtermofU.S.Housememberis

twoyears

Cannametheirstatesenator

Knowwhichtwonationsareinvolved

inSALTtalks

1945

1951

!948

X973

×987

1947

1978

1949

1.969

1967

1978

!970

∩
乙

A
U

7

だ
U

O
」

Q
ゾ

ー

-

ワ
{

G
O

ρ
0

ワ
夢

O
J

O
J

-
⊥

-

り
0

7
8

7
-

0
0

0
α

O
J

1
1

1
⊥

1973

4

Q
O

農
U

7
置

∩
コ

Q
」

-
⊥

-
⊥

7
i

O
O

ワ
～

7
」

O
」

Q
ゾ

ー
■

-
⊥

7
-

Q
α

£
U

7
σ

Q
ゾ

0
ゾ

ー

-
⊥

[AIPO]
[AIPO]
[AIPO]

[Harris]
[Hears]
[AIYU
[NORC]
[AIPO]
[AIYO]
[AIPO]
[NORC]

[CPS]

[CPS]
[SRC]

[AIPO]
NQRC]

[Harris]
[Hearst

[Harris

[AIPO」

[NORC]

[AIPO]
[NORC]

[AIPO]
[NYT/CBS]

Sources:AmericanInstituteofPublicOpinion(Gallup);CenterforPolitical

Studies;LouHarrisandAssociates;NationalOpinionResearchCenter;New

YorkTimes/CBSpops;王{earstCorporation.Rep()rtedinRobertEriksoll,Normall

Lultbeg,andKentTedin,AmericanP14ろ1ゴ ビ6φ ガ"ガoη(NewYork:Macmil】a11,

1988),p.42.
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表8選 挙民の政治的知識(2)

Question
Percentageof

AdultsWhoKnew
theRightAnswer

WhichpartyhadthemostmembersintheHouseof

Representativesbeforetheelection?

WhichpartyhadthemostmembersintheSenate

beforetheelection?

WhichpartyelectedthemostmemberstotheHouse

ofRepresentativesintheelection?

Howlongisthetermofofficeforamemberofthe

HouseofRepresentatives?

HowlongisthetermofofficeforaU .S.senator?

59

54

51

32

30

Source:UniversityofMichiganCenterforPoliticalStudies ,1984NationalElec-

tionStudy,1988NationalElectionStudy .

五
%
、
高

年
層

五
四
%
、
そ

の
下
院
議
員

の
所
属
政
党
を
知

る
も

の
、
若
年
層

五
四
%
、
中

年
層

六
三
%

、
高
年
層

六
四
%
、
以
上

の
ご
と
き
相
対
的

に
高

い

数
値

の
統
計
的
事
実

と
比
較
す

る
と
き
、
前
記

の
数
値

が

い
か
に
低
迷

状
態

に

あ

る
か
が
、

覗
わ

れ
よ
う
。

第

二

に
、
同

じ
く

一
九

七
〇
年

の
ギ

ャ
ラ

ッ
プ

調
査

の
示
す

と

こ
ろ

に
よ

(
89

)

れ
ば
、
年
収
七
〇
〇
〇
ド

ル
未
満

の
選
挙
民

の
な

か
で
、
議
会

に
お
け

る
彼
ら

の
代
表

の
重

要
法
案

に
対
す

る
投
票
行
動
を
知

る
も

の
は
、
二
五
%

で
あ

っ
た
。

豊
富
な
政
治
情
報
量

と
高
学
歴

と
を
特
徴

と
す
る
年

収

一
万
五
〇
〇
〇
ド

ル
以

上

の
富
裕
な

選
挙
民

の
間

で
す
ら
、
重
要
法
案

に
対
す

る
彼
ら

の
代
表

の
投
票

行
動
を
知
る
も

の
は
、
五
〇
%

に
満
た
な

い
。

こ
れ
故
、
政
治
的
な
知
識

や
情

報
を
保
有

す

る
高
学

歴

・
高
所
得

の
知
的

選
挙
民

で
す
ら
、
議
会

に
お
け

る
彼

ら

の
代
表

の
投
票
行

動
は
、
必
ら
ず

し
も
彼

ら

の
関
心

の
根
が
深
く
集
中
し

て

ゆ
く
対
象

で
は
な

い
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

(
90

)

(
91

>

(
92

)

第

三

に

、

表

7

、

表

8

、

そ

し

て

、

表

9

が

示

す

よ

う

に

、

今

日

に

お

け

る

ハ
93

)

選

挙

民

が
所

持

す

る
政

治

的

知

識

の
水

位

は

、

い
た

っ
て
低

い
。

す

な

わ

ち

、

人

口

の
二
分

の

一
の

み
が

、
各

州

は

一
律

に
二

名

の
連

邦

上

院

議

員

を

選
出

す

る

こ
と

を
知

っ
て

い
る

に
す

ぎ
な

い
。

ま

た
、

一
九

八

七

年

に

お
け

る
別

の
調

査

は

、
三

つ
の
質

問

を
、
応
答

者

に
提

示

し

た
。
①

合

衆
国

は
、
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表9自 己の選挙区選出の下院議員の
名前 を知る選挙民の比率

NameNameandParty

House 32 25

Source:UniversityofMichiganCenter

forPoliticalStudies,1984National

ElectionStudy.

 

ド

マ
ン
ー
ホ

リ

ン
グ

ス
法

6
鑓

ヨ
ヨ
ー
閑
&

ヨ
山
『

鵠
o
霞
コ
σq
ω
》
o
け)
の
通

過

は
、

レ
ー

ガ

ン
大

統

領

が
、

グ

ラ

ム
ー
ラ

ッ
ド

マ

ン
ー
ホ
ー

リ

ン
グ

法

案

に
署
名

し

た
直

後

に
施

行

さ

れ

た
世

論

調
査

に

よ

る
な

ら

ば

、

法

の
議

会

に

お
け

る
熾

烈

な

論

議

の
人
目

を
引

く

報

道

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

他

の
二

四
%

は
、

そ

の
存

在

を
知

っ
て

い
た

に
せ
よ

、

意

見

を

形

成

し

て

い
た

選

挙

民

は

、

こ

の
よ
う

な
調

査

結

果

は
、

査

の
地

層

を

流

れ

続

け

密

度

高

く

結

晶

化

し

て
ゆ

く

原

型

的

な

も

の
、

の
是
非

、

婦

人

の
権

利

の
向

上

、 ニ
カ
ラ

ガ

(≧

8

「餌
αq
舞

)
に

お
け

る

い
ず

れ

の
側

を

支

持

し

て

い
る

か
、

②

連

邦

政
府

予
算

規

模

は
、

過

去

五

年

間

に
、

果

た
し

て
、

増

大

し

た

か
、

縮

小

し

た
か

、
あ

る

い
は
、

変

化

し

な

か

っ
た

か

、
③

ホ

ワ

イ

ト

ハ
ウ

ス
に

お
け

る
大

統

領

首

席

補

佐

官

は
、

誰

か
、

以

上

が
、

こ
れ

に
当

る
。

一
般

選

挙

民

の
二
六

%

の

み

が
、

こ
う

し

た
三

問
す

べ
て

に

正
解

し
得

た

に
す

ぎ

な

い
。

ま

た
、

四

二
%

は
、

正

解

一
、

も
し

く

は
、

正

解
零

で
あ

っ
た
。

こ

の
数

値

が
示

唆

す

る

と

こ
ろ

は
、
ま

さ
し

く

、
「
人

々
の
七

六
%

は
、
政
治

(
94

)

へ
の
留

意

を

表

明
し

て

い
る

。

し

か
し

、

彼

ら

は
、

政
治

を
注

意

深

く

見

守

っ
て

い
な

い
」

と

い
う

こ
と

で
あ

ろ

う

。

今

日
、

選

挙

民

は
、

自

己

の
日
常

生

活

と
直

線

的

に
結

合

し

な

い
政

治

的

な

係
争

問
題

に
、

と
く

に
興

味

を

示

し

た
り
、

あ

る

い
は
、

こ
れ

に

つ
い
て
意

見

を

形

成

す

る
と

い
う

、
知

的

状

態

に
あ

る

わ
け

で

は

な

い
。

一
九

八

五
年

に
、
最

も

広

く

報

道

さ

れ

た
議

会

に
お
け

る
重

要

事

件

の

一
つ
で
あ

る
グ

ラ

ム
ー
ラ

ッ

(
95

)

こ
う

し

た
状
態
を
鮮

明
に
逆

照
射

す
る
光
源
と

い
っ
て
よ

い
。

当
該

選
挙
民

の
四
〇
%

は
、
当
該
法

の
存

在
を
知

っ
て
お
ら
ず

、

そ
れ
に

つ
い
て
意
見
を
形
成
す

る
ま

で
に
は
至
ら
な

か

っ
た
。
当
該
法

に

つ
い
て

(
96

)

三
六
%

に
す
ぎ
な

い
。

十
分

に
報
道
さ
れ
な
が
ら
、

選
挙

民

の
日
常
生
活

と
は
疎
隔
さ
れ
て

い
る
、
特
定
政
策

に
関
す

る
世
論
調

と

み
て
よ

い
。

世
論
調
査

の
質
問
事
項

が
、

ス
ク
ー

ル
バ
ス
通
学

薬
物

の
合
法
化

の
可
否
な

ど
の
、
家
庭
生
活

に
密
着
す

る
も

の
で
あ

る
な
ら
ば
、
選
挙
民

は
、
容
易

に
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意

見
を
形
成

し
得

る

で
あ

ろ
九

こ
う

し
た
質
問
事
項

に
・

〃
意
見
な
し
"
と
答
え

る
選
挙
民
は
・

通
常

一
五
%
以
下

に
す
ぎ
な
曙
・

と

こ
ろ

で
、

普

通

の
人

々
が
、

グ

ラ

ム
ー
ラ

ッ
ド

マ

ン
ー
ホ

ー

リ

ン
グ

ス
法

に

つ
い
て
、

知

る
必

要

が
、

果

た

し

て
あ

る

で
あ

ろ
う

か
。

も

し

必

要

が
あ

る

と
し

て
も

、

そ

の

こ
と

が
、

彼

ら

の
日
常

生

活

に
、

ま

た
、

財

政
赤

字

額

に
、

何

ら

か

の
変

化

を

も

た
ら

す

の

で
あ

ろ

う

か
。

お

そ

ら

く

、

何

の
変

化

も

起

ら

な

い
で
あ

ろ

う

。

結

局

、

政

治

家

が
、

公
共

問

題

の
細

目

的

事

項

の
政

治

的
解

決

の
技
法

を

、

集

中

的

に
鮮

や

か

に
発

揮

す

る

こ
と

に
な

る
。
多

く

の
人

々
は
、

納

税

用

紙

を

完

全

に
整

え

る

た

め

に

会
計

士

に
、

ま

た

、

自

動
車

を

修

理

す

る

た
め

に

整
備

士

に
、

そ

れ

ぞ

れ

、

依

頼
す

る
。

な

ぜ

な

ら

、

一
般
普

通

入

は
、

堅

固

な
全

能

の
知

性

に
よ

っ
て
武
装

し

て

い
る
わ

け

で
は

な

く
、

租
税

体
系

や
内

燃
機

関

に

つ

い
て
、

理
解

し

得

な

い
か

ら

で
あ

る

。

こ
れ

と
軌

を

一
に

し

て
、

彼

ら

は
、

複

雑

高

度

な

統

治

上

の
諸

問

題

を

解

決

す

る

た

め

に
、

政

治
家

に
依

存

す

る
。

普

通

人

は
、

自

己

の
仕
事

と
家

庭

に

お
け

る
差

し

迫

っ
た
現

実

の
問

題

に
、

関

心

を

寄

せ

る
。

彼

ら

は
、

彼

岸

の
空

虚

な
神

話

を

追

い
求

め

る

と

い
う

よ

り

は
、

む

し

ろ
、

現

実

密

着

の
地
平

の
視

角

か
ら

、

こ
う

し

た
身

近

な

諸

問

題

の
解

決

に
没

頭

す

る
。

こ
れ
故

、

現

実

の
選

挙

民

一
般

の
実

態

は
、

主
権

者

と

し

て

の
実
質

を
充

実

し

た
理

想
的

な

選

(
98

)

挙

民

像

を

、
無

残

な

ま

で

に
崩

落

さ

せ

る

と

い

っ
て
よ

い
。

一
九

七

七

年

の
第

九

三

議

会

を

も

っ
て

引

退

し

た

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

州

選

出

の
共

和

党

下

院

議

貝

」

・
へ
ー

ス
テ

ィ

ン
グ

ス

(冨

ヨ
Φ
ω

頃
動
ω
凝

ω
)
は
、
「
ワ
シ

ン
土

ボ

ス
上

(壽

ω葺

讐

℃
邑

に
、
選
挙
民

の
知
的
水
準

の
断
層
撮

影
像

を

次

の
さ

つ
に
記
し

て

匹
網

「多

く

の
人

々

の
心

の
な

か

に

は

、

こ
う

し

た
議

員

の
立

法

業

績

な

ど

は
、

物

の
数

で
は
な

い
。

ま
ず

第

一
に
、

選

挙

民

は
、

議

員

の

立
法

業

績

な

ど
、

知

り

は
し

な

い
。

そ

し

て
、

第

二

に
、

彼

ら

に
重

要

な

こ
と

は

、

私

が
、

彼

ら

に
、

個

人
的

な

べ
ー

ス

で
、

何

を

な

し

得

る

か

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

…
す

べ

て

の
議

貝

が
、

再

選
確

保

の
た

め

に
、

な

す

べ
き
必

要

事

項

は
、

選

挙

民

と

の
間

に
、

親

密

な

公

衆

関

係

保

持

の
活

動

(mq
o
o
鳥
窟

菖

臼

Φ
聾

団8

ω
o
O
韓
餌
侍圃8

)
を
続

行

す

る

こ
と

で
あ

り
、

選

挙

民

か
ら

の
郵

便

に
、

遅
滞

な
く

返

事

を
書

く

こ

と

で
あ

る

。
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い

っ
た

い
、

私

は

、

ど

の
よ

う

な

種

類

の

毛
げ
o
話

で
あ

る

の
か
」
。

こ

の
よ
う

に
、

へ
ー

ス
テ

ィ

ン
グ

ス
元

下
院

議

員

は
、
彼

の
職
務

上

の
挫

折
感

の

一
つ
が
、
彼

自
身

の
選
挙

民

が
、
彼

の
立

法

業

績

に
、

何

の
顧

慮

も

払

わ

な

い
と

い
う

事

実

に
あ

る

と
語

っ
て

い
る
。

(
㎜

)

同

じ

く

、

ア

メ
リ

カ
選

挙

政

治

の
先

駆

的

研

究

者

二
名

も

、
逸

速

く

次

の
よ

う

に
記

し

て

い
る
。

「
議

員

選

挙

で

は
、

選

挙

民

は
、

圧

倒

的

に
、

政

党

シ

ン
ボ

ル
に
投

票

す

る
。

し

か
し

、

政

党

シ

ン
ボ

ル
は
、

立
法

政

策

(一Φ
αq
一ω
蒙

凶く
Φ

℃
。
一8
《
)
の
地

点

か

ら

み
る

な

ら

ば
、

限

定

さ

れ

た
意

味

を

有

し

て

い
る

に
す

ぎ

な

い
。

…

選

挙

民

は
、
議

会

内

で
何

が
進

展

し

つ

つ
あ

る

か

に

つ

い
て
、

全

く
眼

を
向

け

て

い
な

い
と

み

て
よ

い
。

立

法

部

の
行

為

に
関

す

る
判

断

と

、

政

党

と

の
間

に

は

、

ほ

と

ん

ど
関

連

性

が

な

い
。

そ

し

て
、

多

く

の
選

挙

民

は
、

い
ず

れ

の
政

党

が
議

会

を

支

配

し

て

い
る

か

さ
え

、

知

っ
て

い
な

い
状

況

に
あ

る
。

選

挙

民

の
政

党

に
対

す

る

応

答

が
、
施

策

支

持

6
「。
mq
惹

ヨ
筥
。。
け8

ωξ

℃
。
二
)
の
点

に

お

い
て
欠

け

る
部

分

は

、

彼

ら

の
地
方

の
議

員

候

補

者

へ
の
応
答

に
よ

っ
て
、

充

足

さ

れ

る

と

い
う

わ
け

で

は

な

い
。

個

々
の
議

員

候
補

者

に
対

す

る
直

覚

が
、

支

持

政

党

に
反
対

す

る
当

該

政

党

の
支

持
者

に
よ

っ
て
投

ぜ
ら

れ

た
大

部

分

の
票

の
根

拠

を
説

明

す

る

に
せ

よ

、

こ
れ

ら

の
直
覚

は
、

下

院

議

席

の
争

奪

を
演

ず

る

候

補
者

の
政

策

的

立

場

に
関

す

る
情

報

に
よ

っ
て
も

、

微

動

だ

に
し

な

い
と

い

っ
て
よ

い
。

若

干

の
候
補

者

が
、

と
り

わ

け

、

現
職

議

貝

が
、

選

挙

民

の
間

に

お
け

る
高

い
知
名

度

に
よ

っ
て
獲
得

す

る

一
歩

先

ん
じ

た
有

利

な

地

歩

は
、

彼

ら

の
主

張

す

る
政

策

内

容

と

は
、

ほ

ぼ
全

く

無

関

係

で
あ

る
」
。

こ
う

し

て
、

選

挙

民

の
側

に
お

け

る
政

治

的

な

関

心

や

知

識

の
欠

如

と

い

っ
て
よ

い
状

況

に
よ

っ
て
、
議

員

は

、

選
挙

区

に

お
け

る
意

見

に
忠

実

に
追

随

す

る

こ
と

は
も

と

よ

り

、

選

挙

区

に

お
け

る
多

数

者

の
諸

多

の
係

争

問

題

に
関

す

る
要

望

や
意

見

を

測
定

す

る

こ
と
す

ら
、

事

実

上

、
不

可
能

で
あ

る
。

も

し

そ

う

な

ら

、

議

員

が
、

そ

こ
か

ら

公

共
政

策

の
素

材

と

し

て

の
選

挙

民

の
意

見

や
利

益

を

汲

み
あ

げ

ね

ば

な

ら

な

い
と

こ
ろ

の
、

政

治

的

選

挙

区

と

は
、

実

体

的

に

は

、

地

域

的

に
区

画

さ

れ

た
自

然

的

な

選

挙

区

に
お

け

る

一
般

人

[

で
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ド
　

し

あ

る

よ

り

も

、

む
し

ろ

、

選

挙

区

内

の

エ
リ

ー

ト
層

(Φ
碁
窃
)
と

い
う

こ
と

に
な

る

で
あ

ろ
う

。

現
実

に
は
、

議

員

の
選
挙

区

は

、

人

々

の
雑

多

な
集

積

体

で

は
な

く
、

時

間

、
利

益

、

そ

し

て
、

政

治
的

事

件

に

つ

い
て
意

見

を

伝
達

す

る
手

腕

な

ど
を

具

有

す

る
、

相

対

的

に

【
睨

)

少
数

の
政
治

的

活
動

家

の
集

団

で
あ

る
。

前

者

は

、
議

員

と
事

実
上

の
交

点

を

も

た

な

い
異

種
空

間

の
ご

と
き

も

の

と
な

る
.

す

な

わ

ち

、

大
部

分

の
選
挙

民

に
と

っ
て

、
議

会

は

、

ほ
と

ん

ど
不

可

視

の
制

度

で
あ

る
。

彼

ら

の
政
治

的

な

知

識

や
情

報

の
保

有

量

は
、

既
述

の
よ

う

に
、

決

し

て
多

く

は

な

い
。

も

し

そ
う

で
あ

る
な

ら

ば

、
議

員

に
関

連
す

る
選

挙

民

と

は
、

自

己

の
選
挙

区

に

お
け

る

活

動

的

な
、
政

治

に
関

心

の
あ

る
、
富

裕

な

エ
リ
ー

ト

層

で
あ

る
。
農

業

選

挙

区

で
は
、
彼

ら

は

、
ア

メ
リ

カ
農

事

改

善

同

盟

(〉
ヨ
Φ
ユ
8

コ

閃
舘
ヨ

じロ
霞
窃

c

閃
Φ
α
Φ
轟
甑
o
コ
)

の
指

導

者

や
綿

花

、

小

麦

、

な

ど

の
主

要

農

産

物

の
生

産
昔

で
あ

る
。

南

西

部

で
は

、

石
油

業

者

や
牧

場

経

営

者

が
、

こ
れ

に
当

り

、

モ

ン
タ

ナ
、

ア
イ

ダ

ホ
、

ワ

イ

オ

ミ

ン
グ

、

ネ

ヴ

ア
ダ

、

ユ
タ
、

コ

ロ
ラ
ド

、

ア
リ

ゾ

ナ
、

あ

る

い
は
、

ニ

ュ
ー

メ
キ

シ

コ
な

ど

の
、

い
わ

ゆ

る

山
岳

諸

州

で

は
、

銅
、

鉛

、
銀

な

ど

の
鉱

業

諸

利

益

、

北

部

ニ

ュ
ー

イ

ン
グ

ラ

ン
ド

で
は
、

木

材

、

花

醐

岩

、

漁

業

の
諸

利

益

、

ペ

ン

シ

ル
ヴ

ェ

ニ
ア

と
西

ヴ

ァ
ー

ジ

ニ
ア

の
両

州

で
は
、

石
炭

利

益

と
全

米

炭

鉱

労
働

組
合

a

三
9
島
竃
ヨ
Φ

≦

o
甚

臼
。。
)
の
指

導

者

、
以

上

が
、

そ

れ

ぞ

れ

、

エ
リ
!

ト
層

を

形

成

す

る
。
高

度

の
異

質
構

成

の
都
市

地
域

に

お
け

る
選

挙
区

に

は
、

銀

行

家

、

金

融

指

導

者

、

不

動

産

所

有

者

及

び
開

発

業

者

、

巨
大

産

業

企

業

な

ら

び

に
商

社

の
所

有

者

と
経

営
者

、

労
働

組

合

の
最

高

指
導

者

、

新

聞

・
ラ

ジ

オ

・
T

V

の
所

有

者

そ

れ

に
編

集

者

な

ど
、

多

種

多

様

の
無

視

し

得

ぬ
勢

力

あ

る
選

挙

民

が
、
含

ま

れ

て

い
る
。

か

つ

て

の

シ

カ

ゴ
市

の
よ

う

な

、

党

規

の
厳

格

な

政

党

組

織

が
所

在

す

る
大

都

市

の
議

員

選

挙

区

に
お

け

る
重

要

な

選

挙

民

は
、

市

長

、
市

政

党

委

貝

長

、

郡

政

党

委

員

長

の
ご

と
き

、

行

政

・
政

治

の
分

野

に
お

け

る

エ
リ
ー

ト
層

で
あ

る

。

も

と

よ

り
、

議

員

候
補

者

の
選

挙

運

動

サ

へ
の
多

額

の
献
金

者

は

、

こ
う

し

た
選

挙

資

金

の
調

達

が
困

難

で
あ

る

事

情

か

ら
、

重

要

な

選

挙

民

の

一
員

を
構

成

す

る

こ
と

に
な

る
。

議

会

は
、

こ
れ

故

に
、

い
わ

ば

、

手

当

り

次

第

に
収

集

し

た
、

そ

れ

ぞ

れ

の
選

挙

区

に

お
け

る

突

出

し

た
諸
利

益

を
溶

解

す

る

琳

禍

の

ご

と

き

観

を

呈

し

て

い
る
。
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選

挙

区

に

お
け

る

エ
リ

ー

ト
層

は
、

既

に
知

ら

れ

て

い
る
自

己

の
議

員

の
政

策

選
好

と

合

致
す

る

B
Φ
ω
ω
餌
◎9
Φ
ω
を

彼

ら

に

伝
達

す

る
傾

(
鵬

)

向

に
あ

る
。

エ
リ
ー

ト

層

と

そ

の
議

員

と

の
間

に

は
、

共

鳴

と
共

振

の
弦

が
、

張

り

渡

さ

れ

て

い
る

と

い
え

よ

う

。

双
方

の
意

見

や
利

益

は
、

政

治

運

用

の
世

界

の
共

有

財

産

に
登

録

さ

れ

る

こ
と

に
な

る
。

議

員

は

、
他

の
大

部

分

の
人

々
と
同

様

、

自

己

と
意

見

を

同

じ
く

す

る
人

々
と
交

際

す

る
性

向

を

も

つ
。

議

員

は

、

こ
う

し

た

エ
リ

ー

ト
層

の
範

域

を

越

え

て
、

外

に
接

触

と
交

流

を

拡

げ

る
進

取

と
創

造

性

と

を

、

厳

封

さ

れ

て

い
る

状

況

に
あ

る
。

こ
れ

故

、
議

員

は

、

エ
リ

ー

ト
層

の
意

見

と

い
う

枠

組

を

は
ず

し

て
直

接

に
選

挙

区

を

眺

望
す

る

の

で

は
な

く

、

エ
リ

ー

ト
層

の
知

己

を
媒

体

と

し

て
、

選
挙

区

と

の
交
響

と
親

和

と

を

維
持

し

よ

う

と
す

る
。

こ

の
限

り

、

選

挙

区

の

意

見

や

利

益

は

、

エ
リ

ー

ト
層

を
媒

介

し

て

、
新

た

な
変

奏

を
加

え

ら

れ

る

こ
と

に
な

る
。

議

員

は
、

自

己

の
選
挙

区

に

お
け

る
政

策

選

好

に
関

す

る
情

報
量

の
三

分

の
二

を
、

選
挙

区

に
お

け

る

政
党

指

導

者

、

マ
ス
メ

デ

ィ

ア
、

組

織

化

さ

れ

た
利

益
集

団

、

な

ど
、

こ
う

し

た

個

人

的

な

接
触

と
交

流

を

通

し

て
、

二

五
%

を

、
手

紙

を
書

き
得

る

だ

け

の
政

治

的

関

心

を

有

し

政

治

に
参

加
す

る
能

動

的

な

選
挙

民

か

ら

の
郵

便

に
よ

っ
て
、

そ

れ

ぞ

れ
、

獲

得

す

る
。

こ
う

し

て
、

議

貝

は
、

自

ら

が
聴

取

し

た

い
事

柄

を

、
聴

取
す

る

こ
と

が

で
き

る
。

同

じ

く

、
議

員

の
研

ぎ
す

ま

さ

れ

た
特

別

の
直

覚

力

は
、

世

論

に
関

す

る

矛
盾

す

る
報

告

が
、

な

ぜ
、

一
般

的

で
あ

る

か

の
理
由

を

も
、

説

明
す

る

こ
と

が

で
き

よ

う
。

も

し

、

選
挙

区

に
お

け

る

エ
リ
ー

ト

層

と
選

挙

民

一
般

と

が
、

同

一
意

見

を

共

有

し

合

わ

な

い
と

き

、
議

員

の
行

動

が

、

選
挙

民

一
般

の
選

好

に
順
応

し
な

い
と

い
う

こ
と

は
、

も

と

よ

り
、

当

然

で
あ

ろ

う

。

エ
リ

ー

ト
層

は
、

議

員

は
自

己

の
太

陽

系

に
属

す

べ
き

一
惑

星

で
あ

り

、
自

己

に

は
議

員

の
言

動

の
軌

跡

を

支

配

す

る
権

能

が
あ

る

と
、

考

え

る

こ
と

が

で
き

る

か

ら

で
あ

る
。

も

と
よ

り

、
限

ら

れ

た

可
視

的

な

問
題

に
関

し

て

は
、

こ
れ

に

つ

い
て
、

選

挙

民

一
般

が
、

強

力

な

意

見

を

形

成

し

て

い
る

と

き
、

立

法

部

の
行

為

と
選

挙

区

と

の
間

に

お
け

る
合

意

度

は
、

相

対

的

に
高

い
。

例

え

ば
、

公

民

権

問

題

に

つ
い
て

は
、
議

会

に
お

け

る
投

票

行

動

と
選
挙

区

に

お
け

る
意

見

と

の
間

の
相

関

関

係

は
、

き

わ

め

て
高

い
。

し

か
し

な

が
ら

、

そ

の
他

の
大

部

分

の
問

題

に
関

し

て

は
、

こ
う

し

た
相

関

関

係

は
、

い
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た

っ
て
、

低

調

で
あ

る
.

明

晰

き

わ

ま

る
選

挙

民

一
般

の
意

見

表

明

は
、

例
外

と

み

て
よ

い
.

も

し

あ

っ
た

と
し

て

も
・

そ

の
源
流

は
・

選

挙

区

に
お

け

る

エ
リ

ー

ト
層

を
形

づ

く

る
組

織

化

さ

れ

た
利

益
集

団

に

ほ

か
な

ら
な

い
・

も

し

選
挙

民

一
般

が

、

自
ら

が
選

ん

だ
議

員

の
議

会

に

お
け

る
言

動

を

知

っ
た

と
し

て
も

、

こ
れ

に

よ

り
、

選

挙

民

は

・

煉

獄

か
ら

天

国

に
向

.
て

一
気

に
飛

翔

す

る
幸

福
感

を

、

と
ー

に
味

わ

え

る
わ

け

で
も

な

い
.

公

民
権

問

題

の
ご

と
ミ

き

わ

め

て
少

数

の
重

要

問

題

を

除

外

す

る
な

ら

ば

、

《
平

均

的

》

(磐

Φ
鑓

ぴq
Φ
)
選

挙

民

は

、

自

己

の
議

員

の

蕎
論

と

行

動

に

つ
い
て
、

次

の
よ

う

に

い
う

で
あ

ろ
う

・

「
私
は
、

(犠

が
気

に

い
ら
な

い
.
私

は
、

そ
れ

が
気

に

い
ら
三

わ
け

で
は
な

い
.
私
は
、

ま
さ
し
文

そ
れ

に

つ
い
藻

善

え

た

こ
と
か
な

い
」
。

代
表
過
程
が
ど

の
よ
う

な
も

の
で
あ

る
か
は
、

正
確

に
は
表

現
し
得
な

い
に
せ
よ
、
代
表
と
は
、
選
挙
民

一
般

の
意
思

の
代
表

で
は
な

い
.

よ
ー

み
て
も

、

代

表

と

は
、

「
エ
ー

歯

の
意

思

疎

通

」

(

(鵬
)

ヨ
窪
四
巴

8

8

ヨ
ヨ
§

圃6
魯
凶自

)

で
あ

る

に
す

ぎ

な

い
・

選
挙
民

雇

の
側

に
お
け

る
右

に
叙

述
し

た
ホ

つ
な
政
治
的

な
関

心
や
知
識

の
欠
落

状
態

に
よ

っ
て
、
議
員
は
・
時

の
係
争
問
題

に
対

す

る
投
票
態
度

の
意
思

決
定

に
際

し
、
大
幅

の
裁
量
余
地
を
付
与

さ
れ
る

こ
と
に
な

る
。

こ
の
こ
と
は
、
係
争

問
題

に
対
し

て
議
員

が
と

り
得

る

い
ず
れ

の
投
票
態
度

に
関
し

て
も
選
挙
民

の
関
心

や
意

見

が
皆
無

も
同
然

で
あ
る
場
合

に
、

と
く

に

い
え
る

で
あ

ろ
う
・
従

っ
て
・

投
票
態
度
の
意
暴

定
に
臨
鹸

、
替

は
、
百

ら
畠

に
解
釈
し
得
る
選
挙
区
か
ら
の
音
信
L
〔寿

量

尋

α-
ぎ

「;
　

ω
§

昏
Φ
感
ω
叶
.
一6
陣
鶉。
。。
ゲ
Φ
一鵠
什Φ
.
℃
.
Φ
叶
ω
凶¢

を

代

表

す

る

こ

と

に

な

る

。

し

か

も

、

こ

の
音

信

の
実

体

は
、

選

挙

区

に

お

け

る

政

治

的

緊

張

の
行

方

に
重
大
な
型

口関
係
を
も

つ
諸
利
益
を
核

と
し

て
凝
集

し

た
果
肉

の
ご
と
き
も

の
で
あ
り
、
両
者

は
、
等
価

の
二
重
性

を
も

っ
て
捕
捉

さ

れ

る
。

そ

し

て

、

こ
う

し

た
音

信

の
多

く

は
、
選

挙

民

多

数

の
認

識

の
地
平

か

ら
遊

離

し

た
も

の
と

い
う

こ
と

が

で
む

磁

・

こ
の
よ
、つ
な
状
況

か
ら
、
議
員

の
再
選

は
、
選
挙
区

に
お
け

る
議
員

の

稜

票
記
録

の
受
容

性
」

(睡§

§

欝

蓬

叶三

量

「
<
。
凝

「
Φ
8

「
ら

よ

り

も

、

む

し

ろ

、

「
選

挙

区

へ
の
奉

仕

活

動

」

(。
8

ω
葺

器

湾

団
ω
Φ
「
≦
o
Φ
)

に

、

左

右

さ

れ

る

と

み

て

む

曜

。
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も
と
よ
り
、
替

は
、
彼

ら

の

「
投
票
記
録

の
受
容
性
」

に
対
す
る
考
慮

を
令

捨
象

し
て

い
る
わ
け

で
は
諒

.

こ
う
し
た

「
受
容

性

」

を

、
議

員

の
視

界
外

に
放

遂

す

る

こ
と

は
、

決

し

て
容

易

で

は
な

い
。

そ

の
理

由

と
し

て

二

者

が
考

え
ら

れ

る
。

そ

の

一
つ
は
、

次

期

選

挙

へ
の
配

慮

で
あ

る
。

議

員

は
、

自

己

の
選

挙

区

の
係

争

問

題

に
対

す

る
政

治
的

な

立
場

や
判

断

を

絶

え
ず

探

知

し

、

念

頭

に
置

か

ね

ば

な

ら

な

い
。

ま

た
、

議

貝

が
係

争

問

題

に
対

し

て

と

る
政

治

的

な

立

場

や
態

度

は
、

彼

に
常

規

的

に
投

票
す

る

活

動
的

な

選

挙

民

1ー

エ
リ

ー

ト
層

が
、

そ

の
問
題

に

つ

い
て
期
待

す

る

方

向

に
沿

っ
た

も

の
で
あ

る

こ
と
を
要

す

る

。

も

ち

ろ

ん
、

大

部

分

の
選

挙

民

は
、

自

ら

選

出

し

た
議

貝

の
議

会

内

に
お

け

る
投

票

態
度

を

知

っ
て

い
な

い
と

い

っ
て
よ

い
。

し

か
し

、
議

員

は
、

選

挙

区

に

お
け

る
世

論

の
動

向

に
留

意

し
な

け

れ

ば
な

ら

な

い
。

な

ぜ
な

ら

、

来

た

る

べ
き

将

来

に
お

け

る
挑
戦

候
補

者

が
、

選

挙

民

か

ら
死

角

と

な

っ
て

い
る
狭

い
特

殊

の
な

か

に
閉

じ

こ
め

ら

れ

て

い
た
、

選

挙

民

に
不

評

と

お
も

わ

れ

る
当

該

議

貝

の
諸

々

の
投

票

記

録

を

掘

り
起

こ
し
・

い
わ

ば

、

何

び

と

の
眼

に
も

ふ
れ

る
普

遍

の
地

平

に
開
放

し

て
、

そ

こ
か

ら
次

期

選

挙

戦

に
お

い
て
自

己

に
有

利

に
作

動

す

る
争

点

を

編

成

し

て
ゆ

く

と

い
う

、

危

険

な

可
能

性

が
、

濃

厚

に
存

在

す

る

か
ら

で
あ

る
。

議

員

に

は
、
自

己

の
選

挙
区

に
お

け

る
世

論

の
動

向

に
対

す

る
重

層

的

認

識

と
透

徹

し

た
視

力

と

が
、

不

可

欠

で
あ

る
、

も
う

一
つ
は
、

投

票

態

度

の

一
貫

性

の
保

持

で
あ

る
。

議

貝

は
、

通

常

、

白

ら

が
抱

く

公

益

と

は

い

っ
た

い
何

で
あ

る

か

と

い
う

、

そ

の
具
体

的

内

容

を
確

定

し

、

こ

の
概

念

か

ら

自

立

し

た

流

れ

を

形

づ

く

る

言
論

と
行

動

と
を

肯

定

し
受

容

す

る
。

こ
う

し

た
公

益

概
念

の

一
環

と

し

て
、

議

貝

は

、

そ

れ

自

身

の
う

ち

に
自

足

し

閉

じ

た

と

こ
ろ

の
、

係
争

問

題

に
対

す

る

一
連

の
態

度

を

発

達

さ

せ

て

い
る
。

こ

の
よ

う

な

総

体

的

な

態

度

が
、

議

員

の
投

票

決

断

の
際

に

お
け

る
意

思

決

定

の
基

準

と

し

て
、

機

能

す

る
。

こ
れ

故

、
議

貝

は
、

自

己

の

投

票

記

録

の
選
挙

民

に
対

す

る

「
受

容

性

」

の
み
な

ら
ず

、
自

己
自

身

に
対

す

る

「
受

容

性

」
を

も
、

考

慮

す

る

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る

。

議

貝

は

、

こ
う

し

て
、

常

に

、

こ

の
よ
う

な

二

つ
の
視

点

を
絡

み
合

わ

せ

、

補
完

さ

せ

ね

ば
な

ら

な

い
、

と

い
う

厄

介

な
状

況

の
下

に
、

立

た
さ

れ

て

い
る

と

い

っ
て

よ

か

ろ
う

。
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(
m

)

こ
う

し

た
最

近

の
例

を

あ

げ

る

な

ら

ば
、

国

旗

嶢

殿
を

禁

止

す

る
憲

法

修

正
条

項

が
提

案

さ

れ

た

と
き

、

ネ
ブ

ラ

ス
カ
州

選
出

の
民
主

党

下
院

議

員

P

・
ホ
ー

グ

ラ

ン
ド

(男
象
霞

頃
8

αq
邸
コ
α
)

は
、

自

己

の
選

挙

区

が
当

該

修

正
条

項

に
賛
成

で
あ

る

こ
と
を

承
知

し

て

い
た
。

伝

統

的

に
共

和

党

が
占

拠

し

て

き

た
議

席

を

奪

取

し

た

ホ
ー

グ

ラ

ン
ド
議

員

は
、

ま

た
、

国

旗

嶢

殿

禁

止

条

項

に

対
す

る
反

対
投

票

が

、

一
九

九

〇

年

秋

の
議

員

選

挙

に
お

い
て

、
彼

に
対

す

る
反

対

運

動

に
利

用

さ

れ
得

る

こ
と
も

、

十

分

に
承

知

し

て

い
た
。

ホ
ー
グ

ラ

ン
ド

議

員

の
補

佐

者

も

、

当

該

条

項

に
賛
成

票
を

投

ず

べ
き

こ
と
を

勧

説

し

た
。

彼

の
保

守

的

な

選

挙

区

で

は
、
当

該

条

項

へ
の
反
対

票

が

、

回

復

不

能

の
致

命

的

な
政

治

的

損
害

を

、
彼

に
も

た

ら
す

と
考

え

ら

れ

た

か

ら

で
あ

る
。

し

か
し

、

ホ
:

グ

ラ

ン
ド
議

員

は
、
当

該

条

項

に
賛

成

の
意

思

を

表

示

し

た
。

彼

の
良

心

が
、

こ
れ

以
外

の
投

票

行

為

を
許

さ

な

か

っ
た

か
ら

で
あ

る
。

ホ
ー
グ

ラ

ラ

ン
ド

議
員

は
、

一

九

九

〇
年

議

貝

選

挙

で
、

見

事

に
再

選

を
果

た

し

た
。

に
も

か

か

わ
ら

ず

、

議

員

の
再

選
も

し
く

は
当

選

は
、

彼

ら

が
、

自

己

の
選

挙

区

や
能

動

的

な

選

挙

民

の
た

め

に
す

る
情

実

人
事

職

の

配

分

、

諸

種

の
利

権

や
仕

事

の
給
付

、

公
共

事

業

計

画

の
導

入
、

な

ど

の
、

具

体

的

な

経

済

効

果

の
供

与

に
よ

っ
て
、
能

動

的

な

選
挙

民

の
積

極

的

な

支

持

と
強

固

な

信

頼

と

を
、

い
か

な

る

程
度

、

獲

得

し

得

る

か

と

い
う

、

凝

縮

し

た

一
点

に
懸

っ
て

い
る

こ

と
も
、

否

定

し

得

な

い
事

実

で
あ

る
。

げ

ん

に
、

E

・
M

・
ヶ
ネ

デ

ィ

(国
O
≦
胃
鳥

竃
・
囚
¢
目

¢
身

)
民

主

党

上

院

議

貝

(
マ
サ
チ

ュ
ー

セ

ッ
ッ
州
選
出
)

は
、

一
九

六

二
年

の
議

員

選

挙

に

お

い
て
、

「
誰

が

、

い

っ
た

い
、

マ
サ

チ

ュ
ー

セ

ッ
ツ
州

民

の
た

め

に
、

よ

り

貢
献

し
得

る

か
」

(≦

げ
o

。
p・
"

鎚
。

ヨ
o
器

ho
『

竃
器
ω
碧
含

霧
Φ
欝

～)
と

い
う

簡

潔

な

選

挙

標

語

を

掲

げ

、

自

ら

が
最

も

適

切
な

マ
サ

チ

ュ
ー

セ

ッ
ツ
州

民

の

《
実

業

代

理
機

関
》
で
あ

る

こ

ア
ピ
ー
ル

(
m

)

と

を

、

強

力

に
訴

求

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

初

当

選

に
成

功

し

た

の
で
あ

る
。

事

実

、

議

貝

の
多

く

も

、

自

己

の
選

挙

区

と

の
関

連

に

お
け

る
自

ら

の
役

割

を

、

こ

の
よ

う

な

《
実

業

代

理
機

関

》

と
規
定

し

て

い
る

(理

と

い

っ
て
よ

い
。

こ

の

こ
と

は
、

第

九

一
議

会

に

お

け

る

一
下

院

議

貝

の
次

の
言

葉

に
、

如

実

に
示

さ

れ

る
。
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「
私

の
選

挙

区

に

は
、

タ

バ

コ
栽

培

に

よ

っ
て
生

計

を

立

て

て

い
る
家

庭

が
、

数

多

く

存

在

し

て

い
る
。

も

と
よ

り

私

は
、

現
在

、

紙

巻

タ

バ

コ
が
健

康

に

よ

い
な

ど

と

は
、

一
度

も

口
に

だ
し

た

こ
と

が
な

い
。

私

が
、

紙

巻

き

タ

バ

コ
製

造

禁

止

の
法

案

に
賛
成

の

一
票

を

投

じ

た

と

し

て
も

、
私

の
選

挙

民

の
生

活

が
成

り

立

っ
て
ゆ

く

こ

と
を

、
世

の
人

々
が
、
何

ら

か

の
形

で
示

し

て

く

れ

る
な

ら

ば

、
私

は
、

喜

ん

で
、

そ

の
よ
う

な

賛
成

票

を

投

ず

る

で
あ

ろ
う

。

そ
う

で

な

い
限

り

、

選

挙

民

と
命

運

を

一
に
す

る

以
外

に
、

一
般

に
、

方
策

が
な

い
の

で
あ

る
。

こ
れ

が
、
な

し
得

る
す

べ

て

で
あ

る
。
も

し

こ

の
方

策

が

拒
否

さ

れ

る

と

し

た
ら

、
早

々
に
選
挙

区

を

立
ち

去

る
以

外

に
、

私

の
活
路

は
、

見

出

せ

な

い
で
あ

ろ
う

」
。

同

じ

く
、

前

下
院

議

長

T

・
P

・
オ

ニ
ー

ル

(↓
ぎ

白
霧

勺
・
Q
Z
①
≡
)
も

、

「
下

院

議

員

の
選

挙

区
志

向

は
、

著

し

く

高

い
。

彼

ら

は
、

も

は
や

、
所

属

政
党

の
全

国

哲

学

に
追

随

し

て
ゆ
く

気

は
毛

頭

な

い
。

彼

ら

は
、

自

己

の
選

挙

区

宛

の
時

事

通

信

、

も

し

く

は

彼

ら

が

い

(
m

)

か

に
選

挙
区

に
奉

仕

し

て

い
る

か
と

い
う

実
績

に
、

基

づ

き
、

再

選

を
果

た

し

て

い
る
。
」
そ
し

て
、

オ

ニ
ー

ル
元
下

院

議

長

に
よ

る
な

ら

愈
)

ば

、

「
す

べ
て

の
政

治

は
、

地

方

的

な

も

の
で
あ

る
」
。

そ

こ

で
、

一
九

六
九

年

に
お
け

る

下
院

議

員

八

七

名

を

対

象

と

し

て
、
彼

ら

に
負

荷

さ

れ

て

い
る
代

表

の
役

割

に
伴
う

義

務

と
能

力

は
、

宙
)

彼

ら

自
身

に
よ

っ
て
、

ど

の
よ
う

に
理
解

さ

れ
、

知

覚

さ

れ

て

い
る

か

と

い
う

、

議

員

の

「
役

割

意

識

」

(「。
δ
。
『凶Φ
9
ロ
ユ
8

)
を
調

査

し

た

R

・
H

・
デ

ヴ

ィ

ッ
ド

ソ

ン
教

授

の
、

も

は
や
古

典

と

も

い
え

る
貴

重

な

研
究

を

基

礎

資

料

に
、

議

員

が
規
定

す

る
自

己

の
役
割

が
、

(唖

《
実

業

代

理
機

関

》

の
役

割

と
等

価

の
構

造

を

も

つ
と

い
う

事

実

を
、

以

下

に
実

証

し

て
ゆ

き

た

い
。

こ

の
場

合

、

議

員

の

「
役

割

意

識

」

を

、
①

代

表

目

的

、
②

代

表

様
式

、

そ

し

て
、
③

代

表

地

域

の
三

項

を
含

む
連

立
方

程
式

と
し

て
捉

え

、
各

項

の
個

別

の
解

を

求

め
、

こ

れ

ら

を

総

合

化

す

る

こ

と

に
よ

っ
て
、

連

立

方

程
式

の
解

を
析

出

さ

せ
た

い
と

お
も

う

。

最

初

に
、
①

代

表

目

的

の
項

か

ら
叙

述

す

る

な

ら

ば
、
議

員

は
、
ま
ず

、
「
議

会

に

お

い
て
、
議

員

が
行
う

べ
き
最

も

重

要

な

職
務

は

何

で
あ

る

か
」

と
質

問

さ

れ

た
。

こ

の
質

問

の
意

図

は

、

立
法

部

に

お
け

る
議

貝
活

動

の
究
極

目

標

が
、

彼

ら

に
よ

っ
て
、

ど

の
よ
う

に
理



227 公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相缶)

表10下 院及 び二州立法部 にお ける代表 目的

(227)

下 院(a) 州立法部(b)

代表 目的 離 総 計(c)

(%7

ニュージヤージィ㈹ オ ハ イ オ(d)

(%)(%)

護民官

立法過程への参加

問題解決者

仲介者

選挙運動者

合 計

N

7
4

1
⊥

7
6

4

1
よ

4

4

り
4

ワ
～

-
↓

7
-

0
0

0
0

丑
U

り
0

1
↓

goo

S7

り
O

A
U

O
J

り
0

ρ0

7
σ

4

つ
0

0

7
6

り
0

8

4

君
U

り
0

4

87 79 1s2

{a}DataarefromR.Davidson,TheRoleoftheCongressman, .1969,p.SO,table3
-1.

(b)DataarefromJohnWahlkeetal.,TheLegislativeSystem,1962,p.259,table11 .
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解

さ

れ
、

類

型
化

さ

れ

て

い
る

か
を

、
探

り
当

て

る

こ
と

に
あ

る
。

こ

の
質

問

に
対

す

る
議

員

の
回
答

を

図

示

す

る
な

ら

ば

、

表

10

の
よ

う

に
な

る
。

表

10

に

明
ら

か
な

よ
う

に
、
議

貝

の
多

数

が
、

自

ら

の
代

表

目

的

を

、
「
護

民

官

」
(↓
ユ
び
琶

Φ
)
の
役
割

行

使

に
求

め

て

い
る
。

こ

こ

で

い
う

「
護

民

官

」
と

は
、

「
一
般

公

衆

の
要

望

と
意

見

の

代

弁
者

」

(省
o
冨

ωヨ
①コ
8
「
夢
①
器

巴
ω
鋤
コ
α
8

一議
o
諺

9

9
Φ

(単

σq
魯

①
「巴

陰

げ
琴

)

で
あ

る
。

こ

の
意

味

に

お
け

る

「
護

民

官

」

は
、
最

も

直

接
的

な

意

味

に

お
け

る
「
代

表

」
(器
質
Φ
ω①
コ
母
叶ぞ
Φ
ω)

と

い

っ
て
よ

か
ろ
う

。

議

貝

の
八

〇
%

以

上

が
、

何

ら

か

の
形

で
、

自

ら

の
代

表

目
的

を

、

「
護

民

官

」
と
し

て

の
役

割

行
使

と

規
定

し

て

い
る
と

い
う

事

実

は

、
注

目

し

て
よ

い
。

次

に
、

第

二

位

の

「
立

法

過

程

へ
の

参

加

者

」

(い
①
ゆq
邑

薮

く
Φ

冨

ヨ

♀

冨

三
。・)
と

は
、
「
委

貝

会

段

階

な

ら

び

に
議

場

の
双
方

に

お
け

る

立

法

に

関

す

る

委

員

会

活

動

へ
の
積

極

的

参

加

者

」

(鼻。
亀

く
Φ

冨

「鉱
o
闘B

馨
。。
ヨ

9
Φ
≦
o
『搾

o
州
8
ヨ
ヨ
葺

Φ
㊦
。。
o
鵠

一Φ瞭
匹
働
鉱
8

.

(
811

)

げ
o
些

讐

9

Φ
o
o
ヨ
ヨ
葺

Φ
①
-
ω
け
p。
伽q
Φ
降・
民

8

子
Φ
hδ
o
「
)

を

意

味

す

る

。

「
護

民

官

」
の
役

割

が

、

議

貝

の
職

務

に

お

け

る

外

面

的

様



228神奈川法学第28巻 第1号{228)

相

(昏
①
Φ
×
呂
ヨ
巴

器
℃
Φ
象
ω
)
を

示
す

の
に
対

し

て
、

こ

の
役

割

は
、

彼

ら

の
職

務

の
内

面

的

部

分

(9
Φ
巨

①
ヨ
巴

冨

邑

を

強
調

し

た

も

の
と

い

っ
て

よ

い
。

第

三
位

は
、

「
問

題

解

決

者

」

(ぎ
く
Φ
簿
9

で
あ

る
。

こ
れ

は
、

「
よ

り
広

い
社
会

一
般

に

お
け

る
公

共

諸

問
題

の

立
法

に

よ

る
解

決

を

目

ざ
す

と

こ
ろ

の
、
政

策

の
創

造

者

な

い
し
案

出

者

」
(o
「窪

8
誘

o
「
臼
。。8

<
Φ
噌①
「ω
o
な

o
一圃畠

o
コ
①
αq
邑
山
自
く
Φ
ω。
一口
低
。
口
ω

ξ

「彙

量

葺

豊

量

ω。
6艶

)
を
指
究

「立
法
過
程
へ
の
参
加
者
」
の
役
割
が
、
立
法
過
程
の
円
滑
な
進
行
を
目
ざ
す
贅

相
互

の
立
法
手
続

に
関
す

る
折
衝

の
展
開

と
そ
れ
に
基

づ
く

立
法
審
議

の
促
進

と
を
意
図
し

て

い
る

の
に
較

べ
、

こ
の

「
問
題
解
決
者
」

の
役

割

は
、
立
法

そ

の
も

の
の
実
質

と
内
容

の
形
成

に
自
己

の
特
質

を
求

め
、

こ
れ
を
鮮
烈

に
照
し

だ
そ
う

と
す

る
も

の
に
ほ
か
な
ら

な

い
。

第

四
位

の

「
仲
介
者

」

の
役
割

は
、

「
相
互

に
競
争
関
係

に
立

つ
諸

々
の
利

益

や
考
え
方

の
間

に
、
平
衡
状
態
を
保
持
す

る

こ
と
」
(夢
.

§

§

伽Q
.
§

暑

Φ
凝

一幕

霧

罠

6
量

§

併瀞

に
、
そ

の
関

心

の
尖
端
を
向
け
て

い
る
.

こ
の
考

な

「
平
衡
状
態
保
持
」

の
役

割

は
、

恰

も

地

下

の
水

脈

の
よ

う

に
、

既

に
述

べ

た
役

割

の
遂

行

過

程

の
底
層

に
、
奥

深

く

流

れ

て

い
る
。

し

か

し
、

こ
う

し

た
役

割

が
、

一
挙

に
地

表

に
噴

出

し

、

議

貝

活

動

の
連

鎖

の

一
環

を

形

づ
く

る

一
個

の
重

要

な

構

成

要

因

と
看

倣

さ

れ

る

と

い
う

こ
と

は
、

い

ま
ま

で

に
皆

無

も

同
然

で
あ

っ
た

と

い

っ
て
よ

い
。

同

じ

く
、

第

五

位

の

「
選

挙

運

動

者

」

6
四
ヨ
9

齢
コ
9

の
役
割

も
、

他

の
役

割

や
議

員

活

動

か

ら
画

然

と
区

別

さ

れ

る

別

個

の
役

割

と

し

て

、

そ

れ

自
身

、

孤

立

し

た

形

で
把

握

さ

れ

る

と

い
う

事

態

は

、

こ
れ

ま

で

に
、

な

か

っ
た

と

い
う

こ

と

が

で
き

る
。

な

お

、

右

に
述

べ

た
代

表

目

的

と

議

員

の
年

功

な

ら

び

に
選

出

地

域

と

の
間

に

は
、

明
確

な

相

関

関
係

が
認

め
ら

れ

る
。

す

な

わ

ち

、

新

人

議

員

は
、

政

治

討

論

の
場

で
あ

る
議

場

に
選

挙

民

の
意

見

や
要

望

を

提

出

す

る

「
護

民
官

」
の
役
割

を

、

重

視

す

る

。

こ
れ

に
反

し

、

年

功

議

員

は
、

議

会

に

お
け

る
立

法

活

動

へ
の
参

加

に
、

自

ら

の
役

割

の
焦

点

を

絞

っ
て

ゆ
く

。

同

じ
く

、

東
部

選

出

議

員

と
南

部

選

出

議

員

の
間

に

も

、

鋭

い
対

照

性

が

見

出

さ

れ

る
。

南

部

選

出
議

員

が
、

「
立

法

過

程

へ
の
参

加
者

」
の
役
割

を

、

東

部

選

出
議

員

が

「
護

民

官

」

の
役

割

を

、

そ

れ

ぞ

れ

、

強

調

す

る

と

い
う

の

が
、

こ
れ

で
あ

る
。

以

上

の
事

実

を

数
計

に
よ

っ
て
示

す

な

ら

ば

、

表

11

の
よ
う

に
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表11年 功別 ・地 域別 の議員の代表 目的

229

域地功年

ほ
　

醐
傷

　
　

縣
儒

2な い し5期

(%)

 

期

鮒

-
↓
(

代表 目的

35

58

8

57

27

5

5

5

42

47

6

6

53

23

12

6

6

護民官

立法過程への参加者

問題解決者

仲介者

選挙運動者

101

(26)

合 計

N=

100

(17)

goo

(3fi)

99

(21)

Source,H.Davidson,op.cit .,p.92,table3-5andp.95,table3-S .

な

る
。

次

に
、
②

の
代

表

様
式

に

つ

い
て
述

べ
る

な

ら

ば
、
い
う

と

こ
ろ

の
代

表

機
能

と
は

、

議

員

が
、

い
か

な

る
自

覚

の
下

に
、

ど

の
よ
う

な

形

で
、

代

表

機
能

を
遂

行

し

て

ゆ
く

か

と

い
う

、

そ

の
機

能

様

態

を

意

味

す

る
。

こ

の
意

味

に
お

け

る
代

表

様

式

は
、

以

下

の
ご

と
き

質

問

に
対

す

る
議

員

の
回
答

結

果

に
、

お

の
ず

と

明

示

さ
れ

る
。
議

員

は

、

自

己

の
役
割

を

、

選

挙
区

か

ら

の
明

示

、

黙

示

の
指

令

に
、

そ

の
言

動

を

拘
束

さ

れ

る

と

こ
ろ

の
、

「
代

議

貝

」

(紆

一Φαq
韓
Φ
。。
)
と
規

定

す

る

か
、
そ

れ

と
も

、
自

ら
を

、
自

己

に

固
有

の
政

治

的

な

知

識

や
確

信

に
基

づ
き

、

独

自

の
情

勢

判

断

を

下
し

、

こ

の
判

断

の

下

に
、

選

挙

区

の
要

請

か

ら

独
立

し

て
自

由

に

行

動

し

得

る

と

こ
ろ

の
、

「
受

託

者

」

(蝕『口
ω辞⑦
Φ
ω
)
と

み

る

か
、

こ
の

い
ず

れ

で
あ

る

か

と

い
う

の
が

、

こ
れ

で
あ

る
。

こ

の
質

問

に
対

し

て
、
調

査

対

象

の
半

数

以

上

は
、
自

己

の
役

割

を

、
「
代

議

員
」
も

し

く

は
「
受

託

者

」

の

い
ず

れ

か

一
方

と
規

定

し

た
。

他

の
四

六

%

は

「
代
議

貝
」

と

「
受

託

者

」

と

い
う

二

つ

の
役

割

を

、

時

の
変

化

と

状

況

の
推

移

に
対
応

し

て
、

合

理

的

に
判

断

し

つ

つ
、

微
妙

に
演

じ

分

け

て
ゆ

く

と

こ
ろ

の
、

「
政

治

家

」

6
0
含

8
ω
)
と
し

て
、

自

ら

の
役

割

を
、

認

定

し

た

の

で
あ

る
。

こ
う

し

て
、

議

員

の
代

表

様
式

は
、

「
代
議

貝

」
、

「
受

託
者

」
、

そ

し

て

、
「
政

治
家

」
、

以

上

の
三

種

に
類

型
化

さ

れ

る

と

い

っ
て
よ

い
。

そ

こ

で
、

h
受

託

者

」
、

「
代

議

員

」
、

「
政
治

家

」
の
そ

れ

ぞ

れ

の
役

割

を

現

実

に
遂

行

し

て

い
る
議

員

自
身

の
言
葉

に

よ

っ
て

、
代

表

様

式

に

お
け

る

三
類

型

の
各

実
態

を

示



230
神奈川法学第28巻 第1号{230)

ハの

ソ

す

な

ら

ば

、

次

の
よ

う

に
な

る
。

「
受

託

者

」

「
建
国

の
父

祖

が
我

々
に
期
待

し

て

い
た

こ
と

は
、

我

々
自
身

の
判
断

の
行

使

で
あ

っ
て
、

決

し

て
選

挙
区

か

ら

の
郵

便

物

を

重

く

み

る

こ
と

で

は
な

い
」
。

「
禁

三

議

会

に
留
ま
り
活
動

を
続
け

て

い
る

の
は
、
何

も
、

一
個
人

や

棄

団

の
願
望
を
携

に
反
射
す

る
た
め
で
は
な

い
.

そ

れ

は
・

む
し

ろ

、

正

当

な

議

決

を

行

な

い
、

そ

の
理

由

を

私

の
選

挙

民

に
説

明
す

る

た

め

で
あ

る
」
。

蔓

託
者
L

の
役
割

を
・
確
然

た
る
輪
郭

で
堂

々
と
表

し

た

の
は
、
上
院
議

員
当
時

の
J

.
F

.
ケ
ネ

デ
ィ
元
大
統
領

で
あ

る
.
彼

への

ね

は

、

こ
う

述

べ

て

い
る

。

「
投

票
者

は
・

我

々
を

選
出

し

た
.

-

な

ぜ

な

ら
、

国

民
的

利

益

の

蔀

と
し

て

の
彼

ら

の
最

良

の
利

益

と

は
何

か

と

い
、つ
地

占
…か

、b
、

投
票

者

は
・
我

々
の
判

断

と
そ

の
判
断

を

実

行

す

る
能

力

と

に
、
信

頼

を

置

い
た

か
ら

で
あ

る
.

こ

の

こ
と

は
、
も

し
、
そ

の
た

め

に
我

々

が
選

出

さ

れ

た

こ

の
判

断

を

、
完

全

に
実

行

す

べ
き

で
あ

る

と

し

た
な

ら

ば

、
我

々
は
、
場

A
。
に

よ

っ
て

は
、
選

挙

民

の
意

田
心
を
指

導

し

、

是

正

を
加

え

・

そ

し

て
、

時

に

は
、

こ
れ
を

無

視

し
な

け

れ

ば

な

ら
な

い
と

い
・つ
こ

と
を

、
意

味

し

て

い
る
」
.

「
代
議

員

」

「
私

が
な
す

べ
き
最
も
重
要
な
霧

は
、
私

の
選
挙
民
を
袋

す

る
こ
と

で
あ

る
.

理
想

を

い
え
ば
、
彼
ら

こ
そ
、
現
実

の
政
府
饗

に
対

し

て

、
直

接

の
発

言
権

を
も

つ
べ
き

で
あ

る
」
。

「
政

治

家

」

「
私

は
・

私

が

正
当

と
考

え

る
仕

方

で
、

驚

に

お

い
て
票

を

投

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
.

私

は
、

公
共

問

題

の
解

決

に
当

っ
て
、

私

の
選

挙

民

が
考

え

る

の
と
全

く

同

じ

仕
方

で
、

考

え

た

い
と

お

も
う

」
。



2;31公 共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相㈹(231)

表12立 法 部 議 員 の 代 表様 式(下 院 ・州 立法 部 ・カ ナ ダ議 会)

代 表 様 式

立法部 受託者
t%)

政 治家

(%)
代議員

(%)

高 度

テネ シ イー

一 ユ{ン ヤ{ン イ

オハ イ オ

カ リフ ォル ニ ア

中位

ミシ ガ ン

ア イオ ワ

ペ ン シル ヴ ェニ ア

下 院

低 度

ウ ィ ス コ ン シ ン

イ ンデ ィア ナ

カナ ダ議 会

81

sl

56

55

37

36

33

29

23

20

15

13

22

29

25

31

z7

46

5

s1

36

s

17

15

20

33

64

39

23

72

19

49

source;M.Jewell,op.cit.,p.499,table4 .

「
私

は
、

と
く

に
私

が
熟
知
し
て

い
る
分
野

に
お

い
て
は
、

い
ろ

い
ろ
な
代
表

の
役
割
を
、
演
じ
分
け

た

い
と
考
え
る
。

:
・
一
般
的
な
公
共
問
題

に

つ
い
て
は
、
私
は
、
必
ず

し
も
圧

力
団
体

の
こ
れ

に
対
す

る
態
度

と

い
う

わ
け

で
は
な
く
、

ご

く
普

通

の
人

々
の
そ
う

し
た
問
題

へ
の
態
度

で
あ

る
と
こ
ろ

の
、
私

の
選
挙
民

の
態
度
を
、
素
直

に
反
映
し

た

い
と
お
も

う
」
。

こ

の
よ
う

に
、
調
査
対
象

の
凡
そ
半
数

は
、
議

員

の
適

切

な
代

表
様

式

と
は
何

か

に
関

す

る
見
解

の
両
極

を

画
す

る

「
受
託
者
」

と

「
代
議
員
」
と

い
う

二

つ
の
役
割

の
負
荷
を
、

明
ら
か

に
拒
斥
す

る
。

む
し

ろ
、
彼
ら
は
、

こ
う

し
た
両
極

に
分
化

さ
れ
た
二

つ
の
役
割

に
内

在
す

る
価
値
を
承
認
し

つ

つ
、
そ

の
い
ず
れ

に
も
傾
斜
す
る

こ
と
な
く
、
彼
ら

の
選
挙

民

の
意
見

や
利
益
を

《
正
確

に
反
映
す

る
》

と
同
時

に
自
ら

が

《
正
当
視
す

る
》
投
票
行
為

に
で
る
と

い
う

、
二

つ
の
役

割
を

二

つ
の
次
元

で
同
時

に
履
行
し
得

る
統

一
的
視
点

に
立

っ
て

い
る
と

い

っ
て
よ

か
ろ
う
。

以
上

に
述

べ
た
ご
と
き
下
院
議
貝

の
代
表
様

式
を
、
テ
ネ



232神奈川法学第28巻 第1号(232)

表13議 員の代表地域

選挙区

全国一選挙区

全国

その他

合計

N

42%

23%

28%

8%

101

(87)

Source;R.H.Davidson,op.

cit.,p.122,table4.2.

 

「
一
般

に
、

議

員

は
、

自

己

自

身

の
選

挙

区

と

い
う

地

域

上

の
小

区
画

に
、

し

た
議

貝
す

べ
て
に
よ
る
共
同
行
為

か
ら
、

国
民
的
利
益
の
配
慮
と
馨

区
利
益
の
配
慮
と
の
間
に
単
純
箋

の
成
立
を
意
図
す
る
議
果

も
醸

り
存
在
し
て
い
る
.
彼
ら
は
、

「
選
挙
民

の
利

益
と
国

民

一
般

の
利
益

の
双
方
を
同
時

に
代
表
す

る

こ
と

の
重
責
を
、
議
員

は
担

っ
て
い
る
」
と
す

る
観
点
を
貫
く
。
以
上

の
事

実
を
図

示
す

る
な
ら
ば
、
表

13

の
よ
う

に
な

る
。

さ
ら

に
、

代
表
様
式

と
代
表

地
域

と

の
相
関
性
を
図

示
す

る
な
ら

ば
、
次
頁

の
表

14
の
ご
と
く

で
あ

る
。

表

14
に
明
ら

か
な
よ
う

に
、
自
己

の
役
割

を
、
「
受
託
者
」
と
規
定
す

る
議
員

の
七
三
%

は
、
全
国
的
展
望
性
を
保
持
し

て

い
る
。

こ
れ

と
は
逆

に
、
自
己

の
役
割
を
、
「
代
議
員

」

に
求

め
る
議

員

の
九
〇
%

は
、
自
ら
を
、
特
定
選
挙

区

の
直
接
代
表
と
看
倣

し
て

い
る
。

加
え
て
、
代
表
様
式

及
び
代
表
地
域

の
間
ば

か
り

で
は
な
く
、

こ
れ
ら

に
議
員

の
年
功
度

な
ら
び
に
選
挙
区

の
競
争

性
を
も
含

め
た
四

者

の
間

に
は
、
明
確

な
因
果
関
係

の
糸

が
張

り
渡

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
四
者

を
有
機
性

の

一
つ
の
円
環

の
な
か
に
総
括
す
る

こ
と
は
、

も

と
よ
り
・
可
能

で
あ

る
。
ま
ず

、
選
挙
区

の
競
争

性

に
視
線

を
走
ら
せ
る
な
ら

ば
、
前
回

の
選
挙

に
お

い
て
、
投
票
総
数

の
60
%
以
下

シ
イ

ー

.
ニ

ュ
ー

ジ

ャ
ー

ジ

ィ

・
オ

ハ
イ

オ

・
カ

リ

フ

ォ

ル

ニ
ア

・
ミ

シ
ガ

ン

・
ア
イ

オ

ワ

.
ペ

ン

シ

ル
ヴ

ェ

ニ
ア

.
ウ

イ

ス

コ
ン
シ

ン

・
イ

ン
デ

ィ

ア
ナ

の
各

州

立
法

部

議

員

な

ら

び

に
カ
ナ

ダ

議

会

議

貝

の
各

代
表

様

式

と

の
対

比

に
お

い
て
、

「
受

託
者

」
の
役

割

が
代
表

様

式

全

体

に
占

め

る

比
率

の

(塑

順
位
-⊥
筒
度

・
中
位

・
低
度
1

に
し
た
が

い
図
示
す

る
な

ら
ば
、
表

12
の
よ
う

に
な
る
。

最
後

に
、
議
員

が
代
表
す

る
選
挙
区

の
特
定
化

を
意

味
す

る
③

の
代
表
地
域

に
移
る
な
ら
ば
、
調

査
対
象

の
下
院
轡

の
四

・
%
以
上

が
、
彼

ら
は
、
主

と
し

て
、
彼

ら
自
身

の
肇

区

の
魂

の
た

め

に
投

票

し

行

動

す

る
と

、
答

え

て

い
る
。

そ

の
よ

う

な

議

員

の

一
人

は
、

次

の
よ
う

に

い
う

。

何

よ

り
も

ま
し

て
、

関

心

の
先

鋒
を

向

け

て

い
る
。

こ
う

事

実

上

、

下
院

に

お
け

る

公

共

政

策

は
、

生

み
だ

さ

れ

て

ゆ
く

」
。
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代議員

{/}

10

90

goo

(20)

表14代 表様式 と代衰地域の相関性

代 表 様 式

代表地域
受託者
{/}

政治家

{QO}

全国

全国一選挙区

選挙区

合計

N獄

73

18

9

33

33

33

1ao

(22)

99

×39)

Source;R.H.Davidson,op.cit.,p.X26,table4-一 一3.

の
得

票
数

に
よ

っ
て
当
選

し
た
、

い
わ
ゆ
る

「
限
界
」
選
挙
区
選
出

の
議
員
は
、
「
代
議
員
」

傾
斜

と
選
挙
区
志
向
性

と
を
特
徴
と
す

る
。
け
れ
ど
も
、
「
安
全
」
選
挙
区
選
出

の
議
員
は
、

「
受
託
者

」
傾
斜

と
全
国
志
向
性

に
お

い
て
顕
著

で
あ

る
。

次
に
、
議
員

の
年

功
度

に
視
線
を

転
ず

る
な
ら

ば
、
新
人
議
員

は
、

「
代
議
員
」
傾
斜

と
選
挙
区
志
向
性

に
お

い
て
、
他
を
圧
倒

し
、

一
つ
の
極

に
達
し

て

い
る
。

こ
れ

に
反
し
、
よ
り
年
功

の
議
員
は
、
「
政
治
家
」
へ
の
傾

斜
を
深
め
、
選
挙

区
志
向
性

か
ら
離
脱
す

る
方
向

に
指
標
を
定
立
し
、
全
国
志
向
性
強
化

の

軌
道

を
と

っ
て
進

ん
で
ゆ
く
。
け
れ

ど
も
、
年
功
議

員

の
少
な
か
ら
ざ

る
部
分

は
、
依
然

と

し
て
、
選
挙
区
志
向
性

の
払
拭
し
難

い
執
拗
な
磁

力

の
ご
と
き
支
配
力

の
下

に
繋
縛

さ
れ
て

い
る
。

に
も

か
か
わ
ら
ず
、
全

国
志
向

性
を
表

明
す

る
議

員

の
比
率
は
、
新

人
議
員

の
場
合

に
は
、
僅

か

一
二
%

で
あ
る

の
に
較

べ
、
年
功
議
員

の
間

で
は
、
三
〇
%

に
及
ん
で

い
る
。

こ
う

し
た
状
況
か
ら
、
既
述

の
四
項
目

は
、
選
挙
区

の
競
争
性
↓
累
選

の
可
否
↓
代
表
様
式

↓
代
表

地
域

と

い
う
直
線
状

に
結

ん
だ
軌
跡
を
描
き
、
各
項
目
相
互
間

に
平
行
線

が
引
か
れ
、

順
を
追

っ
て
、
後
者

は
前
者

と
函
数
関
係

に
あ
る
と

い
う

こ
と
が

で
き

る
で
あ
ろ
う
。
如
上

の
事
実
を
表

に
示
す
な
ら
ば
、
次
頁

の
表

15
の
よ
う

に
な
る
。

以
上

に
あ
げ

た
数
値
や
図
表

か
ら
察

せ
ら
れ
る
よ
う

に
、
議
貝

は
、
自
己

の
選
挙
区

に
お

け

る
主

要
諸
利
益
を
、

い
か
な
る
場
合

で
も
、
視

界
か
ら

一
掃
す
る

こ
と
な
く
、
常

に
、

こ

れ
を
、
視
野

の

一
隅

に
、
確
実

に
捉

え
て

い
る
。
彼

ら
は
、
「
受
託
者
」
を
自
他

と
も

に
任
じ
、

全
国
的
利

益

の
積
極
的

実
現
を
志
向
し

て

い
る
場
合

で
す
ら
、
自
己

の
選
挙
区
利
益

と
そ
れ
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表15代 表様式 ・代表地域 ・議員の年功 ・選挙 区の競争性 における相関 性

選挙区の競争性 年 功

代表様式
代表地域

限界

C%)

安全

(%)

1期

(%)

2期 一5期6期 以上

(%}(%)

代 表様 式

受託者19

政治家37

代議 員44

計100

代 表地域

全 国19

全 国一選挙 区28

選挙 区53

計100

N-(32)

35

54

11

13

31

5s

26

59

15

38

44

18

goo

34

29

38

100

12

38

50

100

33

24

42

goo

30

27

42

101

×52)

loo

(16)

goo

(36)

100

×33)

Source;R.H.Davidson,op.cit.,p.128,table4-4,p.134,table4-7.

と

の
比
較

考
量

を
、

決

し

て
歴

史

の
年

輪

の
な

か

に
葬

り

去

っ
て
し

ま

っ
た
わ

け

で
は

な

い
。

例

え

ば

、

ウ

ィ

ス

コ

ン
シ

ン
州

選
出

の
元

民
主

党

上

院
議

員

W

・
プ

ロ

ッ
ク

ス

マ
イ

ア
ー

(芝

凶}一冨
ヨ

℃
「
o
×
ヨ
マ
Φ
)
は
、

冗

費

と
浪
費

を
特

徴

と

す

る

政

府

に
対
す

る
廓

清

運

動

を

大

規

模

に
展

開

し

た

こ
と

に
よ

っ

て
、

マ
ス
メ
デ

ィ
ア

の
注

目

を
集

め

た
。

彼

の
選

出

州

で

は
、

酪

農

産

業

が
、

経

済

的

に
不

可

欠

の
存

在

で
あ

り
、

ま

た
、

政

治

的

に
も

十

分

に
組

織

化

さ

れ

て

い
た
。

プ

ロ
ク

ス

マ
ィ

ア
ー

元

議

員

は

、
屡

々
、

自

ら

が

《
消
費

者

の
声

》

(<
。
一8

。
噛
9
①
8

口
霊
日
Φ「
)
を

体

現
す

る
と
、王

張

し

、

消

費
者

利

益

を
保

護

す

る
法

案

を
、

一
貫

し

て
積

極

的

に
支
持

し

て
き

た
。

け

れ

ど
も

、

彼

は
、

同
時

に
、

酪

農

産

業

を
保

護

す

る

た

め

に
も

、

な

し
得

る
最

大

限

の
努

力

を
発

揮

し

て
き

た
。

こ
う

し

て
、

酪

農
家

と
牛

乳
生

産

者

に
対

す

る
補

助
金

の
削

減

を
内

容

と

す

る

レ
ー

ガ

ン
政

権

の
提
案

は
、

こ

の
提
案

の
実

施

に
よ

っ
て
、

消
費

者

に
対
す

る
酪

農

製

品

の
価

格

の
引

き

下

げ

が
可

能

で
あ

る

と
推

知

さ

れ

た

に
も

か

か

わ

ら
ず

、

プ

ロ
ッ
ク

ス

マ
イ

ア

ー

元
議

員

は
、

執

拗

に
反

対

し

た

の
で
鶉

・

こ
こ
に
・
自
己

の
肇

区

に
お
け

る
主
要
諸
利
益
を

み
る

議
員

の
視
線

の
異
様
な
深
さ
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
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、

痂

)

別

の
例

を
あ

け

る
な

ら

は
、
核

ミ
サ

イ

ル
攻

撃

か

ら

ア

メ

リ
カ

の
諸

都

市

を

防

衛

す

る
手

段

と

し

て
、
ジ

ョ
ン
ソ

ン
政
権

が
提

起

し

た
、

五

八

〇
億

ド

ル
に

及

ぶ
哨

兵

対

弾

道

弾

ミ
サ

イ

ル
シ

ス
テ

ム

(ωΦ
箕
ぎ
①
一
碧

鉱
-
げ
帥
一誇

け凶。
a

ωω
凶一Φ
薯
ω措
ヨ
)
の
配
備

計

画

に
対

す

る
議

員

の

反

対

は
、

相

対

的

に

い

っ
て
、
皆

無

も

同

然

で
あ

っ
た

。

こ
う

し

て
、

議

会

が
、

当
該

計

画

を

承

認
す

る

と

と

も

に
、

軍

は
、

多

く

の
都

市

地

域

に
、

基

地

を
確

保

す

る
任

務

に
着

手

し

は

じ

め

た
。

こ

の
段

階

で
生

じ

た
事

態

は

、

「
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

タ

イ

ム
ズ

」

の
J

・
W

・
フ

ィ

ニ
ー

(』
。
ぎ

零

"
顕
§

建

)
記

者

に
よ

っ
て
、

次

の

(逃

よ
う

に
描

出

さ

れ

て

い
る
。

「
ボ

ス
ト

ン
、

シ
カ

ゴ
、

デ
ト

ロ
イ

ト
、

シ

ア
ト

ル
、

サ

ン

フ
ラ

ン
シ

ス

コ
、

ロ
ス
ア

ン
ゼ

ル

ス
、

そ
し

て
、

ホ
ノ

ル
ル
で

は
、

市

議

会

、

教
会

団

、

自

然

保

護

団

体

、

労

働

組

合

幹

部

、

不

動

産

開

発

業
者

、
平

和

団

体

、

そ

し

て
、

科

学

者

が
、

彼

ら

の
居

住

す

る
市

も

し

く

は

郊
外

に
、

核

弾
頭

装

備

ミ
サ

イ

ル
を

設

置

す

る

こ

と

に
、

反

対

を

唱

え

た
。

…

こ
れ

ま

で
、

抽

象

的

に
し

て
高

度

に
技

術

的

で
あ

っ

た
係

争

問
題

が
、

一
挙

に
、

多

数

の
上

下

両

院

議

員

の
直

接

の
政

治
的

関

心

を

惹

く

問
題

へ
と

一
転

し

た
。

配
備

反

対

運

動

が
、

ハ
ワ
イ

で
盛

り
あ

が
り

つ

つ
あ

っ
た
と

き

に
、

上

院

軍

事

委

員
会

(ω
①
コ
節
梓①
㌦～
Hb
PΦ
鳥
ω
Φ
「
く
凶O
Φ
ω
血Q
O
ヨ
「口
団け什Φ
Φ
)

に
お

け

る
民

主

党

委

員

で
あ

っ
た

D

.
K

・イ

ノ
ウ

エ
(じ
餌
乱
㊦
一
閑
.
ぎ
o
ξ

Φ
)
は

、

こ

の
計

画

の
実

施

が
核

兵

器

拡

大

競

争

へ
と

、

"堕

落

す

る
危

険

な

第

一
歩

"

(Q
α
留

αq
臼
8

ω

ω↓8

げ
碧

ズ
芝
費
山
)
と
な

る
と
す

る

判

断

に
基

づ

き

、

哨
兵

配

備

に
、
頑

強

に
反

対

す

る

に
至

っ
た
。

上

院
議

場

に

お

い
て
、

こ

の

ミ
サ
イ

ル
シ

ス
テ

ム
の
配

備

を
擁

護

し

た
、

ワ

シ

ン
ト

ン
州
選

出

の
上

院
議

貝

H

・
M

・
ジ

ャ
ク

ソ

ン

(=
碧
q

竃
こ

碧
す

0
5
)

は
、

軍

が
、

シ

ア
ト

ル
の
中

心
部

の

フ

ォ
ー

ト

ロ
ー

ト

ン

(「
O
「段
ピ
9自
♂<捗O
コ
)
に
、

哨

兵

基

地

を

設

置

す

る

こ
と

を
提

案

し

た

と
き

、

本

拠

地

に
お

い
て
自

ら

が

矢

つ
ぎ
早

の
政
治

的

非

難

の
的

に

な

っ
て

い
る

こ
と

に
、

は

じ

め

て
、

気

づ

い
た
。

ジ

ャ
ク

ソ

ン
上
院

議

員

の
提

言

に
よ

っ
て
、

軍

は

、

ピ

ュ
ー

ジ

ェ

ッ
ト
湾

(勺
¢
αq
簿

Q。
o
琶

α
)
を

横

切

っ
て

、

ベ
イ

ン
ブ

リ

ッ
ヂ

島

(じQ
鉱
コ
耳

置
αq
Φ
一ω冨
巳

)

に
、

基

地

を

移

動
す

る

こ
と

に
合

意

し

た
。

し

か

し
、

こ
れ

は
、

こ

の
島

を

本

拠

地

と
す

る

T

・
M

・
ペ
リ

ー

(↓
ぎ

ヨ
m
ω
竃

.
℃
Φ
ξ

)
下

院
議

貝

を
、

刺

激

す

る

だ
け
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に
終

っ
た
。

…
軍

は
、

ま

た
、

モ

ン
テ

ベ

ロ
ー

(ζ
。
9
Φ
げ
①
ぎ

)

に
お

け

る

C

・
ホ
リ

フ

ィ
ー

ル
ド

(O
げ
Φ什
甲
一〇
一一臣
Φ
一匹
)
下

院

議

員

の
選

挙

区

か

ら
僅

か

二
分

の

一
マ
イ

ル
離

れ

て

い
る

に
す

ぎ

な

い
、

ロ
ス
ア

ン
ゼ

ル

ス

の
南

東

部

に

位

置

す

る

キ

リ

ー

空

軍

基

地

(9

.
一一

≧

.

閃
。
円
Φ

じロ
霧
Φ
)

に
、

哨

兵

基

地

を

設
営

す

る

こ
と

を

提
案

し

た
。

…

こ

の
提

案

は
、

ロ

ス
ア

ン
ゼ

ル
ス
郡

政
執

行

委

貝

会

(ピ
o
。。

〉
ロ
ぴq
Φ
一。。

O
。
§

¢

じU
。
母
血
9

Q。
唇

興
く
剛)

か

ら

の
抗

議

を

呼

び

起

し

た
。

委

員

会

は
、

第

二
次

世

界

大

戦

中

の
基

地

を
、

産

業

.
住

宅

開

発

の
た

め

に
使

用

す

る

こ
と

を

望

ん

で
お

り

、

さ

ら

に
、

軍

は
人

口
稠
密

な
地

域

に
哨

兵
基

地

を

建

設

す

べ
き

で
は

な

い
と
す

る

ホ
リ

フ
ィ
ー

ル
ド

議

貝

の
提

議

を

、
希

求

し

て

い
た

の

で
あ

る
」
。

こ

の
よ
う

に
、

選

挙

区

に

お
け

る
主

要

諸

利

益

の
擁

護

と
積

極

的

実

現

こ
そ

、
議

員

の

」茜
動

の
な

か
を

貫

き

走

る

一
条

の
閃
光

の
ご

と

き

も

の
と

考

え

て

よ

い
。

比

喩

を

か

え

る
な

ら

ば
、

自
己

の
選

挙

区

に

お
け

る
主

要

諸
利

益

に
対
す

る
議

員

の
格

別

の
配
慮

は
、

「
代

表

」

と

い
う

彼

ら

の
言

動

の
な

か

に
見

え
隠

れ

し

つ

つ
も

一
貫

し

て
音

調

を
鳴

り
響

か

せ
、

こ
う

し

た
彼

ら

の
言
動

の
主

調

を

規

定
す

る
、

い

わ

ば
、

低

音

部

の
ご
と

き

役

割

を

演

じ

て

い
る

と

み

る

こ
と

が

で
き

よ
う

。

こ

の
よ
う

に
、

議

員

は
、

自

己

の
再

選

を

確

保

す

る

と

い
う

明

確

な

意

図

に
た

っ
て
、

何

よ

り
も

、

自

己

の
選

挙
区

の

《
実
業

代

理

機

関

》

と

し

て
機

能

す

る
。

E

・
L

・
ジ

ッ
ト

ラ

ー

(国
匹
≦
9。
a

『

Q。
闘巳

Φ
郭
』
ご

元

共
和

党

下

院
議

員

(ペ

ン
シ

ル
ヴ

ェ

ニ
ァ
州
選
出
)

が

い

う

と

こ
ろ

の
、
「
同
僚

議

貝

と

と

も

に
議

場

で
頭
角

を

表

わ

し
、
効

果

的

に
自

己

の
選
挙

区

を

代
表

す

る

こ

と
」
(叶。
.①
o
..
ωΦ
コ
辞
9
餌
辞
α
圃ω樽.一。
叶

(
㎜

)

Φ
頃
Φ
o
鉱
く
①
ξ

o
づ

9

Φ
自
o
o
「
9

げ
①
o
o
日

ぎ
σq

Φ
訣
Φ
。
菖
く
Φ

≦
同陛

三
。・
{色

δ
≦

ヨ

Φ
筥

げ
Φ
「
ω
)

が

、

こ

れ

で

あ

る

。

す

な
鎚

・
上

下
両
院
議

員
は
・
公
式

の
意
味

に
お

い
て
は
、
確

か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
挙
区
も
し
ー
は
選
出
州

の
人

々
を
代
表
す

る
.

し
か
し
、
上

下
両
院
議
貝

は
、
自
己

の
公
職
保
持

に
最
も
影
響
力
を
行
使
し
得

る
利
益
諸
集

団
を
、
従

っ
て
、
選
挙

と
り
わ
け
議
員
選
挙

に
お
け
る
低
投
票
率
の
文
脈
の
な
熟

選
挙
民
を
馨

不場
に
脅

し
得
る
、
あ
る
い
は
、
政
治
献
金
な
い
し
馨

資
金
供
与
の
流
れ
の

帰
趨
を
制
し
得
る

と
こ
ろ

の
、
支
配
的
な
利

益
諸
集
団
を
、
代
表
す

る
と

い
う

の
が
、
実
相

で
あ

る
。
上
下
両
院
議
員

は
、
選
挙

に
お
け



(237)
公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相㈲

る
勝
利

の
確

保

の
た
め
と

い
・つ
合

理
的

理
由

か
ら
、
+
分

に
懇

化

さ
れ
、
全
国
規
模

の
資
金

調
達

の
能

力
と
実
績

と
を
誇

る
・
銃
砲

。

ピ
ー
や
組
織
医
療

の
ご
と
き
利
益
集
団

あ

る

い
は
、
強
力
な
実
業
集
団

、
も
し

く
は
、
自
己

の
政
治
生
命

の
消
長

に
直
接
的
な
影
響
力

を
及

ぼ
す
選
挙
区

.
選
出

州

に
お
け

る
有

力
組

織
、

な
ど
と
最

も
緊
密
な
共
鳴

と
感
応

の
関
係

に
入

り
、
気
脈
を
通

じ
合

つ
・

こ
れ
故
、

石
油
産

出
州

か
ら
選
ば
れ
た
上
院
議
員

は
、

石
油
資
源
減
耗
交
付
金

(脅
見

①
鉱
8

p
ぎ

≦
き
8
)
と
石
油
産
業

に
対
す
る
免
税

措
置

に
対
す

る
明
確
な
支
持

の
態
度

の
表
明
を
、
強
ー
迫
ら
れ

る
.
同
じ
ー
、
肇

選
挙
区
選
出

の
下
院
聲

は
、
勾

§

C。
仁
§

。
や
様

々

な
農
産
物
生
産
組
織

の
要
求

に
対
す

る
彼

の
政
治
的

立
場
を
、
不
鮮

明

の
ま
ま

に
捨

て
て
お

く

こ
と
は
、
決
し

て
許

さ
れ
な

い
。

ま
た
、

南
部

選
出

の
上
院
議
貝

は
、
綿
花
、
落
花
生
、

タ
バ

コ
な

ど

の
生
産
者

に
重
大
な
影
響
力
を
芝

ゑ

立
法

に
対

し
て
・
傍
観
者

の
立
場

を

貫

ぬ
く

こ
と

は
、

容

認

さ
れ

得

な

い
。

さ

ら

に
、

ロ

ッ
キ

i

山

脈

地

域

選
出

の
上

院
議

貝

は
、

鉱

山
会

社

の
利

益

の
擁

護

に
専
念

し
、

イ

や

ン
テ

ィ

ア
ナ

州

の

○
-。
同団
に

お
け

る

9

ω
・
ω
樽卑

モ

ン
タ

ナ

州

の

〉
§

。
§

6
§

9

シ

ア
九

に
お

け

る

じU
。
魯

σq
>
鐸

駄
けあ

リ

フ
ォ
ル

ニ
ア
州

の

Qり
¢
口
昌
類

巴
Φ
に
お
け

る

い
o
o
喜

Φ
Φ
α
の
よ
う
な
、
単

一
会
社

の
圧
倒
的

に
優
勢
な
地
域
か

ら
選
出

さ
れ
た
下
院
議

貝

は
、
当
該
会
社

の
立
法
要
求

の
積
極
的
な
実
現
を
目
ざ
し

て
奔
走
す

る
。

こ
れ
ら

の
事
例

は
、
些

か
も
不
思
議

で
は
な

い
・

も

と
よ
り
、
議
会

が
、

一
般
民
衆

の
抗
議

や
大
衆
運
動

の
要
求

に
、
全
く

応
答

し
な

い
と

い
う

わ
け

で
は
な

い
・

し
か
し
・

こ
う
し

た

議
会

の
応
答

は
、
稀

で
あ

り
、
偶
発
的

に
な
さ
れ
る
に
す

ぎ
な

い
。
な

ぜ
な

ら
、
議
会

は
、
社
会

の
底
辺

に
拡
散
し

て

い
る
未
組
織
集

団

や
無
力
集
団

の
遠

距
離

に
ま

で
、
彼
ら

の
要
求

の
受
容
と

そ
の
実
効
化

の
射

程
を
と

ど
か
せ
る
ほ
ど
、
彼
ら
に
寛
厚
的

で
は
な

い
か
ら

で

あ

る
。

議

会
が
、

「
特
殊
な
、
十
分

に
組
織
化
さ
れ

た
、
豊
富

な
資
金
を
有
す

る
、
狭
隆
な
諸
利
益

の
代
表

か
ら
な

る
集
合
体
」

(山
8
=
9
樽δ
鵠

卿

。
h
門Φ
℃
『Φ
ωΦ
ロ
8
件ぎ

昼

・・讐

夏

ζ

--
羅

§

§

塁

器

鉱
壁

と
指
称

さ
れ
る
所
以

で
あ

る
・
そ
れ
は
・
「
全
国

に
散
在
す

る

地

方

利

益

諸

集

団

、
諸

産

業

、
そ

の
他

の
実

業

エ
リ

ー

ト

層

の
総

和

」
(臼

Φ
實

白

8
叶
巴

。
噛
。。
8

癖
Φ
掃
象

。
$

=
三
Φ
器
斡

ゆq
「
o
ロ
℃
ρ
冒
含

ω
臨

①
ρ
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帥
§

量

藝

　

①
論

か
)
に
ほ
か
な
ら
な

い
.

こ
の
こ
と
は
、
自
己

の
選
出
州

に
お
け

る
実
壕

集
団

に
邑

の
職
務

を
率
直

に
説

明

し

た
、

今

世
紀

初

頭

の

一
上

院

議

員

の
古

典

的

な

言

葉

に
覗

わ
れ

る
。

そ
れ

は
、

次

の
よ

う

に
な

る
。

「
私

は
・

分
業

の
存

在

を
確

信
す

る
。

あ

な

た
方

は
、

我

々
を

、

議

会

に
送

る
。
我

々
が
、

そ

の
下

で
あ

な

た
方

が
蓄

財

で
き

る
法

律

を

通

過

さ

せ

る
・

…

…

そ

し

て
、

あ

な

た
方

は

、

よ

り
多

く

の
蓄

財

を

可
能

に
す

る
、

よ

り

多

く

の
法
律

を
通

過

さ

せ

る

と

い
う

意

図

に

た

っ
て
・

我

々
を

、

再

度

、

議

会

に
送

り

こ

む

た

め

に
、

そ

の
利

潤

の
な

か

か
ら

、
我

々

の
選

挙

運

動

に
、
多

額

の
献
金

を
行

な
う

」
。

議

会

は
・
主

と

し

て
、

最

も

強
大

な
特

権

的

な
諸

利

益

を

代

表

す

る
。

だ

が
、

議

会

は
、

こ
れ

ら

の
諸

利

益

を

、

断

片

的

に
代

表

す

る

に
す

ぎ

な

い
・

こ
れ
故

、

議

会

は
、

個

々
の
企

業

体
、

あ

る

い
は
、

企

業

群

が
、

相

互

に
覇

を
争

い
、

取
引

を
繰

り
広

げ

、

妥

協

を
進

捗

さ

せ

る
場

と
な

る

に
至

っ
て

い
る
。

議

会

は
、

特

殊

諸

利

益

を

、

一
つ

一
つ
連
結

し

て

ゆ

く
配

電

盤

の
役
割

を

果

た

し

て

い
る
と

い

っ
て

よ

か

ろ
う

・

こ
う

し

た

強
烈

な
特

殊
諸

利

益

の
群

像

の
概

算

的

和

の
形

成

過

程

を
通

し

て

、
議

会

で

は
、

大

統

領

に
よ

っ
て
作

成

さ

れ

た

公

益

実

現

を

目

ざ

す

一
般

政
策

が
、
狭

隙

な

特

殊

諸

利

益

の
必

要

性

に
照

し

て
、
修

正

さ

れ

、
変

更

を

加

え

ら

れ

て

ゆ
く

。

一
般

政

策

は
、

こ

の
よ
う

に
し

て
、

そ

の
底

部

を

、

特

殊
利

益

に
よ

っ
て
、
常

に
、

滲

透

さ

れ
、

浸
蝕

さ

れ

て

る
。

そ
う

で
な

け

れ

ば
、

一
般

政

策

は
、

一
般

政

策

と

し

て
、

存

立

し
得

な

い
で
あ

ろ
う

。

こ

の
実

態

は
、

議

貝

の
様

々
な

行

動

の
視
角

か

ら
、

プ

リ

ズ

ム
の
よ
う

に
屈

折

さ

せ

て

(遇

映

し

だ
す

こ
と

が

で
き

る

。

最

近

、

ア

メ
リ

カ

に

お
け

る
財

政

赤

字

の
累

積

が
、
内

外

の
注

目

を
浴

び
、

そ

の
解

消

が
、

急

務

と
さ

れ

る

に
至

っ
て

い
る
。

も

と

よ

り
、

上

下

両
院

に

お
け

る

共
和

・
民
主

両

党

も

、

財

政

赤

字

の

一
掃

を

、

繰

り

返

し
主

張

し

て

い
る
。

し

か

し

、

歳
出

法

案

が
、

議

会

に

上

程

さ
れ

る
と

き

、

上

下

両

院

に
お
け

る
議

員

の
関

心

は
、

全

国

か
ら

地

方

へ
、

一
般

か

ら
特

殊

へ
と
、

急

旋

回

す

る
。

彼

ら

の
意

識

の

古

層

に
沈

澱

し

滞

留

し

て

い
る
地

方

・
特

殊

志

向

性

が
、

意

識

の
表

層

に
、

急

激

に
浮

上

し

て
く

る

。

一
九

八

八

年

に
、

六
億

四

〇

〇
万

ド

ル
の
歳
出

法

案

が
、

議

会

を
通

過

し

た
。

当

該

法

案

に

は
、

自

己

の
選

挙
区

も

し
く

は

選
出

州

を

潤

し
、

財

政
赤

字

を

累

加

さ

せ

る
、
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い
わ
ゆ

言

。
.
導

釦
.
.
Φ
評

画
を
獲
得
し

た
個

々
の
議

員

の
少
な
か
ら

ぬ
事
例

が
、
幾
重

に
も
露
呈

さ
れ

て
い
る
・
華

例
を
示
す

な
ら

ば
、

ア
イ
ダ

ホ
州
選
出

の
共
和
党
上
院
養

J

・
A

・
マ
ク

ル
ー
ア

(}
鋤
暴

詫

・
。
量

は
、
同
州

歪

。
ひq
αq
に
・

ス
†

リ
ゾ
ー
ト

を

建

設

す

る

た

め

の
補

助
金

六

四

〇
万

ド

ル
を

、

当

該

法

に
組

み
入

れ

る

こ
と

に
成

功

し

た
.

ま

た
・

ハ
ワ
イ

州

選
出

の
D

・
K

.
ア
カ

カ

(門
)p9
コ
一Φ
一
〉
奔
山
界
口
)
塁

党
下
院
聲

は
、

ハ
レ
ア
カ
ラ
国

立
公
園

(奪

量

9・
2
き

コ
亀

壁

に
お
け

る
養

豚

・
牧
場
施
設

の

管
制

の
た
め
に
、
当
該
法

か
ら

二
五
万
ド

ル
を
支

出
さ
せ
て

い
る
.
同
じ
-
、
ア
ラ

ス
カ
州
選
出

の
T

ス
テ
イ

「
ヴ

ン
ズ

(↓
轟

①
<
豊

共
和
党

上
院
聲

は
、
同
州

に
お
け

る
漁
業
振
興
蕃

(孝

Φ
量

ぎ

曇

・
鵠
覧

琶

)
に
、
二
六
・
万
ド

ル
を
・
当
該
法

か
妄

付

さ

せ

て

い

る

。

右

に
あ
げ
た
ホ

つ
な
余
暇
、
畜
塵

漁
業

の
ご
と
き
利
藷

集

団

の
福
利

が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
聲

に
と

っ
て
重
要
な
意
味
を
帯

び
る

の

は
、
彼

の
肇

区

の
利

益
と

こ
・つ
し

た
集

団

の
福
利

と
が
、
各

々
、
等
価

の
形

で
背
中
倉

せ
に
貼

り

つ
き
・
表
墓

体

と
な

っ
て
相
互

に
深
く
浸
潤
し
合

い
、
恰
も

自
然
連
続
し

て
た
か

の
ご
と
き
状
況
を
造
出
し

て

い
る
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な

い
。

.流

故
、
《
実
業
代

理
機
関
》

と
し
て

の
議
員

の
機
能

が
意
図
す

る
と

こ
ろ

は
、
右

の
諸
例

が
示
唆
す

る
よ
う

に
・
「
全
国
立
法

に
お
け

る
地
方
利
益

の
強
調
と

〔
地
方
利
益

を
圧
殺
す

る
〕
集
権
化

の
増
大

に
対
す

る
抵
抗
」

(p・
。
§

量

ω
8

一§

=
曇

。
ω二

:

き

旨
99
一

一Φ--一ω一-。ま
ー

創
曇

§

8

葺

　

器
6馨

き

轟

)
と
い
乏

全
国
対
地
方

二

磐

特
殊

の
伝
統
的
塞

本
軸
に
お
け
る
拮

抗
関
係

の
保

持

に
あ

る
と

い
っ
て
よ
か
ろ
・つ
.

こ
れ
は
、

か

つ
て
、

一
九
六

三
年

に
行
わ
れ

た
下
院
誉

の
標
本
抽
出

に
よ
る
面
藷

査

の
結

果

に
も

覗
わ
れ
る
.

そ
れ
に
よ
れ

ば
、
彼
ら

の
八
四

・
三
%

以
上

が
、
議
会

に
派
遣
さ
れ

た
彼
ら

の
目
的

は
・
悪

挙
民

利
益

の
決

定

.
袋

.
保
護
L
(α
Φ仲①『量

督

Φ毒

§

窓

・
g

舞

碁

量

曇

Φω三

けζ

8
罰

)
に
あ
る
と
直

裁
に
指
摘
し
て
い

る

。

こ

の
言
葉

の
意

味

は

、
今

日
も

な

お
、

失

わ

れ

て

い
な

い
と

い
え

よ
う

。
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註
(1
)

本

項

に
関

し

て

は
、

と

く

に
註

記

し

な

い
限

り

、

次

に

よ

る

。

じ。
§

鑓

。
・
ω
笛
ぎ

奮

巳

。・
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〉
.
。・
帥
ぎ

「ρ

§
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ミ
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6
ミ
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ミ
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ミ

ミ

職
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ミ

き

鴨
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N
寵
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量
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刈
Φ
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①
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偽
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§
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9
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N
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亀
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ミ

§
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§

こ
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き

ミ
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§

婁

§
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駐
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§

額
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ミ

慧

舞

憲

鳴
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N
§
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ヨ
罠

身
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誉
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N
琶

Φ
嵩

巳

。・
.
菊
。
σ
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葺
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げ
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衷
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偽
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ぎ
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遷
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偽
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§

.

∪
註

○
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自.
{{Φ
琵

ミ

壽
讐

藍

ミ

ミ

§

。
ミ

ミ

§

ご

寒

讐

、ミ

§

§

§

増
N
§

℃
餌
巳

ヨ

。
『
=
ω
。
コ
し
。
げ
コ
即

≧

α
吋
鐸
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鋤
『
団

ま

剛=
Φ
「
・
。
琶

①
ω
≦

・
ω
け§

≒

■b
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註

≦

菊
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ゴ
鳥
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ミ
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§
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ミ

尋
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ミ
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ら
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蕊
栽

鴨
"
、

N
§

u
。
①
F

ω
≦
Φ
警

三

巴

)
き

§

寒

ミ

軽

ミ

§

ぎ

、ミ

と

§

§

も
£

馨

鐸
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ヨ
餌
ω
℃
餌
け梓Φ
『
ω
。
コ
・
.、↓
げ
Φ
剛
『①
・ウω
餌
コ
自

雰

≦

ω
ω
巴

〉
ω
ω
圃。q
§

三
・・ヒ

琴

萱

z
量

三

①
ユ
.)
"
ミ

ミ
き

ミ

N
婁

N
も
。。
曽

℃
幸

塁

餌
口
匹
§

鴨
さ

砺
軌
ミ
Q
ミ
黛
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僑
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器
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g
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隔

匡

§

暑

琶
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ぎ
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・
℃
§

Φ
「
(巴

・)
§

亀
史

鳴
昏識
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嵩
畳

b
・。
魯

馨

,
ヵ
。
σ
Φ
象

.

霧

§

並
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乱

ゴ
Φ
葦

ご

〉
{{①
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毫

藝

℃
豊

①
↓
藝

"
〉
喜
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。
§

・
8

ぎ

8
ω
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書
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ミ
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三

ξ

こ

選

)
≒

。・
ミ
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ω
,
写
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黄

琶

Φ
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垂

ユ
ω
・
p

嘗

象
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冨

鳶

・
z
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賓
①
ω
・
、、竃
Φ
臼
勉
。
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<
①
吋
餌
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①
..」
コ
寒

識
昏

§

§

(喜

婁

閃
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σ
「=
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㊤
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・
「
軍

含
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ぎ

藝

養
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飢
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§
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ミ
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琴
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受
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∩
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鍵

§

登

く
。
=

。

G
餌
。
信
聾
憎基

・.
ω
)
も

℃
・
翁

・.
・
琴

ゴ
聾
島

・
罫

ざ

§

鼠

。・
酢Φ
<
雪

門
む
9

§

ω
き

ミ

ぎ

き

塁

§

脳箱
ミ

§

§

壽

ミ
母

き

勢

丸

§

幽

(4
)

紹
①
翠

・。
『
爵

。
・
げ
Φ
昌

・
、、。d
。
ω
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暴

ぎ

景
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《
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ω
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①
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Φ
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σ
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Φ
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u
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§

ミ
養

・

奪

≦

§

§

ミ

§

ミ

ぎ

ぎ

蝿

婁

N
箋

.
琴

げ
鋤
①
亮

。
夏
ロ
ω
。
=

・
、、誤

『Φ
Φ
閏
・・
8
ω
。
§

軽

露

。
邑

ζ
§

・.甚

ぎ

暴

ω
ぎ

§

隻

§

勅
呂

塁

。
三

Φ
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§
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塗
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も

や

呂
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心

白

な
お
、
ボ
・ン
ユ
ウ

ィ
ツ
替

は
、

兄

九
〇
年

の
馨

に
お
い
て
、
議
席
を
喪
失
し
た
.

充

九
〇
年
選
挙

に
お
け
る
現
職
上
駿

貝

の
再
選
率
は
九

七
%
、
現
職
下
院
聲

の
再
選
率
は
九
六
%
で
あ
る
.
(紹
襲

§
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霧

・
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・

(6
§

尋

αq
罠

Ψ
≦

ω
p

β

6
凶
け
・も

℃
.
。。
卜。
㌣

器

刈
・)

充

六
五
年
春
、

R

.
レ
ー
ガ

・ノ
は
、

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ
ァ
州
知
事

へ
の
立
候
補
を
思
案

し
て

い
た
と
き
、
彼

は
・
昌

の
馨

運
動

を
扱

っ
て
も
ら
え

る
か
ど
、つ
か
を
確
認
す

る
た
め
に
、
ω
。
Φ
鵠
8
昆

量

ξ

。
琴

巴

ヨ
§

,・
§

Φ
葺

塁

に
打
診
し
た
.
当
社

は
、

政
治
公
職

へ
の
志
薯

が
・
競

っ

て
接
近
し
依
頼
を
求

め
る
名
声

の
あ
ゑ

ム
社

で
あ

る
.

サ

ン
フ
ラ

ン
シ

ス
コ
の
元
市
長
G

ラ

リ

ス
リ

ア
⊥

。
§

伽q
Φ
。
ヨ

ω言

琶

も
ま

た
・

こ

の
当
時
、
自
己

の
州
知
事

選
蓬

動

の
委
託

に

つ
い
て

ω
翼

①
勇

。
げ
舞

社
妄

渉
を
重

ね
て

い
た
.
疲

は
、
予
備
選
挙

に
お
け

る

レ
方

み

対
立

候
補
者

で
あ

っ
た
.
)
9

①
コ
6
Φ
『
比

。
σ
臼
酢
社

は
、

レ
方

ン
と
の
会
談

の
後
、

ク
リ

条

フ
r

よ
り
も
、

む
し
ろ
・

レ
ー
ガ

ン
を

〃
響

"

(甑
一①
三
)

と
し

て
、
受

け

容

れ

る

に
至

っ
た

。

(紹
Φ
實

ヨ
Φ
ω
ζ

'
勺
Φ
冥
ざ

竈

鴨
〉
愈
零

き

ミ
凡β

N
㎏
舞

層
O
・
卜。
切
歯

①
し
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ω
費

Φ
島

。
σ
窪

社
は
、
当
時

に
お
け

る
カ
リ

フ
ォ

ル
ニ
ア
州
現
職
知
青

含

琶

、
霞

"
じd
「
。
毒

に
対
し

て
、
レ
ー
ガ

ン
候
補

の
た
め
に
、
効
果

的
な
肇

運
動
を
展
開
し

た
・
げ

ん
に
、

当
社

は
、
公
衆
関
係

(豊

冨

藍

。
量

の
維
持

・
調
和

.
発
展
を
含

む
広
範
囲

の
専
門
的
な
業
務
を
提
供

あ

へ

し

て

い
る
・
例
え
ば
、
レ
ー
ガ

ン
候
補

は
、
俳
優

で
あ

っ
た
が
た
め
に
、
選
挙
民

の
間

に
、

レ
ー

ガ

ン
は
単

に
候
補
者

の
役
割
を
演
じ
て

い
る

の
で
あ

り

彼

の
演
説
は
・
実
体
的

に
は
彼

が
セ
リ

フ
の
よ
う

に
単

に
暗
記

し
て

い
る
に
す
ぎ
な

い
も

の
と

い
う

、
明
瞭

に
刻
印

さ
れ

て
き
た
認
識

の
視
線

が
、
認
め

ら
れ
た
。
こ
れ
故
、
Q∩
層
Φ
コ
。
臼
-
閑
o
げ
Φ
昌

社
は
、
レ
ー
ガ

ン
が
時

の
係
争
問
題

の
実
体
的
内
容
を
的
確
か

つ
現
実

に
把
握
し

て

い
る
と

い
う
事

実
を
選
挙
民

の
眼
前

で
立
証
す

る
た
め
に
・
彼

の
演
説

の
終
了

の
た
び
一
」
と

に
、
質
疑
応
答

の
時
間

を
設
け

る
こ
と
を
提
案

し
た
.

こ
の
提
案

の
実
施

に
よ

っ
て
、
俳

優
か
ら
政
治
家

へ
と
、

レ
ー
ガ

ン
に
対
す

る
選
挙
民

の
認
識

の
変
容

と
固
定
化

が
起

っ
た
と

い

っ
て
よ

い
。

こ
の
提
案
は
、

レ
ー
ガ

ン
の
当
選

に
、

少
な

か
ら
ぬ
貢
献
を
し
た
・
当
社
の
袋

の

天

で
あ
る

。・
冨

島

琶

霞

は
、

冗

八
〇
年
及
び

冗

八
四
年
の
二
度

の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、
再
度
、

レ
ー

ガ

ン
の
た
め
に
・
そ
し

て
、

一
九
八
八
年

に
は
、
共
和
党

副
大
統
領
候
補

D

・
ク

エ
ー

ル

(O
p
ロ
O
轟

覧
Φ
)

の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
貴
重
な
助
言

者

と
し
て

の
職
責

を
果

た
し

た
。

カ
リ

フ

ェ
ル

ニ
ア
州
で
は
・

一
九
三

〇
年
代

の
初
期
以
来
、
選
挙
運
営
業
務
は
、
急
成

長
を
続
け
、
利
潤

の
あ
る
全
国
規
模

の
産
業

の
地
位
に
ま
で
成

長
す

る
に
至

っ
て

い
る
・
カ
リ

フ
ォ

ル

ニ
ァ
州
に
お
け

る
大
手
選
挙
運
営
企
業

の

護

婁

㊦
§

乱

畏

雨臼

と

ω
琶

8
夷

。
げ
Φ
.
あ

二
社

は
、
共
和
党

候
補

者

の

み
を

扱

い
、

一
〇
ω
Φ
喜

Z
昌

o
一圃訂
コ

〉
ω
。。
o
n
一讐
①
P

冒
6
`
o
h
≦
-霧

ぼ
轟

けo
コ

の

よ

う

な
、

そ

の
他

の
多

く

の
企

業

は

、

民
主

党

候

補

者

の

み
を

対
象

と
す

る
・
選
挙
運
営
企
業

へ
と
分
節
化
さ
れ
た
公
衆
関
係
関

連
企
業

は
、

ほ
ぼ
不
可
避
的

に
、
新

聞
発
表

に
関

し
て
嬰

口
を
行
な
、つ
技
術
者

か
ら
、

候
補
者
が
選
挙

運
動

の
基
本
方
針
を
決
定
す

る
の
を
援
助
す

る
戦
略
家

へ
と
、
時

を
追

っ
て
、
そ

の
相
貌
を
改

め
て
き
た
.
プ
リ

ン
ス
ト

ン
大
学

(勺
.翠

o
Φ
8
コ
¢
三
く
Φ
邑

蔓
)

の
S

・
ケ
リ
ー

(ω
巳
巳
①
《
凶
①
一一①
ざ

一
づ
.)
教
授

が
指
摘
す

る
よ
う

に
、
「
公
衆
関
係

の
専
門
家
を
政
治
生
活

に
投
入
し
て
き
た
同

じ
趨
勢

が
、
政
治
的
意
思
決
定
に
お
け
る
枢
要
な
地
位

に
、
彼
を

な
ぜ
押
し
上
げ
な

い
の
か
の
理
由
を
見
究

め
る
こ
と
は
、
至
難

で
あ

る
。

マ
ス

.
メ
デ

ィ
ア
の
効
果
的

な
利
用

は
・
現
代
社
会

に
お
け
る
権

力
的
地
位

へ
の
直
結
路

の

一
つ
で
あ
り
、
し
か
も
、

こ
の
利
用

に
お

い
て
戦
略
的
考
慮

と
戦
術
的
配

慮

と
を
分
離
す

る

こ
と
が
、
困
難

で
あ

る

こ
と
か
ら
、
こ
う
し

た
専
門
家

の
果

た
す
任
務
は
、
貴
重

で
あ
る
」
.
(ω①
Φ
。,
蝕

Φ
=
Φ
乙

5
㌔

暮

・。⑭賊§

聾

ミ

ら

謁
鳥
ミ
勘
§

的
匙
蕊
犠

凄

ミ
蹄
ミ

ミ

ミ
§

N
b
q
g

P

b。
一
ト。
畢)

D

三

モ

(∪
負ρ
蔓

言

暮

)
オ
ク
ラ

ホ

マ
州

立
大
学

(霞

義

ω
ξ

。
δ

匹
魯

。
量

教
授

は
、
職
業
的
な
選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
、
活
動

は
・

ア
メ
リ

カ
政
治

に
掩
乱
要
因
を
も
ち

こ
む
も

の
と
警
告
し

て

い
る
。

ニ
モ
教
授

に
よ
れ
ば
、
選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト
は
、
選
挙

を
、
政
党
間
も

し
く
は
政
治
原

理

の
間

に
お
け
る
選
択
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

候
補
者

の

「
個

人
的
人
格
間

の
争

い
」

(8
葺
窃
房

o
{
℃
o
「
ω
8

四
=
二
①
白。)

と

い
う
位
相

に
お
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い
て
捉

え

る

。
し

か
も

、
こ
う

し

た
職

業

的

な

イ

メ
ー

ジ
作

成
者

は
、
「
候

補

者

を

、
彼

の

人

と

な

り

と

は
全

く

別

の
人

間

に

思

わ

せ

る
」
(ヨ
舞

①
餌
o
碧

伽
憎

飢
騨
件①
餌
℃
O
①
p
「
蝕
。
び
Φ
毛
げ
騨
酢
び
Φ
勝

コ
o
C

こ
と

が

で
き

る
。

(紹

①
野

Z
o
ヨ
ヨ
ρ

憲

偽
ぎ

ミ

暁ミ
、
諭

諮
§

魯

舜

N
◎
ミ

"
℃
.
一
㊤
刈
山

り
Q。
9)

こ
れ

に
よ

り

・

候
補
者

の
素

面
は
、
消
し
去

ら
れ
、
仮
面

に
再
生
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
.
職
業
的

な
選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト
は
、
現
実

の
素
面
を
別

の
仮
面
に
変
生

さ
せ
る
高
度

の
魔
術
的
機
能
を
発
揮
す
る

と

い
っ
て
よ

い
。

同
じ
く

《
レ
ー

ガ

ン
神
話
》

(勾
①
伽q
雪

ζ
旨
ず
)
を
創
生
し

た
の
も
、
職
業
的
な
選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

で
あ

る
・

一
九
八
四
年

の
大
統
領
選
挙

の
さ
な

か
に
、
三
名

の
経
験
豊
富
な
政
治
戦
略
家

が
、
極
秘
裡

に
会
合

し
、

レ
ー

ガ

ン
候
補

の
地
た
り
的
大
勝
利

に
到
達

す

べ
き
道

程
を
、
精
密

に
計
画
し

た
。

こ
の
秘
密
会

は
、
S

・
ス
ペ

ン
サ
ー

(ω
ε
餌
詳

Qっ
需

コ
o
Φ
巳

が
主
宰
す

る
委
貝
会

で
あ
る
・

ス
ペ

ン
サ
ー
は
・

二

〇
年
前

に
、

レ
!

ガ

ン
を
、
旬
ロロ
ー
ひq
「
巴

①
ヨ
o
≦
Φ
p。
9
0
「
か
ら
カ
リ

フ
ォ
ル

ニ
ア
州
知
事

に
ま
で
、

一
挙

に
飛
躍

さ
せ
た
ヴ

ェ
テ
ラ

ン
の
政
治

コ
ン
サ

ル

ト
で
あ

る
。
ま

た
、

一
九
八
八
年

の
共
和
党
副
大
統
領

候
補

D

・
ク

ェ
ー

ル
の
選
挙
運
動
も
、
彼

の
担
当
す
る
と

こ
ろ
で
あ

っ
た
。

ス
ペ
ン
サ
ー
は
・

こ

の
会
合

に
お
け

る
討
論
を
テ
ー
プ

に
収
録
す

る

こ
と
に
同
意
し

た
。

こ
れ

は
、
内
部

メ
モ
を
起
草
す
る
た
め
で
あ

る
。

こ
の
結
果
は
、

一
連

の
録
音

で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ

の
録
音
を
耳

に
す

る

一一。。
9
①
「
は
、
大
統
領
選
挙

の
最
も
深
奥

の
聖
所

に
お
け
る
穏
密

の
観
察
者

で
あ
る
か

の
よ
う

な
錯
覚

に
陥

い

る

こ
と
に
な

る
。

{
九
八
四
年
六
月
三
〇

日
の
会
合

が
開
か
れ
た
と
き

に
、
三
名

の
戦
略
家

は
、
何

か
決
定
的
な
事
項

が
欠
落
し
て

い
る
と

い
う

こ
と
を
、
既

に
意

識
し

て

い
た
。
ス
ペ

ン
サ
ー

の
説
く
と

こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
問
題
は
、
我

々
が
、
こ
の
数

日
間

に
わ

た

っ
て
、
ホ
ワ
イ

ト

ハ
ゥ

ス
の
す

べ
て
の
人
と
話

し
合

っ
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
し

て
、

レ
ー
ガ

ン
政
権

は
、
最
初

の
二
年
間

に
、
逸
速
く
、
し
か
も
上
首
尾

に
、
そ
の
も

て
る
す

べ
て
の
銃
弾
を
発
射

し
て
し
ま

っ
た
。
す

べ
て

の
立
法
計

画
、
す

べ
て

の
優
先
配
慮
事
項
、
す

べ
て
の
施

策
が
、

こ
れ

で
あ
る
。
政
権

は
、
弾
薬

を
使

い
果
た
し
た
・
私

が
発
見
し

た
最

も
響

な
事
柄

は
、

レ
ー

ガ

ン
政
権

に
は
、
実
施

に
移
さ
れ
る
よ
う
な
と
る

に
足
ら
ぬ
叢

す

ら
、
存
在
し
な

い
と

い
う

こ
と
で
あ

る
・

レ
ー

ガ

ン
政
権

に
は
、

こ
れ
故
、
理
念

が
な

い
」
.

(9

§

毒

・・
&

壽

ρ
β

。
一f

乱

・・
①

・
ω
Φ
亀

。・
。
壽

ミ
遷

§

き

象

ζ

§

蜀

蜀

、箋

喜

隻

β・
蚕

帥
民

O
o
≦
Φ
竃
o
竃
彗

彦

卜
§

駐
、篤譜

、
§

亀
§

ミ
幕

賊鑓

9

、譜

罫

ミ
§

ひ
N
§

山

塞

し

R

.
テ

ィ

ー

タ

ー

(幻
o
げ
Φ
辱

↓
Φ
簿
霞

)

も

、

こ
れ

に

同
意

し

、

次

の
よ

う

に

い
う

。

(同慧
匹

も

.
器

①
し

「
我

々
は
、

来

る
月

も

来

る

月

も
探

し

ま

わ

っ

た
。

し

か
し

、

我

々
は
、

何

も

見

出

す

こ

と

が

で
き

な

か

っ
た

。

こ

の
た

び

は

、
全

国

選

挙

で
あ

る
。

我

々
は
、

発

言

す

べ
き

何

か

を
発

見

す

る

こ
と

に

着

手

し

た
」
。

ス

ペ

ン
サ

ー

は

、

レ
ー

ガ

ン
候

補

に
、
酸

性

雨
や

す

べ

て

の
合

成

剤

に

つ

い
て
語

ら

せ

る

こ
と

が

で
き

る

と
示

唆

し

た

・
な

ぜ
な

ら
・

レ
ー

ガ

ン
は

、

環

境

問

題

に
対

す

る

態
度

や
見

解

に
関

し

て
中

傷

を

蒙

り

や
す

か

っ
た

か
ら

で

あ

る
。

け

れ

ど

も
、

K

・
ハ
チ

ジ

ャ
ア

ン

(閑
Φ
弓

Φ
3

区
訂

-
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。
愚

豊

は
、
も
う

一
つ
の
危

険
信
号
を
打

ち
あ
げ

た
.
「
環
境
問
題

に
は
、
触

れ
な

い
ほ
・つ
が
よ

い
.
も
し

こ
の
老

人
に

こ
の
問
題

に
関
す
る
発
言
を
そ

の
ま
ま
続
け
さ

せ
る
と
し
た
ら
、
彼
は
、
"
命

と
り

に
な

る
木
"

(内
≡
臼

目
器
Φ
)
の
発
言
を
繰
り
返
す

こ
と
に
な
ろ
う
」
と

い
う

の
が
、

こ
れ

で
あ
る
。

(同σ
一鼻

P

も。
b。
9

レ
ー

ガ

ン
は
、

一
九
八
〇
年

に
、
環
境
汚
染

の
根
源

は
木

に
あ
る
と
断
言
し
、
物
議
を

か
も

し
て

い
る
。

以
上

に
述

べ
た
三
名

の
職
業
的
な
選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト
は
、

レ
ー
ガ

ン
が
彼
ら
三
名

の
手

に
成

る
選
挙
運
動

の
戦
略
編
成

に
自
ら
の
手
を
差
し

の
べ
る

こ
と
が
で
き
な

か

っ
た
に
せ
よ
、
彼

は

こ
の
戦
略

に
賛
成
す
る

に
相
違
な

い
、
と
確

信
し
た
。

こ
の
レ
ー

ガ

ン
大
統
領

の
政
治
的
経
歴

は
、
多
く

の
点
に
お

い
て
、
ア
メ
リ
カ
政
治

に
お
け

る
革
命

の
所
産

で
あ

っ
た
。

こ
の
革
命

は
、

一
九
八
四
年

の
相
当
以
前

に
、
選
挙
運
動

の
様
式
を
、

候
補
者
自

身
よ
り
も
・

む
し
ろ
・
職
業
的
な
専
門
家

に
よ
る
洗
練

さ
れ
た
市
場
原
理

の
作
用
す

る
経
済
活
動

へ
と
、

大
き
義

回
さ
せ
る
に
至

っ
た
.
.
こ
の
革
命
を

通
し

て
・
職
業
的
な
選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト
に
よ
る
選
挙

運
動

の
経
営

は
、

以
後
、

ア
メ
リ
カ

の
選
挙
政
治
世
界
に
お
け

る
貴
重
な
資
産
項
目
と
し

て
認
証

さ
れ
、

一
つ
の
確

た
る
選
挙
運
動
様

式
と
し
て
登
録
さ
れ
る

に
至

る

の
で
あ
る
。

一
九
八
四
年

の
選
挙

で
は
、

レ
ー
ガ

ン
自
身

は
、
包

容
力

の
あ

る
、
あ

る

い
は
、
雅
量

の
あ

る
、
穏
健

か

つ
嘉
落
な
政
治
家
と

い
う
自
ら

の
視
覚
像
と
耳
に
響
く
快
よ

い
声
帯

と
を
提
供
し
た
。

し
か
し
、
当
初

か
ら
、

ス
ペ
ン
サ
ー

の
選
挙
運
営
企
業

は
、

レ
ー
ガ

ン
に
、
強
力
な
資
性

と
確
実
な
指
導
性
を
兼
ね
備

え
た
信
頼

に
価
す

る
政
治
家

の
演
技

を
実
地

に
指
導
し
、

人

々
の
耳
目
を
集
中
さ
せ
得

る
よ
う
に
華
美

に
包
装
し
、

こ
の
国

に
お
け

る
最
も

メ
デ
ィ
ア
志
向

の
高

い
州

に
、
そ
し

て
、
世
界

で
最
も
メ
デ
ィ
ア
志
向

の
高

い
国
民

に
向
け

て
、
彼
を
市
場

で
鮮

麗
に
売

り
だ
し
た
。

レ
ー
ガ

ン
の
選
挙
運
動
管
理
者
E

・
ロ
ー
リ

ン
グ

ス

(国
α
ξ
鋤
a

カ
o
≡
コ
伽q
。,
)

は
、
「
大
統

領

は
、
事
実
、
選
挙
運
動

の
企
画

に
も
、
ま
た
、
戦

略

に
も
、
決
し
て
関
与
す

る

こ
と
が
な

か

っ
た
」
と
述

べ
て

い
る
。
「
こ
の
問
題

の
真
相
は
、

ロ
ナ

ル

ド

.
レ
ー
ガ

ン
が
完
壁
な
候
補
者

で
あ

る
と

い
う

こ
と

に
あ

る
。

彼
は
、
彼
に
し
て
ほ
し

い
と
期
待
さ
れ

る
す

べ
て
を
実
行
し

た
。
し

か
も
、
彼
は
、
そ

れ
を
、
絶
妙

に
演
じ
て

い
る
」
。

(一ぼ
負

℃
.
認
①
し

こ
の
よ
う

に
、
職
業
的
な
選
挙
運
動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ト

は
、
自
ら

の
視
線

を
通

じ
て
、
選
挙
民

の
意
識

に
把
捉
さ
れ

た
候
補
者

の
個
人
的
人
格
、
資
質
、

理
念
、
政
策
的
立
場
、
イ

メ
ー

ジ
な
ど

の
、
混
沌

と
し
た
交

錯
を
分
光
し
、
選
挙
民

の
理
想
や
期
待

に
適
合
す

る
候
補
者
像

の
バ
ラ

ン
ス
の
と
れ
た
幾
何

学
的
な
透

明
を
、
創

り
だ
し
、
積
極
的

に
選
挙
市
場

に
売

り
だ
す

こ
と
に
な

る
。

(9
)

身

①
Φ
冨

r

8

・
6
凶け
も

」

㊤
ω
'

(
10

)

一
σ
一鼻

P

一
㊤
ω
.

(
n
)

9

「
8

コ

ω
慧

9

層
..≡

讐

-
↓
Φ
9

ω
一凶8

β

o
凶。
Φ
目
。。
○
暁
9

邑

量

①
ω
。。
ゴ
婁

○
{
h
雷

Φ
畔

芝

曽
『
Φ
。。
ご
」

コ

⑦
僑
轟
ミ

鳴

§

ミ
僑砺
＼
き

恥
こ

嵩
、鴨
、蒔

亀
嵩
§

誉

ミ
黛
黛
這

漣

'
N
鵠

恥
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身

Φ
舞

巴

も

切
.
g

.も

」

㊤
9

(
12
)

厚

Φ
①
ε

r

。
p

象

も

」

り
α
.

(13

)

こ
の
項

に
関

し

て

は
、

特

に
註

記

し

な

い
限

り

、

次

に

よ

る
。

。。
巴

暮

「
g

&

ω
巴

§

「
ρ

ε

.
。
圃叶
も

や

。。
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逡

'

(
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量

飢
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Φ
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量
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暑

巳

量
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コ
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呈
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コ
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§

コ
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器
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箋
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ω
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.
琴
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。
ヨ

ω
箸

同§

§

亀

餌
邑

≦

幻
邑

Φ

(Φ血
・γ
き

§
島

寒

§

貸

壽
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蓉

壽

き

さ

の
ミ
量

駄

9

鑓

羨

§

黛
～
ミ

ミ
塗

N
§

・

(
20

)

ω
巴

暮

「
窪

a

。。
巴

ヨ

。
「
ρ

8

.
6
圃叶
も

・
。。
蒔

(12
)

。
帥
『網
○

』
鋤
6
。
σ
ω。
コ
毘

ω
§

鼠

囲
§

①
ま

、ミ

§

ミ

G
ミ

§

9

鑓

藝

§
織
§

き

蕊
丸

違

も

.
録

(%
)

・。。
①
導

ロ
中

9

¢
g

..一部
・・辞暮

8
ω
喜

。
国
§

。
ヨ
団
魯

含

§

ー

ぎ

{
。・
欝
酢&

Φ§

器
.ぎ

ム
ミ

ミ

即
き

ー

詫

(§

§

N
箋

)
も

o
」

ω
ω
山

罐

.

(
23
)

ω
巴
暮

器

印
&

。。
巴
馨

「
P

β

6
鴎砂も

P

。。
心
虫

・

葱

鰻

議
貫

が
、
落
選

へ
と

薦

線

に
結
A
・
す

る
既
述

の
危

機
的
状
況

に
直
面
す

る
と
き
、

ど
の
よ
う

に
行
動
す
る

の
で
あ
ろ

う

か
・

こ
の
占
醐
に

つ
い
て

素

描

し

て

み

た

い

。

(ω
巴

臼

o
お

蝉
巳

ω
巴

ヨ

o
「
ρ

o
O

・
良

、も

℃
.
。。
㌣

Q。
ご

あ

る
選
挙
運

動

コ
ン
サ

ル
タ

ン
あ

蝿　口
葉

に
よ
れ
ば
、
現

職
醤

と
し

て
ま
ず
な
す

べ
叢

重
要
事
項

は
、
自

己
自
身

に
関
す

る
負

の
面

の
調
査

で
あ



24s
神奈川法学第28巻 第1号(246)

る
・

罎

替

ハは
・
自

ら

の
負

の
面
を
予
想
し
先
取
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
.

(H玄
◎
も

・
。。
㎝
・)
自
己
自
身

の
弱
占
描を
発
見
す

る

こ
と
が
、
選
挙
運
動

の
初

期

に
お
け
る
現
職
議
員

の
重
要

な
課
業

で
あ
る
.

こ
れ
は
、
主

と
し
て
、
選
挙
運
動

の
初
期

に
お
け

る
世
論
調
査
を
通
じ

て
果

た
さ
れ
る
.
新

た
に

線
引
き
さ
れ
た
選
挙
区
に
お
け
る
潜
在
的
に
困
難
な
予
備
選
挙
と
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
.
た
あ
る
現
職
下
院
替

(結
果
的
に
彼
は
楽
勝
し
た
)

の
戦
略
家

は
、
選
挙
運
動
初
期

に
お
け
る
世
論
調
査

を
、
次

の
よ
う

に
記
し

て

い
る
。

(H玄
山
も

'
。。
伊
)

誰

が
先
陣
を
き

っ
て

い
た
か
は
、
我

々
が
考
察
す

る
最
後

の
項
目

で
あ

る
.

最
初

の
世
論
調
査

に
お

い
て
、

一
五
ポ
イ

ン
占

己
の
支
持
率
雫

降

し
て

い
る

こ
と
が
判
明
し
た
と
き
で
も
、
候
補
者

は
、
争

驚
き

の
感

情
を

み
せ
る
べ
き

で
は
な

い
と
、
私

は
考
え

る
。
我

々
は
、
宣
伝

.
広
止
口
内
容
と

戦
略

に
照
し
合
わ

せ
て
・
世
論
調
査

の
葉

を
点
検

し
、

そ

の
結
果

の
忠

を
貫

ぬ
急

味
内
容
を
測
定

し
た
.
我

々
怯

こ
・つ
し
て
、
悪
魔

の
擁
護
者

の
役
割
を
演
じ
、
我

々
に
と

っ
て
の
最
悪
事
態

を
現
出
さ
せ
た

の
で
あ

る
」
。

選
挙
運
動
初
期
に
お
け
る
世
論
調
査
か
ら
獲
得
さ
れ
る
情
報
に
対
す
る
至
当
な
戦
略
的
応
答
は
、
現
繋

貝
を
包

み
こ
ん
で
い
る
問
題
状
況
の
厳
酷
さ

に
左

右
さ
れ
る
・

選
挙
前

六

ケ
月

な

い
し
八

ケ
月
も
人

に
先

ん
じ

て
優
勢

の
地
位

に
あ
怯

そ

の
視
界

に
強
力
な
挑
戦
候
補
者

も
浮
上

し
て

い
な

い
と

い

う
好
運
な
現
職
議

貝
は
・
自
己

の
立
場
を
補
強
す

る
た
め
に
分
別
あ

る
手
段
を
講
ず
る

こ
と

が
で
き
る
.

選
挙
運
動

の
最
も
初
期

の
段
階
に
お
け

る
人
望

の
あ
る
羅

議
員

の

《被
害
対
策
》
(婁

轄

§

酔琶

の
秘
訣
は
、
選
挙
運
動
な
し
の
選
挙
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
.
公
然
と
選
蓬

動
に

突
入
す

る
以
前

に
・

公
職
占
有
者

で
あ
る

こ
と

の
雰

囲
気

を
と
ど
め
な
が
ら
公
職

に
備

わ
る
諸
資
源
を
選
挙
運
動

の
た
め
に
徹
底
的

に
活
用
す

る
と

い
う

の
が
・

こ
れ

に
当

る
・

共
和

党

の
選
挙
運
動

の
戦
略
家

で
あ

る
Y

ブ

レ
グ
リ

オ

(<
腎

①
。d
門
邑

。
)

は
、
次

の
よ
、つ
に
い
・つ
。

(窪

も

・.
㎝
し

「
現
職
替

が
・
首
尾
よ

い
選
挙
運
動
を
繰

り
広
げ

よ
う

と
す

る
場
合

に
、
現
職
瞥

の
当
面
す

る
問
題

の

一
つ
は
、
政
治
活
動
を
き
わ
め
て
早

い
時

期

に
開
始
し

て
し

ま
う

と

い
う

こ
と

で
あ

る
.

現
職
議

貝

の
な
か
に
は
、
四
月

の
早

い
時
期

に
、
選
挙

の
た
め

の
コ
了

シ
ャ

ル
を
放
映
す

る
議
員
も
、

見
受
け

ら
れ
た
・

こ
の
場
合
・
現
職
議
員

へ
の
再
選
を
覆

す
る
た
め
に
、
彼

に
は
、
言
葉

づ
か

い
の
修
得
が
、
望
ま
れ
る
.

こ
の
結
果
は
、
轟

議
員

の
イ

メ
ー

ジ
を
政
治
化

し
、
彼

を
、
上
院
議
員

と
し

て
で
は
な
く
、
候
補
者

と
し

て
定

立
す

る

こ
と
に
な

る
。

一
旦
、
上
院
議
員

の
代

わ
り

に
、
候
補
者

を

・

何

謀

と

い
う

名
前

の
前

に

つ
け

る

な

ら

ば
、

一
挙

に
、

選

挙

民

の
知

覚

の

ス

ク
リ

↓

は

、
変

化

す

る

よ
、つ
に
思

わ

れ

る
.

こ

の
と
き

、

こ

の
人

物

や

こ
の
人
物

の
見
解

の
挑
戦
を
、
彼
は
、
受
け

て
た

つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う

」
。

〃
馨

運
動
"
を
表
示
す

る
全
円
的

に
開
花
し
た

メ
デ

ィ
ア

の
努
力

の
代

り
に
、
世

人

の
注
視
を
+
分

に
浴
び
て

い
る
現
讐

員

は
、
自
己
を
支
持
す

る
選
挙
区
か
ら

肩

の
賛
同
を
獲
得

し
、
支
柱

で
支
え

る
必
要

の
あ

る
利
益
諸
集
団
と
慎
重
な
接
触
を
保

つ
と
い
・つ
明
確
な
意
図

に
た

っ
て
、
公
式

の
役

割

に
お

い
て
行

動

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

ブ

レ
グ

リ

オ

は
、

続

け

て
、

次

の
よ

う

に
述

べ
て

い
る
。

(ぎ
一9

P

。。
9
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「
か

の
候
補
者

の
イ
メ
ー

ジ
を
喚
起
さ

せ
る

こ
と
な
く
、
ど

の
よ
う
に
し
て
、
選
挙
運
動
を
開
始
す

れ
ば
よ

い
か
。
そ
れ
は
、

ダ
イ

レ
ク
ト

メ
ー

ル
の

発
送

に
よ

っ
て
、
ま
た
、

可
及
的

な
正
確

さ
を
も

っ
て
特
定

の
利
益

諸
集

団
に
向

か

っ
て
、
特
定

の
メ

ッ
セ
ー

ジ
を
ラ
イ

フ
ル
で
狙

い
撃
ち
す

る
こ
と
に

よ

っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
、
行

な
わ
れ
る
。

こ
の
意

味
に
お
け

る
標
的

の
設
定

は
、
現

職
議
員

に
と

っ
て
、
放
送
媒
体

の
価
値

を
遙

か
に
凌
ぐ
。

こ
の
標
的

設

定

は
、

"
諸

君

、

私

は

政
治

家

で
あ

る
"

(二
Φ
二

.∋

鋼
聞
o
議

α
碧

、.)

と

い
う

概

略

的

な

標

識

を

示

す

こ
と

な

く

、

九
月

末

日
ま

で
、

こ
れ

を

行

な
う

こ

と
が
で
き

る
。
し

か
し
、

こ
れ
に
よ
り
、
現
職
議
員

は
、
自
己

の
政
治
的

メ

ッ
セ
ー

ジ
を
、

そ
れ
を
最
も
必
要
と
す
る
人

4
に
、
個
人
的
ア

ピ
ー

ル
に
よ

っ
て
、
伝
達
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
」

こ
こ
に
は
、

い
わ
ば
、
現
職
議
員

の
選
挙

に
お
け
る
勝
利

の
達
成

の
沸
騰
点

が
、

こ
の
よ
う
な
冷
却
層

を
通
り
抜

け
た
と
こ
ろ
に
所
在
す

る
と

い
う
、

複
雑

な
、
あ
る

い
は
、
逆
説
的
な
、
回
路

が
、
秘
め
ら
れ

て

い
る
。

け

れ
ど
も
、
首
尾
よ

い
選
挙
運
動
を
展
開
す
る
と

い
う

世
評

に
乏
し
く
、

ま
た
、
現
職
議

貝
よ
り
も
知
名
度

が
あ

り
評
判

の
高

い
挑
戦
候
補
者
と

の
決

戦

の
危
険

に
常

に
さ
れ
さ
れ
る
よ
う

な
、
脆
弱
な
現

職
議

員
は
、
ど

の
よ
う

に
す

れ
ば
よ

い
の
か
。

こ
う
し

た
異
常
な
現
職
議

貝

の
問
題
状
況

に
最
も
捉

わ
れ
や
す

い
公
職
占
有
者

は
、
上
院
議
員

で
あ
ろ
う
。
上
院
議
貝

は
、
自
己

の
選
挙
区

と

の
間

に
、
下
院
議
員

の
ご
と
き
緊
密
な
紐
帯
を
有

し
て
お
ら
ず
、

ま

た
、
州
知
事

の
よ
う

に
メ
デ
ィ
ア

の
注
目
を
集

め
、

そ

の
光
彩

に
輝

く
と

い
う

こ
と
も
な

い
。
上
院
議
貝

に
対
す

る
選
挙
民

の
投
票

は
、
六
年

に

一
度

で
あ
る
。
多
く

の
選
挙
民

は
、
誰

が
自
州
選
出

の
上
院
議
貝

で
あ

る
か
を
忘
れ

て

い
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
、
上
院
議
貝

が
以
前

に
選
出
さ
れ
た
州

に
、

現
在
、
居
住
し

て

い
な

い
と

い
う
場
合
も
あ

る
。

選
挙
民

の
な

か
に
構
築
さ
れ
た
強
力
な
政
党
基
盤

の
保
護
を
欠
落
し

て

い
る

た
め
、
若
干

の
上
院
議
員

は
、
選
挙
運
動

の
初
期

に
、
単
純
に
、
自
己

の

敗
北
を
認
め

て
し
ま
う

。
上
院
議
員

は
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
、

こ
う
し
た
非
劇

的
相

の
下

に
眺
め
ら
れ
る
。
連
邦
選
挙

に
お

い
て
共
和
党

に
有
利
と
判

断

さ
れ
る
州

の
二
度

に
わ
た
る
困
難
な
選
挙
を
辛
う

じ
て
勝
ち
抜

い
た
後
に
、

当
時

の

コ
ロ
ラ
ド
州
の
民
主

党
上
院
議
貝
G

・
ハ
ー
ト

(O
帥
蔓

=
勉
量

は
、

一
九
八

六
年

に
再
出

馬
し
な

い
こ
と
を
決
定

し
た
。

一
九
八
二
年
に
辛
勝

し
た
ヴ

ァ
ー

ジ

ニ
ア
州

の
P

・
S

・
ト
リ
プ

ル

(勺
麟
島

ψ

↓
霞
凶ぼ
ρ
}
「
し

共
和
党
上
院
議
員

は
、
自
己

の

一
九
八
八
年

に
お
け

る
民
主

党

の
対

立
候
補
者

が
、
C

・
ロ
ブ

(O
訂

二
霧

幻
o
げ
げ
)

で
あ
る

こ
と
を
知

っ
た
。

ロ
ブ
は
、

人
望

の
厚

い
前
知
事

て
あ
り
、
州
憲
法

に
よ

っ
て
再
選
を
禁
止

さ
れ
て

い
た
。
ト

リ
プ

ル
上
院
議
員
は
、

こ
う
し
た

こ
と
か
ら
、
職
を
辞
し

一
九
八
九
年

に
知
事

選
挙

に
立
候
補
す

る
こ
と
を
、
当
時
、
検
討
し

は
じ

め
て

い
た
。

今
後
も
議
貝
歴
を
重
ね

た

い
と
す

る
現
職
議
貝

の
大
多

数

は
、
現
職
議
員

で
あ

る
と

い
う
事
実

が
自
己

の
勝
利
に

つ
い
て
恰
も
護
符

の
よ
う

な
威
力
を

揮
う

こ
と
を
確
信
し
、
次
第

に
、
比
較
的

に
早

い
時
期

に
、
公
然

た
る
選
挙
運
動
を
開
始
す

る
に
至

っ
て

い
る
。
も

し
現
職
議
員

の
可
能
態

と
し
て
の
弱
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点

が
現
実
態

に
ま

で
発
展
し
、
顕
在
化
し

て
ゆ
く
も

の
と
し

た
ら
、
選
挙
期

日
が
切
迫
す
る
と
と
も

に
、
対
立
候
補
者

か
ら
自
己

に
対
す

る
斬
進
な
攻
撃

手
段
を
奪

取
す

る
こ
と
を
期

し
、
そ

の
顕
在
化
を
、
選
挙
当

日
の
遙
か
以
前

に
、
抑
止
す
る

の
が
よ

い
。

一
九
八
八
年
四
月

に
至
る
ま

で
に
、
政
界

の
出

版
物

に
よ

っ
て
十

一
月

の
選
挙

に
当
選
確
実
と
判
定

さ
れ
た

一
二
名

の
現
職
上
院
議
員

の
う
ち
、
政
治
広
告

の
た
め

の
T
V
の
時
間
帯
を
購
入
し
た
議
員

は
、
皆
無

で
あ

っ
た
。
逆

に
、
当
落
線
上
を
さ
迷
う
不
安
定
な
状
況

に
あ

る

一
六
名

の
う
ち

の
九
名

が
、
既

に
、
冬
と
早
春

に
、
政
治
広
告
を
放
映
し

て

い
た
。

こ
の
な
か

に
は
、

当
選
率

五
〇
%
、
あ

る

い
は
、
そ
れ
以
下
と
看
倣

さ
れ
た
す

べ
て
の
議
員

が
、
含
ま
れ
て

い
る
。

選
挙

運
動

の
早

い
時

期

に
政
治
広

告
を
放
映

し
て

い
た
上
院
議

員

に
は
、
二
種

の
動
機
が
存
在
す

る
。
カ
リ

フ
ォ

ル
ニ
ァ
州

の
P

・ウ
ィ

ル
ソ
ン
(℃
①
け。
「

芝

房

o
口
)

(共
和
党
)
、
オ

ハ
イ

ォ
州

の
H

・
M

・
メ

ッ
ツ

エ
ン
ボ
ー

ン

(鵠
O
≦
田
「伽
ζ
.
ζ
Φ
一N
Φ
コ
σ
山
q
ヨ
)

(民
主
党
)
、
そ
し
て
、
ネ

ヴ
ァ
タ
州

の
C

.

ヘ
ッ
ク

(O
玄
o
匡
Φ
6
葺
)

(共
和
党
)
を
含

む
第

一
の
集
団
は
、

一
九
八
二
年

に
激
戦

の
末
、
勝
利

を
確
保

し
、

一
九
八
八
年

に
は
、

経
験
豊

か
な
潜
在
的

に
勢
力

の
あ

る
挑
戦
候
補
者

と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
議
席
争
奪

の
火
蓋
を
切

る

こ
と
に
な

っ
た
。
カ
リ

フ
ォ
ル

ニ
ァ
州
副
知
事
、

評
判

の
よ

い
ク
リ
ー
ヴ
ラ

ン

ド
市
長
、
ネ

ヴ
ァ
ダ
州
知
事

が
、

こ
れ
で
あ

る
。
選
挙
運
動

の
初
期

の
段

階
で
現
職
議
貝

に
通
例

の
支
持
率
三
〇
ポ
イ

ン
ト
リ
ー
ド
、
と

い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
劣
勢
、
あ

る

い
は
、
辛
う

じ
て
優
勢

と

い
う
状
勢
を

示
す
初

期

の
世
論
調
査
を
受
け

て
、

こ
れ
ら

の
現
職
議
員

は
、
自
己

の
弱
点

に

つ
い
て
、

果

て
し
な

い
思
索

を
数

ケ
月
も
続

け
る

こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
結
局

、
ウ
ィ

ル
ソ
ン
と
メ

ッ
ツ
エ
ン
ボ
ー

ム
の
両
名

は
、
確
実
な
勝
利
を
収
め
、
初
期

の
段
階

で
劣
勢
を
伝
え
ら
れ

た

ヘ
ク
ト
は
、
惜
敗
し
た
。

第
二
は
、
世
論
調
査

の

《
色
見
》

(叶「
㌶
;

①
讐
ω
)
に
お

い
て
、
か
な
り
広
範
囲

に
わ

た
る
優
勢

を
享
受

し
て

い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら

の

金
-
選

確
実
》

の
同
僚

に
比
較
し
、
弱
質

の
支
持
を
保
有
す

る
に
す
ぎ
な

い
集

団

で
あ
る
。

ニ
ュ
ー

ヨ
ー

ク
州

の
D

.
P

.
モ
イ

ニ

ハ
ン

(∪
餌
三
Φ
一

℃
凶
{
「圃∩
パ

ζ
o
《
三
7
讐

)

(民
主
党

)
、

ニ
ュ
ー

メ
キ

シ

コ
州

の
J

・
ビ

ン
ガ

マ
ン

(智
欲

蛍
口
σq
騨
ヨ
き

)

(民
主

党
)
、
そ
し
て
、

ノ
ー

ス
ダ

コ
タ
州

の
Q

.
E

.
バ
ー

デ

ィ

ッ
ク

(O
垢

三
3

Z
唱
じロ
ロ
「島
6
ε

(民
主
党
)

が
、

こ
れ
で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
上
院
議
員
は
、
彼
ら

に
対
す

る
選
挙
民

の
支
持

を
補
強
し
、
選
挙
民

に
彼

ら
の
議
会

に
お
け

る
業
績

の
記
録
を
想
起

さ
せ
、

そ
し
て
、

と
り
わ
け
、

立
候
補
を
思
案
中

で
あ
る

が
未
だ
意
思
決
定
を
下
し
て

い
な

い
強
力
な
挑

戦

候
補
者

に
立
候
補
を
思

い
と
ど
ま
ら
せ
る
た
め
に
、
選
挙
運
動

の
早

い
段
階

で
、
政
治
広
告
に
踏

み
切

っ
た
。
こ
れ
ら
三
名

の
上
院
議
員
は
、
す

べ
て
、

目

標

の
達
成

に
成
功

し

た
。
主
要
な
政
治
的
腐
敗

事
件
と
組
織
犯
罪
事
件

の
追

求

に
辣
腕
を
揮

っ
た

ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
に
お
け

る
連
邦
地
区
検
事

R

.
ジ

ュ
リ
ア

ニ

(閑
巴

o
罵
○
欝
一冨
三
)
が
、
立
候
補

を
拒
絶
し

た
後

に
、

ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州

の
共
和
党

は
、

モ
イ

ニ
ハ
ン
に
対
抗

し
得

る
だ
け

の
信
頼

に
足
る

対
立
候
補
者

の
選
定

に
、
苦
慮
す
る

に
至

っ
た
。

ニ
ュ
ー

メ
キ

シ

コ
州
選
出

の
共
和
党
下
院
議

貝
全
貝

が
、

一
九
八
二
年
初
当
選

の
民
主
党
上
院
議

員

の

再
選

に
と
く

に
反
対
し
な

い
旨
表
明
し

た
後
、

ビ

ン
ガ

マ
ン
は
、
挑
戦
候
補
者
を
、
《
予
備

タ
イ

ヤ
》

(ω
①
8

&

-
岱
①
「
)
の
領
域

に
、
封

じ
込
め
る

こ
と

に
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成

功

し

た
。

七
九

歳

の

バ
ー

デ

ィ

ッ
ク

は

、

世

論

調

査

に
お

い

て
自

己

よ

り

も

遙

か

に

優

勢

で
あ

っ
た

、

人
気

の
あ

る
民

主

党

下

院
議

員

B

・
ド
ー

ガ

ン

(ロロ
胃

8

0
0
茜

餌
巳

に

、

上
院

議

席

へ
の
昇

格

を

、

引

き

つ
づ
き

待

機

す

べ
き

こ
と

を

、

説

得

し

た
。

こ
う

し

て
、

モ
イ

ニ

ハ
ン
、

ビ

ン
ガ

マ

ン
、

そ

し

て
、

バ
ー

デ

ィ

ッ
ク

の
三

上
院

議

貝

は

、
楽

勝

し

た

。

選

挙

運

動

の
初

期

段

階

に

お
け

る
現

職

議

員

の
有

利

・
不

利

に
関

す

る

こ

の
よ

う

な

、
調

査

内

容

は
、

必

ら
ず

し

も

、

現

職
議

員

に
挑

戦

す

る

対

立

候

補

者

を

鼓

舞

す

る
も

の

で

は
な

い
。

い
か
な

る
挑

戦

候
補

者

も

、

こ

の
国

が

激

動

に

瀕

し

て

い
な

い
限

り

、

ま

た
、

現

職

議

貝

が

ま

さ

に
起

訴

さ

れ

よ
う

と

し

て

い
な

い
限

リ

、

立

候

補

し

当

選

を

期

待

す

る

こ
と

が

で

き
な

い
と

み

て

よ

い
。

現

職

議

員
優

位

の
選

挙

政

治

に
お

け

る
既

成

秩

序

の
牙

城

を
崩

壊

さ

せ
る

こ
と

は
、

至

難

で
あ

る

。

も

と
よ

り

、

こ
う

し

た
助

言

は
、

往

々
に

し

て
、

評

価

さ

れ

る

こ
と

が
な

い
。

い
か

な

る
現

職

議

貝

も

選

挙

戦

に
臨

ま

ず

、

ま

た

、
各

選
挙

年

に
若

干

の
現

職

議

貝

が
敗

退

す

る

と

い
う

場

合

も

、
比

較

的

に
瀕

発

す

る

こ
と
も

、

確

か
な
事

実

で
あ

る
。

こ
れ

は

、

選
挙

政
治

に

お
け

る
既

成

秩
序

の
瓦

解

に
繋

が

る

新

た

な

時

代

の
陣

痛

を

促

進

し

よ
う

と
す

る
徴

候

と
も

受

け

と

れ

る

現

象

と
解

さ

れ

よ
う

。
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冒
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℃
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飢
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①
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鋤
コ
血
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o
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冒
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℃
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サ
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一
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庁

剛鼻

℃
P

一
蒔
トの
山

蔭
ω
噂
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Φ
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ω
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コ
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閑
鋤
曳
コ
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0
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轟

Φ
斜
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9。
昌
9
α
讐

①
。。
き

匹

℃
国
a

Φ
巴

口

O
o
轟

「①
。。
。。
δ
=
巴

曽

Φ
9
δ
コ
ω
詳

言

奪
ミ

}
℃
P

①
ミ
よ

ω
卜。
・

じσ
碧

σ
m
鑓

自
冒
o
箆
Φ
ざ

、.↓
冨

〉
ヨ
Φ
ユ
$

ロ

<
o
辞臼

冒

O
o
コ
αq
『Φ
ωω
凶o
コ
巴

固

Φ
6
江
o
窃

..」
コ

奪
ミ

噂
O
O
・
罐

一
よ
α
O
・

(
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炉

ω
・
]≦
蝕
ωΦ
洲

O
O
6
睡叶
こ
℃
P

一
畠

山

念

'
一
巳

■

(
30
)

。・
8

ρ

○

冒

8

げ
。。
o
P

・
↓
冨

竃

m
「
αq
ヨ
巴
ω
Z
Φ
<
費

く
餌
巳
ω冨

野

ぎ

2

ヨ
σ
9

2

碧

山

9

ヨ
℃
①
葺

凶8

冒

田

Φ
o
口
o
ロ
㎝
8

9
Φ

q

ω
・
=
o
仁
。。o

o
州

力
①
O
お

ωΦ
三

餌
甑
<
Φ
ω
.一
〇
〇
闇
島
r

℃
.
一
ω
S

(31

)

『

Qo
.
H≦
巴
ω
①
押
O
O
■
O
凶ゴ

写

一
心
ら
・

(32

)

こ

の
結

論

は
、

次

の
事

実

に
よ

っ
て
証

明

さ

れ

る
。

(凄
其

P

一
$

・)

共

和

・
民

主

両

党

の

い
ず

れ

の
公

認

候
補

者

と

も

一
戦

を
交

え

な

か

っ
た

八
名

の
現

職

下

院
議

員

と

い
え

ど
も

、

得

票

率

八

〇
%

以

下

で
あ

り

、
他

の

五

名

は
、
得

票

率

八

五

%

以

下

で

あ

っ
た
。

選

挙

民

は
、
現

職
議

員

へ
の
不

満

を
表

明
す

る

た

め

に
、
当

選

の
機

会

が
、
全

く

、
あ

る

い
は
、
ほ

と

ん

ど
、

な

い
弱

小

政

党

や

無

所

属

の
候
補

者

に

、

一
票

を

投

じ

た

こ
と

に
な

る
。

こ
れ

は
、

議

員

選

挙

に
お

け

る
競

争

性

の
上
昇

と

い
う

大

き

な
潮

流

に
押

し

流

さ

れ

て
、

再

選

の
達

成

は

、

い
ま

や

、

傍

流

化

し

は

じ

め

た

と

い
う

状

況

を

示

唆

す

る

も

の

で
あ

ろ

う

。

(
33
)

紹

Φ
℃
⇔
巳

↓
螢
覧
o
「
㌦
.Ud
①
≧

一
↓
ゴ
簿

《
9
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O
き

じロ
φ
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コ

ミ
窮
ミ
亮

、§

き

無

≧
§

§

匙
、
ミ
魯
神
骨

肉
ミ
、ご
§

N
恥
-
N
b

昌
凝

浅
、
N
逡

9

薯

」

ω
-
=
・

(34
)

こ
れ

は
、

制

度

上

の
理

由

に
よ

る
。

(ピ
・
Q∩
」
≦
食。
一ωΦ
γ

o
O
蝕
ダ

O
.
一
$

し

ル
イ

ジ

ア
ナ

州

は
、

独

特

の

"
無

党

派

"

(口
O
コ
O
⑳
「
停
一ω
ロ
コ
)

予
備

選
挙

制

を

採

用
し

て

い
る
。

そ

こ

で

は
、

す

べ
て

の
候
補

者

が
、

予

備

選

挙

用

の
投

票

用

紙

に
、

一
括

し

て
記

載

さ

れ

る
。

も

し

い
か

な

る

候
補

者

も
多

数
者

の
支

持

を
確

保

し
得

な

い
と

し

た
ら

、

政

党
所

属

に

か

か
わ

り

な

く

、

上
位

得

票

者

二
名

に

よ

る

決
戦

投

票

が
、

選
挙

当

日

に

、
実

施

さ

れ

る

。

ジ

ョ
ン

ス
ト

ン
議

員

は

、
無

党

派

予
備

選

挙

で
、

二
名

の
共

和

党

挑

戦

候

補

者

と

議
席

を

め
ぐ

っ
て
攻

防

戦
を

演

じ

た
。

彼

は

、

そ

こ
で

八

五

%

以

上

の
得

票

率

を

あ

げ

た

た

め

、

選
挙

を

ま

た
ず

に
勝

利

宣

言

を
行

な
う

こ
と

が

で
き

た
。

(
35
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こ

の
項

は

、

と

く

に
註

記

し

な

い
限

り

、

次

に

よ

る

。
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鼠
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じ
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建
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Z
轟
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ぎ
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}
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(&
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さ
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§
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§
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§
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§
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㌦
沁
§

博
§
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轟

越
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§

ミ
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§

黛
餐

国

§

ミ

魯

N
逡

◎

薯

」

。。
O
山
。。
ω
・

こ
う

し

た
、
状
況

の
背
景
に
は
、
現
職
上
下

両
院

議
員

に
よ
る
放
恣

な
選
挙
資
金

調
達

方
法

に
対
す

る
選
挙
民

の
否
定
感
情

が
存
在
す

る
。

(勺
.

旨

∪
帥
≦
①
ρ

o
℃
.
息
戸
も
O
」

O
ω
山
Φ
ε

す
な
わ
ち
、
選
挙
運
動

に
資
金

が
不
可
欠

の
要
素

で
あ

る
と

い
う
事
実

は
、
選
挙
民

の
間

に
、
価
値

的
背
反

の
思

考
、
あ

る
い
は
、
等
価
的
二
元
性

の

態
度

を
、
創
出
す

る
。
彼
ち

は
、

一
方
に
、
議

貝
選
挙

の
公
的
運
営
が
増
税

へ
の
軌
道
を
敷
く
も

の
と
し

て
、
こ
れ

に
強
く
反
対
す

る
。
同
時

に
、
他
方
、

彼
ら
は
、
選
挙
資
金

の
高
額
化
と
資
金
提
供
者

の
公
共
政
策
決

定
過
程

へ
の
潜
在
的
な
影
響
力

に
対
し

て
、
懸
念
を
表
明

せ
ざ
る
を
得

な

い
。
選
挙
民
が
、

仮
に
現

職
上
下
両
院
議
員

に
よ
る
選
挙
区

へ
の
奉

仕
活
動

で
あ
ろ
う

と
も
、

そ
れ

が
不
正
な
選
挙
資
金

に
関

連
す
る
も

の
と
認
め
る
と
き
、

そ
う

し
た
選

挙
区

へ
の
奉

仕
活
動

は
、
彼

ら

の
間

で
、

い
た

っ
て
不

評
と
な
る
。

一
例
を

あ
げ
る
な

ら
ば
、
マ
サ
チ

ュ
ー

セ
ッ
ツ
州
選
出

の
民
主
党

下
院
議
員
J

・
シ

ャ
ノ

ン
(繁
ヨ

Qり
げ
9。
8

0
巳

は
、
権
威
あ
る
下
院
歳
入
委

員
会

(=
o
g
ω
Φ

≦

βρ
《
ω
鎖
巳

竃
①
雪

。。
O
o
日
ヨ
簿

Φ
Φ
)
に
席
を
占

め
て

い
た
。

シ
ャ
ノ

ン
議
員

は
、

一
九
八
〇
年
に
、
上
院
議

貝
選
挙

に
立
候
補

し
た
。
そ

の
際
、

シ

ャ

ノ

ン
議
員

の
こ
れ
ま

で
の
歳

入
委
員
会

に
お
け

る
イ

ン
サ
イ
ダ
ー
と
し
て

の
地
位

が
、
相
当

額

の
選
挙
資
金

の
調
達
を
噴
き
上
げ

る
高

エ
ネ

ル
ギ
ー
を
貯

え
た
潜
勢
力

の
あ

る
起
爆
剤

で
あ

る
と
、

一
般

に
考

え
ら
れ
て

い
た
。
げ

ん
に
、

予
備
選
挙

の
期
間
中

に
、
新
聞
報
道

は
、
シ

ャ
ノ

ン
議
員

が
、
下
院
歳

入
委
員
会
委
員

と
し

て
の
地
位
を
利

用
し
、

マ
サ
チ

ュ
ー
セ

ッ
ツ
相
互
生
命
保
険
会
社

(竃
器
。。
口・
9
島
①
#
ω
竃
三
轟

一
い
一け

ぎ
。。霞

ロ
訂
o
①
O
o
ヨ
冨

昌

)

の
た
め

に
、

一
四
〇
〇
万
ド

ル
の
脱
税

工
作

に
加
担
し

た
と

い
う
事
実
を
、
白

ロ

の
下
に
引
き
だ
し

た
。

シ

ャ
ノ

ン
議
員
は
、

こ
れ
に
対
し

て
、
選
挙
区
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へ
の
奉

仕

活

動

と
脱

税

工
作

と

の
ア

マ
ル
ガ

ム
化

を

試

み
、

自

己

の
行

為

は

、

マ
サ

チ

ュ
ー

セ

ッ
ツ
州

に
お
け

る

い
か
な

る
企

業

に
対

し

て
も

自

ら

が
幸

運

に
も

な

し

得

る
選

挙

区

へ
の
奉

仕

活

動

の

一
環

に
す

ぎ

な

い
の

で
あ

り

、

マ
サ

チ

ュ
ー

セ

ッ
ツ
州

に
対

す

る
財

貨

や
用

役

を
給

付

し

得

る

自

己

自
身

の

能

力

の
存

在

証

明
そ

の
も

の
を

示
す

も

の
と

、

反

論

し

た
。

も

と

よ

り

、

彼

の
対

立

候
補

者

は
、

た

だ
ち

に

こ
れ

に
反

駁
を

加

え
、

選

挙

区

へ
の
奉

仕

活

動

の
展

開

と

い
う

彼

の
行

為

の
虚
構

の
外

装

を

剥

離

し

、

彼

の
行

為

を

、

「
例

に
よ

っ
て

例

の
ご

と

き

の
特

殊

利

益

政

治

」

(。。
O
Φ
6
凶巴

圃コ
8
「
Φ
馨

℃
o
嵩
静
一〇
。・

黛。
ω
蕉
ω
ロ
鮎
)

(ぎ
凶9

℃
.
峯

野
)

と

し

て

捉

え

、

マ
サ

チ

ュ
ー

セ

ッ
ツ
相

互

生

命

保

険

会

社

の
幹

部

を

含

む
生
命

保

険

業

界

が

、

シ

ャ
ノ

ン
議

員

の
選

挙

運

動

に

、
多

額

の
資

金

を

提

供

し

て

い
る

と

い
う

事

実

を

、

喝

破

す

る

に
至

っ
た
。

こ
の
脱

税

工
作

問

題

は
、

P

A

C
選

挙

資
金

の
受

領

の
是

非

を

め

ぐ

る

倫

理

問

題

の
論

議

に
変

奏

さ

れ

、
"
S

O

」

D

"
と
読

め

る
烙

印

を

前

額

部

に
押

さ

れ

て

い

る

シ

ャ
ノ

ン
議

質

を

描

く

Qり
N
①
℃

の

b口
禽
き
越
O
ミ
器

誌

上

の
時

事

風

刺
漫

画

に
、

鮮

烈

に
視

覚

化

さ

れ

た
。

シ

ャ
ノ

ン
議

員

の
選

挙

運

動

は
、

暫

事

、

こ
れ

に
よ

り

一
頓

座

す

る

に
至

っ
た

。

そ

し

て
、

世

論

調

査

に
お

い

て
、

選

挙

運
動

の
後

半

、

若

干

の
巻

き

返

し

が
あ

っ
た

に

せ
よ

、

対

立

候

補

者

の
J

・
ヶ
リ

ー

G
o
ゴ
ロ
囚
Φ
「
壱

)

に
敗

れ

た

の

で
あ

る
。

δ
①
①
曽

一①
魯

竃
6
2
帥
ヨ
震
笹

φ
冨

弓

8

8

コ
6
巴

①
ω
嚇
≦
Φ
暁巴

m
σ
一冨

『
o
冨
、.層
ヨ

き

無
§

9

0
ミ
レ

O
Qo
8

樽①
日
σ
Φ
二

㊤
。。
轟
も

O
」

仙
。。
■
竃

一〇
ゴ
器

一
ω
Φ
鋤q
巴

m
民

蜜

6
冨

a

O
蝕
器

ω
㌔

》

冨
。。
二

〇
鼻

曽
算

げ
Φ
℃
「
圃ヨ

餌
q

、.坤
ヨ

しロ
o
籔
§

き

o
§

勲

一
。。
ω
Φ
℃
けΦ
∋
9

「
一
り
。。
心
も

P

①
為

」

。。
・)

一
九
九
〇
年

に
は
、
若
干
数

の
現
職
k
下
両
院
議

員
は
、
世
論

の
批
判

に
対
抗

し
得
る
位

置
に
自

己
を
設
定
し

た

い
と
す
る
心
的
傾
向

か
ら
、
選
挙
区

へ
の
奉
仕
活
動

の
実
施

と

い
う
論
法
を
用

い
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
多
数

の
ア
メ
リ
カ
貯
蓄
貸
付
組
合

(〉
ヨ
Φ
「
一〇
讐

ω
帥
く
冒
ゆq
u。
雪

血
い
o
磐

〉
ω
ω
o
良
碧
ご
口
ω
)

の
崩
壊
後

の
余
波
か
ら
身

の
安
全
を
保

つ
た
め
に
、
共
通

の
白
己
防
衛

の
た
め

の
磁
場
を
作

り
あ

げ
た
。

貯
蓄
貸
付
組
合

の
危
機
的
状
況
が
進
行
し
、
経

営
悪
化

の
組
合

に
対
す

る
連
邦
政
府

の
規
制

が
迫

る
と
と
も
に
、
若
干

の
貯
蓄
貸
付
組
合

の
所
有
者

は
、
上
下
両
院
議
員

に
接
近
し
、
自
己

の
利
益

の
た

め
に
す

る
調
停
を
請
求
す

る
に
至

っ
た
。
多
く

の
場
合
、

こ
う

し
た
調
停

は
、
準
備
さ
れ
て
あ

っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
ア
メ
リ

カ
貯
蓄
貸
付
組
合

は
崩
壊

し
、

ア
メ
リ
カ

の
納
税
者

に
は
、
五

〇
〇
〇
億

ド

ル
に
も
及

ぶ
と
推
測

さ
れ

る
請
求
書

だ
け
が
、
僅

か

に
残
さ
れ
た
。

こ
の
事
件
以
後
、
現
職
上

下
両
院

議
員

は
、

こ
の
事
件

へ
の
関
与

に

つ
き
、
弁
明
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た

の
に
対
し

て
、
彼
ら

の
対
立
候
補
者
は
、

こ
の
事
件
を
、
自
己

の
当
選
確
保

の
た
め

に
、
徹
底
的

に
利
用
す

る

こ
と
を
試
み
た
。

オ

レ
ゴ

ン
州
選
出

の
共
和

党

の
下
院
議
員
D

・
ス
ミ
ス

(U
Φ
コ
昌

ω
ヨ

9
)

と
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ァ
州

選
出

の

共
和
党
下
院
議
員

C

・
パ
シ

ャ
ヤ

ン

(O
ゴ
碧
言
ω
勺
霧
9

巻

コ
し
「
.・)

の
両
名

は
、
彼
ら

が
貯
蓄
貸
付
組
合

の
た
め
に
行

っ
た
取
引

は
選
挙
区

へ
の
奉

仕
活

動

の

一
端

に
す

ぎ
な

い
と
、
主
張
し
た
。

に
も

か
か
わ
ら
ず
、
両
名

は
、
、
と
も

に
、
彼
ら

の
行
為
を
特
別

の
恩
恵
共
与

と
し
て
烈
し
く
糾
弾
し
た
挑
戦
候

補
者

の
た
め
に
、

一
敗

地

に
ま

み
れ
る

に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

貯
蓄
貸
付

組
合

の
経
営
危
機

の
結

果
と
し

て
、
上
院
倫
理
委
員
会

(ω
Φ
コ
讐
Φ
卑

三
〇
。。
O
o
ヨ
ヨ
一耳
Φ
Φ
)

の
取
調

べ
を
受
け

た
五
名

の
上
院
議
員

の
う
ち
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の

一
人

で
あ

る
カ
リ
フ
ォ

ル

ニ
ァ
州
選
出

の
民
主

党
L
院
議
貝
A

・
ク
ラ

ン
ス
ト

ン

(≧

訂
コ
O

鑓
コ
。。
8
5
)

は
、

こ
の
よ
う
な
種
類

の
選
挙
区

へ
の
奉
仕

活
動
と
選
挙
運
動

へ
の
献
金

と

の
関
係

に

つ
い
て
明
確
な
態
度
を
と
り
、
選

糞

金

の
提
供
者

は
、
そ
う

で
な

い
者

に
較

べ
、
公
共
政
策
決
定
過
程

に
対

す

る
有
利

な
接
近

の
機
会

に
恵
ま
れ
る
」

冨

℃
。
巳

ω
ぎ

げ
貫

.雲

藁

富

穿

集

Φ
四
露

穿

①
、
蓼

。
§

。
三

量

・
}

薫

。
ミ

ミ

§

鼻

窃

U
①
6
①
§

Φ
5

竈

ρ

β

ω
8
・。
き

ω
㊤
し

と

い
・つ
審

実
を
指
摘

し
て

い
る
.

ク
ラ

ン
香

ン
ヒ
院
議
員

は
、

充

九
二
年

で
完

～
す

る
今
期
限

り
で

引
退
す

る
旨
、
宣
明
し

た
。

こ
の
よ
う

に
、
現
職
ト
ド
両
院
議
貝

が
、
自
己

の
地
位
利
用

に
よ

る
巨
額
な
選
挙
資
金

の
調
達
を
、
選
挙
区

へ
の
奉
仕
活
動

の
展
開

と
自
同
視
す

る
こ

と
自
体

、
彼
ら
か
、
自
己

の
醜

悪
さ

の
対
極

と
し
て
、
虚
空

の
彼
方

に
創

り
だ
し
た

一
つ
の
観
念
態

で
あ

る
に
す
ぎ
な

い
・

右

の
ご
と
き
状
況
の
下
で
、
笙

o
O
議
会

二

九
八
七
年
⊥

九
八
九
年
)
に
お
い
て
、
少
な
ー

も
こ
〇
名
の
下
院
嘗

と

弱

名

の
上
院
議
貝

が
、
議
員
選
挙
を
対
象
と
す
る
選
挙
資
金
規
制
諸
法
を
改

正
す

る
た
め
の
立
法
を
提
案
し

た
.

こ
れ
ら

の
改
正
立
法
案
は
・
改

正
戦
略

に
し
た
が

い
・
三

者

に
分
類
さ
れ
る
。

第

一
は
、
公
的
資
金

に
よ
る
下
院
議

員
選
挙

の
運
営

で
あ
る
。

下
院

及
び
上
院

の
議
員
選
挙

に
対
す

る
公
的
資
金

の
給
付
を
要
求
す

る
提
案

の
多

く
に
は
、
今

日
に
お
け

る
大
統
領
選
挙

の
常
規
的
運
営

の
軌
道
を
支

配
す
る
選
萎

金

の
公
的
給
付
に
対
す
る
正
当
性
の
確
信
が
、
そ
の
蒼

に
流
れ
て
い
る
.

こ
う
し
藷

提
案
と
大
統
領
選
挙
に
対
す
る
公
的
資
金

の
給

付
方
法
と
の
間
に
お
け
る
糞

は
、
次
の
二
点
に
求
め
ら
れ
る
.
第

一
は
、
大
部
分
の
提
案
が
、
選
挙
運
動
の
必
要
経
費
に
つ
い
て
の
み
公
的
資
金

の
給

付
を
要
請
し
て
い
る
と
い
・つ
占
ぞ

あ
る
.
そ
れ
は
、
大
統
領
肇

の
場
合
の
考

に
、
馨

運
動
過
程
の
前
候
磐

指
名
局
面

冨

-ー

圃曇

§

景

ωΦ)

を
含
ま
な
い
.
第
二
は
、
大
部
分

の
提
案
が
、
公
的
、
私
的
同
馨

金
給
付
制

(顛
量

9
鼠

ω藁

Φ暮

営

琴

塁

竃
ぎ

鼠

凶婁

6
遷

を
要

求
し

て

い
る
と

い
う
点

で
あ

る
。

そ
れ
は
、
共
和

・
民
ギ王
両
党

の
大
統
領
候
補
者

が
受
領
す

る
公
的
資
金

の
完
全
交
付
と
は
異
な

る
・

議
貝
選
挙
に
対
す
る
公
的
資
金
給
付
の
提
案
は
、
選
挙
運
動
経
費
に
対
す
る
総
体
的
制
限
と
、
P
A
C
も
し

ー
は
個
人
的
資
金
の
よ
う
な
議

覆

補

者

の
特

定
財
源
か
ら

の
受
領
額

に
対
す

る
制
限

の
、
二
者

を
含
む
.

こ
れ
ら

の
提
案
は
、
選
挙
運
動

の
展
開
を
支
弁
す

る
た
め

に
必
要
な
資
金

の
自
己
調

達
を
認
め
る
提
量悶
や
選
挙
運
動
に
対
す
る
告

献
金
を
奨
励
す
る
提
案
、

こ
れ
を
讐

す
る
な
ら
ば
税
控
除
の
再
構
成
の
提
案

な
ど
と
遭
遇
し
轟

し

つ
つ
多
声
立.
に
生
成
さ
れ
て
?

.
さ
ら
に
、

こ
れ
ら
の
提
案
は
、
連
邦
公
職
の
候
補
者

の
た
め
に
、
余
り
に
も
高
額
の
電
波
媒
体
使
用
料
や
ボ
ス
f

制
作
費

に
対
す

る
公
的
補
助

の
要
求

へ
と
、
変
換
さ
れ

る

こ
と
に
な

る
。

こ
の
よ
う

な
諸
提

案

の
地
層

に
は
、
諸
提
案
を
統
A
口
し

て
そ

こ
に

一
定

の
規
制
を
字
え

る
哲
学
的
論
点

が
横

た
わ

っ
て

い
る
。
そ

の

一
は
、

こ
う
し

た
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方
向

の
改
革

に
関
心
を
抱
く
識
者

が
、
選
挙
運
動

の
総
体
的
経
費

の
彪
大
化

に

つ
い
て
懸
念
を
表

明
し

て
い
る
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
彼

ら
は
選
挙
運
動

に
対
す
る
公
的
資
金

の
給
付

が
選
挙
運
動
経
費
を
抑
制
す

る
合
憲
的
方
法

で
あ

る
と
考
え

る
。
そ

の
二

は
、
彼
ら
が
、
選
挙
さ
れ

た
議
貝

の
そ

の
後
に
お

け

る
言
動

の
軌
道

に
及

ぼ
す

私
的
資
金

の
影
響
力

に
重
大
な
関
心
を
寄

せ
て

い
る
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
公
的
資
金
給
付

は
、
清
潔

に
し

て
純
粋

で
あ
る

と
看
倣
さ

れ
る
。
彼

ら
は
、

公
的
資
金

の
給
付

を
受

け
る
大
統
領
選
挙

の
経
験
は
、
他

の
連
邦

公
職
の
選
挙

に
も
適

用
さ
れ
て
よ

い
積
極
的

に
評
価
さ
れ

る

べ
き
経
験

で
あ

る
と
主

張
す

る
。

そ

の
三
は
、
選
挙
運

動
に
対
す

る
公
的
資
金

給
付

が
、
挑

戦
候
補
者

と
現
職
議

員

の
資
金

源

の
水
位
を
標
準
化
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
選

挙

の
競
争
性
を
増
進
さ
せ
る
手
段

で
あ
る
と
率
直

に
肯
定
さ
れ

る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
、
現
職
議

員

の
そ
の
他

の
利
点

が
与
え
ら
れ
て
は
じ
め

て
、
挑
戦
候
補
者
が
、
獲
得
し
得

る
支
持

の
水
準

が
、
彼
ら

に
、
現
職
議
員
を
正
面
に
見
据
え

て
拮
抗
し
、
凌
駕

し
、
打
倒
し
得

る
だ
け

の
発
展
性

の
あ

る
選
挙
運
動

の
積
極
的
展
開
を
可
能

に
す

る
に
相
違
な

い
。

さ
も
な
く
ば
、
公
的
資
金
給
付

は
、
徒
ら

に
現
職
議
貝

の
地
位
を

一

層
安
泰
化
す

る
だ
け

に
終
る
で
あ

ろ
う
。
そ

れ
は
、
幻
想

の
旗

の
下

の
放
電
現
象

と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

第

二
は
・
選
挙
運
動

経
費

の
削
減

で
あ

る
。
様

々
な
選
挙
運
動
経
費

の
改
革

に
関

す
る
諸
提
案

は
、
選
挙
運
動
に
対
す

る
公
的
資
金

の
給
付
ま

で
要
求

し
て
は

い
な

い
。
し

か
し
、

こ
れ
ら

の
提
案

は
、
選
挙
運
動
経
費

の
削

減
方
法
を
模
索
し
て

い
る
。

こ
の
方
法

の
発
見
は
、
選
挙
運

動
経
費

の
財
源
を
極

大
化
し
よ
う

と
す

る
挑
戦
候
補
者

の
衝
迫
観
念

の
少
な
か
ら
ざ
る
減
退

と
な

っ
て
、
屈
折
的

に
再

現
さ
れ
る
。

こ
う
し

た
改
革
路
線

を
辿
る
識
者

は
、
選

挙
運
動
経
費

の
高
騰

化

の
原
因
を
、
電
波
媒
体
使
用
料

の
巨
額
化

に
求

め
、
従

っ
て
、
電
波
媒
体
使
用
料

に
対
す

る
規
制
立
法

の
実
施
を
通

し
て
、
選
挙

運
動
経
費

の
高
騰
化

の
効
果
的
抑
制

が
可
能

で
あ

る
と
説
く
。

(。・
①
①
国
岳
Φ
Z
.
O
o
置
Φ
コ
げ
Φ
「
ひq

蝉
巳

寓
圃9

器
一
芝

・
↓
「
蝉
=
伊q
。
辞戸

9

§

貸
膏
隷
篤亮

尋
、

G
o
薦

ミ
舞

N
鵠

外
)
多
様

に
並
列
さ
れ
る

こ
う

し

た
提
案

の
変
化
型

の

一
つ
は
、
候
補
者

が

《
独
立
経
費
》

の
標
的

と
さ
れ
た
場
合
、
候
補
者

は
、
自
由

反
論
時
間

(坤
①
Φ
叫
窃
O
o
コ
ω①
鉱
ヨ
Φ
)
の
確
保
を
請
求
し
得

る
旨
、
規
定
す

る
。

[
《
独
立
経
費
》
に

つ
い
て
は
、
拙
稿
㈲

(神
奈

川
法
学
第
二
十
五
巻
第
三

号
)

一
一
七
頁

以
下
参

照
。

零

即

一
ま

(鵠
o
芝
胃
9

智

臼
①
ω
↓
.
U
-
Z
一
)
]

こ
れ
ら

の
提
案

の
低

音
部

の
主
題

と
し

て
、
次

の
ご
と
き
理
法

が
、
潜

か
に

流
れ

て
い
る
。

選
挙
運
動

は
、
本
質
的

に
公
的
活
動

で
あ
り
、
そ

の
電
波
使
用

に

つ
い
て
公
的
認
可
を
受

け
そ
の
運
用

に

つ
い
て
公
的
責
任
を
有
す

る
放

送
業
者

は
、

こ
う
し

た
公
共
サ
ー

ヴ
ィ
ス
の
給
付
を
富
裕
層

の
み
に
限
局
す

べ
き

で
は
な

い
と

い
う

の
が
、

こ
れ
に
当

る
。
選
挙
運
動

に
対
す

る
公
的
資

金

の
給
付

と
と
も

に
、
高

い
知
名
度

と

い
う
現
職
議
貝

の
利
点
を
相
殺

さ
せ
る
た
め
に
、
挑
戦
候
補
者

に
、
電
波
媒
体
利

用

の
十
分
な
機
会

か
、
確

実
に

付
与

さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

第

三
は
、

P
A
C

に
対
す

る
制

約
で
あ

る
。

P
A
C
は
、
屡

々
、
第

一
〇
〇
議

会

に
お
け

る
改
革
者

の
絶
好

の
標
的

で
あ

っ
た
。

P
A
C

に
関
心
を
向

け
る
大
部

分

の
識
者

は
、
個

人
拠
出

の
献
金
額

と
は
互

い
に
背
反
す

る
ヴ

ェ
ク
ト

ル
を
も

つ
P
A
C
の
個

々
の
選
挙
運
動

に
供
写
す

る
資
金
量

の
増
大

に
、
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鋭
利
な
批
判

の
視
線
を
注
ぐ
.
ま
た
、
P

A
C
に
よ

る
選
挙
資
金

の
供
与

額

の
制
限
は
、
大
部
分

の
P
A
C
献
金

が
現
職
聲

に
流
入
す

る
と

い
う
閉

鎖

的
な
サ
イ
ク

ル
を
打
ち
破

る
意
味

に
お

い
て
、
議

員
選
挙
に
お
け
る
競
争

性
を
向

上
さ
せ
る
と

い

っ
て
よ

い
。

P
A
C
改
革

は
、
様

々
な
方
向

に
放
射
線

状
に
展
開

し
て
?

.
例

え
ば
、
あ

る
改
革

は
、
P
A
C

が

蚕

挙
運
動
に
提
供
し
得

る
献
金
額
を
・
現
在

の
五
〇
〇
〇
ド

ル
か
ら
三

〇
〇
〇
ド

ル
に
、
51
き
下
げ

る
べ
き

こ
と
を
要
求
す

る
.
別

の
改
革

は
、
現
在

δ

○
○
ド

ル
に
制
限
さ
れ

て
い
る
個

人
の
献

金
額
を
、
P
A
C

が
な
し
得

る
水
準
ま

で
、
引
き
上
げ
る

べ
き

こ
と
を
、
強
く
訴
え

る
。
第
三

の
改
革

は
、

こ
れ
ら

双
方
を
結

合
す
る
・

さ
ら

に
、
別

の
改
革

の
馨

は
、
問
題
は
、
個
人
献
金

額

の
制

限
に
由
来
す

る

の
で
は
穿

、
P
A
C

の
総
体
的
な
影
響

力
か

ら
起

る
と
指
摘
す
る
・

改
革

の
主
張
者

は
、

い
ま
や
周
知

と
な

っ
た

こ
う

し
た
欠
陥
を
除

去
す

る
た
め
に
、

二
種

の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
提
起
し

て
い
る
。
そ

の

一
つ
は
、
す

べ
て
の

選
挙

運
動

に
対
す

る
P
A
C

の
献
金
額
を
総
体
的

に
限
定
す

る
こ
と
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
制
限

は
、

い
か
な
る
P
A
C

の
総
体
的
な
影
響

力
も
、
縮
減

す

る
こ
と

に
な

る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
二
は
、
P
A
C

か
ら

の
候
補
者

の
総
体
的
な
受
領
額

に
限
度
を
設
け
る

こ
と
で
あ

る
・

こ
の
場
合

の
ア
プ

ロ
!
チ

の

深
層

に
閃
め
泉

脈
は
,
人
々
が
そ
の
影
響
力
に
脅
威
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
選
挙
資
金

の
授
与
者
で
は
守

、
そ
の
影
響
を
蒙
る
受
領
者

で

あ
る
と

い
う

モ
チ
ー

フ
で
あ

る
。

P
A
C
を
主
催
す

る
特
殊
利
益

の
影
響

を
受

け
る
受
領
者

は
、
政
治

の
世
界

に
広

く
散
乱
し
、

そ

の
影
響
力
を
個

々
の

法
案

に
浸
透

さ
せ
、
社
会
共
同

の
利
益

に
多

ス
占

フ
ィ
!
を
も

た
ら
す
危
険

が
あ

る
と
判
断
さ
れ
る

た
め
で
あ
る
・

こ
う
し

た
こ
と
か
ら
・

こ
の
改

革
路
線

に
し

た
が
う
識
者

は
、
選
挙
運
動

に
対
す

る
個
人

の
献
金

の
重
要
性
を
強
調
す

る
。

P
A
C

の
影
響

力

の
縮
減
を
意
図
す
る

こ
れ
ら

の
ア
プ

ロ
ー
チ

の
う

ち

の
後
者

の
み
が
、
議
席
争
奪

の
た
め

の
競
争
を
激
化

さ

せ
る
も

の
と

い
っ
て
よ

い
。
も

し
P
A
C

に
よ
る
献
金

額

の
総
計

に
対
し
て
相
当
低
位

に
上
限
が
課
せ
ら
れ
る
な
ら
ば

(例
え
ば
二
五
%
以

下
)
、
現
職
議
員

が
・
現
在
享
受

し
て

い
る
選
糞

金

の
財

源
覆

に
お
け

る
重
要
な
利
占
…
の

;

は
、
失

わ
れ
る

こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り

こ
の
場
食

P
A
C
が
・
現
職
賛

に

供
与
し
得
な

い
資
金

の
使
途
を
、

い
ず
れ

に
求

め
る
か
は
、
不
明

で
あ

る
.
P
A
C

が
、
そ
う

し
た
資
金

を
、
挑
戦

候
補
者

に
投
入
す
る

こ
と
も
可
能

で

あ

る
.
け
れ
ど
も
、
挑
戦
候
補

者

に
、
馨

資
金
投

下

の
目
標
地
点
を
切
り
替
え
た
場
合
、

P
A
C
は
、
そ

の
樹

立
し
た
投
下
目
標
そ

の
も

の
の
達
成
を

阻
ま
れ
る
で
あ

ろ
、つ
.
そ

?

つ
な
改
革
は
、
撃

性

の
増
大

よ
り
も
、
む
し
ろ
、
《
独
立
経
費
》
の
急
伸

の
よ
う
な
、
意
図
せ
ざ
る
消
極
的
な
結
果
を
招

来
す

る

こ
と
に
な

る
と
み
て
よ

い
。

P
A
C
改
革

は
、

P
A
C

が
議
員
選
挙

に
多
大

の
選
挙
資
金
を
提
供
し

て
以
来
今

日
に
至

る
ま

で
、
常

に
立
法

予
定
表

に
上
程

さ
れ

て
い
る
・

こ
の
よ

う
な
P
A
C
改
革

の
た
め

の
浄
化

の
力
学

は
、
必
ら
ず

し
も
超
党
派

で
作
動
し

て

い
る
わ
け

で
は
な

い
.
二

九
七
〇
年

代
後
半

に
出
現
し

た

。
σ
①
昆

m
亭

。。
ぴ
q。
。
開
玄
=
は
、

こ
の
顕
著
な
例
外

で
あ

る
。
)

P
A
C
に
対
す

る
世
人

の
認
識

は
、
P
A
C

の
社
会

・
政
治

・
経
済
面

に
お
け
る
貢
献
度

の
評
価

と
P
A
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C
に
代
替

さ
れ
る

べ
き
選
挙
資
金

の
可
否
な
ど
と
交

錯
し
連
動
し

つ
つ
、
そ

の
成
果
を
丹
念

に
積

み
重

ね
て
ゆ
く

こ
と

に
よ

っ
て
、
形
成
さ
れ

て
ゆ
く
と

考

え

て

よ

い
。

(ω①
Φ
閃
座

嵩
評
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霞
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=
h

ミ

討
黛
、
、
適
融

曇
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～
謁
魯

o
試

黛

、ミ

ぎ

§

譜

ミ

O
§

ミ
藁

建

蕊
職

菱

神

さ

§
鴨
o
隷

象

ミ
爵
ミ

》
ミ

§

O
o
§
ミ
ミ
題
鯵

N
㎏
QQ
ド

ピ
碧

蔓

一
.
ω
山
げ
碧

P

謹

6

き

ミ
ミ

N
㎏
随

電)

P

A

C

改

革

の
不

確

実

性

は
、

将

来

に

お

い
て
も

、

引

き
続

き

存

在
す

る

と

い

っ
て

よ

か
ろ
う
。

右

の
ご
と
き
改
革
提
案

の
ほ
か
に
、
①
選
挙
周
期

の
終
了
後

に
お
け

る
選
挙
資
金
残
高

の
連
邦
選
挙
運
動
基
金

(閃
①
ユ
Φ
鑓

一

国
①
6
ほ
o
コ

O
母
ヨ
℃
餌
戯
コ

穿

ロ
鳥
)
へ
の
返
却
、
②
選
挙
年

の
四
月

一
日
以
前

に
お
け

る
P
A
C
に
よ
る
議
員

選
挙

へ
の
献
金

の
禁
止
、
③

選
挙
年

の
四
月

皿
日
以
降
に
お
け

る
P
A

C
に
よ

る
献
金
総

額
を
議

員
選
挙

の
受
領

総
額

の
二
五
%

以
下
に
抑
制
す

る

こ
と
、
な
ど
が
、
挙
げ
ら
れ

て

い
る
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う

な
諸
提
案

が
、
選
挙
資
金

を
め
ぐ
る
す

べ
て

の
問
題
を
、
解
決
し
得

る
わ
け

で
は
な

い
。
選
挙

運
動
管
理
者

は
、
選
挙
資
金

を
規

制

対
象

と
す
る
立
法

の

《
抜
け
穴
》

(δ
o
℃
丁
9
Φ
ω
)
発
見

の
専
門
家

で
あ
り
、

こ
の

《
抜
け
穴
》
を
徹
底
的

に
活
用
す
る
。
如
上

の
改
革
提
案
は
、
選
挙

運
動
管

理
者

の
こ
う
し

た
努

力

の
餌
食

に
な
る
と
お
も
わ
れ

る
。
規
制
立
法
と
選
挙
運
動
管

理
者

と
は
、
恰
も

双
曲
線

の
よ
う

に
決
し
て
触
れ
A
口
う

こ
と

の
な

い
相
反
す
る
二

つ
の
行
動

の
軌
跡
を
描
く
と

い
っ
て
よ

か
ろ
う
。
双
方

の
意
図

の

一
致
と

い
う
背

理
的
命
題

の
成
立

は
、
極

め
て
困
難

で
あ

る
。
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象

§
黛

ミ

巽

q
塗

M
)

踊
冒

。。
零

。。
ゆ
p
↓
ぎ

暴

。・
即

℃
餌
琴

2

罠

歪

毎

↓
.
勺
8

竃
M
・.臣

島

①
算

δ
コ
。・g

じむ
Φ
幕

Φ
嵩
霞

。
§

餌
ぎ

コ
・
鑓
①
。
δ
ひ螢
ざ

・・
鼠

～
.。
営

ひ・
じd
爵

ぎ

「
..蝕

ム
ミ
ミ

§

智

ミ
ミ

黛

ぎ

ミ
ミ

駿

§

逗

。
§

(塞

N
)
も

。
.
㎝
塔
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Knowledgelast
Period(Kt_1)

y,

Knowledgethis

Period(Kr)

↑
Exogenous

Variables(Z)

 

防

Participationlast
Period(Pt__,)

B,

Participationthis
Period(Pt)

is
Exogenous

Variables(X)

㎝
ω
O
し
、

な
ど
が
、
あ
げ

ら
れ
る
。

政
治
的
知
識

は
、

こ
の
よ
う

に
、
様

々
な
定
義

が
下
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
様

々
な
点

で
多
様
な
磁
力

が
布
置

さ
れ

て

い
る
磁
場

の
ご
と
き
も

の
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

《
知

的
要
素
》

と
し
て
概
念
規
定

さ

れ
る
政
治
的
知
識

は
、
最

も
注
目

を
浴

び
る

に
至

っ
て

い
る
。
態

度

整
合
性

(象
葺

¢
α
①

6
0
コ
蝕
。・9
コ
∩
唄
)

と

し

て

の
政
治

的

知
識

の
概

念

化

は
、
ア

メ

リ

カ
全

国

選

挙

研
究

会

(》
ヨ
①
困
ざ
鋤
コ

Z
餌
江
8

巴

固
o
o
甑
o
鵠
曽
巳

一①
ω
)

の
創
始
者

に
よ

っ
て
、
進

め
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
研
究
会

の
主
要
目
標

は
、
選
挙
民

の
投
票
行
動
を
解
明
す

る
こ
と
に
あ

っ
た
。
ア

メ
リ

カ
選
挙

民

の
間
に
お
け

る
政
治
的
態
度

は
、
緩

や
か
に
の
み
に
規

制

さ
れ
て

い
る
に
す
ぎ
ず
、

こ
れ
故
、
彼
ら

は
、
必
ず

し
も
知
的
素
養

に
潤
沢
に
恵
ま

れ
て

い
る
わ
け

で
は
な

い
と

い

う

の
が
、

研
究
会

の
結
論

で
あ

る
。

公
職
候
補
者

や
現
公
職
占
有
者

の
名
前

や
彼
ら

の
係
争
問
題

に
対
す

る
政
治
的
立

場

の
よ
う
な
、
政
治
的
事

実
に
関
す

る
知
識

と

い
う

概
念

は
、
若
干

の
注
目
を
集

め

て
い
る
。
投
票
選
択

に
及

ぼ
す

政

治
的
知
識
も
し
く

は
政
治
的
情
報

の
影
響

力

は
、
も
と
よ
り
、
等
閑
視
し
得
な

い
。
政
治
的
知
識

が
重
要

で
あ

る

の
は
、

そ
れ

が
、
選
挙
民

に
、

い
か
に
決
断
す

べ
き

か
を
、
決
め
さ

せ
る
か
ら

で
あ

る
。

政
治
的
知

識
は
、
様

々
な
次
、兀
か
ら
複
合
的

に
映
し

だ
さ
れ
る
。
政
治
的
情
報

の
本
質
は
、
態
度

整
合
性
、
個

々
人

が
公
職

候
補
者

に

つ
い
て
所
持
す

る
情
報
量
、

あ
る

い
は
、

ア
メ
リ

カ
民
主
主
義
制
度

の
構
造

と
機
能

に
関
す

る
多
様

か

つ
複
雑

な
事
実

の
集

積
、
と
し

て
、
理
解

さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
変
形
す
る
次
元
に
か
か
わ
り
な
く
、
ま
た
、
多
様

な
定
義

の
下

で
も
、
政
治
的
知
識

は
、
政
治
行
動
と
は
基
本

的
に
異
な
る
。
政
治
的
知
識
は
、
認
識

の
体
系

で
あ
る
。

そ
れ
は
、
個
人

の
政
治
的
学
習

の
過
程
を
通
し

て
到
達
す
る
知
的
能

力
で
あ

る
。

こ
れ
故
、
学
習
過
程

と
平
行
す
る
諸

過
程
と
同
種

の

一
連

の
要
因

と
が
、
あ

ら
ゆ
る
種
類

の
政
治
的
知
識

が
獲
得

さ
れ
る
方
法
を
、
明
ら
か
に
し

て
ゆ
く
。

個
人
が
所
持
す

る
政
治
的
知

識

の
水
準
は
、
政
治
参
加

に
影
響
を
及

ぼ
す

の
と
同

一
の
少
な

か
ら

ぬ
資
源
と
状
態

に
よ

っ
て
、
影
響
を
蒙
る
。

し
か
し
、
政
治
的
事
実

を
学

習
し
保
持
す

る
能
力

は
、
諸
種

の

マ
ス
メ
デ

ィ
ア
か
ら
政
治

ニ
ュ

ー

ス
と
政
治
的
情
報

の
照
射

な

ど
を
含

む
、
他

の
独
立
し
た
個
人
的
諸
要
因

に
左
右
さ
れ
る
、

な

お
、
政
治
的
な
学
習
過
程

の
統
計

モ
デ

ル
を
示
す
な
ら
ば
、
次

の
よ
う

に
な

る
。

こ
の
モ
デ

ル
の
本

質
は
、
簡

明
で
あ

る
。
政
治
参
加

と
政
治
的
知
識
と
は
、
互

い
に
養
分
を
補
給
し
合

い
、
絡

み
合
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い
、
補
完
し
合

い
な

が
ら
前

進
す

る
。
個
人

が
、
政
治

に
参

加
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
政
治

に
関
す

る
知
識
も
、
そ
れ

だ
け
、
豊
富

に
な
る
。
同
時

に
、

個

人
が
、
政
治
に
関
す

る
知

識

の
蓄
積
を
高
め
れ
ば
高

め
る
だ
け

、
政
治
生

活
に
、

一
層
活
発

に
参
加
す

る
よ
う

に
な

る
。
け
れ
ど
も
、
政
治
的
知
識
か
ら

独
立
し
て
政
治
参
加

に
影
響
力

を
行
使
す

る
要

因
が
、
存
在
す

る
。

さ
ら
に
、
政
治
的
知
識

の
み
に
影
響
力
を
与

え
、
政
治
活
動

に
対
し
て
は
何

の
影
響

の
渦
紋
も
拡
げ
な

い
他

の
諸
要
因
も
、
存

在
す

る
。

こ
れ
ら

の
諸
要

閃
は
、
総
体
的
な
学
習

モ
デ

ル
に
外
因
性

の
も

の
と
看
倣
さ
れ
る
。

学
習

モ
デ
ル
の
方

程
式

は
、
次

の
方
程
式
ω
、
方
程
式
②

に
、

明
示
さ
れ

る
。

押

捌
坐
℃
工

十
ざ
罫

+
あ
×
+
ρ
…
…
(一
〉

唇

"
ざ
訳
ヱ

+
酔
男
+
蕊
N
+
①
吋・・…
人
N
)

第

一
の
方
程
式

は
、
以
下

の
こ
と
を
.小
す
、
す
な
わ
ち
、
現
時

点

に
お
け
る
参

加
行

動
は
、

(聡
)
に
よ

っ
て
表
わ
さ
れ
る
。

(
H
)

は
、

一
連

の
社
会

的

経
済
的
変
数

(X
)
、
前
時
点

に
お
け

る
参
加
行
動

(
馬
)
、
そ
し

て
、
現
時
点

に
お
け

る
政
治
的
知
識

の
水
準

(
K
)
、
以
上

の
三
者

に
関
連
す
る
。
年

齢

.
所
得

.
職
業

.
教
育

.
宗
教

・
種
族

・
性
別
な
ど

の
、
統
計
学
的
変
数

(創
①
ヨ
o

αq
鑓
℃
霞
6
奉

ユ
四
芝
Φ
ω
)
な
ち

び
に
組
織

の
環
境

.
風
土

・
成
員

及
び

管
理
者

の
士
気

.
雰
囲
気
な

ど

の
、
組
織
変
数

δ
「伽q
鎗。
三
鎚

鉱
o
コ
巴

≦

ユ
鋤
σ
一Φ
辺

の
セ

ッ
ト

(
X
)

は
、
個
人
が
、
ど

の
よ
う
な
誘
閃
に
よ

っ
て
積
極
的

に
政
治
活
動

に
参
加
す

る
か
、
そ
し

て
、

ど
の
よ
う

に
参
加
し
得

る
か
、

に
関
連
す
る
と

み
て
よ

い
。
同
種

の
社
会

的
教
育
的
状
況
に
あ

る
人

々
は
、
同

種

の
政
治
参
加

の
形
態
を

と
る
も

の
と
お
も
わ
れ

る
。

第
二

の
方
程
式
は
、
現
時
点

に
お
け
る
政
治
的
知
識

の
水
準

(K
)
が
、

一
連

の
社
会
的
経
済
的
条
件

(Z
)
、
前
時
点

に
お
け
る
政
治
的
知
識

の
水
準

(
凡
)
、
そ
し
て
、
現
時
点

に
お

い
て
個
人
が
従
事
し

て
い
る
政
治
参
加

の
量

に
関
連
す

る

こ
と
を
明
示
し

て

い
る
。
政
治
的
知
識

の
方
程
式

に
お

い
て
重

要
と
お
も
わ
れ
る
統

計
学
的
変

数
は
、
個

人
に
、
政
治
情
報

を
、

一
層

、
理
解

さ
せ
、
保
持

さ
せ
る
と
こ
ろ

の
、
特
性
を
備
え
て
お
り
、
ま

た
、
多
大
な

量

の
政
治
情
報

の
外
光

の
下
に
個

人
を

さ
ら
す
要
因

で
も
あ

る
。

(88
)

o
餌
口
峯

ヨ
∋
:

巳

臣

。
暴

。・
p

穿

σq
9

詠
§
帖
ミ

§

謹

ミ
§

、
ミ

味、§

防
、
9

ミ

ミ

§

職

6
§

的
§
防
登

Q
辻

鼻

竈

錦

や

蕊

噛

(89
)

≧

ヨ
馨

蝉
&

c
轟

。。
-
津

ミ
§

、
建

、、§

笥

嵩
≧

ミ

誌
鶏

、
9

ミ

㌧g

沁
§
蕊

§

ミ

軌§

§

織
謁
§

、§

§

ら

鳶

や

ω
。。
p

(
90

)

℃
.
国

』
o
ぎ

ω
o
コ

Φ
再

鋤
一二

8

.
∩
凶酢
。も

]

㊤
も。
,

(
91

)

O
諾

簿

帥
一;

8

噛
q

峠
;

℃
幽
N
一
ド

(
92

)

圃
げ
置

』

娼
・
曽

N
.

(
93

)

}
o
ぎ

ω
8

Φ
け

鋤
一
`

o
P

∩
F

噌
薯

]

露

山

霧

.
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(
94

)

ヨ

己

`

℃
'
一
㊤
ω
・

ω
Φ
Φ

Z
o
毒

艶・
コ

○
邑

Φ
一p

>
巳

「
①
朝

閑
o
冨

戸

睾

血

冨

霞
望

と
6
9

「誓

ざ

寒

鴨
譜

魯

壁

、薄

、
蕊

勲

§

織

ぎ

ミ
§

魅

鎗

・

甦

グ
ラ

ム
づ

ッ
ド

マ
イ

ホ
リ

ン
グ

ス
法
と
は
、
テ
キ
サ

ス
州
選
出

の
共
和
党
下

院
議
貝

p

・
グ

ラ

ム

(垂

。
§

旨
)
、

ニ
ュ
人

ン
プ

シ
ャ
「
州
選

出

の
共

和

党

上

院

議

員

W

・
B

・
ラ

ッ
ド

マ

ン

(芝

母

「
Φ
コ

ロロ
.
沁
巳

ヨ
曽
旨

)
、

そ

し

て

、

サ

ゥ

ス
カ

ロ
ラ

イ

ナ

州

選
出

の
民
主

党

上

院

議

員

E

.
F

.
ホ

リ

ン
グ

ス

(国
旬
讐

Φ
雪

「

鵠
o
臣

コ
αq
ω
)
、

以

ヒ

の
三

名

に
よ

っ
て
、

原

案

が

提

出

さ

れ

た
法

律

で

る
。

こ
れ

は

、
均

衡

予

算

.
緊

急

財

政
支

出

超

過

統
制

法

(。d
巴
罠

Φ
乱

屠

Φ
§

臣

ヨ
藷

窪

も

①
{
碁

9

三
δ
一
》
g

と
呼
称
さ

れ
て

い
る
.
グ
ラ

ム
⊥
フ
ッ
ド

マ
イ

ホ
リ

ン
グ

ス
法
は
、

冗

九
〇

会
計
年
度
か
ら

一
九
九
三
会
計
年
度
に
至
る
ま
で
の
各
会
計
年
度
ご
と
に
、
連
邦
政
府
歳
出
額
の
最
大
赤
字
額
を
決
定
し
、
最
終
会
計
年
度

の

一
九
九
三

年

に
は
・
赤
字
額
を
零

と
す

る

こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
.

こ
れ
を
例

.不
す

る
な

ら
ば
、

充

九
〇
会
計
年
度

の
赤
字

目
籍

は
、

一
〇
〇
〇
億

ド

ル
、

一
九

九

一
会

計

年

度

六

四

〇

億

ド

ル
、

一
九

瓦

二
会

計

年
度

二

八

〇
億

ド

ル
、

一
九

九

三

会

計

年

度

零

、
以

上

と
な

る
。

(O
Φ
o
「ぴq
①
O

国
創
芝
山
「
巳

目
餌
コ
匹

ω
帯
9

2

」
・
芝

帥
唇

Φ
㌔

蕊

ミ
亀
ミ
ミ

簿

ミ

箋

§

、
ミ

ミ

駐

§

蹴

ぎ

、電

ミ
ミ

ミ
鮫

。
o
・
。
凶樽
も

」

o
悼
・)

も
し

い
ず

れ

の
会
計

年
度

に
お

い
て
も
現
実

の
赤
字
額

が
目
標
赤
字
額
を
越
え

た
な

ら
ば
、
当
該
法
は
、

目
標
と
し

て
定
め
ら
れ
た
赤
字
額

の
水
準
に

現
実

の
赤
字
額
を
引
き
下
げ
る
た
め

に
、
連
邦

政
府
歳
出

額

に
お
け

る
全
面
的
な
削
減
を
基
本
的

に
要
請
す

る
。

こ
の
削
減

は
、
当
該

法
に
明
定

さ
れ
て

い
る

《
報

告
条

項
》

(お
O
o
「
証
コ
ぴq
寓

o
≦
。。
凶o
房
)
に
基
づ
き
達
成
さ
れ

る
。
《
報
告
条
項
》
は
、
行

政
管
理
f
算
局
長
及
び
議
会
予
算
局
長

(毎
Φ
9
「
Φ
。
酢。
「
ω

o
暁
些
Φ
O
窪

o
Φ
9

竃
鋤
コ
m
閃
Φ
8
Φ
コ
叶
山
巳

じd
琶

ぴq
簿

餌
コ
創
甚
Φ
O
o
ロ
αq
話
ωω
凶8

巴

じd
仁
£
偉

O
hゆ
6
Φ
)

に
対
し

て
、
彼
ら

の
共
同

に
よ

る
赤
字
概
算
額

と
施

策

ご
と

の
予
算
削
減
推
定
額

と
を
、
会
計
検
査
院
長

(o
o
ヨ
讐
「o
=
Φ
「
αq
Φ
コ
Φ
「
巴
)
の
下

に
提
出
す

る

こ
と
を
義
務

づ
け

て
い
る
。
会
計
検
査
院
長
は
、

こ

う

し
た
両
局
長

の
共
同
作
業

よ
り
作
成

さ
れ
た
報
告
書
を
審
査
し

た
後

に
、
こ
れ

に
関
す

る
自
己

の
結
論
を
大
統
領

に
報
告
す
る
。
次

い
で
、
大
統
領

は
、

会
計
検
査
院
長

に
よ

っ
て
明
記

さ
れ
た
歳
出
額
削

減
の
権
能

を
付
与

さ
れ
る

《
一
時
的
強
制
管
理
》
命
令

(..。。8

二
①
ω許「
m
静
δ
コ
..
。
巳
o
「
)
を
、
公
布
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
当
該
命
令
は
、

一
定

期
間
内
に
、
議

会

が
、
当
該
命
令

の
公
布

の
必
要
性
を
除
去
す

る
た
め
に
、
赤
字
額
削
減
立
法
を
制
定
し
な

い

か
ぎ
り
・
効
力
を
発
す

る
。

一
九
八
六
年

に
、
最
高
裁
判
所

は
、

バ
ウ

シ
ャ
ー
対

シ
ナ
ー
事
件

〔じd
o
毛
誓
臼

く
・
Qり
春

舞

一
〇
①
ω
・
Ω

・ω
一
。。
一
(一
㊤
。。
①
)
〕

に
お

い
て
・
グ

ラ

ム
ー
ラ

ッ
ド

マ
ン
ー
ホ
リ

ン
グ

ス
法

の
定
め

る
財
政
赤
字
額
削
減
過
程

の
下

で
行
政
機
能
を
果

た
す
会
計
検
査
院
長

の
役
割

は
、
憲
法
上

課
せ

ら
れ
て

い
る
権

力
分
立

の
原

理
に
違
背
す

る
も

の
で
あ

る
と
判

示
し

た
。
な
ぜ
な
ら
、
会
計
検
査
院
長
は
、
」

下
両
院

に
お
け
る
共
同
決
議
、
も
し
く

は
、

弾
劾

の

い
ず

れ
か

に
よ

っ
て
の
み
解

任
可
能

だ
か
ら
で
あ

り
、
さ
ら
に
議
会

は
、
行
政
権
力
を
行
使
す

る
公
職
者

に
対
す
る
解
任
権
を
保
有
し

て
い
な

い

と
解

せ
ら
れ

る
か
ら

で
あ

る
。

し

か
し
、

こ
う

し
た
可
能

性
を
既
に
予
見
し
、
グ

ラ

ム
ー
ラ

ッ
ド

マ
ン
ー
ホ
リ

ン
グ

ス
法

は
、
会
計
検
査

院
長

の
役
割
を
排
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Φ
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①
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ω
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⑦
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胡
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ω
℃
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亮

鳶
⑭質

映
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む
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ゆ
こ

ぎ

事
ざ

ミ
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ミ
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(㎜
)

U
8

巴
島
嗣

ω
8

冨

。・
m
&

芝

9。
冥
魯

甲

峯

一}g

、.勺
費

身

○
。
〈
Φ
琶

日
Φ
葺

9。
&

9
Φ
。。
巴
剛雪

身

。
8

8

伽q
器
ω
ω
.、℃
言

〉
轟

島

9

囲
9

①
=
偉

巴
'曽
(①
ら

"

肉
貯
ミ
ざ
壽
防
匙
嵩
織

ミ
Q
魯

ミ
凡らミ

O
ミ
鴨
δ

N
℃
軌
◎

O
O
噛
N
8

幽

一
〇
・

幻
き

量

=

口u
,
霊

覧
Φ
ざ

6
§

晦
ミ
鴇

、
㌔
ご

融
鈎

§

織

ぎ

、δ

ゾ
ミ
壽

Q罫

N
塗

画

P

謹

.

(
皿
)

由

来

、

す

べ
て

の
社

会

は
、

二
階

層

に
分

化

さ

れ

る
、

支

配
す

る
少

数

者

と
支

配

さ

れ

る
多

数
者

が

、

す

な

わ

ち
、

こ
れ

で
あ

る
。

イ

タ

リ

ー

の
著

名

な
政
治
学
者

G

・
モ
ス
カ

6

騨
①
母
部
o
ζ
o
。。
∩
餌
)

は
、

つ
と

に
、

こ
の
事
実
を
指
摘
し
、
次

の
よ
う
に

い
う
。

〔㎝Φ
Φ
O
.
ζ
o
ωo
斜

§

鳴
肉
ミ
§
晦

O
翁

軌

(〉
愈
建

ぎ

蕃

∵
ミ
へ
O
§
竃
-
輻

N卜

N
鴇

ゆ
)
堕
0
6

0
〕

「
発
展
途

上

に
あ

っ
て
、

ほ
ぼ
文
明

の
黎

明
期

を
迎
え
た
社

会
か
ら
、
最
も
発
展
し

た
強
大
な
社
会

に
至
る
ま

で
の
、
す

べ
て
の
社
会

に
は
、
二
種

の
階

層

が
、

立
ち
現
わ
れ
る
。

支
配
層

と
被
支
配
層

と
が
、

こ
れ

に
当
た
る
。

支
配
層

は
、
常

に
、
少
数
者

で
あ
り
、
す

べ
て

の
政
治
機
能

を
遂
行
し
、
政
治

権
力
を
独
占
し

た
う

え
、

こ
の
政
治
権
力

が
も
た
ら
す

果
実
を
享
受
す

る
。

こ
れ
に
反
し
、
被
支
配
層

は
、
多
数

の
人

々
か
ら
構
成

さ
れ
、
あ
る
場
合

に

は
、
多

少
な
り

と
も
合
法
的
な
、
ま

た
、
別

の
場
合

に
は
、
多
少
、
専
断
的

で
暴
力
的
な
、
指
揮
監
督
を
受
け

る
。
」

大
衆

(ヨ
帥
器
①
ω
)
で
は
な
く
、

エ
リ
ー
ト
層

(Φ
澤
Φ
ω
)
が
、
す

べ
て
の
社
会
を
支
配
す
る
。

エ
リ
ー
ト
集
団

は
、
資
本
主
義
、
社
会
主
義
、
産
業
化
、
あ

る

い
は
、
技
術
革
新

の
、

い
ず
れ

の
所
産

で
も
な

い
。
す

べ
て
の
社
会

が
ー

社
会
主
義

的

・
資
本
主
義
的

・
農
業
的

・
産
業
的

.
伝
統
的

.
進
歩
的

の
、

い
ず
れ
を

問
わ
ず
ー

エ
リ
ー
ト
層

に
よ

っ
て
支
配
さ
れ

る
。
す

べ
て
の
社
会

に
、
指
導
者

は
、
不
可
欠

で
あ

る
。
指
導
者

は
、
組
織

と
組
織
内

に
お
け
る

自
己

の
地
位

と
の
維
持

に
、
異
常
な
関
心

を
も

つ
。

こ
う
し

た
誘
閃

は
、
指
導
者

に
、
組
織

の
成
員
と
異
な
る
展
望
性
を
与
え
る

こ
と
に
な
る
。

い
か
な

る
社
会
組

織
に
お

い
て
も
、

エ
リ
ー
ト
層

の
存
在

は
、
不
可
避

と
な
る
。

R
・
ミ

ヘ
ル
ス

(閃
o
σ
㊦
詳

竃
圃o
げ
匹
ω
)
が
指
摘
す

る
よ
う

に
、
「
人
が
組
織
を

口

に
す

る

と

き

、
そ

れ

は

、
寡

頭

制

を

口

に
す

る

の
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同
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で
あ
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刈
P
〕

こ
れ

と
同

じ

こ
と

が
、

全
体

と
し

て

の
社

会

に

つ
い

て
も

、

い
え

る
。

H

・
ラ

ス
ウ

ェ

ル

(=
霞

o
匡

ピ
鋤
ω
ω≦
①
ε

が

い
う

よ

う

に

、

「
す

べ

て

の
巨

大

規

模

の
社

会

で

は
、

い
か

な

る
時

点

に

お
け

る
意

思

決

定

の
権

能

も

、

一
般

に
、

少
数

者

の
掌

中

に
あ

る
」
と

言
う

発
見

は
、

「
少

数

者

、
単

一
人

、
も

し

は
、
多

数

者

の
、

い
ず

れ

の
名

に

お

い
て
も
、

政

治

は
、
常

に
、

少

数
者

に

よ

る

政

治

で
あ

る

」
と

い
う

事

実

を

、
確

証

し

て

い
る
。
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支
配
す
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少
数
者

は
、
支
配
さ
れ

る
多
数
者

の
表
象

で
は
な

い
と
主
張
す

る
。

エ
リ
ー
ト
層

は
、
権
力
、
富
、
教
育
、
威
信
、

地

位
、
指
導
手
腕
、
情
報
、
政
治
過
程

に
関
す

る
知
識
、
知
識

・
情
報
伝
達
能

力
、
そ
し

て
、
組
織
、

な
ど

の
、
諸
資
源
を
統
制
す

る
。

ア
メ
リ

カ
に
お
け
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る

エ

リ

ー

ト

層

は

、

社

会

に

お

け

る

富

裕

、

高

学

歴

、

格

式

あ

る

職

業

、

社

会

的

名

声

、

白

人

、

ア

ン

グ

ロ

サ

ク

ソ

ン

系

、

そ

し

て

、

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

ト

の

諸

集

団

か
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が
、
覆

、
期
待
さ
れ
る
こ
と
、
③
議
員
は
選
挙
区

の
住
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
固
定
的
な
憲
法
上

・
慣
行
上
の
居
住
要
件
と
は
対
照
的

に
、
選
挙
区

の
再
配
分

の
原
則

は
、
選
挙
民

の
間

に
、
流
動
性

の
要
因
を
導

入
し

て
ゆ

く

こ
と
、
④

ワ
シ

ン
ト

ン
i

選
挙
区
間

の
ジ

ェ
ッ
ト
輸
送

の
飛

躍

的
発
展
と
海
外
調
査
旅
行

の
増
大
は
、
議
員

の
生
活
を
、
次
第

に

8

ωヨ
o
℃
o
一一訂
コ
に
し

つ
つ
あ

る

こ
と
、
⑤
選
挙
区
人

口
は
漸
増

の
傾
向

に
あ
り
、

一
九

八
〇
年
代

.
九
〇
年
代

に
は
、
五
六
万
四
〇
〇
〇
人

に
達
す

る
と
見
込
ま

れ
て

い
る
こ
と
.
以
上

が
、
替

と
選
挙
区
と

の
間

の
親
和
性

と
幕

性
を
稀

薄
化
さ
せ
、
よ
り
広

い
視
野

の
下
に
お
け

る
問
題
解
決

を
、
議
貫

に
要
求
し

て
ゆ
く

こ
と
に
な
る
・

こ
の
よ
・つ
に
、
今
後

は
、

制
受
託
者
」
と
し

て

の
議
員

の
役
割

の
比
重
が
、
増
大
す

る
も

の
と
お
も
わ
れ
る
。
し

か
し
、

こ
の
場
合

で
も
、
議
貝

は
、
議

場

に
お

い
て
、
個

々
の
具
体
的
法
案

に
対
し
、
自
己

の
能

動
的
な
選
挙
民
が
と
る
と
お
も

わ
れ
る
態
度

を
と
り
、
ま

た
、
投

票
す

る
も

の
と
み
て
よ

い
。

(Z
首

臼
。
簿
昌
戯
d
コ
αq
ρ

。
掌

o
一f

P

島
勢
)

こ
う
し

て
、
多
く

の
議
員
は
、
「
受
託
者
」
も

し
く
は

「
代
議
貝
」

の
、

い
ず

れ
か

の
み
の
役
割
を
果
た
す

こ
と
を
拒
絶
す

る
.
「
多

あ

替

は
、
彼

ら

の
直

薗
す

る
問
題
は
、

ぢ

の
役
割

に
対
し
て
別

の
役
割
を
平
衡

さ
せ
を

、
と
に
あ
る
と
・
語

っ
て

い
る
・
」

(即
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軸
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ミ
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ミ

、

鳴
駄
こ

N
℃
㎏
ト

こ
う

し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
選
挙

に
お
け
る
低
投
票
率

の
変
遷

と
原
因

と
を
素
描
す

る
な
ら
ば
、
以
下

の
よ
う

に
な

る
。

(℃
.
円

甘
げ
昌
ω
。
⇔
卑

9。
一̀

o
燭
、
鼠
r

O
P

N
ω
㊤
幽
切
O
■)

変

遷

ア
メ
リ

カ
合
衆
国

は
、
普
通
成
年
男
子
選
挙
権

(仁
巳
く
霞
。。
翁。
一
餌
α
三
け
日
巴
Φ
ω
鼠
ヰ
曽
閃
Φ
)
を
原
形
質
と
す

る
民
主
主
義
政
治
を
実
現
し

た
史
上
最
初

の

国
家

で
あ

る
・
奴
隷

と
婦
人

は
、
選
挙
権

か
ら
排
除
さ

れ
て

い
た
に
せ
よ
、
他
国

に
比
較
す

る
な
ら
ば
、

一
八
〇
〇
年
代

の
合
衆
国

で
は
、
国

民
の
相
当

数
が
・
選
挙
権
を
行
使
す

る

こ
と
が
可
能

で
あ

っ
た
。
合
衆
国

の
創
建
当
初
か
ら

は
、
す

べ
て
の
州
は
、
国
民

か
ら
選
挙
さ
れ
る
立
法
部
を
擁
し

て

い
た
。

も
と
よ
り
・
当
時

の
大
部
分

の
州

に
お
け

る
選
挙
権

に
は
、

=
疋
の
財
産
所
有
資
格
が
、
要
求
さ
れ
て

い
た
。
例
え

ば
、
ヴ

ァ
ー

ジ

ニ
ア
州

で
は
、
当
初
、

定
住
地

二
五

工
ー

カ
ー
も
し
く

は
非
定
住
地
五
〇
〇

エ
ー

カ
ー

の
土
地
所
有

を
、
選
挙
権
者

の
資
格
要
件

と
し

て

い
た
。
け
れ
ど
も
、
建
国
当
初

の

=
二

州

に
お
け

る
こ
う

し
た
資
格
要
件

は
、

一
八
〇
〇
年
以
降
、
次
第

に
緩
和

の
方
向
を
辿
り
は
じ
め
た
。

一
八

一
五
年
以
後
、
豊
富

な
土
地

が
拡

が
り
土
地
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所
有

が

一
般
化
し

て

い
る
イ

ン
デ

ィ
ア
ナ
、
イ
リ

ノ
イ
、
そ
し
て
、
ア
ラ
バ

マ
の
、
新

た
な

西
部
諸
州

の
連
邦

へ
の
加
入
に
よ

っ
て
選

挙
権

の
拡
大
は
・

奉

に
促
進

さ
れ
、

天

三
〇
年

ま
で
に
、
二
、
三

の
南
部
州
を
除
き
、
選
挙
権

に
付
随
す

る
財
産
所
有

の
資
纂

件
は
、
す

べ
て
・
撤
廃

さ
れ

る
に
至

っ
た
.
加

え
て
、

天

二
〇
年
代

及
び

天

三
〇
年
代

に
は
、
大
衆
蓋

の
二
大
政
党
奮

現
し
、
選
挙
民

の
少
な
か
ら
ざ
る
部
分
を
投
票
場

に
駆
り
た

て
は
じ

め
た
た

め
、
投

票
行
為

と
し
て

の
政
治
参
加

の
領
海

は
、
新

た
に
拡
げ
ら
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
選
挙
権
行
使

に
お
け

る
人
種
差
別
は
、

漸
悉

法
修
正
第

五

条
に
よ

.
て
禁
止
さ
れ
、
婦
人
参
政
権
は
、

兀

二
〇
年
の
憲
法
修
正
第

充

条
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
実
現
を
み
た
の
で

あ
る
・

(給
Φ
界

智

ロ
胤
斜

ε

も

一r

署

・
逡

一
幽

お

し

こ
、つ
し

て
、

天

七
六
年

に
は
、
A
・
衆
国

に
お
け
る
投
票
率
は
、
八
二
%

の
高

い
数
値

を
上
げ
、
選
挙
民

の
政
治
参
加
は
、
聖
な

る
天
空

に
ま

で
達

し

た
か

の
よ
、つ
に
お
も
わ
れ
た
.
し
か
し
、

こ
の
数
値

は
、
当
時

に
お
け
る
選
挙

が
、
投
票
率

を
あ
え

て
膨
張
さ

せ
る
、
含

と
は
基
本
的

に
異
な
る
規
則

に
し
た
が

っ
て
運
営

さ
れ
て

い
た
と

い
・つ
特
殊
事
情

に
よ

る
.
時
間
を
逆
流
す

る
な
ら

ば
、

こ
の
高

薮

値

は
、
当
時

に
お
け

る
・
秘
密
投

票
制

の
不
在

と

い
、つ
別

の
光
学

に
よ

っ
て
照
し

だ
さ

れ
た
も

の
と

い
っ
て
よ

い
.
当
時

秘
密
投
票
制

に
代

っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ

の
二
大
政
党
が
、
自

己

の
公
認
候
讐

1988年 選挙への投票率表16

%陥o

Reported

Voting

White

Black

Hispanic

Male

Female

Age

18-20

21-24

25-34

35-44

45-64

fi5andolder

Employed

Unemployed

Nodinlaborforce

Schoolyearscompleted

8yearsorless

4yearsofhighschool

1-一一3yearsofcollege

4yearsormoreofcollege

59.]

51.5

28.8

56.4

58.8

36.7

3S.3

48.0

61.3

fi9.3

68.8

5S.4

・
.r

57.3

36.

54.

64.5

77.6

SOURCE:BureauoftheCensus
,Statistical

踊s'η π'げ 伽UnitedStates'1990(Wash・

ington,D.C.:GovernmentPrintingOffice
,

X990)2s2
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の
名
前
を
記

載
し
た
投
票

用
紙
を
準

備
し
て

い
た
。
投
票

と

い
う
行
為

は
、
選
挙
民

が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
が
支
持
す
る
政
党

の
投
票

用
紙
を
携
え

て
投
票
場

に
向
か

い
、

そ
こ
に
お
け
る
当
該

支
持

政
党

の
独
自

の
投
票

箱

に
、
こ
れ
を
投
ず

る

と
い
う
、
単
純
な
作
業

で
あ

っ
た
。
各

党

の
投
票

用
紙

の
大
き
さ
は
異
な
り
、
ま
た
、
そ

の
色
も
別

々
で
あ

っ
た
。
い
ず

れ

の
政
党

に
支
持
票

を
入
れ
る
か
と

い
う

選
挙
民

の
投
票
意

思

は
、
彼

が

手

に
し
て

い
る
投
票
用
紙

の
大
き
さ

と
色

か
ら
、
容

易
に
推

知
す
る

こ

と
が
で
き
た
。
け

れ
ど
も
、
も
し
望
む
な
ら
ば
、
選
挙
民

が
、
自
己
の
支

持
政
党

の
公
認
候
補
者

名

の

一
つ
を
抹

消
し
、
他

の
候
補
者
名
を
記
す

こ
と
は
、
許
さ
れ
て

い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況

の
下

で
は
、
腐
敗

は
、
お
の
ず
と
蔓
延
す

る
。
各
党

は
、
自
ら

の
公
認
候
補
者

へ
の
投
票
者

に
対

し
て
、
常
規
的

に
対
価
を
支

払

い
、
投
票
行
為

に
秘
密
保
持

の
原
則
が
欠
落

し
て

い
る
た
め
、
対
価

の

支
払

い
に
相
応
す

る
投
票
行
為

の
有
無

を
、
確

実

に
検
証
す

る

こ
と

が

で
き
た
。
当
時

の

ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
市

に
お
け
る
新
聞
は
、
《
豚
肉

と
ト
ウ

モ

ロ

コ
シ

の
相
場

に
関

す

る
市

況
報
告

を
発

表
す

る

の
と
全

く
同

様

に
》

(言
。。叶
m
ω
9
Φ
団

嶺
ぎ
辞①
血
ヨ
薗
「
犀
卑

「
①
刀
O
詳
ω
o
コ
匪
Φ
℃
ユ
o
Φ
o
眺

ぎ

ぴq
ω
鋤
巳

8

∋
)
〔ω①
Φ
O
卑
蔓

≦

■
O
o
×
睾

匹
一
・
ζ
o
「ぴq
き

囚
霊

ωω
①
び

..↓
¢
∋
o
⊆
辞
餌
コ
山

幻
二
「
巴

O
o
三
℃
口
o
づ

嚇
Z
①
≦

<
o
「
評

自ρ
ω
餌

↓
Φ
馨

∩
器
①
㌔
、
冒

毎
ミ
鳴
適
ら§

旨
ミ
ミ
ミ

鼠

ぎ

ミ
帖ミ
、
曽
靱
ミ

魯

s
卜
恥
軌

(〉
δ
竃
§
腎
ミ

N
鵠

N
と

,

呂
軽
〕

一
票

の
時
価

を
、
定
期
的
に
発
表

し

て

い
た
。
加
え
て
、

著
し

い

《
投
票

の
水
増
し
》

(σ
巴
ざ
房
ε
{{
首
σq
)
と

い
う
腐
敗
現
象
も
、
認

め
ら
れ
た
。
各
党

は
、
こ
の
点
に

つ
い
て
、
互

い

0
1870188018901900191019201930194019501960197019801988

Year

Turnoutofeligiblevotersreacheditshighpointinthelate19thcentury.Since

thattime,therateofvotinghasgenerallydeclined.VotinginCongressional

electionsalwaysincreasesinapresidentialelectionyearandfallsinamid-

termelection.

Source:U.S.BureauoftheCensus,StatisticalAbstractoftheUnitedStates,

1980,101sted.ReportedinWilliamH.FlaniganandNancyZingale,Political

BehavioroftheAmericanElectorate(Dubuque,lowa:W.C.Brown).Updated

for1986and198$.
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主要民主制諸国における投票率図3
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に
烈
し

い
非
難

の
応
酬
を
繰
り
拡
げ
る
と

い
う

の
が
、
通
例

で
あ

っ
た
。

一
八
八
〇
年
代

に
も
、
投
票
率
約
八
〇
%
と

い
う
高
水
準

が
、
依
然
、
保

た
れ
て

い
る
。
同
時

に
、
秘
密
投
票
制
と
個

人
の
有
権
者
登
録
制

の
導
入
を
要
求
す

る
改
革
運
動
が
、
全

国
を
席

巻
し

た
。

一
八
八
八

年

の

マ
サ
チ

ュ
ー

セ

ッ
ツ
州

が
、
秘
密
投
票
制
導

入
の
嘱
失
と
す
る
。
こ
の
制
度

に
よ
れ

ば
、
州
選
挙
委
員
会

(。。鼠
房

Φ
げ
o
鉱
8

σ
o
霞
島

)
は
、
周

知

の
よ
う

に
二
大
政

党
双
方

の
公
認
候
補
者

名
を
記
載

し

た
公
式

の
投
票

用
紙
を
作
成
し
、
投
票
場
に
出

頭
し

て
き
た

選
挙
民

に

こ
れ
を
交
付
す
る
。
選
挙
民

は
、
こ
の
候
補
者
名

の
な

か

か
ら
、
秘
密

裡
に
候
補
者

を
選
定
す

る

こ
と

に
な

る
。
《
水
増

し
投
票
》
を
防
止
す

る
意
図

に
た

っ
て
制
定

さ
れ

た
有
権
者

登
録
法

(℃
Φ
鵠
o
コ
巴

お
αq
坤。。㌶
餌
ユ
o
嵩
訂
≦
ω
)
は
、

選
挙
当

日

の
相
当

期
闘
以
前

に
、
有
権
者
名
簿

に
署
名

の
う

え
投
票

に
参
加
す

べ
き

こ
と
を
、
選
挙
民

に
要
求
す
る
。
こ

の
制
定

に
よ

っ
て
、
投
票
率

は
、
急
落
す

る
に
至

っ
た
。
そ

の

一
因

は
、
二
大
政
党

が
、
投
票

の
買
収
を
停
止
し
た

こ
と

に
よ
る
。
有
権
者
登
録
法

の
制
定

は
、
選
挙
民
が
、
投
票

の

買
収

と

い
う
不

正
取

引
に
基
づ
き
投

票
場

に
果

た
し

て
足

を
運

ぶ
か
ど
う

か
を
、
政
党
が
確

認
す

る

こ
と
を
、
著
し

く

困
難
に
し

た

の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う

に
し

て
、
投
票
率

の
数

値

を
押

し
あ

げ
た

一
回

以
上

の
投
票
を
行

う

《
反
復
投

票
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者

》

曾
Φ
℃
①
簿

o
「
。。
)
や

物

故

者

の
名
前

を

用

い

て
投

票

す

る

《
幽
霊

投

票

者

》

(8
ヨ
σ
ω
8

器

)
、

そ

の
他

の
腐

敗

行

為

は
、

激

減
す

る

に
至

っ
た

の

で
あ

る
。

な

お

、

一
九

六

八

年

か
ら

一
九

七

二

年

の

問

に

お
け

る

投

票

率

の
落

差

は
、

五

%

に
達

し

た

。

選

挙
権

者

の
年

齢

を

二
十

一
歳

か

ら

十
八

歳

に
引

き

下

げ

た

、

憲

法
修

正

第

二

六

条

が
制

定

さ

れ

た

の

が
、

ま

さ

し

く

、

こ

の
時

期

、

現

実

に
は

一
九

七

一
年

で
あ

っ
た
。

こ
れ

は
、

合

衆

国

に

お
け

る
投

票

率

の
低

下

に
歯

止

め
を

か
け

よ

う

と
す

る
試

み

の

一
つ
で
も

あ

っ
た
。

〔ω
Φ
Φ

囚
.
冒

コ
匹
P

o
戸

o
繭f

O
O
』

㎝
ω
幽

躍

・
ω
Φ
①
巴
ω
o
Qり
9
b
ゴ
①
コ
∪
・
qリ
ゴ
摯ρ
瞭
Φ
が

..諺

ζ

¢
三

く
巴

鷺
①
国
×
望
留

黛

曲8

0
囲
O
①
臼
$

。。
ヨ
αq
↓
¢
ヨ

2

け
言

即

①
ω
置
Φ
昌

芭

田

①
。
江
o
コ
ω
」

㊤
①
9

一
雪

や
..
》
ミ
ミ

ミ
§
甘

ミ
§

ミ

ミ

き

ミ
§

、
⑦
無
§

融

竃

ト

ま

(津

守
這

黛
謎

N
塗

N
)
恥
薯

・㊦
。。
-
¢
9

勺
餌
巳

即

〉
σ
冨

日
ω
8

僧
&

冒

ぎ

寓
.
〉
置
ユ
。
戸

.甫

9

U
①
。
ぎ

①

o
圃
田

①
。
8
「
巴

辞

a

6
号
讐
一8

冒

〉
ヨ
9

B

㌔
・
ヨ

冨
ミ
"

ぎ

ト

⑦
舞

肉
鳴
畔

竈

卜

蕊

(⑦
§
、鳴
§
ひ
鴨
、

N
矯
題

)
も

勺
,
φ
8

よ

悼
P

9

δ

一
〉
・
9

。。ω
①
一
き

α

殉
o
げ
Φ
詳

○

冒

ω
鉱
p

.、ω
巨

嘗
Φ

穿

覧
m
爵

件
凶8

ω
o
脇
↓
霞

ま

偉
辞
O
Φ
6
含

ρ
、、
ヨ

誤
ミ
騨

ぎ

ト

い
猟

肉
塁

§

卜

融

(黒

ら
§

竪
ミ

室

Q。
Q。
)
も

や

一
。。
N
一
山

ω
ω
O
〕

原

因

ア
メ
リ

カ
合
衆
国

に
お
け

る
低
投
票
率

の
原
因

と
し

て
、
通
常

、
四
者

が
考
え
ら
れ
る
。

(℃
・
旨
∪
餌
≦
Φ
P
o
戸

葺

'も
O
』
一
歯
。。
凶
.
智
コ
9

卑

巴
こ
o
層
.

o
一梓・も

O
.
卜。
緯
幽
ま

"

団
」

o
プ
訂
ω
o
口
Φ
什
飴
r

8

●
6
一酢幽も

O
.
潔

一
-
・。
㎝
O
し

第

一
は
、
投
票
率

の
独
自

の
算
定

方
法

で
あ
る
。
ア
メ
リ

カ
に
お
け

る
投
票
率

は
、
合
衆
国

に
居
住
す

る
す

べ
て
の
選
挙
権
保
有
年
齢
人

口

(<
o
こ
コ
ゆq
山
ぴq
Φ

℃
8

巳
象
一〇
コ
)
を
基
礎

に
算
定

さ
れ
る
。

こ
の
選
挙
権
保
有
年
齢
人

口
に
は
、
非

ア
メ
リ

カ
市

民
、
重
罪
犯
人
、
そ

れ
に
、

い
ず
れ

に
せ
よ
選
挙
権
行
使

の
資
格

の
な

い
そ

の
他

の
諸
集
団

が
、
含

ま
れ
て

い
る
。

C
B
S

ニ
ュ
ー

ス

(O
じロ
ω
Z
①
毛
勾。
)

の
卓
越
し
た
解
説
者

は
、

一
九
八
八
年
選
挙

の
直
後
に
、

ニ
ュ
ー

ヨ
1
ク
タ
イ

ム
ズ
紙

(≧
§

寄

漣

§
ミ
携
)
に
、
推
定
上

の
選
挙
権
保
有
年
齢
人

口
は
、
明
ら

か
に
投
票
す

べ
き
資
格

の
な

い
多

く

の
人

々
-

1

ほ
ぼ

一
〇
%

を
含
む
と
記

し
て

い
る
。

(ω需

芝

霞
「Φ
p
匂
.
ζ
詳
o
粘ω評
賓
餌
巳

竃
胃
鉱
⇒
霊
冨
ω
p
Φ
お

.ド
o
乏

く
0
9
「
↓
二
「
コ
o
¢
亀

O
o
コ
、辞
σ
Φ
一δ
<
Φ
芦
、.

ぎ

≧
§

ぎ

碁

霞
ミ
舞

一
〇
Z
o
〈
Φ
ヨ
げ
①
「
一
㊤
。。
。。
も

・
〉
ω
こ

こ
う

し
て
、
投
票
率
算
定
方
法
を
基
底

か
ら
支
配
す
る
前
提

が
、
誤

ま
れ
る
結
論
を
導
く

こ

と
に
な
る
。
も
と
よ
り
、

こ
の
よ
う

な
解
説
者

の
指
摘

は
、
必
ら
ず

し
も
誇
張

で
は
な

い
。

そ
れ
は
、

む
し
ろ
、
事

実

に
近

い
で
あ

ろ
う
。
し

か
し
、

こ

の
指
摘

は
、
合
衆
国

に
お
け

る
投
票
率

の
数
値

は
国
際
比
較

の
た

め
に

一
〇
%
修

正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
と

い
う

こ
と
を
、
意

味
す

る
わ
け

で
は
な

い
。

な
ぜ
な
ら
、
す

べ
て
の
国
家

に
お
け

る
選
挙

の
統
計
的
数
値

に
は
、
あ

る
程
度

の
過
誤

が
、
不
可
避
で
あ

る
か
ら

で
あ

る
。
例
え
ば
、
有
権
者
登
録
数
と

人

口
移
動

の
実
態

と

の
間

に
、
直
線
的
な
整
合
性

と
精
緻
な
対
応
性

は
、
認

め
ら

れ
な

い
と

い
う

の
が
、

こ
れ
に
当

る
。
し

か
し
な
が
ら
、
非

ア
メ
リ
カ

市

民
や
諸
多

の
選
挙
権
無
資
格
集
団

の
選
挙
権
保
有
年
齢

人
U

へ
の
包
摂

は
、
確

か
に
異
常

で
あ
り
、

こ
れ
を
基
盤

と
し

て
計
算
さ
れ
た
合
衆
国

に
お
け

る
投
票
率

の
、

い
わ
ば
、
仮
面

は
、
不
正
確
な
国
際
比
較
数
値
と
し
て
、
そ

の
本
来

の
素

面
に
、
固
く
食

い
込
む
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
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国
際
比
較

の
目
的

の
た
め
に
す

る
百
分
率

の
修

正
は
、

ほ
ぼ
確
実

に
、

　
桁
台

の
数
値

に
と
ど
ま
る

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を

ア
メ
リ

カ
に
当
て
は
め
た
と
し

て
も
、
合
衆
国

は
、
投
票
率

の
国
際
比
較
図

に
お
け

る
最
低
位

の
次

の
h
位

に
、
定
点
を
見
出
す

こ
と
に
な
る
と
み
て
よ

い
。
ア

メ
リ
カ
に
お
け

る
投
票

率

の
算
定
方
式

は
、
投
票
率

に
お
け

る
合
衆
国

の
国
際
比
較
値
を
止
確

に
位
置

づ
け

る
べ
き
現
実
的
な
座

標
軸
系

と
し

て
、
作

動
し
な

い
で
あ

ろ
う
・

第
二

は
、
有
権
者

登
録
制

で
あ
る
。

一
般

に
、
州

に
よ

る
投
票
行
為
規
制

が
、

そ
れ

に
伴
う
腐

敗
行
為
を
減
少
さ

せ
て
き
た
と

い
う
事
実

は
、
否
定

し

得
な

い
。
し

か
し
、
若
干

の
州

で
は
、
こ
う
し

た
投
票
行
為
規
制

が
、
選
挙
民
を
投
票
行
為

か
ら
疎
隔
さ

せ
る
障
壁

と
し

て
、
由
来
、
活
用
さ
れ
て
き

た
・

南
部

諸
州
が
、

一
八
九

〇
年

か
ら

一
九

六
11
年

ま
で

の
間
、
大
部
分

の
黒
人

の
投
票
行
為
を
抑
止
す
る
防
波
堤

の
役
割
を
、

こ
う
し

た
規
制

に
課
し
て
き

た

こ
と
が
、

こ
れ

に
当

る
。

一
例

を
あ
げ

る
な
ら

ば
、
人

頭
税

の
賦
課

の
ほ
か
、
黒
人

は
、
人
種
差

別
的
な
読
み
書

き
能

力

テ

ス
ト

(巳
鴇
「
ぎ

一銘

8
q

】律
Φ
轟

。
蜜
8
ω
陣)
で
、
八
世
紀
前
半

に
お
け
る
古
英
語

の
最
大
叙
事
詩

で
あ

る
べ
ー
オ
ウ

ル
フ

(bq
Φ
o
妄
三
{
)
の
読
解
力
、
あ
る

い
は
、
曖
昧

な
法
律
も
し

く

は
憲
法

の
条
項

の
解
釈
力
な
ど
を
、
問
わ
れ

た
。
し
か
し
、
白
人

に
は
、

こ
の
よ
う
な
酷
烈
な
試
練

は
、
課
せ
ら
れ

て

い
な

い
。

こ
の
よ
う
な
、

い
わ

ば
、
選
挙
権
を
人
為
的

に
抹
殺

し
よ
う
と
す
る
法
律

が
制
定

さ
れ
て

い
る
と

こ
ろ

で
は
、
も
と
よ
り
、
投
票
率

は
、
下
降
す
る
。

一
九
五
〇
年
代

・
一
九

六
〇
年
代

の
公
民
権
運
動
は
、
幾

つ
か

の
改
革
を
強
力

に
推
進
し
た
。
こ
の
な
か

で
も
最
も
顕
著
な
改
革

が
、
一
九
六
五
年

の
投
票
権
法

(〈
〇
二
躍

幻
お
げ
房

》
∩
辞
。
騰
一
ゆ
歌
)
で
あ
る
。
当
該
法

は
、
読

み
書

き
能

力
テ

ス
ト
を
禁
止
し
、
連
邦

政
府
担
当
官

に
諸
州

に
お
け

る
選
挙
関
係
業
務

の
進
行
状
況
を
監
視
す

る
権
限

を
付
与

し
て

い
る
。
南
部

に
お
け

る
共
和

・
民
主

両
党

の
競
争
状
態

の
復
活

と
相
ま

っ
て
、
当
該
法

は
、
南
部
諸
州

の
有
権
者
登
録
を
、
大
幅

に

上
昇

さ
せ
る
に
至

っ
た
。

げ

ん
に
、

一
九
六
五
年
以
降

に
お
け

る
南
部
諸
州

に
お
け

る
黒
人

の
有

権
者

登
録
は
、
増
大
し
て

い
る
。

一
九

六
〇
年

二
九

・

一
%

(白
人
六

↓
.
一

%
)
、

一
九

六
四
年

四
三

.
ご
、%

(
七
三

.
二
%
)
、

}
九
七
〇
年
六
二

・
○
%

(六
九

・
二
%
〉
、

一
九
七

二
年
五
六

・
六
%

(
六
七

・
八
%
)
、

一
九
七

六
年
六
三

.
}
%

(
六
七

.
九
%

)
、

一
九
八
〇
年
五
五

・
八
%

(七

一
・
九
%

)
、

一
九
八
四
年
六
六

・
二
%

(七
五

∴
二
%
)
、

一
九
八
六
年
六
〇

・
八

%

(六
九

.
九

%

)
、

以

上

と

な

っ
て

い
る
。

(ω
①
①

即

国
」

o
ぽ
コ
ω
o
姉

偉

巴
`
o
P

α
辞
」

P

寄
9

0
彊
ヨ
ヨ
ヨ
αq
9

}
け

磐

血

芝

一器

曽
b
鴨
§
o
ら
§
亀

§

魯

、

罫

簑
黍

β

象

・も

§

・
9

躇

誤

鴇
§

ミ

曾

織
ミ

§

乏

ミ
§

ミ
丸

㎏
舞

℃
㍗

謡
N

一
8
0
』

.
。。
』

8

銭

墓

昌

。
騰
6
。
ヨ
ヨ
①
「
6
。
サ
⑦
§

導

ミ

》
騨
、§
ミ

黛

、譜

§

凡、ミ

⑦
ミ

鴨肋
」
§

謡

鳴
ミ

ミ

"
N
婁

署

』

お
-
卜。
刈
α
し

こ
れ

と
同

時

に
、

投

票
権

法

は
、

南

部

諸

州

に
お

け

る
共

和

党

の
勝

利

の
機

会

を

、

逆

説

的

に
増

大

さ

せ

る

こ
と

に
な

っ
た

。

当

該

法

の
制

定

後

、

当

時

の
大

統

領

L

.
B

,
ジ

ョ
ン

ソ

ン

(い
旨

廷
o
詳

じご
畢
ぎ

冨

白。
o
巳

は

、

彼

の

買

霧
。。
黛。
こ

で
あ

っ
た

じd
=
一
ζ
o
《
Φ
諾

に
向

っ
て
、

「
私

が
思

う

に
、

我

々

は
、

南

部

を

、

共
和

党

に
、

来

た

る

べ
き

将

来

の
長

期

間

に
わ

た

り

、

ま

さ

し
く

引

き

渡

す

に
至

っ
た
。

も

し

そ

れ

が
私

の
支

払

う

べ
き
代

償

で
あ

る

と
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し

た

ら
、

私

は
、

喜

ん

で

そ

れ

を
支

払

い
た

い
と

お

も

う
」

と
語

っ
て

い
る
。

6
①
①
竃

一〇
冨

Φ
一
〇
「
Φ
。。ゴ
o
ρ

..↓
『
Φ
Ω

≦
一
力
侭
簿
ω
》
6
ゴ
ト。
帥
照
①
費

ω
ピ
讐
Φ
き

〉

[
9。
乏

筈

碧

Q。
冨

需

瓢

動
零

巴
蒔
コ
ヨ
①
9

.、
ぎ

寒

零

ご

幕

↓
§

舞

ミ

骨

N

竈

。。
や

℃
」

9

と

こ
ろ

で
、
投

票
参

加
を
阻
む
筈
し
く
堅
固
な
防
壁
と
し
て
作

動
す

る

の
が
、
州

に
よ
る
有
権
者
登
録
制

で
あ
る
。

こ
の
制
度

は
、
選
挙
民

の
自
ら

の

意
思

に
基
づ
く
主

導
性
を
要
求
す
る
。

一
八
九
〇
年
代

の
選
挙
制
度

に
関

す
る
改
革

運
動
以
来

、
各

州
は
、
地
域
社
会

(8

ヨ
ヨ
¢
三
蔓
)
に
お
け
る
多

少

な
り
と
も
恒
久
的
な
居
住
者

に
投
票
資
格
を
限
定
す

る
居
住
要
件
を
、
設
け

る
に
至

っ
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
選
挙
当

日
に
先
行
す
る
有
権
者
登
録

が
、

投
票
行
為

の
煩
雑

さ
に
、
付
加

さ
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
。
し

か
も
、
最
近

に
お
け

る
若
干

の
選
挙

に
棄
権
し

た
選
挙
民

は
、
次
期
選
挙

に
際
し

て
、
再
度
、

改

め
て
有
権
者
登
録
を
行

わ
ね
ば
な

ら
な
く
な

っ
た
。

有
権
者
登
録

は
、
選

挙
民

に
と
り
、
至

っ
て
煩
項

で
あ

る
。
ブ

ル
ッ
キ

ン
グ

ス
研
究
所

の
R

.
A

.
テ
イ

ゼ
:

ラ

兄

ξ

〉
・
↓
①
凶×
Φ
一噌
算。
)

は
、

こ
の

点

に

つ
い
て
、
次

の
よ
う

に
い
う
。

(〇
二
〇
け
Φ
創
σ
《
℃
」

.
O
鋤
≦
霧
Ψ
o
P

甑
け
:
℃
5
卜。
卜φ
し

,各

州
は
、
規
制
と
不
便
を
最
小
限

に
と
ど
め
、
市
民
に
よ
る
有
権
者

登
録
を
積
極
的

に
支
援
す

べ
き
と
.こ
ろ
、
投
票
資
格
付
与
を
、
個
人

の
努
力
次

第

の
時
間
的
浪
費

の
過
程

に
、
変
生
さ

せ
て

い
る
」
.

全
体

と
し

て
眺

め
る
と
き
、
有
権
者
登
録

の
規
制

は
、
各

州

の
権

限

に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
規
制
内
容
も
、
州

ご
と
に
異
な
る
。
例
え
ば
、

マ
サ
チ

ュ

ー

セ
ッ
ツ
州

の
場
合
、
市

民
は
、
市
職
員

の
通
常

の
執
務
時
間
内

に
、
市
役
所
、
あ
る

い
は
、
市

公
会
堂
、
も
し
く

は
、
当
該
市

民

の
居
住
す

る
地
域
社

会
が
認
め
る
そ

の
他

の
場

所
で
、
有
権
者
登
録
を
行
う

べ
き

こ
と
を
、
要
請
さ
れ
る
。
ま
た
、
有
権
者

登
録

は
、
大
統
領

.
上
下
両
院
議
員

.
州
知
事
な

ど
の
、
最

も
重
要

な
公
職

の
選
挙

B

の
二
十
八

日
以
前

に
、
終

了
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
、
な
お
、

こ
の
場
合
、
若
干

の
地
方
選
挙

に
先

だ

つ
短
期
間
、

有
権
者
登
録

の
業
務

は
、
停
止
さ
れ
る
。

そ

の
他

、

マ
サ
チ

ュ
ー
セ

ッ
ツ
州

に
お
け

る
有
権
者

登
録
法

に
は
、
次

の
よ
う
な
規
定

が
あ
る
。

有
権
者

登
録

に
際

し

て
、
市
民
は
、
何
ら
か

の
身

分
証

明
書
、
あ

る

い
は
、
居
住
証

明
書
を
、
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
市
民

は
、
も
し
偽
証
し

た
な
ら
ば
科
料

に
処

せ
ら

れ
る
こ
と
を
条
件

に
、
真
実
を
答

え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
登
録

の
宣
誓

供
述
書
を
作
成
す

る

こ
と
を
、
要
求
さ
れ
る
。

市
民
が

答

え
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
宣
誓
供
述
書

の
質
問
事
項

は
、
名
前

(婦
人

は
旧
姓

で
登
録
し

て
よ

い
)
、
現
住
所
、
現
住
所

に
変
更

が
あ

る
な
ら
ば
、

一
月

一

日

の
住
所
、
他

か
ら
転

入
し
て
き
た
場
合
、
前

住
所
、
名
前

が
変
更

さ
れ
た
場
合
、
前
住
所

で
用

い
て

い
た
名
前
、
出
生

日
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
籍

(出

生
、
あ

る

い
は
、
帰
化

の
別
)
、
職
業
、
支
持
政
党

の
党
員
登
録

の
有
無
、

以
L

で
あ

る
。

右

の
ご
と
き
要
件

は
、
必
ら
ず

し
も
極
端

に
煩
項

と

い
う

わ
け

で
は
な

い
。
し

か
し
、

こ
れ
ら

は
、
市

民
に
有
権
者
登
録
を
逡
巡
さ
せ
る
だ
け

の
十
分

な
理
由

に
は
な
る
。
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渕
巴
9

を

・
bロ
自。
ω
冨
血
o
は
、

ニ

ュ
ー

ジ

ャ

ー

ジ

ィ
州

と

ノ
ー

ス
カ

ロ
ラ
イ

ナ
州

に

お
け

る
有

権

者

登

録

の
実

態

を

、
次

の
よ

う

に
語

っ
て

い
る
。
(即

を

・

ud
国
。。
琶

。
㌦
.鐸

Φ

じロ
薫

窪

&

旨

。
器

餌
。。
冨

「
忌

誘

8

<
g

屠

こ
ぎ

窮

～
ミ

ミ

§

、
綾

§

亀

§

儀

壽

ミ

窮

、"
b
§

§

帖
こ

選

も

刈
刈

。。
・)

噛
両
州

の
場
合

、
登
録
事
務
所

は
、

い
ず

れ
も
遠
隔
地

に
あ
り
、
探

し
あ

て
る

の
が
困
難

で
あ

っ
た
。
登
録
時

間
も
、
市

民
に
不
便

で
あ

っ
た
。
登
録

担
当
職
貝

は
、
糊
癩

も
ち

で
あ
り
、
脅

迫
的

で
あ

っ
た
。
そ
れ

に
、
質
問
事
項
も
長
く
、
複
雑

で
あ

っ
た
」
。

一
九
八
四
年

に
、

ニ
ュ
ー

ジ
ャ

ー

ジ
1
州

で

は
、
「
選
挙
業
務

担
当
官

は
、
私

が
電
話
を
架
設
し
、
そ

の
電
話
番
号

が
、
公
的

に
記
載
さ
れ

る
ま

で
は
、
居
住
者

と
は
認
め
ら
れ
な

い
と
、
頑
な
に
主
張

し
た
。
担
当
官

と
熾

烈
な
議

論

の
末
、
彼
ら

は
、
態
度
を
軟
化
さ

せ
た
。
し
か
し
、
彼

ら
は
、
私
に
、
悪
態

を

つ
い
た

の
で
あ

る
」
。
ま
た
、

一
九
八
八
年

の
ノ
ー

ス
カ

ロ
ラ
イ
ナ
州

で
は

「
ノ
ー

ス
カ

ロ
ラ
イ
ナ
州
法
は
、
現
行
州
法
を
支
持
す
る
旨

℃
村
o
審
ω
斑
三

ロσ
董

①
に
基

づ
き
神

に
誓
約
す

る

こ
と
を
、
私

に
要
求
す

る
旨
告
げ

ら
れ
た
。
私
は
、

こ
の
要
件

に
、
不
快

の
念
を
表

明
し
た
。
し

か
し
、

そ

の
後
、
担
当
官
は
、
私

の
有
権
者
登
録
を
担
絶
し

た
・
そ

の
た
め
、

私
は
、

一
歩
譲

っ
て
、
脇
甲
斐

な
く
も
、
要
求
通

り
、
誓
約
す

る

こ
と
に
し
た
」
。

こ
れ
ら

の
登
録
上

の
悶
着

は
,

い
ず
れ
も
、
地
方
担
当
官

に
よ

る
登
録
法

の
誤

っ
た
解
釈

に
よ

っ
て
惹
き
起
さ
れ
た
と

い

っ
て
よ

い
。
し
か
し
、
そ
の

こ
と
自
体

は
、
画

一
的

で
も
な
け
れ
ば
単
純

で
も
な

い
登
録
制
度

が
も
た
ち
す
結
果

の

一
っ
と

み
て
よ
か
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
過
去
二
〇
年

の
問

に
、
有

権
者
登
録
法

に
お
け
る
厳

格
な
制
限
条

項
は
、
次
第

に
緩
和

さ
れ

つ
つ
あ

る
。
大
部
分

の
州
に
お
け

る
当
該
法

の
居
住
要
件

は
、
六

ヶ
月
な

い
し

一
年

か
ら

一
ヶ
月

な

い
し
ニ
ケ
月

に
、
期
間

を
短
縮

さ
れ
て

い
る
。

ま
た
、
有
権
者
登
録

の
時
聞
幅
も
拡
大

さ
れ
、
登

録
場
所

の
告

示
も

、
徹
底

さ
れ
る
方
向

に
あ
る
。
さ
ら
に
、
三
州

で
は
、
有
権
者
登
録

と
投
票

と
が
、
同

一
日
に
行
わ
れ
、
二
五
州
は
、
郵
送

に
よ

る
有

権
者
登
録
を
、
許
容
し

て

い
る
。
し

か
し

な
が
ら
、

こ
の
よ
う
な
改
革

の
後

に
お

い
て
も
、
世
論
調
査

の
示
す
と

こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
選
挙

日
に
選
挙
民
が

投
票
し
な

い
最
も
重
大
な
理
由

は
、
有
権
者
未

登
録

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

一
九
八
八
年

に
お
け
る

ニ
ュ
ー

ヨ
ー

ク
タ
イ

ム
ズ
/
C
B
S

の
共
同
調
査

は
、

棄
権
者

の
三
七
%

が
未
登
録
を
理
由

に
投
票

せ
ず
、
彼
ら

の
七
五
%

が
有
権
者
登
録
法

の
廃
止

に
賛
成
し

て

い
る
と

い
う
事
実
を
、
明
ら
か
に
し

て

い
る
・

逆

に
、
有
権
者
登

録
を
完
了
し
た
選
挙
民

の
間

に
お
け
る
投
票
率
は
、
比
較
的
に
高

い
。

こ
の
数
値

は
、

一
九
八
四
年

の
時
点

で
、
ほ
ぼ
八
八
%

で
あ
る
・

同
時

に
、
有
権
者

の
凡
そ
コ
.分

の

一
二

九

八
四
年
二
七
%
、
一
九

八
八
年
二
九
%

、
一
九
九

〇
年
三
三
%
)
は
、
未
登
録

で
あ
る
。
(給
①
≧
§
§

ミ

誉

ミ
§
象

恥

津

ら
§

ひ
ミ

N
選

圃
p

謡
鱒

切
ミ

騎
馬§

、
ま

無
§

、
黛

§

§

ミ
織

吻
言
§

N
§

る

℃
・
臼

尉も

■
ミ
ご

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

は
、
大
部
分

の
国
家

に
比
較
し
、
き

わ
め
て
厳
格
な
有
権
者
登
録
法
を
具
備
し

て

い
る
。
あ
る
研
究

に
よ
れ
ば
、

一
九
七

二
年

の
大

統
領
選
挙

に
お
け
る
投
票
率

は
、
す

べ
て
の
州

が
、
そ

の
当
時
、
施
行
中

の
最
も
制
限
条
項

の
緩
や
か
な
有
権
者
登

録
制

を
採
用
し
て

い
た
と
仮
定
す

る

な
ら
ば
、
九
%
上

昇
し
た

で
あ
ろ
う
と

い
わ
れ

い
る
。
ま
た
、
政
府
が
選
挙
民

に
よ

る
有
権

者
登
録
を
促
進
す

べ
き
責
任

を
負
う

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
登
録
制
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度

が
、
諸

州

に
普

及

し

た

と
す

れ

ば

、
投
票

率

は
、
実

質

九

%

以

上

、
増

大
す

る

で
あ

ろ

う

と

い
う

、
別

の
見

解

も

あ

る

。
(ωΦ
Φ
芝

o
一臣
口
伽q
臼

m
コ
血
閑
o
ω
Φ
コ
,

ω8
コ
ρ

o
,

6
一f

,

。。
。。
.)

一
九

八

八

年

の
各

州
間

に
お

け

る

投

票

率

の
差

は

、

こ
う

し

た

見
解

を

、

確

か

に
傍

証

す

る
も

の
と

い

っ
て

よ

い
。

有

権
者

登

録

法

に
お

け

る
制

限

条

項

の
最

も

緩

や

か
な

諸

州

の
投

票

率

は
、

事

実

、
高

い
。

ミ
ネ

ソ
タ

、

メ
イ

ン
、

そ

し

て
、

ウ

イ

ス

コ
ン
シ

ン

の
三

州

で

は
、
前

述

の
選

挙

日

に

お
け

る
有

権

者

登

録

が
許

容

さ

れ

て

い
る

。

そ

の
投

票

率

は
、

そ

れ

ぞ

れ

、

六

六

・三

%

(
一
九

九

〇

年

五

五

.
三
%

)
、

六

二

.
一
%

(同

五

六

.
○

%

)
、

そ

し

て
、

六

一

・
九

%

(同

三

四

・
七
%

)

で
あ

る

。

こ
れ

ら

は

、

い
ず

れ
も

、

一
九

八

八

年

の
全

国

平

均
投

票

率

五

〇

.
一
%

(
一
九

九

〇
年

三

三

・

一
%

)

を
、

上

回

っ
て

い
る

。

(ω
①
Φ

⑦
ミ
職
吻
篭
ミ
、
毎
騨
艦ミ
黛

庶

ミ
曳

q
ミ
、ミ

的
欝
、塁

N
§

、
o
P

o
一f

,

b。
お

.)

ウ

イ

ス

コ
ン
シ

ン
州

の
次

に
位

置
す
る

の
が
、

い
か
な
る
種
類

の
登
録
要
件
も
必
要

と
し
な

い
ノ
!

ス
ダ

コ
タ
州

で
あ

る
。

(
一
九
八
八
年
六

一
。
四
%
、

一
九
九
〇
年

五
〇

.

山ハ
%
)

(Hσ
一匹
こ
℃
.
卜Q
刈
邸
し

も

と
よ
り
、
有
権
者
登
録
法

が
、
全
国
を
通
じ
て
、
有
権
者

登
録

の
手
続
を
、

一
挙
に
、
簡
便
化
し

た
と
し

て
も
、
投
票
率
も
同

じ
く

一
挙

に
上
昇
す

る
と

い
う
、
確

た
る
証
左

は
、
見
出
し
難

い
。

一
九
六
〇
年
以
降
、
有
権
者
登
録
法

は
、
制

限
条

項

の
緩
和

の
方
向

に
あ
る
と

い
う
事
実

は
、
確

か
で
あ

る
・
し

か
し
、

こ
の
期
間
・
有
権
者

登
録
率
も
投
票
率
も
、
必
ら
ず
し
も
上
昇
し
て

い
な

い
。
最
近

の
例

で
は
、

一
九
八
〇
年

の
全
国
平
均
登
録
率
六
九
.

八
%
、
全
国

平
均
投
票
率

五
二

・
八
%
、
以
下
同
じ
く
、

一
九
八

四
年
七
二

・
八
%
、

11
三

・
一
%
、

一
九

八
八
年
七

一
.
○
%
、
五
〇

.
一
%
、
な

ど

と
な

っ
て

い
る
。

禽
ぼ
伍
`
や
O
.
N
謡
る

趨
・)
投
票
率

は
、
有
権
者
登
録
法

に
お
け

る
制
限
条
項

の
緩
や
か
な
諸
州
で
高

い
。

一
九
八
八
年

の
場
合
、

そ
こ

で
は
、
他

州

の
投
票
率

の
約
十

一
%
高

で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
去

三
〇
年

の
間
、
有
権
者

登
録
法

に
お
け
る
制
限
条
項

の
厳
格

.
緩
和

の

い
ず
れ
州

で
あ

る
と
を
問
わ
ず
、
登
録
率

と
投
票
率

の
双
方

は
、
低

落
傾
向

に
あ

る
と
言
わ
れ
て

い
る
。
ミ
シ
ガ

ン
大
学
社
会
調
査
研
究
所

a

口
凶く
Φ
「ω
凶¢

o
{
竃
8
三
げ自
卿
ロ
ぎ
ω
蜂

三
Φ
8
円
un
o
色
巴

幻
Φ
ω
①
費
9

)
は
、

こ
の
点

に

つ
い
て
、
「
有
権
者
登
録
法

の
修
正
は
、
総
じ
て
、
約
九
%
、
投
票
率
を
上
昇
さ

せ
、

凡
そ

一
六

〇
〇
万

以
上
の
選
挙
民

の
足
を
投
票
場

に
運
ば

せ
る
で
あ
ろ
う

」
と
述

べ
て
い
る
。

〔ωΦ
Φ
露

≧
§
k
ミ

§

8
卜

N
9

≧
p

N

(N
㎏
題

γ

唱
・

ω
し
し

か
し
、

こ
の
よ
う
な
事
態

が
招
致
さ
れ
た
と
し

て
も
、

こ
の
数

は
、
投
票
率

の
国
際
比
較

に
お
け
る
合
衆
国

の
位
置
を
、
若
干
、
押

し
あ
け

る
に
す

ぎ
な

い
で
あ
ろ
う

。

こ
う
し
た

こ
と
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
低
投
票
率
な
ら

び
に
低
投
票
率

の
原
因
は
、
有
権
者
登
録
法

の
厳
格
化

の
み
に
帰

せ
ら

れ

な

い
と

い

っ
て
よ

い
。

(ω①
①
霊

く
①
コ
鋤
巳

Ω

o
乏
碧

負

..O
o
<
①
3

∋
Φ
簿

ω鉦

鉱
ω
口
∩
ω
曽
ロ
乱

∩
o
コ
{一一〇
ぼ
コ
働q

Φ
×
三
留

鎖
二
〇
ロ
ω
o
暁
口
o
亭
く
o
甑
コ
ひq
㍉
、
ぎ

携

、

国

ミ
母
ミ

い
亀
§

題

黛
器
織

き

、帖舐
塗

竈

卜
題

の
愚
耐
ミ
辱
ミ

N
塗

℃
、
O
P

㎝
。。
O
-
㎝
。。
○。
・)

第

三

は
、
社

会

経

済

要

因

で
あ

る
。
R

・A

・
テ

イ

ゼ
ー

ラ

研

究

員

が
指

摘

す

る
よ

う

に

、
市

民

の
党

派

性

の
感

情

や
政

治

有

効

性

(℃
o
簿

一〇
巴

Φ
塗

o
碧

《
)

の
ご

と
き

社

会

政

治

的

諸

特

徴

(ω
0
6
凶o
℃
o
葺

8
巴

6
げ
費

坦
〔
冨
ユ
ω
二
〇
ω
)
、

そ

れ

に
、

教

育

・
年
齢

・
居

住

可

動

性

.
人

種

の
よ
う

な

社

会

構

造

的

諸
特

徴
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(ω
o
o
陣蝕

磐
毎
9
霞
既

9

p
叫
碧
8
ユ
。。鉱
o
ω
)
の
、
範
域
内

に
お
け

る
変
化

が
、
選
挙
民

の
行
動

に
、
少
な

か
ら

ぬ
衝
撃
波
を
与
え

る
も

の
と
お
も
わ
れ
る
。

(
こ
こ
に

い
う

政
治
有
効
性

と
は
、
市

民
に
深
層
的
な
政
府

に
対
す

る
態
度

を

い
い
、
内
的

(一コ
8
ヨ

巴
)
・
外
的

(Φ
×
冨
ヨ

巴
)

の
二
種

に
大
別
さ
れ
る
。

内
的
政
治
有
効
性
と
は
、
市

民
が
政
府

の
政
策
や
行
為

に
影
響
力
を
行
使
し
得

る
と

い
う
確
信

で
あ

る
。
外
的

政
治
有
効
性
は
、
政
府
が
市

民

の
直
面
し

て

い
る
公
共
諸
問
題
を
首
尾

よ
く
解

決
し
得
る
と

い
う
確
信

で
あ

る
。
)
例

え
ば
、

一
九
六
〇
年
か
ら

　
九
八
四
年

ま
で
の
問
、
ア

メ
リ
カ

に
お
け

る
教
育

水
準
と
経
済
実
績
は
、
著

し
く
改
善

さ
れ
、

こ
の

こ
と
が
、
市
民

の
積
極
的
な
政
治
参
加
を
促
す
も

の
と
期
待

さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
党
派
性

の
感
情

と

政
治
有

効
性
は
、
社
会
経
済

状
況

の
改
善

の
投
票
行
為

に
対
す

る
潜
勢
的
な
影
響
力
を
消
去
す
る
限
度

を
越

え
て
、

こ
の
間
に
、
衰
退
す

る
に
至

っ
て

い

る
。
低
投

票
率

を
打
破
す

べ
き
効
果
的

な
政
策

の
樹
立

は
、

こ
の
問
題

の
核
心
を
衝
く
模
範
的
な
解

明
理
論

の
成
就

を
ま

っ
て
可
能

と
な

る
。
事
実
、
す

べ
て

の
論
者

は
、
低
登
録
率

が
低
投
票
率

の

一
因
を
形
成
す
る
と

い
う
厳
然
た
る
事
実
を
認
め
て
お
り
、
ま

た
、
有
権
者

登
録
法

の
大
幅
な
規
制
解
除

が

少
な
か
ら
ぬ
影

を
低
登
録
率
ー

低
投
票
率

の
等
式

に
落
す

で
あ
ろ
う
と

い
う

点

で
、
意

見

の

一
致
を

み
て

い
る
。
け

れ
ど
も
、
州
が
、
有
権
者
登
録

の
助

長

の
た
め
に
、

い
か
な

る
程
度
、
積
極
的
努
力
を
払
う

べ
き

で
あ
る
か
、
あ

る

い
は
、
他

の
政
治
組
織

が
首
唱
す

る
有
権
者

登
録
推
進
運
動

は
、
ど

の
程

度
、
効
を
奏
す

る
か
、

に
関
し

て
は
、
意
見

は
分
節
化
す

る
。

論
者

の
間

で
は
、
低

登
録
率

・
低
投
票
率

の
改
善

策
を
主

題
に
、
精
妙
な
変
奏
が
、
は
じ

ま

る
と

い
え
よ
う
。

と
こ
ろ

で
、
低
投
票
率

は
、
社
会
各
層

の
間

に
、
均
等

に
分
布

さ
れ
て

い
る
わ
け

で
は
な

い
。
周
知

の
よ
う

に
、
黒
人
、
ヒ
ス
パ

ニ
ッ
ク
系
、
そ
し

て
、

貧
困
層

は
、
低
投
票
率
と

い
う
類
似

の
症
候
群
を
示
す
。
最
近

の
事
例

を
あ
げ

る
な

ら
ば
、
黒
人

の
場
合
、

一
九

八
〇
年

の
登
録
率
六
〇

・
○
%
対
投
票

率
五
〇

.
五
%
、

一
九
八
二
年
五
九

・

一
%
対
四
三

・
○
%
、

一
九
八

四
年

六
六

∴
二
%
対
五
五

・
八
%
、

一
九

八
六
年
六

四

・
○
%
対
四
三

・
二
%
、

一
九
八
八
年
六
四

.
五
%

対
五

一
・
五
%
、

一
九
九

〇
年
五
八

・
八
%
対
三
九

・
二
%
、

ヒ

ス
パ

ニ
ッ
ク
系

の
場
合

、

一
九
八
〇
年
三
六

・
三
%
対

二
九

・

九
%

、

一
九

八
二
年
三
五

.
三
%
対

二
五

∴
∴
%
、

一
九
八
四
年

四
〇

・
一
%
対
三

二

・
六
%
、

一
九
入
六
年
三
五

・
九
%
対

二
四

・
二
%
、

一
九
八
八

年

三
五

.
五
%

対
二
八

・
八
%
、

一
九
九

〇
年

三
二

∴
二
%
対

一
=

・
○
%
、
同
じ
く
失
業
者

の
場
合
、

一
九
八

〇
年
五
〇

・
三
%
対
四

一
・
二
%
、

一

九
八

こ
年

四
九

.
八
%
対
三

四

・
一
%
、

一
九
八
四
年
五
四

・
三
%
対
四
四

・
○
%
、

一
九
八
六
年
五
〇

・
六
%
対

三

一
・
二
%
、

一
九
八
八
年
五
〇

・

四
%

対

三

八

.
六
%

、

一
九

九

〇

年

四

四

・
六
%

対

二

七

・
九

%

、

以

上

と

な

る

。

(。。Φ
①

の
ミ
勢

識
ミ

～
詠
辱
乳
ミ
ミ

魚

ミ
偽

§

§

職

⑦
ミ
、禽

N
§

"
8

,

6
凶f

P

卜。
8
.)

こ
れ
故
、

ア
メ
リ

カ
の
選
挙

は
、

こ
う
し
た
諸
集

団

の
低

投
票
率

に
感

光
し
た
、
全
国
世
論

の
歪
曲
像
を
、
提
示
す

る

こ
と
に
な

る
。
さ

ら

に
、
全
国
を
通
じ

て
、
あ

る
程
度
、
人

口
統
計
学
的
差
異
を
反
映
し
た
、
投

票
率

の
地
域
的
偏
差
も
、
認

め
ら
れ

る
。

一
九

入
入
年

に
、
C
B
S

ニ
ュ

ー

ス
が
概
算
し

た
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
投
票
率

は
、
ワ

シ
ン
ト

ン
D
C
、

ジ

ョ
ー

ジ
ア
、

サ
ウ

ス
カ

ロ
ラ
イ
ナ

で
三
七
%
な

い
し
三
八
%

(
一
九
九
〇
年
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二

六
%

な

い
し

三

三

%

)

か
ら

、

サ

ウ

ス
ダ

コ
タ

、

メ
イ

ン
、

モ

ン
タ

ナ

、

ウ

ィ

ス

コ

ン
シ

ン
、

ミ
ネ

ソ

タ

の
六

一
%

な

い
し

六

五
%

(
一
九

九

〇
年

三

八

%

な

い

し

五

六

%

)

に

、

及

ん

で

い

る

。

(
ω
①
Φ

一
σ
圃
血
二

,

ミ

ト。
」

.↓

プ
o
ω
①

≦

ゴ
o

o
げ
o
。・
Φ

ε

〈
o
辞
ρ
..
ぎ

〉
曜
ミ

ぎ

尋

§

ミ

鴨
砺
博
N
◎

き

竃

§

鵯
ミ

N
鵠

QQ
・

,

一
ω
⑤
)
確

か
に
、
政
府

が
す

べ
て
の
有
権
者
を
登
録
さ

せ
る
た

め
の
積
極
的
義
務
を
負
う

と
す

る
原

理
を
貫
徹
さ

せ
る
こ
と
は
、
重
要

で
あ
ろ
う
。

し

か
し
、

現
存

政
治
体
制

の
受
益
者

は
、

こ
の
よ
う
な
変
革

の
前
途

に
立
ち

は
だ
か
る
。
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
政
治
家

は
、
選
挙
民

の
間

に
お
け

る
変
質
を
憂

慮
す

る
。

彼
ら
を
公
職
に
就
け

た

の
は
、

い
つ
に
変
ら

ぬ
停
滞
的
な
、
あ

る

い
は
、
恒
常
的
な
、
選
挙
民

に
ほ
か
な
ら
な

い
か
ら

で
あ
る
。

(。。
①
①
℃
圃く
Φ
コ

雪

創
Ω

o
毛
碧
食

8

.
α
什
二
や

㎝
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・
」う

し
た
政
治
家

の
態
度

に
、
既
得
権

の
擁
護
と

い
う
彼
ら

の
屈
折
し
た
意
識

の
曲
線

が
、
隠
顕
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、
政
治
家

に
よ
る
低

投
票
率

の
容
認

の
根
底
に
は
、
時
代
錯
誤

の
占

い
神
話

の
闇
黒

の
活
力

が
、
見
出
さ
れ
る
。

そ

の

一
つ
は
、
低
投
票
率

が
、
現
状
維
持

へ
の
満
足
感

の
表
明
以
外

の
何
も

の
で
も
な

い
と

い
う
神
話

で
あ

る
。
し
か
し
、
黒
人
、
貧
困
層
、
失
業
者

、

人
種
的
少
数
者
な
ど

の
、
棄
権

行
為

が
最
も
鮮
明
な
描
線

で
刻
み

こ
ま
れ
る
利
益

諸
集
団

は
、

い
わ
ば
、
時
代

の
、
あ

る

い
は
、
社
会

の
、
下
層

に
遺
棄

さ
れ
た
集
団

で
あ
り
、
現
状

に
最
も
満
足
を
表
明
し
得

る
集

団

で
は
決
し
て
な

い
。

こ
の
神
話

は
、
生
命
力
溢
れ
る
現
実

の
根

か
ら

切
断
さ
れ
硬
化

し
た

観
念

の
絵

以
L

の
も

の
で
は
な

か
ろ
う
。

も
う

一
つ
は
、
低
投
票
率

が
、
政
治
体
制

の
安
定
性

の
証
示

で
あ

る
と

い
う

神
話

で
あ

る
。
低
投
票
率

が
、
貧
困
層

、
低
学
歴
層
、
そ

の
他

の
低
所
得

階
層

出
身
者

の
間

に
、
集
中
的

に
看
取

さ
れ
る
現
象

で
あ

る
以
上
、
彼
ら
を
刺
激
し
、
予
想
外

の
方
法

で
、

ま
た
、
御
し
難

い
方
法

で
、
投
票
行
動

に
駆

り
た
て
る
よ
り
も
、
む
し

ろ
、
彼
ら
を
、
過
去
も
未
来
も
な

い
非
人
称
的
な
仮
死

の
個
体
と
し
て
、
死

せ
る
従
順

の
状
態

に
押
し

と
ど
め
て
お
く

こ
と
が
、

合
衆
国

の
政
治
体
制

の
美

点

で
あ
る
と

い
う

の
が
、

こ
れ

に
当

る
。
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葭

曽
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Z
■
冨
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霧

Φ
ρ

ぎ

§
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ミ
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黛
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§
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ミ

§

§
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§

ミ
§
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ミ
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竈
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し

か
し
、

こ
の
神
話

に
は
、
信
悪
性
は
な

い
。

一
九

八
入
年

の
大
統
領
選
挙
後
、

ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
タ
イ

ム
ズ
は
、
世
帯
当
り

の
年
収

一
二
、
五
〇
〇
ド

ル
以
下

の
投
票
者

の
六

二
%

が
、
M

・
デ

ュ
カ
キ

ス
民
主

党
大
統
領

候
補
を
支
持

し
、
同
じ
く
、
黒
人

の
八
六
%
、

ヒ

ス
パ

ニ
ッ
ク
系

の
六
九
%
も
、
彼

に
投
票
し

た
と
報
じ

て

い
る
。
低
投
票
率

が

一
般
的

で
あ
る
利
益

諸
集
団

に
属
す

る
現
在

の
投
票
者
は
、
民
主
党
を
支
持
す

る
以
上
、
現
在
以
h

の
高
投

票
率

は
、
民
主
党

の
基
本
的
な
政
策
路
線

の
磁
針
が
示
す
方
向

で
、
選
挙

の
結

果
を
、
変
更
す

る
も

の
と
お
も
わ
れ
る
。

一
九
八
八
年

の
投
票
分
析

に
よ

れ
ば
、

こ
の
よ
う

な
政
治
過

程
に
十
分
代
表
さ
れ
て

い
な

い
諸
集

団
内

に
お
け
る
投
票
率

の
増
大

は
、
確

か
に
、
勝
利

の
程
度

に
変
化
を
起
さ
せ
る
に
せ

よ
、
低

投
票
率

の
下
で
想
定

さ
れ
る
大
統
領
選
挙

の
結
果

に
変
化
を
喚
起
し
、
選
挙
政
治
上

の
新

た
な
屈
曲

と
展
開
を
み
せ
る
と

い
う
、
積
極
的

な
効
果
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を
あ
げ
得
な

い
で
あ

ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、

こ
れ
ら

の
集
団

は
、
選
挙
結

果
の
ヴ

ェ
ク
ト

ル
を
逆
行

さ
せ
得
る
ほ
ど

の
多

数
者
を
、
と
う
て

い
、
形
成

し
得

な

い
か
ら

で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
票
差

が
接
近
し
て

い
る
と

こ
ろ
で
は
、
彼
ら

の
間

に
お
け

る
投
票
率

の
上
昇
は
、

選
挙
結
果

に
差
を
生

ぜ
し
め
る
で
あ

ろ
う
。
し

か
し
、
こ
の
場
合

で
も
、
こ
の
よ
う

な
投

票
率

の
上
昇

が
も

た
ら
す
選
挙

の
結
果

に

つ
い
て
、
正
確
な
予
想
を

た
て
る

こ
と
は
、
至
難

で
あ
る
。

若
干

の
集

団

で
は
、
確
か
に
、
棄
権
者

が
、
異
常

に
続
出
す

る
。
け

れ
ど
も
、
相
当
数

の
棄
権
者

の
存
在

は
、

ほ
と
ん
ど
す

べ
て

の
集
団
を
貫
流
す

る
低

音
部

の
主

題
と
し
て
、
常

に
鳴

り
響

い
て

い
る
。

さ
ら
に
、
棄
権
者

に
関
す

る
数
多

の
調
査
研
究

に
は
、
棄
権
者

は
、
政
治
的
意
見

に
お

い
て
、
投
票
者

と

ほ
ぼ
等
質

で
あ

り
、
広
範
囲

に
及

ぶ
投
票
率

の
上
昇
は
、
選
挙

の
結
果

に
、
さ
し
た
る
影
響

力
を
与
え
な

い
と

い
う
力
線
が
、

明
瞭

に
貫

ぬ
か
れ

て

い

る
。

こ
の
研
究

に
よ
れ
ば
、
特
定
集
団

に
標
的
を
絞

っ
た
投
票
率

の
上
昇

の
み
が
、
選
挙

の
結
果

に
差
異
を
呼

び
起
す

こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

こ
う

し

た

こ
と
か
ら
、
広
範
囲

に
わ
た
る
投
票
率

の
上
昇
よ
り
従
来
と
異
な
る
選
挙
結
果

の
変
容

へ
と

い
う
指
向
線

は
、
存
在
し
な

い
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
、
高

投
票
率

が
、
選
挙
結
果
を
決
定
的

に
支
配
す

る
と
い
う
事
態

は
、
想
像
力

の
視
線

が
構
築
し

た
幻
風
景

に
す
ぎ
な

い
。
両
者

の
間

に
は
、
薄

い
皮
膜

の
よ

う
な
空
隙

が
、
常

に
存
在
し
て

い
る
。

第
四

の
理
由

は
、
特
定
集

団
、

と
く
に
、
低
所
得

・
低
学
歴
層

の
投
票
を
動
員
し
得

る
政
党

の
不
在

で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
二
大
政
党
は
、

い

ず

れ
も
、
選
挙

に
お
け

る
勝
利

の
確
保
を
目
ざ
す

O
讐
o
ゴ
ーg。
一一
℃
禦
江
Φ
ω
で
あ
る
た
め
、
人
種
、
職
業
、
宗
教
、
階
層

な
ど

の
、
特
定

の
利
益
集
団

と
の
緊

・密
な
結
合
関
係

を
有

し
て

い
な

い
と

い
う

の
が
、

こ
れ

で
あ
る
。
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P

嵩
-
心
ω
し

以
上

に
述

べ
て
き

た
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
低
投
票
率

の
原
閃
に
関

す
る
叙
述

の
結
論

は
、
次

の

一
文

に
要
約
す

る

こ
と
が
で
き

る
。
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「
現
時

点

に
お

い
て
、
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
低

投
票
率

と

い
う

政
治
問
題

の
正
確
な
原
因
を
、
我

々
は
、
知
る

こ
と

が
で
き
な

い
。
も
と
よ
り
、
仮
説

的
な
原
因
は
、
数
多

く
存
在
す
る
。
各

種
媒
体

と
世
論
調
査

の
影
響

力
、

T
V
と
広
告

の
役
割

の
増
大
、
政
党

の
凋
落
、
選
挙
運
動

の
運
営
法
、
候
補
者

の
資
質

の
低

下
、

政
治
離

れ

の

一
般
化
、
市
民
的
義
務
感

の
退
潮
、
政
治
意
識

の
伝
統
的
形
式

の
腐
食
、
な
ど
が
、

こ
れ
で
あ

る

　。

数
多

の
光
線

の
束

が

一
点

に
収
敏
す

る
よ
う

に
、

こ
う
し

た
諸
要
因

の
堆
積

の
結
果
と
し

て
、
合
衆
国

に
お
け

る
特
異
な
低
投
票
率

が
、
現
出

し
た
と

考

え
て
よ

か
ろ
う
。

そ
れ
は
、
様

々
な
諸
要
因

の
合
金

で
あ
り
、
緊
密

な
結

晶
体
で
あ
る
。
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